
ISSN1342－8837

〈付・年報〉
第　25　号（2011年）

　

目　
　
　

次

真
田
幸
弘
の
賀
集
か
ら
見
た
交
流
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
柴　
　

桂
子　

１

　
　
　
　
　
　
　
―
女
性
の
歌
を
中
心
に
―

佐
久
間
象
山
の
顕
彰
活
動
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
降
幡　

浩
樹　

18

　
　
　
　
　
　
　
―
佐
久
間
家
法
要
帳
の
分
析
を
中
心
に
―

松
代
城
花
の
丸
の
調
査
成
果
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
塚
原　

由
実　

49

真
田
家
の
典
籍
目
録
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
―
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
書
目
を
題
材
に
―

………
山
中
さ
ゆ
り　

58

資
料
紹
介
　
金
箱
家
資
料
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
小
山　

万
里　

74

史
料
紹
介
　
川
合
（
羽
田
）
家
史
料

　
　
　
　
　
　
　
―
北
条
家
印
判
状
他
に
つ
い
て
―

………
…
…
…
…
田
中　

加
恵　

82

翻
刻
　『
喜
久
の
分
根
』（
２
）
………
…
…
…
…
…
…
…
…
真
田
連
句
を
読
む
会　

86

史
料
紹
介
　
監
察
日
記
　
　
明
和
四
年
～
明
和
六
年
…
…
真
田
古
文
書
ク
ラ
ブ　

104

史
料
紹
介
　
浦
野
家
文
書
　
貞
享
三
年
よ
り
天
明
八
年
迄
　
ひ
・
も
・
せ
・
す
の
部

…
…
　
128

年
報
（
２
０
１
１
年
１
月
～
２
０
１
１
年
12
月
）
………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
ⅰ



千とせの壽詞（『真田幸弘の賀集から見た奥向きの交際』参照）
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丸
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査
成
果
』
参
照
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真
田
幸
弘
の
賀
集
か
ら
見
た
交
流

　
　
　
　
　
女
性
の
歌
を
中
心
に
　
　
　

柴　
　
　

桂　

子

は
じ
め
に

江
戸
時
代
、
あ
ら
ゆ
る
階
級
の
女
性
た
ち
が
、
幅
広
い
分
野
に
わ
た
っ
て
の
文
芸
活

動
を
活
発
に
行
っ
た
こ
と
は
、
女
子
学
習
院
の
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）、
開
校
五
十

周
に
あ
た
り
、記
念
事
業
の
一
つ
と
し
て
同
十
四
年
に
発
行
さ
れ
た
『
女
流
著
作
解
題
』

を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
近
年
の
研
究
で
さ
ら
に
掘
り
起
こ
し
が
進
み
、
女
性
文
芸

者
の
判
明
し
て
い
る
数
は
万
人
を
越
え
、
個
々
の
研
究
も
深
め
ら
れ
て
き
た
。

井
上
敏
幸
氏
を
代
表
と
す
る
信
濃
国
松
代
藩
（
長
野
県
）
十
万
石
六
代
藩
主
真
田
幸

弘
の
四
十
賀
か
ら
七
十
賀
に
お
よ
ぶ
三
十
年
間
に
わ
た
る
文
芸
活
動
の
調
査
研
究
の

翻（
１
）刻
か
ら
、
幸
弘
の
身
近
な
女
性
た
ち
や
家
中
の
女
性
た
ち
の
歌
の
他
に
、
大
奥
や
他

藩
、
あ
る
い
は
一
般
庶
民
の
女
性
た
ち
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
多
く
の
賀
歌
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
。
四
十
賀
や
五
十
賀
に
は
大
奥
や
他
藩
の
女
性
た
ち
の
歌
は
見
え
な
い
が
、

六
十
賀
と
七
十
賀
に
は
合
わ
せ
て
二
二
〇
余
名
の
家
中
以
外
の
女
性
た
ち
が
祝
賀
歌
を

贈
っ
て
い
る
。

そ
れ
ほ
ど
多
く
の
女
性
た
ち
が
、
祝
賀
歌
を
贈
っ
て
い
る
こ
と
に
興
味
を
引
か
れ
、

ま
ず
は
幸
弘
と
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
の
か
に
関
心
を
寄
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。ま
た
、

幸
弘
が
身
分
や
男
女
差
を
問
わ
ず
交
流
を
持
っ
た
こ
と
に
も
興
味
が
わ
く
。
そ
し
て
幸

弘
と
二
二
〇
余
名
の
女
性
た
ち
を
見
る
こ
と
で
何
が
見
え
て
く
る
の
か
。
判
明
で
き
る

範
囲
で
女
性
た
ち
の
身
分
や
経
歴
や
活
動
を
調
べ
て
み
た
い
。

一
、
真
田
幸
弘
の
賀
集
の
女
性
た
ち

幸
弘
の
六
十
賀
集
は
、
井
上
敏
幸
氏
ら
の
調
査
に
よ
る
と
『
千
と
せ
の
壽
詞
』
上
中

下
と
『
御
こ
と
ほ
き
の
記
』
と
『
耳
順
御
賀
日
記
』
が
あ
る
。
そ
の
内
『
御
こ
と
ほ
き

の
記
』
は
、松
代
藩
士
で
歌
人
の
岩
下
（
金
井
）
清う
ま
き酒
に
よ
る
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）

一
月
の
日
付
の
寿
ぎ
の
文
で
あ
る
。
文
中
に
「
む
月
廿
一
日
は
御
と
し
み
見
の
日
な
れ

ば
け
ふ
に
な
ん
御
も
よ
ふ
し
あ
り
」
と
あ
り
、
寛
政
五
年
に
老
中
を
引
退
し
た
陸
奥
国

白
河
藩
主
松
平
定
信
を
主
賓
に
、
幸
弘
室
さ
だ
子
（
陸
奥
国
白
河
藩
藩
主
松
平
越
中
守

定さ
だ
よ
し賢

の
娘
で
定
信
養
父
定
邦
の
妹
）
や
嫡
子
幸ゆ

き
た
か専

（
近
江
国
彦
根
藩
主
井
伊
掃
部
頭

直な
お
ひ
で幸
四
男
）
と
室
三
千
子
（
幸
弘
長
女
）、
遠
江
国
浜
松
藩
（
静
岡
県
）
藩
主
井
上
河

内
守
正ま
さ
も
と甫
と
室
峯
子
（
幸
弘
次
女
）
ら
を
中
心
に
祝
宴
が
盛
大
に
催
さ
れ
た
様
子
が
記

さ
れ
て
あ
る
。

こ
の
六
十
賀
に
ち
な
ん
で
多
く
の
贈
答
品
が
交
わ
さ
れ
、
歌
の
師
日
野
従
一
位
資す
け

枝き

卿
に
依
頼
し
た
「
檐
松
有
嘉
色
」
の
出
題
で
、
し
か
る
べ
き
人
々
に
依
頼
し
て
い
た
和

歌
が
集
め
ら
れ
た
。『
千
と
せ
の
寿
詞　

上
』
の
中
に
家
中
以
外
の
女
性
た
ち
約
百
名

の
祝
賀
の
歌
が
収
集
さ
れ
て
あ
る
。

文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
の
幸
弘
七
十
賀
集
は
『
千
と
せ
の
壽
詞　

上
』、『
ち
と
せ

の
よ
こ
と　

中
』、『
千
年
の
壽
辞　

下
』、『
御
こ
と
ほ
き
の
記　

全
』
が
あ
り
、
編
者

は
「
真
田
幸
弘
」
と
あ
る
。『
御
こ
と
ほ
き
の
記　

全
』
の
中
に
家
中
以
外
の
女
性
た
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ち
百
二
十
名
ほ
ど
の
祝
賀
歌
が
収
集
さ
れ
て
あ
る
。
出
題
は
柴
山
三
位
持
豊
卿
に
賜
っ

た
「
庭
松
契
久
」
で
あ
る
。

こ
れ
ら
家
中
以
外
の
約
二
百
二
十
余
名
の
女
性
た
ち
は
後
の
表
の
と
お
り
で
あ
る

が
、
そ
の
内
比
較
的
身
分
や
活
動
の
わ
か
る
者
に
＊
と
番
号
を
付
し
た
の
で
、
少
し
補

足
を
し
て
お
く
。

花
町　
（
＊
１
）

京
都
の
人
。
十
一
代
将
軍
徳
川
家
斉
の
室
寔た
だ
こ子
（
広
大
院
）
付
上
臈
御
年
寄
。
文
政
九

年
（
一
八
二
六
）、
寔
子
の
お
供
で
浜
御
殿
（
港
区
）
を
訪
れ
た
時
の
紀
行
文
が
新し
ん
み見

正ま
さ
み
ち路
編
「
賜し
ろ
し
ゅ
う
よ
う

蘆
拾
葉
」（
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
）
に
載
る
。
寔
子
や
御
年
寄

梅う
め
た
に渓
ら
の
文
と
と
も
に
「
千
代
の
浜（
２
）松
」
と
題
し
て
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
の
歌

に
「
ゆ
た
け
し
な
い
ま
此
御
代
の
と
き
つ
風
浪
し
つ
か
な
る
竹
芝
の
浦
」
が
あ
る
。
天

保
十
五
年
（
一
八
四
四
）、
一
の
長
局
か
ら
出
火
し
江
戸
城
本
丸
が
炎
上
し
た
折
、
花

町
は
八
〇
歳
を
過
ぎ
た
老
衰
で
床
に
臥
せ
っ
て
い
た
た
め
逃
げ
遅
れ
焼
死
し
た
。
こ
の

折
、
寔
子
に
花
町
を
助
け
る
よ
う
言
わ
れ
て
火
の
中
に
飛
び
込
ん
だ
将
軍
家
侍
医
桂
川

甫
周
の
妹
て
や
も
焼
死
し
た（
３
）。

花
園　
（
＊
２
）

京
都
の
人
。
二
代
花
園
。
初
代
は
十
代
将
軍
徳
川
家
治
付
、二
代
が
十
一
代
将
軍
家
斉
、

家
斉
の
室
寔
子
さ
ら
に
、
十
二
代
将
軍
家
慶
付
、
三
代
は
十
四
代
将
軍
家
茂
付
上
臈
御

年
寄（
４
）。
幸
弘
の
六
十
賀
歌
は
「
か
け
高
き
軒
端
の
松
の
深
み
と
り
ふ
り
せ
ぬ
色
に
契
る

行
末
」
で
あ
る
。

輝
子　
（
＊
３
）

京
都
所
司
代
や
老
中
を
務
め
た
遠
江
国
浜
松
藩
（
静
岡
県
）
藩
主
井
上
正ま
さ

経つ
ね

の
娘
。
三

河
国
吉
田
藩
（
愛
知
県
）
七
万
石
藩
主
松
平
伊
豆
守
信
明
の
室
。
信
明
は
側
用
人
か
ら

老
中
と
な
り
老
中
首
座
の
松
平
定
信
を
支
え
、
定
信
と
と
も
に
寛
政
の
改
革
を
推
し
進

め
た
。
定
信
引
退
後
は
老
中
首
座
と
な
っ
た
。
幸
弘
の
次
女
峯
子
（
心
蓮
院
）
の
夫
井

上
正
甫
の
叔
母
に
あ
た
る
。
幸
弘
の
六
十
賀
歌
は
「
深
み
と
り
色
こ
そ
増
れ
幾
千
世
を

軒
は
に
な
ら
す
松
風
の
声
」
で
あ
る
。

福
子　
（
＊
４
）

幕
臣
・
高
家
横
瀬
駿
河
守
貞
臣
の
室
。
貞
臣
は
和
歌
を
賀
茂
真
淵
、
冷
泉
為
村
、
日
野

資
枝
に
学
び
内
藤
正
範
、石
野
広
道
と
並
ん
で
近
世
武
家
の
三
歌
人
と
称
さ
れ
た
。「
定

臣
朝
臣
詠
草
」
な
ど
が
あ
る
。
娘
千
枝
子
や
美
弥
子
ら
一
家
で
歌
を
能
く
し
た
。

永
子　
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
没　
（
＊
５
）

上
野
国
高
崎
藩
（
群
馬
県
）
藩
主
松
平
（
大
河
内
）
輝
高
の
娘
。
大
和
国
郡
山
藩
（
奈

良
県
）
十
五
万
千
二
百
石
藩
主
松
平
（
柳
沢
）
甲
斐
守
保
光
の
室
。
柳
沢
家
と
真
田
家

は
婚
姻
関
係
で
深
い
つ
な
が
り
が
あ
る
。
保
光
の
父
信の
ぶ

鴻と
き

の
継
室
は
幸
弘
の
祖
父
信

弘
の
娘
貞
徳
院
で
あ
り
、幸
弘
の
叔
母
に
あ
た
る
。
ま
た
、永
子
の
孫
娘
定
（
貞
松
院
）

は
柳
沢
保や
す

泰ひ
ろ

の
娘
で
あ
り
、
藩
主
の
座
に
就
く
こ
と
な
く
若
く
し
て
死
去
し
た
幸ゆ
き

貫つ
ら

（
幸
専
養
子
・
松
平
定
信
次
男
）
の
子
・
幸
良
の
室
で
あ
る
。
保
光
は
文
芸
に
広
く
精

通
し
た
文
人
大
名
と
し
て
も
知
ら
れ
、
歌
道
は
日
野
資
枝
に
学
ん
だ
。
永
子
も
夫
の

影
響
の
も
と
、
諸
芸
を
嗜
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。

嘉
代　
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
～
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）　

享
年
五
十
一　
（
＊
６
）

讃
岐
国
高
松
藩
（
香
川
県
）
藩
主
松
平
頼
恭
の
娘
。
播
磨
国
姫
路
藩
（
兵
庫
県
）

十
五
万
石
藩
主
酒
井
雅
楽
守
忠た

だ
ざ
ね以
の
室
。
忠
道
の
生
母
。
忠
道
の
妻
は
彦
根
藩
（
滋
賀

県
）
藩
主
井
伊
直
幸
の
娘
。
幸
弘
の
養
子
幸
専
の
妹
。
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）、
夫

の
没
後
は
光
訓
院
と
称
し
た
。
出
羽
国
秋
田
藩
（
秋
田
県
）
佐
竹
家
の
御
用
達
商
人
で

和
学
者
・
随
筆
家
の
津
村
淙
庵
（
文
化
三
年
・
一
八
〇
六
没
）
の
編
ん
だ
「
片
玉
集
」

前
集
（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
）
に
「
淙
庵
に
あ
た
ふ
」
と
題
し
た
小
文
が
あ
る
。
天
明
八
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年
（
一
七
八
八
）
か
ら
寛
政
二
年
に
か
け
て
淙
庵
が
秋
田
へ
滞
在
し
た
時
期
の
紀
行
文

「
阿
古
屋
の
松
」（
西
尾
市
立
図
書
館
岩
瀬
文
庫
蔵
）
を
読
み
、
賛
辞
し
て
「
打
つ
け
に

し
の
ふ
も
ち
す
り
み
ち
の
く
の
こ
ゝ
ろ
こ
と
葉
も
か
き
り
し
ら
れ
す
」
の
歌
を
送
っ
て

い
る
。

寿
子　
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
没　
（
＊
７
）

白
河
藩
藩
主
松
平
定
信
の
娘
。
真
田
幸
貫
の
姉
。
越
後
国
長
岡
藩
（
新
潟
県
）
藩
主
牧

野
忠た
だ

精き
よ

の
養
女
。
同
国
村
上
藩
（
新
潟
県
）
五
万
余
石
藩
主
内
藤
豊
前
守
信
敦
の
室
。

幼
名
は
婉
。
忠
精
の
嫡
子
新
次
郎
と
の
縁
組
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、
新
次
郎
が
病
死
し

た
た
め
忠
精
の
養
女
と
し
て
信
敦
と
結
婚
し
た
。

真
田
家
は
松
平
定
信
家
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
。
幸
弘
の
室
定
子
は
定
邦
の
妹
で
、

定
信
の
義
理
の
叔
母
に
あ
た
る
。定
信
二
男
幸
貫
は
幸
弘
の
養
子
幸
専
の
養
子
で
あ
り
、

そ
の
室
は
幸
弘
の
次
女
峯
子
（
貴
・
心
蓮
院
）
と
井
上
正
甫
と
の
娘
直
子
（
猶
・
真
月

院
）
で
あ
る
。

夫
信
敦
も
諸
学
、
諸
芸
を
学
び
、
藩
内
の
政
治
も
養
護
施
設
や
殖
産
興
業
に
尽
く
し
、

名
藩
主
と
し
て
聞
こ
え
た
。
文
化
人
を
父
や
夫
に
持
っ
た
寿
子
も
そ
の
面
で
造
詣
が
深

か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

満
瀬
子　
明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
～
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）　

享
年
七
十
八　
（
＊
８
）

肥
前
島
原
藩
（
長
崎
県
）
藩
主
松
平
（
深ふ
こ
う
ず溝
）
忠た
だ
ひ
ろ恕
の
娘
。
母
は
真
田
信
安
の
娘
で
幸

弘
の
妹
・
藤
姫
（
桂
樹
院
）。
公
家
梅う
め
た
に渓
通
同
と
結
婚
し
た
が
通
同
の
死
去
後
、
大
和

高
取
藩
（
奈
良
県
）
二
万
五
千
石
藩
主
植
村
駿
河
守
家
長
と
再
婚
し
た
。
万
世
、蔓
子
、

蔓
尼
と
も
い
う
。
因
幡
国
若わ

か
さ桜

藩
（
鳥
取
県
）
藩
主
松
平
冠
山
の
六
歳
で
世
を
去
っ
た

末
娘
の
追
悼
集
「
玉
露
童
女
追
悼（

５
）集
」
に
長
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
夫
家
長
と
も
ど

も
歌
を
能
く
し
た
。
法
号
は
静
心
院
。

登
与
子　
（
＊
９
）

越
中
富
山
藩
（
富
山
県
）
藩
主
前
田
（
松
平
）
利
幸
の
娘
。
豊
子
と
も
書
く
。
加
賀
国

大だ
い
し
ょ
う
じ

聖
寺
藩
（
石
川
県
）
十
万
石
藩
主
前
田
（
松
平
）
美
濃
守
利と
し
た
ね物
の
室
。
利と
し
や
す考
の
嫡
母
。

享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
に
没
し
た
国
学
者
本
居
宣
長
の
一
周
忌
に
幸
弘
ら
当
時
著
名

な
歌
人
た
ち
と
「
暮
秋
懐
旧
」
の
題
で
詠
ん
だ
歌
「
ひ
と
ゝ
せ
の
夢
も
う
つ
ゝ
に
返
り

き
て
ま
た
袖
ぬ
ら
す
あ
き
の
暮
か
な
」
が
「
鈴
屋
翁
一
周（
６
）忌
」
に
際
し
載
る
。
法
号
、

桐
陽
院
。

い
と
子　
（
＊
１
０
）

内
藤
甲
斐
守
正
範
（
外
記
）
の
娘
。
正
範
は
旗
本
大
番
頭
で
書
院
番
頭
な
ど
を
務
め
、

文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
に
は
駿
府
町
奉
行
と
な
っ
た
。
和
歌
を
冷
泉
家
や
日
野
家
の

門
に
学
び
、
近
世
武
家
三
歌
人
の
一
人
に
挙
げ
ら
れ
た
。
い
と
子
も
父
の
影
響
で
和
歌

を
よ
く
し
た
と
思
わ
れ
る
。

せ
む
子　
（
＊
１
１
）

常
陸
国
志
筑
陣
屋
（
茨
城
県
）
交
代
寄
合
衆
本
堂
親
房
の
娘
。
近
江
国
朽
木
陣
屋
（
滋

賀
県
）
朽
木
兵
庫
助
綱つ

な
ひ
ろ泰
の
妻
。
朽
木
家
は
幕
臣
寄
合
で
、小
石
川
春
日
町
（
文
京
区
）

に
住
む
。
綱
泰
は
江
戸
市
中
で
も
有
数
の
蔵
書
家
で
朽
木
文
庫
と
し
て
伝
わ
る
。

里
佐
子
（
利
左
・
梨
佐
）　
（
＊
１
２
）

幕
臣
西
の
丸
槍
奉
行
森
山
豊
後
守
孝
盛
の
長
女
。
幼
名
、
梅
、
後
、
利
左
に
改
名
。
孝

盛
は
文
武
に
長
け
、
病
気
で
引
退
し
た
火
盗
改
め
方
長
谷
川
平
蔵
の
後
を
受
け
て
一
年

余
り
そ
の
役
に
就
い
た
こ
と
も
あ
る
。
松
平
定
信
が
老
中
首
座
に
つ
い
て
後
、
御お

か
ち
が
し
ら

徒
頭

に
抜
擢
さ
れ
た
。
孝
盛
は
冷
泉
門
の
歌
人
で
あ
り
、
国
学
に
造
詣
が
深
く
、
和
歌
も
よ

く
し
、「
自
家
年
賦
」
な
ど
の
日
記
や
随
筆
の
著
作
も
あ
る
。
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）、

里
佐
子
は
、
婿
養
子
盛
年
（
土
方
久
忠
次
男
与
一
郎
、
後
安
芸
守
）
を
迎
え
、
同
八
年
、
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男
子
熊
五
郎
盛
哉
を
出
産
。
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）、
十
一
代
将
軍
徳
川
家
斉
の
側

室
お
満
（
平
塚
氏
）
が
生
ん
だ
竹
千
代
の
乳
母
と
な
る
。
竹
千
代
は
三
カ
月
で
逝
去
し

た
た
め
致
仕
す
る
が
、妹
り
ゑ
（
嶋
沢
）
が
大
奥
に
勤
め
て
い
た
た
め
、里
佐
子
は
「
先

の
乳
母
」
と
い
う
格
で
大
奥
出
入
り
が
許
さ
れ
た
。
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
か
ら
は

家
斉
の
室
寔
子
（
広
大
院
・
薩
摩
藩
島
津
重し
げ
ひ
で豪
の
娘
）
に
も
仕
え
、
寔
子
が
島
津
斉
興

ら
の
昇
進
や
薩
摩
藩
財
政
立
て
直
し
な
ど
に
寄
与
し
た
折
の
さ
ま
ざ
ま
な
仲
介
役
と
も

い
う
べ
き
閑
道
取
次
の
役
割
を
担
っ
た
。
そ
う
し
た
こ
と
は
里
佐
子
の
著
「
風
の
し
る

へ
」（「
武
蔵
国
江
戸
森
山
家
文
書
」
国
文
学
研
究
資
料
館
史
料
館
蔵
）
に
詳
し
く
記
さ

れ
て
い（
７
）る
。

「
玉
露
童
女
追
悼
集
」（「
満
瀬
子
」
参
照
）
に
も
前
詞
を
添
え
、
南
無
阿
弥
陀
仏
を

頭
に
寄
せ
た
六
首
の
歌
を
寄
せ
て
い
る
。
そ
の
一
首
「
な
つ
か
し
き
つ
ほ
み
な
か
ら
に

散
花
の
う
ら
む
に
た
へ
ぬ
春
の
山
風
」。
書
も
よ
く
し
、
森
山
家
の
知
行
地
に
あ
る
上

総
国
の
海
厳
寺
（
千
葉
県
）
に
里
佐
子
自
筆
の
「
福
聚
海
無
量
」
の
額
が
残
っ
て
い
る

と
い
う
。
法
号
は
孝
賢
院
。

李
乃
子　
（
＊
１
３
）

幕
臣
森
山
孝
盛
の
三
女
。
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
に
、
り
ゑ
の
産
ん
だ
り
の
を
養
女

と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か（
８
）。

少
女
李
乃
子
の
幸
弘
の
六
十
賀
歌
は
「
い
く
千
代
の
色
こ
そ
増
れ
深
み
と
り
さ
か
ふ

る
宿
の
檐
の
松
か
枝
」
で
あ
る
。

と
ゐ
子　
（
＊
１
４
）

和
歌
。
幕
臣
旗
本
持
弓
頭
武
藤
庄
兵
衛
安や

す

徴あ
き
らの

姉
で
あ
ろ
う
か
。
六
番
町（
千
代
田
区
）

住
。
里
佐
子
の
著
わ
し
た
「
風
の
し
る
へ
」
に
出
て
く
る
里
佐
子
の
妹
り
ゑ
の
大
奥
奉

公
を
薦
め
た
庄
兵
衛
の
姉
滝
川
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

ゆ
か
（
遊
可
）　
（
＊
１
５
）

真
田
宝
物
館
所
蔵
の
資
料
の
中
に
ゆ
か
自
筆
の
資
料
が
数
々
あ
る
。
幸
弘
の
次
女
峯
子

(

貴
姫)

の
歌
の
指
導
を
し
た
資
料
が
残
る
。「
自
詠
集
」
と
書
か
れ
た
ゆ
か
自
筆
の
詠

草
は
春
の
季
語
と
そ
れ
に
そ
っ
た
和
歌
を
乗
せ
手
本
と
し
て
い
る
。『
源
氏
物
語
』
か

ら
和
歌
を
写
し
取
っ
た
三
冊
の
冊
子
な
ど
も
和
歌
の
手
本
と
し
て
峯
子
に
与
え
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
ま
た
ゆ
か
自
筆
の
「
詠
草
う
つ
し
」
は
前
半
部
分
が
ゆ
か
の
和
歌
で
後

半
が
峯
子
の
和
歌
で
あ
ろ
う
。
そ
の
所
々
に
朱
で
添
削
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
あ
る
。

そ
の
他
幸
弘
の
室
さ
だ
子(

真
松
院)

の
七
十
歳
の
賀
歌
七
首
を
し
た
た
め
た
見
事

な
筆
跡
の
一
枚
物
も
残
る
。

序
文
や
歌
そ
の
他
ゆ
か
の
名
が
真
田
家
文
書
に
見
え
る
の
は
次
の
各
資
料
で
あ
る
。

・「
に
ひ
つ
ゑ
」　

安
永
九
年
（
一
七
七
九
）　

幸
弘
四
十
賀
集

　
　

下　

歌
一
首　
「
ゆ
か
」　　
　

・「
わ
か
み
と
り
」　

天
明
九
年
（
一
七
八
九
）　

幸
弘
五
十
賀
集

　
　

上　

序
文
「
遊
拝
」　　
　

下　

歌
二
首
「
ゆ
か
」　　

以
上
『
松
代
』
第
18
号

・
幸
弘
五
十
賀
「
御
年
賀
御
祝
儀
一
許
」

　
「
御
杖　

御
賀
詠
草
献
之
」　
「
冷
泉
様
御
門
葉　

遊
歌
女　
『
松
代
』
第
21
号

・「
む
ら
た
け
」　

寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）　

十
一
代
将
軍
徳
川
家
斉
の
嫡
子
家
慶
誕

生
に
際
し
「
御
篦
刀
御
役
御
賀
詩
哥
俳
諧
」　

歌
一
首
「
ゆ
か
」

・「
む
ら
竹
の
山
彦
」　
「
ゆ
か　

浅
草
境
内
御
出
入
」　　
　
　
　

・「
登
毛
鶴
」　
「
松
霍
御
祝
詩
歌
俳
諧
名
藉
記
」

　
　

上　

序
文　
「
遊
可
」

・「
と
も
つ
る
付
本
」　
「
ゆ
か　

浅
草
境
内
御
出
入
」　　
　

・「
は
し
た
て
」　

寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）

　

幸
弘
の
公
家
歌
人
日
野
資
枝
入
門
賀
集
「
御
歌
御
入
門
御
賀
詩
歌
俳
諧
名
藉
記
」

　
　

歌
二
首　
「
ゆ
か
」

・「
橋
立
秋
千
種
」　
「
遊
可　

浅
草
境
内
御
出
入
」　　
　
　

以
上
『
松
代
』
第
20
号
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・「
千
と
せ
の
壽
詞
」　

寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）　

幸
弘
六
十
賀
集

　
　

 
上　

序
文
に
「
御
杖
の
う
た
」（「
黄
な
る
に
し
き
の
ふ
く
ろ
に
紫
の
い
と
し
て
ぬ

い
も
の
な
り
」
と
あ
る
。
袋
の
歌
は
「
手
に
と
り
て
君
そ
か
そ
へ
む
此
つ
え
に
今

よ
り
こ
も
る
千
世
の
よ
は
ひ
を
」。
目
録
の
署
名
は
「
藤
原
遊
歌
子
」
で
あ
る
。）

ま
た
「
松
の
打
枝
を
つ
く
り
て
若
菜
入
た
る
籠
」
の
歌
二
首　
「
女
房
遊
か
」
が

あ
る
。
他
に
出
題
「
檐
松
有
嘉
色
」
の
歌
一
首
が
あ
り
、「
女
房
ゆ
か
」
と
あ
る
。

・
岩
下
清
酒
の
「
御
こ
と
ほ
き
の
記
」
に
「
御
題
は
従
一
位
資
枝
卿
日
埜
に
女
房
ゆ
か

う
け
た
う
ば
り
て
入
奉
り
ぬ
」
と
あ
る
。

・「
耳
順
御
賀
日
記　

全
」
に　
「
遊
可
」「
ゆ
か
」
の
名
が
見
え
る
。
以
上
『
松
代
』

第
19
号

・「
千
年
の
壽
辞
」
下　

文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）　

幸
弘
七
十
賀
集

　
　

跋
文
に
か
わ
る
長
い
前
詞
と
と
も
に
二
首　
「
ゆ
か
子
」　　
　
『
松
代
』
第
17
号

以
上
真
田
家
文
書
か
ら
見
て
き
た
ゆ
か
で
あ
る
が
、
そ
の
生
没
も
わ
か
ら
ず
、
身

分
は
浅
草
境
内
に
住
む
真
田
家
出
入
り
の
女
房
と
し
か
わ
か
ら
な
い
。
こ
れ
ほ
ど
ま

で
に
幸
弘
に
重
ん
じ
ら
れ
、
幸
弘
の
娘
の
歌
の
指
導
者
で
あ
っ
た
女
性
の
前
歴
に
興

味
が
わ
く
。

幸
弘
が
、
堂
上
歌
人
冷
泉
為
村
没
後
の
歌
壇
を
リ
ー
ド
し
て
い
た
日
野
資
枝
に
、
ゆ

か
を
仲
立
ち
と
し
て
入
門
を
依
頼
し
た
折
の
、
資
枝
の
返
書
が
あ
る
。「
於
遊
歌
さ
ま
」

と
宛
書
の
あ
る
承
諾
の
返
書
は
、
丁
寧
な
親
し
み
の
こ
も
っ
た
内
容
の
も
の
で
あ
る（
９
）。

ゆ
か
が
冷
泉
家
門
人
で
あ
っ
た
頃
、
資
枝
と
交
流
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

尾
張
国
名
古
屋
の
寺
島
恒
固
他
編
「
梅
処
漫
筆）

（（
（

」
の
中
に
「
月
五
十
首
詠
哥
」
が
あ

り
「
有
明
月　

よ
ひ
の
ま
の
見
し
村
雲
も
中
そ
ら
に
は
れ
て
か
け
す
む
有
明
の
月
」
な

ど
ゆ
か
の
歌
五
〇
首
が
収
集
さ
れ
て
あ
る
。「
江
戸
浅
草
馬
町
ニ
住
ス　

モ
ト
尾
張
侯

ノ
老
女
ヲ
勤
メ
後　

致
仕
シ
テ
浅
草
ニ
ス
ミ
手
習
ヒ
ト　

和
歌
ヲ
師
範
セ
シ
ガ
近
年
其

業
ヲ　

女
子
ニ
託
シ
テ
専
ラ
吟
詠
ヲ
ナ
シ
テ　

ア
リ
ト
或
人
ノ
話
ナ
リ
」
と
添
書
き
が

あ
る
。
こ
の
期
の
尾
張
侯
は
徳
川
宗む

ね

睦ち
か

で
あ
り
、
そ
の
室
は
近
衛
従
一
位
関
白
家
久
の

娘
転
陵
院
好
子
で
あ
る
。
宗
睦
も
転
陵
院
も
和
歌
を
能
く
し
た
。
ゆ
か
が
仕
え
た
の
は

こ
の
転
陵
院
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
転
陵
院
の
作
品
も
同
書
に
見
え
る
。
転

陵
院
は
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
に
没
し
て
い
る
。

ゆ
か
は
、
転
陵
院
の
没
後
、
致
仕
し
て
江
戸
へ
下
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
江

戸
へ
下
る
こ
と
を
薦
め
た
の
は
、
転
陵
院
の
妹
で
あ
る
田
安
徳
川
家
初
代
・
歌
人
の
徳

川
宗
武
の
室
宝
蓮
院
通
子
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ゆ
か
の
歌
が
真
田
家
の
資
料
に
見
え

始
め
る
の
は
、
転
陵
院
の
没
し
た
翌
年
か
ら
で
あ
る
。
真
田
家
と
縁
戚
関
係
に
あ
る
宗

武
の
息
松
平
定
信
の
紹
介
で
真
田
家
に
出
入
り
す
る
よ
う
に
な
り
、
後
に
、
幸
弘
の
次

女
峯
子
に
歌
の
手
ほ
ど
き
を
し
、
さ
ら
に
幸
弘
に
も
歌
を
指
導
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
弘
幸
の
六
十
賀
宴
で
、あ
ま
り
に
も
華
々
し
い
ゆ
か
の
大
役
が
、

そ
う
し
た
想
像
を
掻
き
立
て
る
の
で
あ
る
。

ゆ
か
に
つ
い
て
は
憶
測
の
域
を
出
な
い
が
、
さ
ら
に
調
査
を
進
め
裏
付
け
を
取
り
た

い
と
思
う
。

て
い
子　
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
～
文
化
一
二
年
（
一
八
一
五
）　

享
年
三
十
五　
（
＊
１
６
）

陸
奥
国
二
本
松
藩
（
福
島
県
）
藩
主
丹
羽
長
貴
の
娘
。
薩
摩
国
薩
摩
藩
（
鹿
児
島
県
）

七
十
二
万
八
千
七
百
石
藩
主
島
津
（
松
平
）
薩
摩
守
斉
宣
の
継
室
。
名
、
亭
。

幸
弘
七
十
賀
歌
は
「
庭
に
植
し
松
は
幾
千
世
七
十
を
年
の
始
と
契
る
ゆ
き
末
」
で
あ
る
。

法
号
は
蓮
帝
院
。

ち
か
子　
明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
～
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）　

享
年
七
十
一　
（
＊
１
７
）

陸
奥
国
盛
岡
藩
（
岩
手
県
）
藩
主
南
部
利
正
の
娘
。
彦
根
藩
（
彦
根
市
）
三
十
万
石
藩

主
井
伊
直
中
の
室
。
別
名
、
元
・
資
・
豊
。
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
に
彦
根
藩
士
野

津
基
明
が
編
ん
だ「
彦
根
歌
人
伝
」鶴（
彦
根
城
博
物
館
蔵
）に
、「
立
秋
の
心
を
よ
め
る
」

と
前
詞
し
て
「
あ
さ
こ
ろ
も
き
の
ふ
も
同
し
風
な
か
ら
秋
立
け
さ
の
神
の
冷
し
さ
」
が

載
る
。
院
号
、
親
光
院）

（（
（

。
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し
む
子　
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
～
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）　

享
年
二
十
九　
（
＊
１
８
）

松
平
定
信
の
娘
。
肥
前
国
平
戸
藩
（
長
崎
県
）
六
万
千
七
百
石
藩
主
松
浦
肥
前
守
熈ひ
ろ
むの

室
。
名
、
蓁し
ん

。
真
田
家
八
代
藩
主
幸
貫
の
妹
。
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）、
十
四
歳
の

時
、
幸
弘
の
七
十
の
賀
歌
を
贈
る
。
そ
の
年
に
結
婚
し
て
松
浦
家
に
入
る
。
平
戸
松
浦

史
料
博
物
館
に
は
父
定
信
自
筆
の
「
三
十
六
人
歌
合
」
な
ど
、
し
む
子
愛
蔵
の
歌
集
や

諸
道
具
類
が
多
く
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
し
む
子
自
筆
の
和
歌
・
短
冊
数
点
も
残
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
中
に
「
牡
丹　

さ
ま
く
に
咲
そ
む
花
の
ふ
か
み
草
色
も
あ
か
れ
ぬ
庭
の
夕

は
へ
」
が
あ
る）

（（
（

。
法
号
、
真
浄
院
。

烈
子　
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
～
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）　

享
年
八
十　
（
＊
１
９
）

松
平
定
信
の
娘
。
真
田
家
八
代
藩
主
幸
貫
や
肥
前
国
平
戸
藩
主
松
浦
熈ひ
ろ
むの
室
し
む
子
の

妹
。
信
濃
高
島
藩
（
長
野
県
）
三
万
石
藩
主
諏
訪
伊
勢
守
忠た

だ
み
ち恕
の
室
。
十
三
歳
の
時
、

幸
弘
七
十
賀
歌
「
砌
な
る
松
の
齢
を
契
り
つ
ゝ
君
も
ろ
と
も
に
千
よ
を
重
ん
」
を
詠
む
。

円
諦
院　
延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
～
文
化
一
二
年
（
一
八
一
五
）　

享
年
七
十
二　
（
＊
２
０
）

田
安
徳
川
家
初
代
徳
川
宗
武
の
娘
。
松
平
定
信
の
姉
。
肥
前
国
佐
賀
藩
（
佐
賀
県
）

三
十
五
万
七
千
石
藩
主
鍋
島
肥
前
守
重し

げ
も
ち茂
の
継
室
。
名
、
淑
。
将
軍
吉
宗
の
養
女
と
し

て
鍋
島
家
に
入
っ
た
重
茂
の
正
室
雲
松
院
（
仙
台
藩
伊
達
宗
村
の
娘
）
が
二
十
三
歳
の

若
さ
で
世
を
去
っ
た
の
で
継
室
と
な
る
。

綏
子
（
仙
寿
院
）　
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
～
文
政
三
年
（
一
八
二
〇　

享
年
六
十
五　
（
＊
２
１
）

徳
川
宗
武
の
娘
。
出
羽
鶴
岡
藩
（
山
形
県
）
十
四
万
石
藩
主
酒
井
左
衛
門
尉
忠た
だ
あ
り徳
の

室
。
名
は
脩
、
兼
子
。
円
諦
院
の
妹
。
仙
寿
院
。
夫
忠
徳
は
酒
井
家
「
中
興
の
藩
主
」

と
称
さ
れ
た
名
君
。
ま
た
、
和
歌
・
俳
諧
・
書
画
な
ど
の
諸
芸
に
勤
し
み
多
く
の
業
績

を
残
し
て
い
る
。
幸
弘
と
忠
徳
は
京
都
日
野
家
の
同
門
。
綏
子
も
国
学
に
通
じ
和
歌
に

堪
能
で
あ
っ
た
。
忠
徳
が
和
歌
を
好
ん
だ
の
は
綏
子
の
感
化
だ
と
い
う
。
寛
政
十
一
年

（
一
七
九
九
）
刊
の
石
野
広
通
編
『
霞
関
集
』
に
「
夕
暮
は
み
か
さ
そ
ふ
か
と
た
き
浪

に
な
き
た
つ
蝉
の
声
ぞ
涼
し
き
」
が
載
る
。
ま
た
、
玉
兆
と
い
う
俳
号
で
忠
徳
（
号
、

凡
兆
）
の
催
す
歌
仙
や
百
韻
の
座
に
加
わ
っ
た
。

美
代
子　
（
＊
２
２
）

文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
に
男
女
数
人
で
江
戸
を
出
発
し
て
、
江
の
島
・
鎌
倉
に
物
見

遊
山
に
出
か
け
、
旅
の
各
所
で
歌
を
詠
ん
で
い
る
五
日
間
の
紀
行
文
「
江
の
島
紀
行
」

が
あ
る
。
金
子
春
径
に
よ
る
写
本
（
国
会
図
書
館
蔵
）
で
あ
る
が
、
著
者
美
代
子
な
る

人
物
が
い
か
な
る
人
物
か
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
に
六
歳
で

世
を
去
っ
た
露
姫
の
追
悼
集
「
玉
露
童
女
追
悼
集
」（「
満
瀬
子
」
参
照
）
に
「
天
野
清

兵
衛
妻）

（（
（

」「
美
代
子
」
と
し
て
和
歌
を
贈
っ
て
い
る
が
、
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
。

幸
弘
の
七
十
賀
歌
を
詠
ん
だ
美
代
子
と
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
か
。

瑞
子　
明
和
二
年
（
一
七
六
二
）
～
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）　

享
年
七
十
二　
（
＊
２
３
）

越
後
国
与
板
藩
（
新
潟
県
）
藩
主
井
伊
直な
お
あ
き
ら
朗
の
娘
。
近
江
国
彦
根
藩
主
井
伊
直
幸
の
養

女
。
出
羽
国
新
庄
藩
（
山
形
県
）
六
万
八
千
二
百
石
藩
主
戸
沢
上
総
守
正ま

さ
ち
か親

の
継
室
。

林
諸
鳥
（
荷
田
在
満
門
）
や
三
島
自
寛
（
賀
茂
真
淵
門
）
に
国
学
を
学
び
、
和
歌
を
荷

田
蒼た

み

こ
生
子
、後
に
村
田
多
勢
子
に
師
事
し
た
。孫
の
正ま
さ
よ
し令
の
少
年
の
頃
、歌
の
添
削
を
し
、

古
今
集
な
ど
の
講
義
を
し
た
。
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）、
五
十
七
歳
の
時
、
江
の
島
・

鎌
倉
の
寺
社
に
詣
で
「
旅
日
記）

（（
（

」
を
綴
っ
て
い
る
。
六
十
九
歳
で
剃
髪
し
瑞
柳
院
と
称

し
た
。「
瑞
子
君
文
集）

（（
（

」
が
あ
る
。

な
ほ
子
（
直
子
）　
寛
政
一
一
年
（
一
七
九
九
）
頃
～
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）　
（
＊
２
４
）

遠
江
国
浜
松
藩（
静
岡
県
）藩
主
井
上
河
内
守
正ま
さ
も
と甫
の
娘
。
母
は
幸
弘
の
次
女
峯
子（
心

蓮
院
）。
後
の
名
は
雅
、
万
佐
子
と
も
書
く
。
幼
く
し
て
母
に
死
別
。
母
の
実
家
真
田

家
の
養
女
と
な
り
、
十
八
歳
頃
、
松
平
定
信
の
二
男
善
（
後
の
松
代
藩
八
代
藩
主
幸
貫
）
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と
結
婚
。
幼
い
時
よ
り
江
戸
の
歌
人
ゆ
か
に
つ
い
て
和
歌
を
学
ぶ
。
母
心
蓮
院
の
七
回

忌
の
「
け
ふ
は
ま
た
過
し
其
日
に
め
ぐ
り
来
て
見
ぬ
世
か
た
り
に
袖
し
ぼ
り
け
り）

（（
（

」
は

九
歳
こ
ろ
の
歌
で
あ
る
。『
波

）
（は

は
ぶ
り
し
ゅ
う（

布
里
集
』
に
も
入
集
。
法
号
、
真
月
院
。

明
子　
宝
暦
一
〇
年
（
一
七
六
〇
）
～
文
化
一
一
年
（
一
八
一
四
）　

享
年
五
十
五　
（
＊
２
５
）

但
馬
国
出
石
藩
（
兵
庫
県
）
三
万
石
藩
主
仙
石
政ま
さ
と
き辰
の
娘
。
養
子
越
前
守
久
行
の
室
。

天
明
五
年
（
一
七
八
五
）、
二
十
六
歳
の
時
、
久
行
と
死
別
。
以
後
は
渋
谷
の
下
屋
敷

で
暮
ら
す
（「
改
撰
仙
石
家
譜
」
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
）。
加
藤
千
蔭
に
和
歌
を
学

ぶ
。
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）、
千
蔭
が
編
ん
だ
『
う
け
ら
が
花
』
二
に
「
鴬
の
は
つ

ね
よ
ひ
く
る
姫
小
松
千
と
せ
の
春
の
友
と
し
も
見
よ
」
が
載
る
。
院
号
、
照
慈
院
。

勇
子　
（
＊
２
６
）

三
河
西
尾
藩
（
愛
知
県
）
藩
主
松
平
（
大
給
）
乗の
り
す
け佑
の
娘
。
出
羽
亀
田
藩
（
秋
田
県
）

二
万
石
藩
主
岩
城
伊
予
守
隆た
か
の
り恕
の
室
。
一
女
を
出
産
。
隆
恕
は
塙
己
一
に
も
学
ん
だ
歌

人
で
能
書
家
で
も
あ
り
、『
群
書
類
従
』
の
版
下
は
隆
恕
の
書
と
い
わ
れ
て
い
る
。
享

和
元
年
（
一
八
〇
一
）
に
没
し
た
本
居
宣
長
の
追
悼
歌
文
集
「
鈴
屋
翁
一
周
忌
」
に
、

当
時
著
名
な
歌
人
ら
と
共
に
「
さ
ら
て
た
に
露
け
き
も
の
を
め
く
り
き
て
く
れ
ゆ
く
秋

の
袖
し
ほ
る
ら
し
」
が
載
る
。
法
名
、
普
明
院
。

妙
樹
尼　
（
＊
２
７
）

幕
臣
小
納
戸
東
條
源
右
衛
門
の
母
。
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
刊
行
の
中
山
忠
雄
他

編
『
柿
本
社
奉
納
和
歌
集
』
に
七
十
三
歳
の
時
の
歌
「
寄
道
恋　

朝
と
て
に
見
る
も
め

つ
ら
し
む
さ
し
の
ゝ
雪
よ
り
つ
ゝ
く
雪
の
ふ
し
の
ね
」
が
載
る
。

そ
の
子　
（
＊
２
８
）

葛
（
東
京
都
）
の
人
。
秋
田
藩
（
秋
田
県
）
御
用
商
人
で
国
学
者
の
津
村
正
恭
（
淙

庵
）
が
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
に
編
集
し
た
「
片
玉
集
」
前
集
に
載
る
安
永
三
年

（
一
七
七
四
）、
木
下
川
薬
師
（
東
京
都
）
参
詣
の
紀
行
文
「
き
ね
川
の
こ
と
葉
」
の
作

者
そ
の
女
と
同
一
人
物
と
考
え
ら
れ
る
。
二
丁
ほ
ど
の
短
い
紀
行
文
な
が
ら
文
中
に
九

首
の
歌
を
詠
ん
で
い
る）

（（
（

。

尼
貞
薫　
（
＊
２
９
）

津
村
淙
庵
編
「
片
玉
集
」（「
嘉
代
」
参
照
）
前
集
に
「
そ
む
く
と
て
雲
に
は
の
ら
ぬ
見

な
れ
と
も　

う
き
世
中
を
い
と
ふ
は
か
り
に　

雨
露
を
ふ
せ
く
よ
す
か
に
方
丈
に
も
た

ら
ぬ
草
の
い
ほ
り
を
引
む
す
ひ
」
に
始
ま
る
無
題
の
散
文
が
載
る）

（（
（

。

む
す
び
に
か
え
て

幸
弘
と
女
性
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
繋
が
る
の
か
を
調
べ
る
の
に
苦
慮
し
た
。
大
名
家

や
幕
臣
の
基
本
資
料
で
あ
る
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
に
も
他
の
ほ
と
ん
ど
の
系
図
に
も

「
誰
々
室
」「
誰
々
女
」
と
し
か
記
さ
れ
ず
、
せ
い
ぜ
い
大
名
家
の
正
室
の
院
号
が
判
明

す
る
く
ら
い
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
祝
賀
歌
に
記
さ
れ
た
女
性
た
ち
の
名
前
は
貴
重

な
一
つ
の
資
料
と
な
る
。

祝
賀
歌
を
寄
せ
た
女
性
た
ち
の
中
に
、
も
う
少
し
著
名
な
歌
人
た
ち
が
い
る
の
で
は

な
い
か
と
期
待
し
て
調
査
を
進
め
た
。
他
の
歌
集
に
歌
が
収
集
さ
れ
た
り
、
個
人
の
歌

集
を
持
っ
た
り
、
幸
弘
と
関
係
の
深
い
、
加
茂
真
淵
や
本
居
宣
長
や
日
野
資
枝
ら
の
門

人
の
中
の
女
性
た
ち
が
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
つ
ま
り
、
歌
を
詠
み
身
分
の

高
い
大
名
家
へ
歌
を
贈
呈
す
る
の
は
、
歌
人
と
呼
ば
れ
る
人
々
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い

た
の
で
あ
る
。
一
覧
表
に
見
る
よ
う
に
幕
臣
関
係
（
調
査
不
足
で
あ
る
が
）
の
女
性
や

一
部
の
女
性
た
ち
を
除
い
て
、
ほ
と
ん
ど
が
大
名
家
の
女
性
た
ち
で
あ
り
、
大
部
分
が

幸
弘
あ
る
い
は
真
田
家
の
当
主
と
関
係
の
あ
る
、
い
わ
ば
、
縁
戚
関
係
に
あ
る
女
性
た

ち
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
当
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
こ
う
し
た
祝
の
時
に
は
、
歌

人
と
し
て
一
般
的
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
女
性
た
ち
も
日
常
行
事
と
し
て
歌
を
詠
ん
で
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い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
大
名
家
の
女
性
た
ち
や
武
家
の
女
性
た
ち
が
、
少
女
期
よ

り
和
歌
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
一
般
に
言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
証
の
一
例
に
な
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
江
戸
期
の
女
性
の
文
化
の
広
さ
、
深
さ
を
も
意

味
す
る
こ
と
に
な
る
。

幸
弘
と
、
歌
を
贈
っ
た
女
性
た
ち
と
の
縁
戚
関
係
を
見
る
と
、
か
な
り
広
い
関
係
に

あ
る
。
親
・
兄
弟
の
み
な
ら
ず
、
女
性
自
身
の
実
家
・
養
家
、
夫
の
実
家
・
養
家
の
関

係
の
人
々
へ
と
広
が
っ
て
い
く
。
交
流
の
広
さ
、
縁
戚
関
係
の
交
流
の
密
度
が
感
じ
と

れ
る
。

大
老
を
務
め
た
井
伊
直
幸
や
老
中
首
座
を
務
め
た
松
平
定
信
ら
の
一
族
の
女
性
た
ち

が
目
に
つ
い
た
の
で
、
当
時
、
幕
府
政
治
の
中
心
で
あ
っ
た
人
々
の
ブ
レ
ー
ン
関
係
の

女
性
た
ち
が
、
も
っ
と
多
く
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
が
、
縁
戚
関
係
以
外
の
女

性
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
文
化
活
動
が
政
治
に
利
用
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な

い
。
定
信
の
政
治
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
文
化
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
そ
れ
ほ
ど
強
い
繋
が

り
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
文
化
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
政
治
の
円
滑

化
あ
る
い
は
役
職
へ
の
昇
進
へ
の
手
立
て
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
様
子
は
感
じ
取
れ

な
い
。
真
田
家
の
家
格
上
昇
に
、
老
中
を
勤
め
た
松
平
定
信
が
後
か
ら
力
添
え
し
た
こ

と
は
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
歌
仲
間
と
し
て
で
は
な
く
む
し
ろ
縁
戚
関
係

で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
男
性
た
ち
の
贈
っ
た
祝
賀

歌
を
分
析
し
て
み
な
い
と
判
明
で
き
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
。

賀
の
祝
い
事
だ
け
見
て
も
、
一
大
名
家
で
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
女
性
た
ち
の
歌
が
出
て

き
た
こ
と
を
見
る
と
、
将
軍
家
や
他
の
大
名
家
で
も
祝
賀
や
慶
弔
の
歌
が
事
あ
る
ご
と

に
送
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
幸
弘
へ
の
賀
歌
は
そ
う
し

た
こ
と
に
女
性
た
ち
が
多
く
参
加
し
て
い
た
こ
と
へ
の
証
明
で
あ
り
、
こ
う
し
た
家
と

家
と
の
交
流
に
女
性
た
ち
の
文
化
的
な
役
割
も
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
で
き
る
。
ま
た
、

文
化
を
嗜
む
こ
と
は
、
単
な
る
教
養
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
家
の
交
流
に
欠
か
せ
な

い
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

大
ま
か
な
分
析
で
は
あ
る
が
、
大
名
家
関
係
の
女
性
た
ち
は
、
縁
戚
関
係
が
中
心
で

あ
り
、
幕
臣
関
係
で
は
、
歌
人
と
し
て
も
世
に
知
ら
れ
た
人
々
が
多
く
、
夫
婦
で
歌
を

贈
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
歌
を
通
し
て
の
繋
が
り
の
人
々
か
と
考
え
ら
れ
る
。

他
の
大
名
家
で
も
こ
う
し
た
調
査
が
進
み
、
女
性
た
ち
の
文
化
的
活
動
の
研
究
が
活

発
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
や
ま
な
い
。

論
文
作
成
に
当
た
り
、
快
く
貴
重
な
多
く
の
資
料
を
ご
提
供
く
だ
さ
り
、
御
指
導
く

だ
さ
っ
た
真
田
宝
物
館
の
方
々
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

（
調
査
不
足
の
た
め
不
備
な
点
や
間
違
い
な
ど
多
々
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
ご
指
摘
、

ご
教
示
の
ほ
ど
、
よ
ろ
し
く
申
し
上
げ
ま
す
）。

註（
１
）　
「
翻
刻
・
真
田
幸
弘
四
十
・
五
十
賀
集
『
に
ひ
杖
』『
わ
か
み
と
り
』」
井
上
敏
幸
他　
『
松

代
』
第
18
号
（
二
〇
〇
四
年
）　

松
代
文
化
施
設
等
管
理
事
務
所

　

 「
翻
刻
・
真
田
幸
弘
六
十
賀
集
『
千
と
せ
の
壽
詞
』『
御
こ
と
ほ
き
の
記
』『
耳
順
御
賀

日
記
』」
井
上
敏
幸
他　
『
松
代
』
第
19
号
（
二
〇
〇
五
年
）　

松
代
文
化
施
設
等
管
理

事
務
所

　

 「
翻
刻
・
真
田
幸
弘
七
十
賀
集
『
千
と
せ
の
壽
詞
』『
御
こ
と
ほ
き
の
記
』」
井
上
敏
幸

他　
『
松
代
』
第
17
号
（
二
〇
〇
三
年
）　

松
代
文
化
施
設
管
理
事
務
所

（
２
）　
『
江
戸
後
期
紀
行
文
学
全
集
』
一　

津
本
信
博　

親
典
社　
二
〇
〇
七

（
３
）　
『
名
ご
り
の
夢
』
今
泉
み
ね　

東
洋
文
庫
九　

平
凡
社　

一
九
六
三

（
４
）　
『
徳
川
政
権
下
の
大
奥
と
奥
女
中
』
畑
尚
子　

岩
波
書
店　

二
〇
〇
九

（
５
）　
『
玉
露
童
女
追
悼
集
』
二　

玉
露
童
女
追
悼
集
刊
行
会
編　

金
龍
山
浅
草
寺
一
九
九
一

（
６
）　
『
本
居
宣
長
全
集
』
別
巻
三　

大
野
晋
ほ
か
編　

筑
摩
書
房

（
７
）　

水
原
一
「
森
山
孝
盛
伝　

付
・
娘
利
佐
子
『
風
の
し
る
へ
」（『
駒
沢
国
文
』
三
八
）

二
〇
〇
一
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水
原
論
文
で
は
、
そ
の
内
容
の
複
雑
さ
に
困
窮
し
、
読
者
に
対
し
て
不
親
切
き
わ
ま
り

な
い
と
述
べ
て
い
る
が
、
畑
尚
子
氏
は
『
徳
川
政
権
下
の
大
奥
と
奥
女
中
』
で
解
り
易

く
解
説
し
て
い
る
。

（
８
）　

竹
内
誠
ほ
か
校
注
『
森
山
孝
盛
日
記
』（
原
題
は
「
自
家
年
譜
」　
『
日
本
都
市
生
活
史
料

集
成
』
二　

三
都
篇
）
学
習
研
究
社　

一
九
七
七

　
　
　

水
原
論
文
で
は
三
女
を
か
え
と
し
て
い
る
。
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
か
。

（
９
）　

大
谷
俊
太
「
真
田
幸
弘
の
和
歌
」（『
松
代
』
第
21
号　

二
〇
〇
七
年
）

（
10
）　

刈
谷
中
央
図
書
館
蔵
（
村
上
文
庫
）

（
11
）　
『
彦
根
城
博
物
館
叢
書
』
五　

サ
ン
ラ
イ
ズ
出
版　

二
〇
〇
四

（
12
）　

図
録
『
徳
川
・
松
平
家
ゆ
か
り
の
女
性
』
久
能
山
東
照
宮
博
物
館
編
・
発
行　

一
九
九
〇

（
13
）　
（
５
）
に
同
じ 

 
 

 
 

（
14
）　

国
文
学
研
究
資
料
館
蔵

大
井
多
津
子
「
戸
沢
瑞
子
の
旅
日
記
に
つ
い
て
」（『
江
戸
期
お
ん
な
考
』
一
三
）

（
15
）　
「
お
直
様
御
歌
」（『
北
信
郷
土
叢
書
第
八
巻
』）
北
信
郷
土
叢
書
刊
行
会
編
・
発
行　

一
九
三
五

（
16
）　

弘
化
元
年
（
一
八
四
四
）、
木
曽
か
ら
上
総
国
阿
知
戸
（
千
葉
県
旭
市
）
に
左
遷
さ
れ
た

戦
国
武
将
木
曽
義
昌
の
二
百
五
十
回
忌
が
同
村
の
東
禅
寺
で
行
わ
れ
多
く
の
公
家
や
大

名
家
か
ら
追
悼
の
和
歌
が
奉
納
さ
れ
「
慕
香
和
歌
集
」
と
し
て
編
ま
れ
た
。
嘉
永
四
年

（
一
八
五
一
）、地
元
の
人
々
の
和
歌
・
俳
句
を
加
え
『
波
布
里
集
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。

（
17
）　

葛
生
雄
二
「
翻
刻
と
紹
介　

宮
内
庁
書
陵
部
蔵
『
き
ね
川
の
こ
と
葉
』（
葛
飾
区
郷
土
と

天
文
の
博
物
館　
『
博
物
館
研
究
紀
要
』
五　

一
九
九
八
）

（
18
）　

倉
本
京
子
「『
片
玉
集
』
の
中
の
女
の
史
料
に
つ
い
て
」（『
江
戸
期
お
ん
な
考
』
一
三
）

桂
文
庫　

二
〇
〇
二

そ
の
他
の
主
な
参
考
文
献

『
江
戸
幕
府
旗
本
人
名
事
典
』
石
井
良
助
監
修　

小
川
恭
一
編　

原
書
房　

一
九
九
〇

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』　

続
群
書
類
従
完
成
会　

一
九
六
四
～

『
和
歌
大
辞
典
』
犬
養
廉
他
編　

明
治
書
院　

一
九
八
六　

『
和
学
者
総
覧
』
国
学
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
編　

一
九
九
〇

『
三
百
藩
藩
主
人
名
事
典
』　

藩
主
人
名
事
典
編
集
委
員
会
編　

新
人
物
往
来
社　

一
九
八
七

 『
平
成
新
修
旧
華
族
家
系
大
成
』
上
・
下　

霞
会
館
華
族
家
系
大
成
編
輯
委
員
会　

二
〇
〇
八

『
寛
政
譜
以
降　

旗
本
家
百
科
事
典
』
一
～
六　

小
川
恭
一
編　

東
洋
書
林　

一
九
九
八

『
徳
川
諸
家
系
譜
』　

続
群
書
類
従
完
成
会　

一
九
八
二 

 
 

『
徳
川
幕
臣
人
名
事
典
』
竹
内
誠
他
編　

東
京
堂
出
版　

二
〇
一
〇

『
藩
史
大
事
典
』
木
村
礎
他
編　

雄
山
閣　

一
九
九
〇

『
江
戸
大
名
公
卿net

』 

他

『
江
戸
期
お
ん
な
大
事
典
』
柴
桂
子
監
修　

原
代
書
館　

二
〇
一
二
（
刊
行
予
定
）
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真田幸弘賀集の中の女性一覧表　　　　　　　　　　　  ・ （ ）内は柴がつけくわえたもの　　　・〇は歌が掲載 ・主（藩主）・夫・父・子はその歌がある 　　　☆真田家との関係
名　前 　身　分 藩（所属ほか） 60 賀 70 賀 　　　備　　考 番号

留代子 御本丸小上﨟梅渓大夫 姉 ○ 1
八百子 御本丸（千草）中納言有政女 （大奥） ○ （参議梅渓行通妻　通修母） 2
花町 ＊１ 御台所上﨟倉橋家 （大奥） ○ （11 代将軍徳川家斉の室寔子（広大院）付上臈御年寄） 3
花園 ＊２ 同 （大奥） ○ （11 代将軍徳川家斉の室寔子（広大院）付上臈御年寄） 4
佐保子 同 （大奥） ○ （11 代将軍徳川家斉の室寔子＜広大院＞付上臈） 5
はや子 松平越中守少将定信室（隼） （陸奥白河藩） ○夫 ○ （伊予大洲藩主加藤泰武の娘　定信の継室　　☆定信次男が真田幸専養子幸貫） 6
輝子 ＊３ 松平伊豆守信明 室 （三河吉田藩） ○夫 （浜松藩主井上正経娘　　　☆幸弘娘の夫井上正甫の叔母） 7
美千子 おなしく女 （同） ○ 8
福子 ＊４ 横瀬駿河守貞臣室 （江戸　幕臣） ○夫 （幕臣松田相模守勝易の娘か。貞臣は奥高家で歌人） 9
睦子 横瀬中務貞樹室 （同） ○ （安房勝山藩主酒井越前守忠鄰養女） 10
美祢子 横瀬駿河守貞臣女 （同） ○父 （幕臣高家吉良左京大夫義豊妻） 11
千枝子 同 （同） ○父 12

（永子） ＊５ 松平（柳沢）甲斐守保光室 （大和郡山藩） ○夫 ○ （上野高崎藩松平＜大河内＞輝高娘　　☆孫娘定が真田幸良室） 13
（嘉代・光訓院） ＊６ 酒井雅楽頭忠道母（忠以室） （播磨姫路藩） ○子 （讃岐高松藩松平頼恭娘　　　☆忠道室が真田幸専妹） 14
（多寿子） 松平主殿頭忠馮室 （肥前島原藩） ○ ○ （近江彦根藩主井伊直幸娘　　☆夫の母が真田幸弘の妹　幸弘養子幸専の妹） 15
明徳院 本多隠岐守（康完室？） （膳所藩） ○ （上野館林藩秋元永朝娘　　母が井伊直幸娘　　☆叔父が真田幸専） 16
久子 石川主殿頭（総師室？） （伊勢亀山藩） ○ （山形藩水野忠鼎娘 　☆孫総安 < 下館藩主石川総般次男 > の甥総親 < 牧野忠精次男 > の義妹が真田幸貫姉） 17

（寿子） ＊７ 内藤豊前守信敦室（継室） （越後村上藩） ○ （松平定信娘　牧野忠精養女　　　☆真田幸貫妹）　　　 18
天華院 有馬左兵衛佐（誉純母） （越前丸岡藩） ○子 （今治藩松平定温娘・前藩主允純室富子）　　 19
澄子（稵子） 同　　女 （同） ○父 （誉純娘・誉純養子徳純 < 高田藩主榊原政敦息 > 室・修敬院　☆徳純の甥政養室が真田幸専姪） 20
満瀬子 ＊８ 植村駿河守家長室 （大和高取藩） ○夫 〇 （肥前島原藩主松平忠恕の娘万世　　　☆母が幸弘の妹珪樹院） 21
素琴子 三宅備後守（康友室） （三河田原藩） ○ （武蔵岩槻藩大岡兵庫頭忠喜娘　　　☆夫の嫡母＜康邦妻＞が幸弘妹香雲院の娘） 22
俊子 酒井左近将監　（忠交室） （播磨姫路新田藩） ○夫 （武蔵忍藩主阿部正允娘　　☆忠交の甥の嫡子忠道＜姫路藩主＞室が真田幸専妹） 23
義子 同女　　　　　　　　　　 （播磨姫路新田藩） ○父 24
登与子 ＊９ 松平飛騨守（前田利考嫡母） （加賀大聖寺藩） ○ （越中富山藩前田利幸娘豊子　　大聖寺藩主前田利物室　　☆利物伯母が真田信安室） 25
貞相院 仙石越前守　（政辰室） （出石藩） ○ （出石藩主仙石正房娘増子　後、須磨子　　☆妹が井上正経＜正甫祖父＞室）　 26
信子 建部内匠頭政賢室　（再婚） （播磨林田藩） ○夫 （ 香雲院　神田ご奥様　　　　　　　☆幸弘妹房・乃婦子） 27
まつ子 一柳土佐守未（末）英室 （播磨小野藩） ○夫 （陸奥福島藩主板倉勝承娘 勝任養女　　☆夫の母末栄継室陽泉院が幸弘叔母） 28
甫子 牧野日向守貞喜母 （笠間藩） ○子 （三河西尾藩主松平乗佑娘もと、なみ　牧野貞長室清操院　　☆乗佑養女が井上正甫父正定室） 29
寛子 同　　　　　　　室 （同） ○夫 （伊予宇和島藩主伊達村候娘）　 30
美祢子 井上河内守正甫室 （浜松藩） ○夫 （峯子　心蓮院　雅子（直子）の生母　寛政 12 年没　　☆幸弘２女） 31
清池院 石川中務少輔総般母 （常陸下館藩） ○ （伊勢亀山藩主石川総慶娘　総弾室　　☆総般養子総親 < 牧野忠精次男 > の儀妹寿子が真田幸貫姉） 32

（成等院三喜子） 三浦志摩守前次母 （美作勝山藩） ○子 （西尾藩主松平乗佑娘　前次養父矩次室　甫子の妹　　☆妹＜乗佑養女＞が井上正甫父正定室） 33
高木主水正　（正剛母？） （河内丹南藩） ○子？ （正直娘　正剛は小幡藩松平忠福次男　　☆正剛叔母＜松平乗佑養女＞が井上正甫の嫡母） 34

（五百子） 同　　　室 （同） ○夫 （前藩主高木正直娘） 35
いとこ 同　　　女 （同） ○父 （上総一宮藩加納久儔室） 36
ひさこ（嶺松院） 柳生但馬守俊則室 （大和柳生藩） ○ ○ （前藩主柳生俊峯娘　　☆父俊峯が真田幸弘叔父） 37
瑞光院　八重子 同　　　　（俊峯室）　　　　　　 （同） ○ ○ （信濃小諸藩主牧野周防守康重娘　　☆夫俊峯が真田信弘４男） 38
いと子 ＊ 10 内藤甲斐守正範女 （江戸） ○父 （幕臣娘） 39
伊和子 大久保豊前守忠温室 （江戸） ○夫 （幕臣妻） 40
とし子 朽木兵庫介　（母？） ○ （幕臣母） 41
せむ子 ＊ 11 同　　（兵庫助綱泰）室　　　　　　　 （江戸） ○ （幕臣妻） 42
里佐子 ＊ 12 森山与一郎盛年室 （江戸） ○夫 （幕臣妻） 43
李乃子 ＊ 13 森山源五郎孝盛女 （江戸） ○父 （幕臣娘） 44
とゐ子 ＊ 14 武藤庄兵衛　（安徴姉？） （江戸） ○弟？ （幕臣家族） 45

新見長門守　（正登室？） （江戸） ○夫？ （旗本＜御目付＞妻？） 46
海雲尼 初鹿野伝右衛門（英信）後室　 （江戸） ○ ○ （幕臣＜御目付＞妻　） 47
くめ子 津軽意伯健寿室 （江戸） ○夫 ○ （久米子とも書く　　将軍家御典医妻） 48
きく子 同　　　　　　　女 （江戸） ○父 49
歌その 尾州殿上﨟外山家 （尾張名古屋藩） ○ （名古屋藩徳川家奥女中） 50
藤町 同　　　　土御門家　　 （同） ○ （同） 51
萩はら 同　　　　　町尻家 （同） ○ （同） 52
とえ子 水戸殿上臈六条家 （同） ○ （同） 53
美恵子 河野善右衛門（通泰）室 （江戸） ○ （幕臣妻） 54
喜世子 同　　　　　　　女 （江戸） ○ （幕臣娘） 55
しう子 山本半之助（半之丞道峯？）室 （江戸） ○ （幕臣妻） 56
やそ子 鈴木帯刀（定恒？）室 （江戸駿河台） ○ （幕臣妻） 57
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真田幸弘賀集の中の女性一覧表　　　　　　　　　　　  ・ （ ）内は柴がつけくわえたもの　　　・〇は歌が掲載 ・主（藩主）・夫・父・子はその歌がある 　　　☆真田家との関係
名　前 　身　分 藩（所属ほか） 60 賀 70 賀 　　　備　　考 番号

留代子 御本丸小上﨟梅渓大夫 姉 ○ 1
八百子 御本丸（千草）中納言有政女 （大奥） ○ （参議梅渓行通妻　通修母） 2
花町 ＊１ 御台所上﨟倉橋家 （大奥） ○ （11 代将軍徳川家斉の室寔子（広大院）付上臈御年寄） 3
花園 ＊２ 同 （大奥） ○ （11 代将軍徳川家斉の室寔子（広大院）付上臈御年寄） 4
佐保子 同 （大奥） ○ （11 代将軍徳川家斉の室寔子＜広大院＞付上臈） 5
はや子 松平越中守少将定信室（隼） （陸奥白河藩） ○夫 ○ （伊予大洲藩主加藤泰武の娘　定信の継室　　☆定信次男が真田幸専養子幸貫） 6
輝子 ＊３ 松平伊豆守信明 室 （三河吉田藩） ○夫 （浜松藩主井上正経娘　　　☆幸弘娘の夫井上正甫の叔母） 7
美千子 おなしく女 （同） ○ 8
福子 ＊４ 横瀬駿河守貞臣室 （江戸　幕臣） ○夫 （幕臣松田相模守勝易の娘か。貞臣は奥高家で歌人） 9
睦子 横瀬中務貞樹室 （同） ○ （安房勝山藩主酒井越前守忠鄰養女） 10
美祢子 横瀬駿河守貞臣女 （同） ○父 （幕臣高家吉良左京大夫義豊妻） 11
千枝子 同 （同） ○父 12

（永子） ＊５ 松平（柳沢）甲斐守保光室 （大和郡山藩） ○夫 ○ （上野高崎藩松平＜大河内＞輝高娘　　☆孫娘定が真田幸良室） 13
（嘉代・光訓院） ＊６ 酒井雅楽頭忠道母（忠以室） （播磨姫路藩） ○子 （讃岐高松藩松平頼恭娘　　　☆忠道室が真田幸専妹） 14
（多寿子） 松平主殿頭忠馮室 （肥前島原藩） ○ ○ （近江彦根藩主井伊直幸娘　　☆夫の母が真田幸弘の妹　幸弘養子幸専の妹） 15
明徳院 本多隠岐守（康完室？） （膳所藩） ○ （上野館林藩秋元永朝娘　　母が井伊直幸娘　　☆叔父が真田幸専） 16
久子 石川主殿頭（総師室？） （伊勢亀山藩） ○ （山形藩水野忠鼎娘 　☆孫総安 < 下館藩主石川総般次男 > の甥総親 < 牧野忠精次男 > の義妹が真田幸貫姉） 17

（寿子） ＊７ 内藤豊前守信敦室（継室） （越後村上藩） ○ （松平定信娘　牧野忠精養女　　　☆真田幸貫妹）　　　 18
天華院 有馬左兵衛佐（誉純母） （越前丸岡藩） ○子 （今治藩松平定温娘・前藩主允純室富子）　　 19
澄子（稵子） 同　　女 （同） ○父 （誉純娘・誉純養子徳純 < 高田藩主榊原政敦息 > 室・修敬院　☆徳純の甥政養室が真田幸専姪） 20
満瀬子 ＊８ 植村駿河守家長室 （大和高取藩） ○夫 〇 （肥前島原藩主松平忠恕の娘万世　　　☆母が幸弘の妹珪樹院） 21
素琴子 三宅備後守（康友室） （三河田原藩） ○ （武蔵岩槻藩大岡兵庫頭忠喜娘　　　☆夫の嫡母＜康邦妻＞が幸弘妹香雲院の娘） 22
俊子 酒井左近将監　（忠交室） （播磨姫路新田藩） ○夫 （武蔵忍藩主阿部正允娘　　☆忠交の甥の嫡子忠道＜姫路藩主＞室が真田幸専妹） 23
義子 同女　　　　　　　　　　 （播磨姫路新田藩） ○父 24
登与子 ＊９ 松平飛騨守（前田利考嫡母） （加賀大聖寺藩） ○ （越中富山藩前田利幸娘豊子　　大聖寺藩主前田利物室　　☆利物伯母が真田信安室） 25
貞相院 仙石越前守　（政辰室） （出石藩） ○ （出石藩主仙石正房娘増子　後、須磨子　　☆妹が井上正経＜正甫祖父＞室）　 26
信子 建部内匠頭政賢室　（再婚） （播磨林田藩） ○夫 （ 香雲院　神田ご奥様　　　　　　　☆幸弘妹房・乃婦子） 27
まつ子 一柳土佐守未（末）英室 （播磨小野藩） ○夫 （陸奥福島藩主板倉勝承娘 勝任養女　　☆夫の母末栄継室陽泉院が幸弘叔母） 28
甫子 牧野日向守貞喜母 （笠間藩） ○子 （三河西尾藩主松平乗佑娘もと、なみ　牧野貞長室清操院　　☆乗佑養女が井上正甫父正定室） 29
寛子 同　　　　　　　室 （同） ○夫 （伊予宇和島藩主伊達村候娘）　 30
美祢子 井上河内守正甫室 （浜松藩） ○夫 （峯子　心蓮院　雅子（直子）の生母　寛政 12 年没　　☆幸弘２女） 31
清池院 石川中務少輔総般母 （常陸下館藩） ○ （伊勢亀山藩主石川総慶娘　総弾室　　☆総般養子総親 < 牧野忠精次男 > の儀妹寿子が真田幸貫姉） 32

（成等院三喜子） 三浦志摩守前次母 （美作勝山藩） ○子 （西尾藩主松平乗佑娘　前次養父矩次室　甫子の妹　　☆妹＜乗佑養女＞が井上正甫父正定室） 33
高木主水正　（正剛母？） （河内丹南藩） ○子？ （正直娘　正剛は小幡藩松平忠福次男　　☆正剛叔母＜松平乗佑養女＞が井上正甫の嫡母） 34

（五百子） 同　　　室 （同） ○夫 （前藩主高木正直娘） 35
いとこ 同　　　女 （同） ○父 （上総一宮藩加納久儔室） 36
ひさこ（嶺松院） 柳生但馬守俊則室 （大和柳生藩） ○ ○ （前藩主柳生俊峯娘　　☆父俊峯が真田幸弘叔父） 37
瑞光院　八重子 同　　　　（俊峯室）　　　　　　 （同） ○ ○ （信濃小諸藩主牧野周防守康重娘　　☆夫俊峯が真田信弘４男） 38
いと子 ＊ 10 内藤甲斐守正範女 （江戸） ○父 （幕臣娘） 39
伊和子 大久保豊前守忠温室 （江戸） ○夫 （幕臣妻） 40
とし子 朽木兵庫介　（母？） ○ （幕臣母） 41
せむ子 ＊ 11 同　　（兵庫助綱泰）室　　　　　　　 （江戸） ○ （幕臣妻） 42
里佐子 ＊ 12 森山与一郎盛年室 （江戸） ○夫 （幕臣妻） 43
李乃子 ＊ 13 森山源五郎孝盛女 （江戸） ○父 （幕臣娘） 44
とゐ子 ＊ 14 武藤庄兵衛　（安徴姉？） （江戸） ○弟？ （幕臣家族） 45

新見長門守　（正登室？） （江戸） ○夫？ （旗本＜御目付＞妻？） 46
海雲尼 初鹿野伝右衛門（英信）後室　 （江戸） ○ ○ （幕臣＜御目付＞妻　） 47
くめ子 津軽意伯健寿室 （江戸） ○夫 ○ （久米子とも書く　　将軍家御典医妻） 48
きく子 同　　　　　　　女 （江戸） ○父 49
歌その 尾州殿上﨟外山家 （尾張名古屋藩） ○ （名古屋藩徳川家奥女中） 50
藤町 同　　　　土御門家　　 （同） ○ （同） 51
萩はら 同　　　　　町尻家 （同） ○ （同） 52
とえ子 水戸殿上臈六条家 （同） ○ （同） 53
美恵子 河野善右衛門（通泰）室 （江戸） ○ （幕臣妻） 54
喜世子 同　　　　　　　女 （江戸） ○ （幕臣娘） 55
しう子 山本半之助（半之丞道峯？）室 （江戸） ○ （幕臣妻） 56
やそ子 鈴木帯刀（定恒？）室 （江戸駿河台） ○ （幕臣妻） 57
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名　前 　身　分 藩（所属ほか） 60 賀 70 賀 　　　備　　考 番号
松岳院 松平越中守定信家 （陸奥白河藩） ○主 （☆幸貫とその養子で弟幸良は定信息） 58
妙寿 同 （同） ○主 59
美和 同　　　　　　　　　　　　女房 （同） ○主 60
滝江 同　　　　　　　　　　　　女房 （同） ○主 61
万須 同　　　　　　　　　　　　女房 （同） ○主 62
さ世 同　　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 63
杉江 同　　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 ○ 64
まさ 松平伊豆守信明家　　女房 （三河吉田藩） ○主 （☆信明室が浜松藩主井上正経＜真田幸弘娘峯の夫正甫祖父＞娘）　 65
尾崎 同　　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 66
春田 同　　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 67
まき 同　　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 68
津久 同　　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 69
たそ 同　　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 70
そめ 同　　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 71
ふみ 同　　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 72
市 同　　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 73
ませ 同　　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 74
さち 酒井左衛門尉忠徳家　　　　女房 （出羽鶴岡藩） ○主 （☆忠徳嫡子忠器室の母が浜松藩主井上正経＜真田幸弘娘峯の夫正甫祖父＞娘） 75
田川 同　　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 76
そのえ 同　　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 77
富崎 同　　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 78
るゐ 同　　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 79
多津 同　　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 80
満勢 松平官兵衛（黒田斉清）家　女房 （福岡藩） ○主 （☆斉清は薩摩藩主島津重豪の 3 男　妹定の夫大和郡山藩主柳沢保興が真田幸良室） 81
高見 牧野日向守貞喜家　女房 （笠間藩） ○〃 （笠間藩奥女中　　☆貞喜母甫子の義妹が浜松藩主井上正定＜真田幸弘娘峯の夫正甫＞室） 82
若尾 同　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 （同） 83
留弥 同　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 （同） 84
松尾 井上河内守正甫家　女房　　老女 （遠江浜松藩） ○主 ○ （浜松藩奥女中　　☆正甫室美祢子が幸弘２女） 85
沢井 同　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 （同） 86
利衛 同　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 （同） 87
波津 同　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 （同） 88
数以 同　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 （同） 89
勢代 同　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 （同） 90
登毛 同　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 （同） 91
屋代 同　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 （同） 92
三吾 同　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 （同） 93
とや 同　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 （同） 94
ゆか ＊ 15 　　　　　　　　　　　女房 （同） ○ （☆真田家出入りの歌人） 95
いさ 久志本外記　（常夏）　弟子　女房 （真田家女房？） ○ （常夏は歌人・医者） 96
宇多 伊皿子（東京都港区）　　　　　女房 （真田家女房？） ○ （町医者壮円妻か） 97
きを 駒込（東京都豊島区）　　　　　女房 （真田家女房？） ○ 98
うら 後藤勾当妻　　　　　女房 （真田家女房？） ○ 99
ぬひ 瞽女　　　　　　　　　女房 （真田家女房？） ○ 100
観光院 南部内蔵頭（信房）母 （陸奥八戸藩） ○ （前藩主南部信依室慶　伊予吉田藩伊達村信娘）　 101
幸子 同　　　　　　　女 （同） ○ （幕臣高家織田大膳長孺室） 102
てい子（蓮帝院） ＊ 16 松平薩摩守（斉宣）室 （薩摩薩摩藩） ○ （陸奥二本松藩主丹羽長貴娘　☆斉宣妹の夫＜大和郡山藩主柳沢保興＞妹定が真田幸良室） 103
ちか子 ＊ 17 井伊掃部頭（直中）室（豊・元・資・親光院）（近江彦根藩） ○ （陸奥盛岡藩南部利正娘　　☆直中弟が真田弘幸養子幸専） 104
守真院（満） 同所後室（直富＜井伊直幸嫡男＞室） （同） ○ （陸奥仙台藩主伊達重村娘　　☆夫直富の弟が真田幸弘養子幸専 105
とめ子 松平金之助（容衆）母 （陸奥会津藩） ○ （藩主松平容住側室石川氏 　☆容住室が井伊直幸娘謙＜幸弘養子幸専の妹＞） 106

（隼子） 松平越中守（定信）室（継室） （陸奥白河藩） ○ （大洲藩主加藤泰武娘 　☆定信次男幸貫が真田家７代藩主幸専の養子）　　　＊はや子と同人 107
たき子 同所　　　　　　　　　娘 （同） ○ 108
しむ子 ＊ 18 同                    （娘） （同） ○ （平戸藩主松浦熈室蓁　 ☆兄幸貫が真田家７代藩主幸専の養子） 109
烈子 ＊ 19 同                    （娘） （同） ○ （信濃高島藩主諏訪忠恕室　　☆兄幸貫が真田家７代藩主幸専の養子） 110
円諦院 ＊ 20 鍋島肥前守（重茂）後室 （肥前佐賀藩） ○ （田安宗武娘　 ☆松平定信の姉　甥が真田幸貫） 111

（貞子） 松平甲斐守（保光）嫡子美濃守（保泰）室 （大和郡山藩） ○ （美濃大垣藩主戸田氏教娘　☆娘定＜貞松院＞が真田幸良室） 112
貞（禎）松院 奥平大膳大夫（昌男）（嫡）母 （豊前中津藩） ○ （武蔵忍藩主阿部正允娘　奥平昌鹿室　　☆母＜彦根藩主井伊直惟娘＞が真田幸専伯母） 113
綏子（仙寿院） ＊ 21 酒井左衛門尉（忠徳）室 （出羽鶴岡藩） ○ （田安宗武娘脩　　☆弟松平定信息が真田幸貫） 114
美代子 ＊ 22 （江戸） ○ 115



― 12 ―― 13 ―

名　前 　身　分 藩（所属ほか） 60 賀 70 賀 　　　備　　考 番号
松岳院 松平越中守定信家 （陸奥白河藩） ○主 （☆幸貫とその養子で弟幸良は定信息） 58
妙寿 同 （同） ○主 59
美和 同　　　　　　　　　　　　女房 （同） ○主 60
滝江 同　　　　　　　　　　　　女房 （同） ○主 61
万須 同　　　　　　　　　　　　女房 （同） ○主 62
さ世 同　　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 63
杉江 同　　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 ○ 64
まさ 松平伊豆守信明家　　女房 （三河吉田藩） ○主 （☆信明室が浜松藩主井上正経＜真田幸弘娘峯の夫正甫祖父＞娘）　 65
尾崎 同　　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 66
春田 同　　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 67
まき 同　　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 68
津久 同　　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 69
たそ 同　　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 70
そめ 同　　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 71
ふみ 同　　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 72
市 同　　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 73
ませ 同　　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 74
さち 酒井左衛門尉忠徳家　　　　女房 （出羽鶴岡藩） ○主 （☆忠徳嫡子忠器室の母が浜松藩主井上正経＜真田幸弘娘峯の夫正甫祖父＞娘） 75
田川 同　　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 76
そのえ 同　　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 77
富崎 同　　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 78
るゐ 同　　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 79
多津 同　　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 80
満勢 松平官兵衛（黒田斉清）家　女房 （福岡藩） ○主 （☆斉清は薩摩藩主島津重豪の 3 男　妹定の夫大和郡山藩主柳沢保興が真田幸良室） 81
高見 牧野日向守貞喜家　女房 （笠間藩） ○〃 （笠間藩奥女中　　☆貞喜母甫子の義妹が浜松藩主井上正定＜真田幸弘娘峯の夫正甫＞室） 82
若尾 同　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 （同） 83
留弥 同　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 （同） 84
松尾 井上河内守正甫家　女房　　老女 （遠江浜松藩） ○主 ○ （浜松藩奥女中　　☆正甫室美祢子が幸弘２女） 85
沢井 同　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 （同） 86
利衛 同　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 （同） 87
波津 同　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 （同） 88
数以 同　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 （同） 89
勢代 同　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 （同） 90
登毛 同　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 （同） 91
屋代 同　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 （同） 92
三吾 同　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 （同） 93
とや 同　　　　　　　　　　　女房 （同） ○〃 （同） 94
ゆか ＊ 15 　　　　　　　　　　　女房 （同） ○ （☆真田家出入りの歌人） 95
いさ 久志本外記　（常夏）　弟子　女房 （真田家女房？） ○ （常夏は歌人・医者） 96
宇多 伊皿子（東京都港区）　　　　　女房 （真田家女房？） ○ （町医者壮円妻か） 97
きを 駒込（東京都豊島区）　　　　　女房 （真田家女房？） ○ 98
うら 後藤勾当妻　　　　　女房 （真田家女房？） ○ 99
ぬひ 瞽女　　　　　　　　　女房 （真田家女房？） ○ 100
観光院 南部内蔵頭（信房）母 （陸奥八戸藩） ○ （前藩主南部信依室慶　伊予吉田藩伊達村信娘）　 101
幸子 同　　　　　　　女 （同） ○ （幕臣高家織田大膳長孺室） 102
てい子（蓮帝院） ＊ 16 松平薩摩守（斉宣）室 （薩摩薩摩藩） ○ （陸奥二本松藩主丹羽長貴娘　☆斉宣妹の夫＜大和郡山藩主柳沢保興＞妹定が真田幸良室） 103
ちか子 ＊ 17 井伊掃部頭（直中）室（豊・元・資・親光院）（近江彦根藩） ○ （陸奥盛岡藩南部利正娘　　☆直中弟が真田弘幸養子幸専） 104
守真院（満） 同所後室（直富＜井伊直幸嫡男＞室） （同） ○ （陸奥仙台藩主伊達重村娘　　☆夫直富の弟が真田幸弘養子幸専 105
とめ子 松平金之助（容衆）母 （陸奥会津藩） ○ （藩主松平容住側室石川氏 　☆容住室が井伊直幸娘謙＜幸弘養子幸専の妹＞） 106

（隼子） 松平越中守（定信）室（継室） （陸奥白河藩） ○ （大洲藩主加藤泰武娘 　☆定信次男幸貫が真田家７代藩主幸専の養子）　　　＊はや子と同人 107
たき子 同所　　　　　　　　　娘 （同） ○ 108
しむ子 ＊ 18 同                    （娘） （同） ○ （平戸藩主松浦熈室蓁　 ☆兄幸貫が真田家７代藩主幸専の養子） 109
烈子 ＊ 19 同                    （娘） （同） ○ （信濃高島藩主諏訪忠恕室　　☆兄幸貫が真田家７代藩主幸専の養子） 110
円諦院 ＊ 20 鍋島肥前守（重茂）後室 （肥前佐賀藩） ○ （田安宗武娘　 ☆松平定信の姉　甥が真田幸貫） 111

（貞子） 松平甲斐守（保光）嫡子美濃守（保泰）室 （大和郡山藩） ○ （美濃大垣藩主戸田氏教娘　☆娘定＜貞松院＞が真田幸良室） 112
貞（禎）松院 奥平大膳大夫（昌男）（嫡）母 （豊前中津藩） ○ （武蔵忍藩主阿部正允娘　奥平昌鹿室　　☆母＜彦根藩主井伊直惟娘＞が真田幸専伯母） 113
綏子（仙寿院） ＊ 21 酒井左衛門尉（忠徳）室 （出羽鶴岡藩） ○ （田安宗武娘脩　　☆弟松平定信息が真田幸貫） 114
美代子 ＊ 22 （江戸） ○ 115



― 14 ―― 15 ―

名　前 　身　分 藩（所属ほか） 60 賀 70 賀 　　　備　　考 番号
婉子（寿子） 牧野備前守（忠精）嫡子河内（忠鎮）室 （越後長岡藩） ○ （陸奥白河藩主松平定信娘　忠鎮没後越後村上藩主内藤信敦と再婚　　☆真田幸貫の姉） 116
瑞子（瑞柳院） ＊ 23 戸沢大和守（正親）後室 （出羽新庄藩） ○ （近江彦根藩主井伊直幸養女　☆真田幸弘養子幸専の義妹） 117
なほ子（真月院） ＊ 24 井上河内守（正甫）娘 （遠江浜松藩） ○ （☆母が真田幸弘娘心蓮院　　真田幸貫室） 118
もよ子（茂世・保寿院） 加藤遠江守（泰済）室 （伊予大洲藩） ○ （陸奥白河藩主松平定信娘　☆真田幸貫姉） 119
明子（照慈院） ＊ 25 仙石越前守（久行）後室 （但馬出石藩） ○ （前藩主仙石正辰娘　　☆叔母が浜松藩主井上正経＜幸弘娘峯の夫正甫祖父＞室） 120
共子（満） 太田摂津守（資順）嫡子備後守（資言）室 （遠江掛川藩） ○ （越後長岡藩主牧野忠精娘　　☆義妹寿子＜村上藩内藤信敦室＞が松平定信娘　真田幸貫姉）　 121
よし子 本多中務太輔（忠盈）室 （石見浜田藩） ○ （前藩主本多忠敝娘　　☆夫忠盈は真田幸弘の叔父） 122
法王院（松井氏） 同所後室 （同） ○ 123
了智院 同（忠盈３男忠典室） （三河岡崎藩） ○ （上野館林藩秋元永朝娘　　☆永朝の前室＜井伊直幸養女＞が真田幸専の義姉） 124
理子 有馬左兵衛佐（誉純）母 （越前丸岡藩） ○ （伊予今治藩松平定温娘　丸岡藩主有馬允純室） 125

（房　香雲院） 松平壱岐守（松浦政信）室 （肥前平戸藩） ○ （☆真田信安娘　弘幸妹　政信没後建部政賢室） 126
同所娘 ○ 127

左多子 植松（村）駿河守（家長）後室 （大和高取藩） ○ （☆家長義母＜肥前島原藩主松平忠恕室）が真田幸弘の妹珪樹院 128
（勇子　普明院） ＊ 26 岩城伊予守（隆恕）室 （出羽亀田藩） ○ （三河西尾藩主松平乗佑娘　☆義妹が浜松藩井上正定＜真田弘幸娘峯の夫正甫父＞室）　 129
八重子（仙寿院？） 森川兵部少輔（俊知）室 （下総生実藩） ○夫 （美濃郡上藩主青山幸完娘　☆俊知養子俊民嫡母が肥前島原藩主松平忠馮室＜真田幸弘妹） 130

（八十 < 陽泉院 >） 一柳左京亮（末栄）室 （播磨小野藩） ○ （真田信弘娘　☆幸弘叔母） 131
大番頭　牧野若狭守（成傑）室 （江戸　幕臣　） ○ （幕臣牧野資成娘　幕臣妻） 132

以伴子 小普請支配　蒔田権佐室 （江戸　幕臣　） ○夫 （幕臣妻） 133
妙樹院 ＊ 27 御小納戸　東条源右衛門母 （江戸　幕臣　） ○ （幕臣妻） 134
さえ子 御先手　深屋八大夫室 （江戸　幕臣　） ○夫 （幕臣妻） 135
きよ子 御医師　杉浦昌順室 （江戸） ○ （将軍家奥医師妻） 136
久米子 同津軽意伯（健寿）室 （江戸愛宕下） ○夫 （将軍家奥医師妻） 137
那加子 同人娘 （同） ○父 （同娘） 138
たか子 寄合　南部主税（信鄰）母 （江戸 　幕臣） ○ （幕臣妻） 139
くに子 同　　青木九十郎　室 （江戸　　幕臣） ○ （幕臣妻） 140
さた子 御小姓組　土岐十左衛門（頼久）室 （江戸　　幕臣） ○夫 （幕臣妻） 141
万喜子 同　　　　　松平主計（近峯）室 （江戸　　幕臣） ○夫 （幕臣松平乗季娘　幕臣妻） 142
白花子 小普請　小林鉄治郎（正供）母 （江戸麹町　幕臣） ○ （幕臣母） 143
たゝ子 同　　　　杉浦金蔵母 （江戸　幕臣） ○ （幕臣母） 144
八重子 同　　　　藁科彦太郎妹 （江戸　幕臣） ○ （幕臣妹） 145
田靏子 尾張宰相斎朝卿　奥勤 （尾張名古屋藩） ○ （名古屋藩奥女中） 146
那津子 同 （尾張名古屋藩） ○ （名古屋藩奥女中） 147
勢井子 同 （尾張名古屋藩） ○ （名古屋藩奥女中） 148
恒子 同 （尾張名古屋藩） ○ （名古屋藩奥女中） 149
さほ子 同 （尾張名古屋藩） ○ （名古屋藩奥女中） 150
直子 同 （尾張名古屋藩） ○ （名古屋藩奥女中） 151
以久子 紀伊中納言治宝卿御側医本多玄達妻 （紀伊和歌山藩） ○ （和歌山藩医妻） 152
八重子 同人息玄広妻 （紀伊和歌山藩） ○ （和歌山藩医妻） 153
やさ子 同奥勤　　　　　　　 （紀伊和歌山藩） ○ （和歌山藩奥女中） 154
範子 仙台奥年寄 （陸奥仙台藩） ○ （仙台藩奥女中） 155
因子 同若年寄 （陸奥仙台藩） ○ （仙台藩奥女中） 156
遊子 同　奥勤 （陸奥仙台藩） ○ （仙台藩奥女中） 157
とま子 同 （陸奥仙台藩） ○ （仙台藩奥女中） 158
崑陽子 松平金之助（容衆）家老女 （陸奥会津藩） ○ （容衆の父会津藩主松平容住室は井伊直幸娘　　☆容衆の叔父が真田幸弘養子幸専）　 159
佐山 同 （陸奥会津藩） ○ （会津藩奥女中） 160
杉江 松平越中守家 （陸奥白河藩） ○主 （☆真田幸貫、その養子で弟幸良は松平定信息） 161
牧乃 松平大膳大夫（毛利斉房）家　表仕 （長門萩藩） ○主 （萩藩奥女中　　　☆斉房嫡母＜田安宗武娘　毛利治親室＞が真田幸貫の叔母） 162
重喜子 鍋島家（重茂）後室円諦院側 （佐賀藩） ○主 （佐賀藩奥女中　　☆円諦院は田安宗武娘　松平定信の姉　真田幸貫の叔母） 163
古代子 同 同 ○〃 （佐賀藩奥女中） 164
那美子 同 同 ○〃 （同） 165
てふ子 同 同 ○〃 （同） 166
くめ子 同 同 ○〃 （同） 167
津川 松平出羽守（斉恒）家中 （出雲松江藩） ○ （松江藩奥女中　　☆斉恒継室英の母＜姫路藩主酒井忠道室＞が真田幸専妹） 168
みを子 同 （同） ○ （同） 169
さて子 松平（柳沢）甲斐守家奥 （大和郡山藩） ○主 （大和郡山藩奥女中　　☆藩主柳沢保泰娘定が真田幸良室） 170
らむ子 同 （同） ○〃 （大和郡山藩奥女中） 171
てう子 同 （同） ○〃 （同） 172
うら子 同 （同） ○〃 （同） 173
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名　前 　身　分 藩（所属ほか） 60 賀 70 賀 　　　備　　考 番号
婉子（寿子） 牧野備前守（忠精）嫡子河内（忠鎮）室 （越後長岡藩） ○ （陸奥白河藩主松平定信娘　忠鎮没後越後村上藩主内藤信敦と再婚　　☆真田幸貫の姉） 116
瑞子（瑞柳院） ＊ 23 戸沢大和守（正親）後室 （出羽新庄藩） ○ （近江彦根藩主井伊直幸養女　☆真田幸弘養子幸専の義妹） 117
なほ子（真月院） ＊ 24 井上河内守（正甫）娘 （遠江浜松藩） ○ （☆母が真田幸弘娘心蓮院　　真田幸貫室） 118
もよ子（茂世・保寿院） 加藤遠江守（泰済）室 （伊予大洲藩） ○ （陸奥白河藩主松平定信娘　☆真田幸貫姉） 119
明子（照慈院） ＊ 25 仙石越前守（久行）後室 （但馬出石藩） ○ （前藩主仙石正辰娘　　☆叔母が浜松藩主井上正経＜幸弘娘峯の夫正甫祖父＞室） 120
共子（満） 太田摂津守（資順）嫡子備後守（資言）室 （遠江掛川藩） ○ （越後長岡藩主牧野忠精娘　　☆義妹寿子＜村上藩内藤信敦室＞が松平定信娘　真田幸貫姉）　 121
よし子 本多中務太輔（忠盈）室 （石見浜田藩） ○ （前藩主本多忠敝娘　　☆夫忠盈は真田幸弘の叔父） 122
法王院（松井氏） 同所後室 （同） ○ 123
了智院 同（忠盈３男忠典室） （三河岡崎藩） ○ （上野館林藩秋元永朝娘　　☆永朝の前室＜井伊直幸養女＞が真田幸専の義姉） 124
理子 有馬左兵衛佐（誉純）母 （越前丸岡藩） ○ （伊予今治藩松平定温娘　丸岡藩主有馬允純室） 125
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同所娘 ○ 127
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（勇子　普明院） ＊ 26 岩城伊予守（隆恕）室 （出羽亀田藩） ○ （三河西尾藩主松平乗佑娘　☆義妹が浜松藩井上正定＜真田弘幸娘峯の夫正甫父＞室）　 129
八重子（仙寿院？） 森川兵部少輔（俊知）室 （下総生実藩） ○夫 （美濃郡上藩主青山幸完娘　☆俊知養子俊民嫡母が肥前島原藩主松平忠馮室＜真田幸弘妹） 130

（八十 < 陽泉院 >） 一柳左京亮（末栄）室 （播磨小野藩） ○ （真田信弘娘　☆幸弘叔母） 131
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万喜子 同　　　　　松平主計（近峯）室 （江戸　　幕臣） ○夫 （幕臣松平乗季娘　幕臣妻） 142
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八重子 同　　　　藁科彦太郎妹 （江戸　幕臣） ○ （幕臣妹） 145
田靏子 尾張宰相斎朝卿　奥勤 （尾張名古屋藩） ○ （名古屋藩奥女中） 146
那津子 同 （尾張名古屋藩） ○ （名古屋藩奥女中） 147
勢井子 同 （尾張名古屋藩） ○ （名古屋藩奥女中） 148
恒子 同 （尾張名古屋藩） ○ （名古屋藩奥女中） 149
さほ子 同 （尾張名古屋藩） ○ （名古屋藩奥女中） 150
直子 同 （尾張名古屋藩） ○ （名古屋藩奥女中） 151
以久子 紀伊中納言治宝卿御側医本多玄達妻 （紀伊和歌山藩） ○ （和歌山藩医妻） 152
八重子 同人息玄広妻 （紀伊和歌山藩） ○ （和歌山藩医妻） 153
やさ子 同奥勤　　　　　　　 （紀伊和歌山藩） ○ （和歌山藩奥女中） 154
範子 仙台奥年寄 （陸奥仙台藩） ○ （仙台藩奥女中） 155
因子 同若年寄 （陸奥仙台藩） ○ （仙台藩奥女中） 156
遊子 同　奥勤 （陸奥仙台藩） ○ （仙台藩奥女中） 157
とま子 同 （陸奥仙台藩） ○ （仙台藩奥女中） 158
崑陽子 松平金之助（容衆）家老女 （陸奥会津藩） ○ （容衆の父会津藩主松平容住室は井伊直幸娘　　☆容衆の叔父が真田幸弘養子幸専）　 159
佐山 同 （陸奥会津藩） ○ （会津藩奥女中） 160
杉江 松平越中守家 （陸奥白河藩） ○主 （☆真田幸貫、その養子で弟幸良は松平定信息） 161
牧乃 松平大膳大夫（毛利斉房）家　表仕 （長門萩藩） ○主 （萩藩奥女中　　　☆斉房嫡母＜田安宗武娘　毛利治親室＞が真田幸貫の叔母） 162
重喜子 鍋島家（重茂）後室円諦院側 （佐賀藩） ○主 （佐賀藩奥女中　　☆円諦院は田安宗武娘　松平定信の姉　真田幸貫の叔母） 163
古代子 同 同 ○〃 （佐賀藩奥女中） 164
那美子 同 同 ○〃 （同） 165
てふ子 同 同 ○〃 （同） 166
くめ子 同 同 ○〃 （同） 167
津川 松平出羽守（斉恒）家中 （出雲松江藩） ○ （松江藩奥女中　　☆斉恒継室英の母＜姫路藩主酒井忠道室＞が真田幸専妹） 168
みを子 同 （同） ○ （同） 169
さて子 松平（柳沢）甲斐守家奥 （大和郡山藩） ○主 （大和郡山藩奥女中　　☆藩主柳沢保泰娘定が真田幸良室） 170
らむ子 同 （同） ○〃 （大和郡山藩奥女中） 171
てう子 同 （同） ○〃 （同） 172
うら子 同 （同） ○〃 （同） 173
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名　前 　身　分 藩（所属ほか） 60 賀 70 賀 　　　備　　考 番号
千枝子 松平（柳沢）甲斐守家奥 （大和郡山藩） ○主 （大和郡山藩奥女中） 174
こよ子 同 （同） ○〃 （同） 175
きし子 同 （同） ○〃 （同） 176
みを子 同 （同） ○〃 （同） 177
五百枝 同 （同） ○〃 （同） 178
忠尾 奥平大膳大夫家中 （豊前中津藩） ○ （中津藩奥女中　　☆藩主奥平昌鹿室貞松院の母＜彦根藩主井伊直惟娘＞が真田幸専伯母） 179
花河 牧野河内守（節成）家老女 （丹後舞鶴藩） ○ （舞鶴藩奥女中　　☆藩主牧野宣成室＜姫路藩主酒井忠恭娘＞姉が真田幸専の義伯母）　 180
三崎 同 （同） ○ （同） 181
長尾 加藤遠江守家老女 （伊予大洲藩） ○ （大洲藩奥女中　　☆藩主加藤泰済室＜松平定信娘百代・茂世・保寿院＞が真田幸貫の姉） 182
佐山 同中老 （同） ○ （同） 183
りよ子 井上河内守家中小嶋新助母 （遠江浜松藩） ○ （☆浜松藩主井上正甫室心蓮院が真田幸弘２女） 184
美笠 仙石越前守（久行）後室照慈院老女 （但馬出石藩） ○ （☆照慈院の叔母町子＜父政辰妹＞が浜松藩主井上正経＜幸弘娘峯の夫正甫祖父＞）室） 185
ゆり子 同側 ○ （出石藩奥女中） 186
薫 同 ○ （同） 187
いと子 同 ○ （同） 188
みつ枝 同小姓 ○ （同） 189
かさし 同 ○ （同） 190
松寿 本多中務太輔家　八十六歳 （石見浜田藩） ○主 （浜田藩奥女中　　☆石見浜田藩主本多忠盈は真田幸弘の叔父） 191
りせ子 有馬左兵衛佐後室側 （越前丸岡藩） ○ （丸岡藩奥女中　）　 192
ちよ子 間部若狭守家中野村源六妻 （越前鯖江藩） ○ （☆藩主間部詮熈室の義叔母＜西尾藩主松平乗佑養女＞が浜松藩主井上正定＜正甫父＞室） 193
あい子 同人娘 （同） ○ 194
くに子 内藤播磨守（政璟）家中 （陸奥湯長谷藩） ○ （☆政璟養子政民嫡母＜德川宗武娘・鶴岡藩酒井忠徳室＞が真田幸貫の叔母） 195
靏岡 森川兵部少輔（俊知）家老女 （下総生実藩） ○主 （性実藩奥女中　　☆俊知養子俊民＜松平忠馮息）弟幸忠が真田幸貫＜幸弘義理の孫＞養子） 196
哥待 建部内匠頭（政賢）家老女 （播磨林田藩） ○ （林田藩奥女中　　☆政賢室は幸弘妹・香雲院房） 197
うた子 同側 （同） ○ （同） 198
みつ子 同 （同） ○ （同） 199
みか子 女画師 ○ 200
すま子 向島白髭明神脇 （江戸） ○ 201
きむ子 山王町 （江戸） ○ 202
その子 ＊ 28 葛飾 （江戸） ○ 203
さと子 照降町 （江戸日本橋） ○ 204
しか子 浅草 （江戸浅草） ○ 205
ため子 鉄砲洲 （江戸） ○ 206
新堀 ○ 207
きよ子 本所石原 （江戸） ○ 208
勢能子 ○ 209
もと子 能役者脇師何某妻 ○ 210
きん子 両国東林 （江戸） ○ 211
尼保寿 井伊掃部頭家中久保田又市母 （近江彦根藩） ○ 212
尼仁貞 松平左平衛督家中荒木喜間多母 （播磨明石藩） ○ 213
尼貞薫 ＊ 29 小笠原佐渡守（長尭）家中 （陸奥棚倉藩） ○主 214
尼妙玄 森川兵部少輔（俊知）家中桑名孫三郎母 （下総生実藩） ○主 ☆（俊知養子俊民＜松平忠馮息）弟幸忠が真田幸貫＜幸弘義理の孫＞養子） 215
尼玉林 ○ 216
尼貞月 宇田川町名主治兵衛母 （江戸） ○ 217
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は
じ
め
に

佐
久
間
象
山
（
以
下
、
象
山
）
は
、
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
二
月
十
一
日
、
信
州

松
代
の
城
下
、
浦
町
（
現
在
の
長
野
市
松
代
町
有
楽
町
）
に
生
ま
れ
た
。
二
〇
一
一
年

は
、
彼
の
生
誕
二
〇
〇
年
に
あ
た
り
、
象
山
を
祭
神
と
す
る
象
山
神
社
を
中
心
に
、
生

誕
二
〇
〇
年
を
祝
う
各
種
の
記
念
行
事
が
催
さ
れ
た
。
そ
の
一
方
で
、
国
の
公
益
法
人

の
見
直
し
に
よ
り
、
象
山
の
顕
彰
活
動
を
続
け
て
き
た
財
団
法
人
佐
久
間
象
山
先
生
顕

彰
会
が
解
散
し
た
。
こ
の
会
の
ル
ー
ツ
は
、
明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）
三
月
に
旧

松
代
町（

１
）に
設
立
さ
れ
た
松
代
象
山
会
に
さ
か
の
ぼ
る（
２
）。
本
稿
で
は
、
佐
久
間
家
に
残
さ

れ
た
明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
か
ら
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
ま
で
の
間
の
五

冊
の
法
要
帳
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し
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彼
の
顕
彰
活
動
を
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て
き
た
人
び
と
や
、

そ
の
背
景
に
つ
い
て
分
析
し
て
み
た
い
。

象
山
の
顕
彰
に
関
し
て
は
、
原
田
和
彦
が
「
佐
久
間
象
山
像
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て（

３
）」、

で
、
現
在
の
象
山
像
の
成
立
を
、
以
下
の
三
つ
の
時
期
に
区
分
し
て
、
そ
の
変
化
を
論

じ
て
い
る
。
第
一
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澤
正
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が
象
山
の
関
係
資
料
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編
纂
し
、
佐
久
間
家
の
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興

を
願
う
動
き
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る
時
期
で
、
願
書
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れ
る
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応
二
年
（
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八
六
六
）、
も
し
く

は
同
三
年
頃
。
第
二
期
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正
二
年
（
一
八
一
三
）
の
象
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没
後
五
〇
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契
機
に
、
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濃
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に
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山
全
集
』
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本（

４
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纂
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れ
る
時
期
。
第
三
期
は
昭
和
九

年
（
一
九
三
四
）
か
ら
同
十
年
に
『
増
訂
象
山
全
集
』
全
五
巻（

５
）の
編
纂
を
受
け
て
、
宮

本
仲（
６
）、
大
平
喜
間
多（
７
）な
ど
の
象
山
に
関
す
る
書
籍
の
刊
行
が
行
わ
れ
、
象
山
伝
が
全
国

的
な
も
の
に
な
っ
て
行
く
時
期
と
し
、
人
物
伝
を
描
い
た
人
び
と
と
時
代
背
景
を
考
察

し
て
い
る
。
同
じ
く
原
田
は
「
佐
久
間
象
山
関
連
資
料
に
つ
い
て
―
京
都
大
学
附
属
図

書
館
所
蔵
資
料
を
手
掛
か
り
と
し
て
―
」
（
８
）

で
、
初
期
の
象
山
顕
彰
活
動
を
進
め
た
北
澤

正
誠
の
資
料
群
に
着
目
し
、
そ
の
性
格
付
け
を
試
み
て
い
る
。

幕
末
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
の
人
物
の
顕
彰
活
動
に
つ
い
て
は
、
高
田
祐
介
が
旧
土

佐
藩
士
の
殉
難
者
の
顕
彰
政
策
に
つ
い
て
分
析
し
、
明
治
維
新
を
め
ぐ
る
歴
史
認
識
形

成
過
程
を
論
じ
て
い
る（

９
）。
さ
ら
に
、
高
田
は
宮
廷
政
治
家
・
田
中
光
顕
を
取
り
上
げ
、

田
中
が
勤
王
志
士
の
創
出
と
歴
史
像
の
一
般
化
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
遺
墨
を
用
い

た
顕
彰
活
動
を
展
開
し
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る）

（（
（

。
高
木
博
志
は
大
日
本
帝
国
憲
法
発

布
か
ら
日
清
・
日
露
戦
争
後
に
か
け
て
、
旧
城
下
町
で
藩
祖
の
顕
彰
や
藩
史
の
編
纂
が

進
み
、
各
藩
が
「
勤
王
」
で
あ
っ
た
と
の
歴
史
叙
述
や
、
皇
室
と
の
か
か
わ
り
の
顕
彰

な
ど
を
行
い
、
地
域
固
有
の
文
化
が
紀
念
祭
と
い
う
形
で
現
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
論
述

し
て
い
る）

（（
（

。
阿
部
安
成
は
、
銅
像
建
立
を
切
り
口
に
、
井
伊
直
弼
・
佐
久
間
象
山
・
岩

瀬
忠
震
の
顕
彰
活
動
の
歴
史
的
背
景
を
、
競
争
す
る
紀
念
碑
と
し
て
綿
密
に
分
析
を

行
っ
て
い
る）

（（
（

。
及
川
祥
平
は
、
民
俗
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
武
田
信
玄
の
顕
彰

活
動
を
取
り
上
げ
、
近
世
か
ら
武
田
神
社
創
建
運
動
ま
で
を
ト
レ
ー
ス
し
、
そ
の
祭
祀

を
支
え
た
人
の
変
化
を
考
察
し
て
い
る）

（（
（

。

佐
久
間
象
山
の
顕
彰
活
動
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
佐
久
間
家
法
要
帳
の
分
析
を
中
心
に
　
　
　

降　

幡　

浩　

樹
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一
．
佐
久
間
象
山
の
顕
彰
活
動
の
な
が
れ

こ
こ
で
は
、
象
山
の
死
か
ら
今
日
ま
で
、
象
山
顕
彰
活
動
の
流
れ
を
簡
単
に
振
り
返

る
（
表
１
）。
象
山
は
吉
田
松
陰
の
密
航
事
件
に
連
座
し
、
安
政
元
年
（
一
八
五
四
）

松
代
に
蟄
居
を
命
じ
ら
れ
る
。
九
年
間
の
蟄
居
生
活
の
後
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）

幕
命
に
よ
り
京
都
に
上
り
、
海
陸
御
備
向
掛
手
附
御
雇
と
な
る
。
同
年
七
月
十
一
日
、

京
都
三
条
木
屋
町
で
刺
客
に
襲
わ
れ
死
亡
。
三
日
後
の
七
月
十
四
日）

（（
（

、
亡　

佐
久
間
修
理　

佐
久
間
修
理
此
度
被
切
害
候
始
末
重
々
不
応
思
召
候
ニ
付
、
御
知
行
并
屋
敷
地
共

被
召
上
之

と
し
て
、
殺
害
後
わ
ず
か
三
日
後
に
知
行
及
び
屋
敷
地
が
召
し
あ
げ
ら
れ
た
。
象
山
の

親
類
や
門
弟
た
ち
は
、
息
子
恪
二
郎）

（（
（

に
佐
久
間
家
を
継
が
せ
る
よ
う
嘆
願
し
た
が
、
象

山
に
反
感
を
持
つ
真
田
志
摩
ら
当
時
の
藩
当
局
は
こ
れ
を
認
め
な
か
っ
た）

（は
（

。
父
と
と
も

に
京
都
に
い
た
息
子
の
恪
二
郎
は
、
父
の
か
た
き
討
ち
の
た
め
新
撰
組
の
近
藤
勇
の
許

に
身
を
寄
せ
る
。
そ
の
後
西
郷
隆
盛
に
従
っ
て
薩
摩
に
行
き
、戊
辰
戦
争
に
従
軍
し
た
。

明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
二
月
二
十
三
日
、
松
代
藩
か
ら
次
の
よ
う
な
達
し
が
あ
り
、

佐
久
間
家
は
再
興
す
る）

（（
（

。

佐
久
間
恪
二
郎　

亡
父
修
理
先
生
於
京
地
被
殺
害
家
断
絶
に
及
び
候
処
、
祖
先
よ
り
数
代
奉
仕
之
内
に

は
武
芸
出
精
之
者
も
有
之
、
其
上
修
理
文
武
厚
心
懸
、
殊
に
西
洋
砲
術
伝
習
未
だ
世

間
に
稀
な
る
時
に
當
り
、
独
り
奮
っ
て
原
書
に
就
き
研
究
し
、
門
弟
共
へ
親
切
に
致

教
授
候
よ
り
、
種
々
御
用
立
候
者
共
有
之
に
至
る
。
其
功
労
不
少
々
、
依
之
出
格
の

御
寛
典
を
以
て
家
名
相
建
、
元
高
之
内
七
拾
石
、
其
適
宜
五
拾
弐
俵
壱
斗
弐
升
五
合

差
遣
、
給
人
申
付
候
事
、

そ
の
後
、
恪
二
郎
は
勝
海
舟
の
援
助
に
よ
っ
て
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
慶
應
義
塾

に
入
り
、
同
六
年
（
一
八
七
三
）
に
ま
す

3

3

（
後
に
静
枝
）
と
結
婚
し
大
学
を
退
学
。
司

法
省
に
出
仕
し
四
級
判
事
と
な
る
。
そ
の
後
傷
害
事
件
を
起
こ
し
、
罰
金
刑
を
受
け
た

こ
と
を
心
配
し
た
渡
辺
驥
（
象
山
門
人
で
当
時
司
法
大
亟
）
の
推
薦
を
経
て
、
同
八
年

（
一
八
七
五
）松
山
裁
判
所
判
事
に
就
任
し
た
。し
か
し
、二
年
後
の
同
十
年（
一
八
七
七
）

二
月
二
十
六
日
に
急
死
し
た
。
享
年
二
十
九
歳
。
静
枝
と
の
間
に
設
け
た
子
、
継
述
も

翌
明
治
十
一
年
に
は
亡
く
な
り
、
佐
久
間
家
は
絶
え
、
恪
二
郎
の
妻
で
あ
る
静
枝
が
残

さ
れ
た）

（（
（

。

象
山
の
妻
順
子
は
象
山
の
死
後
、
瑞
枝
と
改
名
。
そ
の
後
、
村
上
政
忠
と
結
婚
。
兄

海
舟
と
と
も
に
恪
二
郎
の
面
倒
を
み
、
明
治
四
十
一
年
（
一
九
〇
八
）
に
死
去
。

象
山
は
そ
の
後
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
二
月
十
一
日
、
大
日
本
帝
国
憲
法
発

布
の
寛
典
と
し
て
正
四
位
を
追
贈
さ
れ
た
。
こ
の
贈
位
は
、
後
に
も
触
れ
る
が
象
山
の

顕
彰
活
動
を
躍
進
さ
せ
る
大
き
な
転
換
と
な
っ
た
。
象
山
の
出
身
地
、
松
代
で
象
山
を

顕
彰
す
る
組
織
、
松
代
象
山
会
が
立
ち
上
げ
ら
れ
た
の
は
、
そ
れ
か
ら
か
な
り
遅
れ
て

明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）
七
月
十
六
日
で
あ
る）

（（
（

。
幹
事
は
野
中
髙
之
助
、
羽
田
桂

之
進
、
海
沼
常
雄
、
永
島
宗
太
、
矢
澤
頼
道
の
五
名
で
あ
る
。
そ
の
主
な
活
動
は
、
佐

久
間
象
生
誕
地
の
整
備
、建
碑
、象
山
神
社
の
設
立
で
あ
っ
た
。
大
正
二
年（
一
九
一
三
）

七
月
、
象
山
生
誕
地
に
お
い
て
建
碑
除
幕
式
と
、
没
後
五
〇
年
祭
が
行
わ
れ
る
。
昭
和

四
年
（
一
九
二
九
）、
象
山
神
社
建
立
会
に
よ
り
、
象
山
神
社
の
建
設
が
進
め
ら
れ
、

昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
象
山
神
社
創
立
の
許
可
を
得
、
寄
附
の
募
集
な
ど
が
は
じ
め

ら
れ
た
。
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
五
月
二
十
八
日
、
象
山
神
社
の
起
工
式
が
行
わ

れ
、
昭
和
十
三
年
十
一
月
三
日
、
鎮
座
祭
が
行
わ
れ
た
。
合
わ
せ
て
生
誕
七
十
五
年
祭

も
執
行
さ
れ
た
。
昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
）
七
月
、
明
治
四
十
四
年
に
設
立
さ
れ
た

象
山
会
は
象
山
先
生
の
偉
績
を
後
世
に
伝
え
ん
と
す
る
主
旨
を
達
成
し
た
と
し
て
一
旦

解
散
す
る
。
そ
の
後
昭
和
二
十
七
年
（
一
九
五
二
）、
真
田
幸
治
（
真
田
家
十
二
代
当

主
）
を
総
裁
、
中
田
宇
兵
衛
を
会
長
と
し
象
山
会
が
復
活
。
そ
の
目
的
は
社
殿
の
改

修
、
象
山
偉
徳
顕
彰
書
籍
の
刊
行
等
で
あ
っ
た
。
昭
和
二
十
九
年
（
一
九
五
四
）
一
月

に
は
、
文
学
博
士
の
新
村
出
を
会
長
と
し
て
京
都
象
山
会
が
設
立
さ
れ
る
。
同
年
横
浜
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安政１年 1854 4月6日 吉田松陰の密航事件に連座し、松代蟄居（『象山全集』）
文久 2 年 1862 12月29日 蟄居を解かれる（『象山全集』）
元治 1 年 1864 3月17日 幕府の徴命により京都へ。松代発（『象山全集』）

4月3日 海陸御備向掛手附御雇被仰付（『象山全集』）
7月11日 三条木屋町通りにて遭難（『象山全集』）
7月14日 知行並びに屋敷地共に召上げ、佐久間家断絶（『象山全集』）

慶応 2 年 1866 正月日 北澤正誠が佐久間家再興の願書草稿を記す（「佐久間象山履歴書類」仁）
3月6日 佐久間家苗跡建て下さるよう、恪二郎呼び戻しお達し（『監察日記』）
7月27日 恪二郎、親類依田又兵衛方御預け（『監察日記』）
8月27日 恪二郎、依田又兵衛方から長谷川直太郎方へ御預け（『監察日記』）
9月22日 恪二郎、長谷川家から菅家へ御預け（『監察日記』）
10月7日 恪二郎、菅家から白井家へ御預け（『監察日記』）
11月4日 恪二郎、白井家から八田家へ御預け（『監察日記』）
11月27日 恪二郎、八田家から長谷川家へ御預け（『監察日記』）
12月20日 恪二郎、長谷川家から北山安世方へ御預け（『監察日記』）

慶応 3 年 1867 2月6日 恪二郎、北山家より出奔（『監察日記』）

9月 佐久間恪次郎「故佐久間修理男」書を摂政二条斉敬に呈し、兵庫開港の延期、萩藩主
毛利敬父子の官位復旧を請う（『維新史料綱要』7 巻）

明治 3 年 1870 2月23日 特別の寛典を以て恪二郎に元高の中七〇石（籾 52 俵 1 斗 2 升 5 合）遣わされ、給人扱い。
家名再興（『象山全集』）

明治 4 年 1871 8月 北澤正誠『象山佐久間先生年譜』を記す（象山神社奉賛会『象山佐久間先生』）
恪二郎、慶應義塾に入る。この年名を恪（いそし）一字に改める（大平喜間多『象山
逸話集』）
勝海舟、佐久間象山の『省 録』を公刊（『省 録』岩波文庫）

明治 6 年 1873 恪二郎、司法省判事補に任ぜられる（宮本仲『佐久間象山』）
明治 8 年 1875 恪二郎、伊予松山裁判所判事に着任
明治10年 1877 2月26日 恪二郎、伊予松山にて没す。28 歳（嘉永元年・（1848）11 月 11 日生まれ）
明治11年 1878 2月26日 恪二郎一周忌法要（№近山 86）
明治12年 1879 下高井郡佐野に勝海舟誌『象山佐久間先生遺澤の碑』建つ（『山之内町誌』）
明治13年 1880 8月16日 象山十七回忌法要（№近山 87）

明治15年 1882 勝海舟がその所蔵する象山の遺墨を明治天皇の叡覧に供す。金若干の祭祀料を下賜さ
れる（宮本仲『佐久間象山』）

明治16年 1883 2月26日 恪二郎七回忌法要（№近山 88）
明治17年 1884 11月 飛鳥山に『桜賦』の碑建つ（宮本仲『佐久間象山』）
明治19年 1886 8月6日 象山二十三回忌法要（№近山 89）
明治21年 1888 11月 松本芳忠　『象山翁事蹟』（2 冊）　東京兎屋書店

明治22年 1889 1月日 市川興太郎「佐久間象山紀念銅像建設」を企画する（市川興太郎「佐久間象山紀念銅
像建設之趣意書」）

2月11日 象山、正四位を贈られる（『象山全集』、№近山 90）
3月10日 象山先生贈位祝祭行われる（宮本仲『佐久間象山』）

明治23年 1890 9月 横浜伊勢山に「贈四位佐久間象山先生碑」建つ（宮本仲『佐久間象山』）。義弟村上誠
之丞（政信）、東京富士見台に『望嶽賦』の碑建つ（大平喜間多『佐久間象山』）

明治35年 1902 7月 象山山頂に『贈正四位佐久間象山先生碑』建つ（宮本仲『佐久間象山』）
明治44年 1911 3月 象山会設立（宮本仲『佐久間象山』）
大正 2 年 1913 7月11日 象山生誕地に碑建つ（象山神社「象山神社建立五十周年記念沿革史の概要」）

9月 象山会、信濃教育会とはかり『象山全集』上・下巻（尚文館）を発行
10月12日 五十年祭挙行（宮本仲『佐久間象山』）

この年京都に象山先生遺跡表彰会できる（大平喜間多『佐久間象山』）

大正 4 年 1915 10月31日 京都遭難の地点に記念碑建つ（大平喜間多『佐久間象山』、真田宝物館『佐久間象山
の世界』）

表―１　佐久間象山、恪二郎の晩年とその後の顕彰運動⑴
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大正5年 1916 10月17日 象山会総会において、象山神社建立を決定（象山神社「象山神社建立五十周年記念沿
革史の概要」）

大正11年 1922 10月5日 松代蓮乗寺に象山先生並びに恪二郎の墓建つ（象山神社「象山神社建立五十周年記念
沿革史の概要」）

昭和6年 1931 5月16日 象山神社の創設、内務省より認可（『象山全集』）
昭和7年 1932 2月25日 宮本仲『佐久間象山』（岩波書店）刊行

昭和8年 1933 2月24日 経済不況により神社建立期限延期請願（象山神社「象山神社建立五十周年記念沿革史
の概要」）

昭和9年 1934 7月 信濃教育会編『象山全集』全 5 冊（信濃毎日新聞社）刊行開始
昭和11年 1936 5月28日 象山神社起工式（象山神社「象山神社建立五十周年記念沿革史の概要」）
昭和13年 1938 11月3日 象山神社鎮座祭（象山神社「象山神社建立五十周年記念沿革史の概要」）

昭和14年 1939 11月 京都花園妙心寺大法院象山墓前にて象山神社建立の儀式、七十五回忌法要が行われる
（象山神社「象山神社建立五十周年記念沿革史の概要」）

昭和16年 1941 7月11日 象山会は、象山先生の偉績を後世に伝えんとする主旨も達成したので、本日を以って
解散する。会長真田幸世（象山神社「象山神社建立五十周年記念沿革史の概要」）

昭和27年 1952 10月 象山会改めて設立される。総裁真田幸治、会長中田宇兵衛（象山神社「象山神社建立
五十周年記念沿革史の概要」）

昭和28年 1953 11月3日 象山先生九〇年祭が行われ、松代小学校において、象山遺墨・遺品展及び横浜展開催
（象山神社「象山神社建立五十周年記念沿革史の概要」）

昭和29年 1954 1月 京都象山会再建。新村出会長（象山神社「象山神社建立五十周年記念沿革史の概要」）

10月1日
横浜市長・神奈川県知事主催を以って象山顕彰会が組織され、野毛山公園に「横浜開
港の先覚者佐久間象山の碑」が建てられ、除幕式が行われる（象山神社「象山神社建
立五十周年記念沿革史の概要」）

昭和30年 1955 10月 財団法人を目指し、象山会を発展的解消を目指すも、資金難で財団設立は見送り（象
山神社「象山神社建立五十周年記念沿革史の概要」）

昭和34年 1959 4月30日 大平喜間多『佐久間象山』（吉川弘文館）刊行

昭和36年 1961 11月11日 松代開府四百年祭に併せて、象山生誕百五十年祭が行われる。文武学校にて遺墨・遺
品展開催

昭和39年 1964 7月 象山先生殉難百年祭奉賛会設立。会長松代町長中村兼治郎。「象山文庫」計画を「象
山記念館」として実現を目指す（象山神社「象山神社建立五十周年記念沿革史の概要」）

11月11日 百年祭挙行（象山神社「象山神社建立五十周年記念沿革史の概要」）

昭和42年 1967 3月31日 昭和 40 年 3 月に着工し、松代群発地震の影響で完成が遅れていた象山記念館が竣工
（象山神社「象山神社建立五十周年記念沿革史の概要」）

昭和48年 1973 11月9日 象山神社建立 35 周年記念式挙行。神社境内で望岳賦の除幕式行われる（象山神社「象
山神社建立五十周年記念沿革史の概要」）。

昭和49年 1974 7月 京都妙心寺大法院で京都象山会により百十年墓前祭行われる（象山神社「象山神社建
立五十周年記念沿革史の概要」）

11月9日 象山神社に於いて象山先生殉国百十年祭行われる（象山神社「象山神社建立五十周年
記念沿革史の概要」）

昭和50年 1975 6月16日 「財団法人象山神社奉賛維持会」設立認可（象山神社「象山神社建立五十周年記念沿
革史の概要」）

昭和51年 1976 4月11日 象山神社境内に桜賦の除幕式行われる（象山神社「象山神社建立五十周年記念沿革史
の概要」）

昭和53年 1978 10月11日 象山神社境内に、高義邸移築竣工式行われる（象山神社「象山神社建立五十周年記念
沿革史の概要」）

昭和57年 1982 4月24日 象山神社境内に、茶室「煙雨邸」竣工式行われる（象山神社「象山神社建立五十周年
記念沿革史の概要」）

10月 象山東側斜面の雑木林（4.009㎡）の寄贈を受け、「象山神社神苑」の標識設置（象山
神社「象山神社建立五十周年記念沿革史の概要」）

昭和62年 1987 7月1日 「象山神社神維持奉賛会」の名称を「佐久間象山先生顕彰会」と改め、基本財産も改
め登記変更する（象山神社「象山神社建立五十周年記念沿革史の概要」）

平成23年 2011 4月 象山生誕 200 年祭行われる

表―１　佐久間象山、恪二郎の晩年とその後の顕彰運動⑵
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市
長
・
神
奈
川
県
知
事
主
催
の
象
山
顕
彰
会
が
組
織
さ
れ
、「
横
浜
開
港
の
先
覚
者
佐

久
間
象
山
の
碑
」
が
野
毛
山
公
園
に
建
て
ら
れ
、
除
幕
式
が
行
わ
れ
る
。
昭
和
三
十
年

（
一
九
五
五
）、
象
山
会
が
財
団
法
人
を
目
ざ
し
て
会
の
発
展
的
解
消
を
目
指
し
た
が
、

資
金
不
足
で
見
送
り
。
昭
和
四
十
二
年
（
一
九
六
七
）、
象
山
神
社
維
持
会
が
発
足
。

神
社
の
維
持
運
営
の
基
本
金
を
募
る
。
同
年
三
月
三
十
一
日
、
象
山
記
念
館
竣
工）

（（
（

。
昭

和
五
十
年
（
一
九
七
五
）
六
月
十
六
日
、
懸
案
だ
っ
た
「
財
団
法
人
象
山
神
社
奉
賛
維

持
会
」
の
設
立
が
認
可
さ
れ
る
。
昭
和
六
十
二
年
（
一
九
八
七
）、「
象
山
神
社
奉
賛
維

持
会
」
の
名
称
に
つ
い
て
、
単
に
神
社
の
み
で
な
く
、
広
く
象
山
の
奉
賛
・
維
持
を
目

的
と
し
て
「
佐
久
間
象
山
先
生
顕
彰
会
」
と
改
め
ら
れ
、
登
記
変
更
が
行
わ
れ
た
。
こ

う
し
て
、
明
治
四
十
四
年
七
月
に
設
立
さ
れ
た
松
代
象
山
会
か
ら
「
佐
久
間
象
山
先
生

顕
彰
会
」
へ
と
続
い
た
地
元
団
体
の
顕
彰
活
動
は
、
平
成
二
十
三
年
（
二
〇
一
一
）
の

財
団
法
人
と
し
て
の
「
佐
久
間
象
山
先
生
顕
彰
会
」
廃
止
と
と
も
に
、
一
つ
の
大
き
な

区
切
り
を
迎
え
た
。

二
．
佐
久
間
家
祭
祀
法
要
帳

真
田
宝
物
館
に
は
、「
佐
久
間
家
祭
祀
法
要
帳　

五
冊
」
と
し
て
以
下
の
五
冊
の
横

長
半
帳
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
（
写
真
①
）。
①
「（
亡
父
恪
一
周
忌
法
事
配
り
物
并
ニ
香

典
受
納
扣
帳　

佐
久
間
継
述
）」 

明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
二
月
二
十
六
日　

№
近

山
86
。
②
「
亡
父
十
七
回
法
事
執
行
扣　

静
枝
」　

明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）
八
月

十
六
日　

№
近
山
87
。
③
「
亡
夫
佐
久
間
恪
十
七
回
法
事
蒸
物
配
当
并
香
奠
受
納
扣

　

佐
久
間
静
枝
」
明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
二
月
廿
六
日　

№
近
山
88
。
④
「
清

光
院
仁
啓
守
心
居
士
二
十
三
回
法
事
蒸
物
配
付
控　

佐
久
間
静
枝
」　

明
治
十
九
年

（
一
八
八
六
）
八
月
六
日　

№
近
山
89
。
⑤
「
贈
正
四
位
縁
故
贈
答
簿　

故
恪
妻
佐
久

間
静
枝
」　

明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
三
月
八
日
九
日　

№
近
山
90
。

こ
れ
ら
の
資
料
は
昭
和
六
〇
年
（
一
九
八
五
）
に
、
長
野
市
が
近
山
與
四
郎
か
ら
購

入
し
た
資
料
群
の
一
つ
で
あ
る）

（（
（

。
こ
の
資
料
を
最
初
に
紹
介
し
た
の
は
、
小
林
計
一
郎

で
あ
る）

（（
（

。
そ
の
解
説
に
よ
る
と
、「（
ロ
）
法
事
控
・
香
奠
帳　

象
山
と
恪
の
法
事
控
等

五
冊
で
、
象
山
の
遺
族
が
世
に
忘
れ
ら
れ
か
け
て
い
る
時
、
な
お
そ
の
法
事
等
に
参
会

し
た
親
族
、
門
弟
等
の
氏
名
が
判
明
し
て
興
味
深
い
。
た
だ
、
象
山
夫
人
順
子
（
明
治

四
十
一
年
、
七
十
三
才
で
死
）」
は
当
時
東
京
に
い
た
の
に
、
こ
れ
ら
の
法
事
に
は
全

く
タ
ッ
チ
し
て
い
な
い
。
す
べ
て
恪
の
未
亡
人
静
枝
が
主
催
し
て
い
る
」、
と
記
し
て

い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
象
山
夫
人
の
順
子
が
法
事
に
全
く
タ
ッ
チ
し
て
い
な
い
、

と
い
う
の
は
誤
り
で
、
夫
・
村
上
政
忠
を
通
し
て
香
典
な
ど
を
送
り
続
け
、
む
し
ろ
深

く
係
わ
っ
て
い
る
。
絶
家
と
な
っ
た
佐
久
間
家
を
支
え
て
き
た
人
び
と
の
記
録
と
し
て

も
う
一
度
史
料
を
精
読
し
、
以
下
で
分
析
を
試
み
た
い）

（（
（

。　

な
お
、
記
載
さ
れ
た
全
て
の
人
名
に
つ
い
て
、
特
定
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。
現
時

点
で
の
判
明
者
を
中
心
に
考
察
を
加
え
る
も
の
で
、
不
明
者
に
つ
い
て
は
調
査
を
継
続

す
る
と
と
も
に
、
識
者
の
御
教
示
を
お
願
い
し
た
い
。

二
―
一
．「（
亡
父
恪
一
周
忌
法
事
配
り
物
并
ニ
香
典
受
納
扣
帳
）」　

佐
久
間
継
述　

明

治
十
一
年
二
月
二
十
六
日　

№
近
山
86　
　
（
縦34.4

×
横12.4

㎝
）　

写
真
②
・
③

こ
の
資
料
は
、
表
題
は
な
い
が
、
表
紙
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

明
治
十
年
二
月
廿
六
日
、
松
山
縣
下
出
帳
中
死
去
致
候
亡
父
恪
一
周
忌
法
事
配
り

物
并
ニ
香
奠
受
納
扣　

明
治
十
一
年
第
二
月
廿
六
日　
　

佐
久
間
継
述

写①　佐久間家祭祀法要帳 5 冊

写②　（亡父恪一周忌法事配り物并
ニ香奠受納扣）表紙

写③　（亡父恪一周忌法事配り物并
ニ香奠受納扣）一頁
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佐
久
間
継
述
と
は
、恪
二
郎
と
妻
静
枝
と
の
間
に
生
ま
れ
た
男
子
で
あ
る
。
し
か
し
、

継
述
は
こ
の
法
事
の
翌
年
、
明
治
十
二
年
十
月
二
十
一
日
、
わ
ず
か
に
四
歳
で
死
亡
す

る
。
こ
の
帳
面
は
、
継
述
が
書
い
た
と
あ
る
が
、
恪
二
郎
の
妻
・
静
枝
の
筆
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。

帳
面
の
形
は
、
和
紙
を
横
長
に
折
り
、
折
り
目
を
上
に
し
て
右
綴
じ
に
す
る
本
来
の

香
典
帳
の
形
で
は
な
く
、
折
り
目
を
下
に
し
た
一
般
的
な
横
長
半
帳
の
形
に
な
っ
て
い

る
。
以
下
帳
面
の
形
式
は
、
四
冊
す
べ
て
一
般
的
な
横
長
半
帳
で
あ
る
。

佐
久
間
家
が
恪
二
郎
の
一
周
忌
に
あ
た
っ
て
、
縁
者
に
配
っ
た
饅
頭
の
数
は
四
一
九

個
。
配
っ
た
人
（
家
）
は
二
人
の
追
記
分
も
含
め
て
三
一
人
。
最
も
多
く
受
け
取
っ
た

の
は
山
岡
で
五
〇
個）

（（
（

、
次
い
で
勝
四
九
個
、
信
寿
院
一
八
個
、
村
上
一
七
個
と
続
き
、

多
く
は
一
三
個
ず
つ
配
ら
れ
て
い
る
。
和
田
盛
治
、
佐
田
は
不
参
と
し
て
数
は
記
さ
れ

て
い
な
い
（
表
2
）。
信
寿
院
は
、
現
在
新
宿
区
に
あ
る
浄
土
宗
の
寺
で
、
饅
頭
十
二

の
西
念
寺
の
塔
頭
で
あ
る
。
香
典
帳
と
い
う
性
格
か
ら
、
住
所
や
苗
字
の
み
で
名
前
が

記
さ
れ
な
い
の
は
、
親
し
い
間
柄
で
あ
る
た
め
、
記
入
不
用
と
の
意
識
か
ら
と
思
わ
れ

表２－２　恪二郎一周忌法事蒸物配布先    №近山 86
住　　　所 名　　　前 数 備　　　考

勝様 饅頭四十九 五モリ　一重
村上様 同十七 五モリ　一皿

神田淡路町一丁目一番地五ノ拾二号 長谷川様 同十三
長谷川与三郎様 同十三

麻布東町二十八番地 北山藤三郎様 同十三
芝濱松町二丁目二十八番地 子安様　○ 同十三
同二丁目弐拾五番地 蟻川様　○ 同十三

山岡様 同五十 五モリ　一重
北甲賀町九番地桜井邸ノ内 山寺様　○ 同十三
同 吉澤様　○ 同十三
牛込袋町廿七番地 牧野様 同十三
中六番町八番地 北澤正誠様 同十三
四谷六間町三番地 村上政信様 同十三
新シ橋外真田邸内 依田様 不参
銀座三丁目一番地野村金八方 高野様　○ 同十三
本所外手町八拾六番地 近藤友儀様　○ 同十三
同石原片町四拾九番 長阪於久様 同十三
同 杉裏様 同十壱
同老町拾六番地 内田様　○ 同十三
三十間堀三丁目三番地 格川清野様 同十三
湯島四丁目二番地 藤井三郎様 同十三
深川安宅町四番地但し温泉ノ側 吉田正春様 同十三

斉藤利左衛門様　○ 同十三
今戸拾番地 渡辺様 同十三

西念寺様 同十三
信寿院様 同十八
花屋 同九ツ

信寿院内 野村様 同九ツ
飯倉二丁目二番地伊勢屋清兵衛方 和田盛治様 不参

（愛媛県□二十五東□吉川士族当時兵庫県出任）木挽町二丁目
五番地堀□伊三郎方止宿） 五島正久 鉛筆による追記

第四大区相返駿河臺東紅桜町拾番地 長谷川直太郎殿 追記

表２－１　恪二郎一周忌法事香典受納一覧
香　　　典 名　　前

一　金五拾銭 北澤様

一　金弐拾五銭 村上政信様

一　安息香大壱箱 西念寺様

一　蝋燭三袋但し百挺 山岡様

一　干海苔二帖 信寿院様

一　金五拾銭 勝様

一　御茶半斤　ほど 吉田様

一　御茶半斤　金二十五銭ほど　弐座 杉裏様

一　小半紙三帖 花屋

表 2 －３　恪二郎一周忌法事費用　　 №近山 86
一　此代金三円六拾六銭七厘 焼饅頭数四百四十　
一　金弐円五拾銭 右者長谷川氏江家禄預ケ金之内入費之内江入
一　金拾弐銭五厘　 信寿院江御経料

№近山 86
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る
。
以
下
に
紹
介
す
る
五
冊
の
法
要
帳
等
に
記
さ
れ
た
人
物
の
内
、
特
定
で
き
た
人
物

を
旧
松
代
藩
士
と
そ
れ
以
外
の
人
と
に
分
け
て
一
覧
に
し
た
の
が
巻
末
の
表
３
で
あ
る
。

香
典
は
勝
家
、
北
澤
家
か
ら
の
五
〇
銭
を
筆
頭
に
、
九
件
合
計
一
円
二
五
銭
と
蝋
燭
、

線
香
、
お
茶
な
ど
の
供
物
を
受
け
取
っ
て
い
る
。
最
後
に
一
周
忌
に
か
か
っ
た
費
用
と

し
て
、
饅
頭
代
四
四
〇
個
、
三
円
六
六
銭
余
。
長
谷
川
へ
預
け
て
あ
る
佐
久
間
家
の
家

禄
か
ら
二
円
五
〇
銭
を
支
出
。
信
寿
院
へ
御
経
料
一
二
銭
五
厘
を
支
出
し
、
合
計
六
円

二
九
銭
二
厘
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
小
林
も
触
れ
て
い
る
が
、
佐
久
間
家
の
旧
家
禄

は
、
恪
二
郎
が
直
接
管
理
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
佐
久
間
家
の
親
戚
で
あ
る
長
谷
川

家
が
預
か
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
長
谷
川
は
後
に
追
記
さ
れ
て
い
る
長
谷
川
直
太

郎
の
こ
と
で
ろ
う）

（（
（

。

以
下
の
帳
面
も
同
様
で
あ
る
が
、
饅
頭
の
数
、
配
布
先
の
記
載
順
や
、
香
典
と
し
て

受
け
取
っ
た
金
銭
や
供
物
の
多
寡
は
、
佐
久
間
家
と
の
親
密
度
を
あ
ら
わ
し
て
い
る）

（は
（

。

二
―
二
．「
亡
父
十
七
回
法
事
執
行
扣
」　

静
枝　

明
治
十
三
年
八
月
十
六
日 

太
陰
暦

七
月
十
一
日
ニ
当
ル　

№
近
山
87
。　
（
縦32.5

×
横12.0

㎝
）　

写
真
④
・
⑤

象
山
十
七
回
忌
法
要
の
執
行
控
で
あ
る
。
八
月
十
六
日
は
、
太
陰
暦
で
七
月
十
一
日

の
象
山
命
日
に
当
た
る
。
執
筆
は
佐
久
間
静
枝
で
あ
る
。

内
容
は
は
じ
め
に
蒸
物
の
配
布
先
と
し
て
、
住
所
と
氏
名
が
書
か
れ
る
（
表
４
）。

以
下
記
載
項
目
を
追
う
と
、
霊
前
備
物
受
納
と
し
て
氏
名
と
備
え
ら
れ
た
金
品
、
次
に

法
事
当
日
の
焼
香
来
客
者
、
法
事
当
日
の
献
立
、
法
事
の
費
用
と
し
て
諸
入
費
合
計

一
三
八
円
六
八
銭
五
厘
で
終
わ
る
。

霊
前
備
物
受
納
を
金
額
順
に
整
理
を
す
る
と（
表
４
―
２
）、小
松
彰
の
二
円
五
〇
銭
、

高
畠
眉
山
の
二
円
、
日
比
谷
松
蔵
、
島
津
定
礼
、
鈴
木
直
次
郎
と
続
き
、
真
田
邸
内
の

久
保
成
の
茶
半
斤
ま
で
二
一
件
、
一
六
円
六
七
銭
五
厘
を
受
け
と
っ
て
い
る
。
法
事
当

日
の
料
理
の
献
立
は
、
御
酒
、
本
善
、
二
の
膳
に
及
ぶ
質
素
と
は
い
え
な
い
内
容
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

表４－１　象山十七回忌法事蒸物配布先　   №近山 87
住　　　　　所 名　　前

御佛前御備 西念寺
信寿院
はな屋
村上政忠様

四谷大番町五番地 村上政信様
第六番町拾九番地 北澤正誠様
牛込袋町二十五番地 牧野　毅様
牛込新小川町三十壱番地 柏木常雄様
飯田町三丁目三十三番地 小松精一様
富士見丁五丁目三番地 桜井純造様
下六間町三番地 吉澤省三様
富士見丁二丁目十六番地 池田平角様
赤阪（坂） 勝　安芳様
赤阪（坂）新阪（坂）町五十三番地 高畑眉山様
麻布東町三十六番地 北山藤三郎様
芝森本町三丁目四十二番地 嶋津定礼様
芝はま松町廿五番地 蟻川直方様
上榎町八番地 木村春東様
駿河臺北甲賀町九番地桜井邸内 山寺信炳様
芝はま松町三丁目廿八番地 子安　崚様
今戸町十番地 渡邊　驥様
西原村十三番地 小松　彰様
西ノ久保巴町 和田盛治様
佐久間町二丁目十一番地 高野真遜様

米川茂兵衛様
からす森町 副島種臣様

滝野弘種様
蜂谷

本所外手町八十六番地 近藤民之助様
琴平町二番地真田公長家 久保　成様
教導園 鈴木直次郎様
愛宕下町壱丁目 三浦省吾様
駒込西片町十番地 神原　様
神田西紺屋町廿二番地平埜莞次郎方 日比谷松蔵様
神田鍛冶町二番地 西村伊右衛門様

表４－２　象山十七回忌法事香典受納先（金額順）　№近山 87

香　　　　　典 名　　前
記
載
順

一　金弐円五拾銭 小松　彰様 10
一　金弐円 高畠眉山様 2
一　菓子壱折　廿五銭位  一　金壱円 日比谷松蔵様 12
一　金壱円廿五銭　 島津定礼様 16
一　西洋蝋　三箱六丁入　六拾銭位金五十銭 鈴木直次郎様 6
一　金壱円　 子安　焌様 7
一　金壱円　 三浦省吾様 9
一　金壱円 木村春東様 17
一　金壱円 桜井純三（造）様 19
一　茶壱袋　二十銭位  金五拾銭 和田盛治様 14
一　五拾銭 米川茂兵衛様 1
一　蝋燭一箱　五十銭位 北澤政（正）誠様 8
一　金五拾銭 小松精二様 11
一　金五拾銭 宮寺　　様 15
一　五十銭 柏木常雄様 18
一　金五十銭 山寺信炳様 21
一　茶弐袋　半斤程　三拾銭位 牧野　毅様 13
一　茶壱袋　廿五銭位 西念寺 3
一　干瓢壱把　二十銭位 花屋松蔵様 4
一　茶壱袋　十二銭五厘位 蜂谷お福様 5
一　茶半斤程 真田邸内　久保成様 20

※右側の数字は記載順
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表４－３ 　象山十七回忌法事焼香来客者
西念寺　不参
信寿院　不参
おとも　　同
村上信政　同
北山
北山
和田　　不参
和田
和田
米川　　不参
米川　　
木むら
さきの
はちや
すずき
ながの
内　三人
宮本
手伝　二人

表４－４ 　象山十七回忌法事当日献立扣
およそ　22 人前程

一　御酒
一　茶わん たけ

三つ葉
○くわいすり上
○ふ
○ゆ葉　　
三品の内

一　甘に 里いも
のしぶ

一　小皿 うりもみ
本膳
一　皿 源平かんてん流し

じゅんさい
平 長いも

いんげん
しいたけ
まきゆば
はす

一　猪口 はすごま合
一　しる つみ入

青み
小しいたけ

一　飯
一　香の物 白うり

日光とうがらし
たくわん

一　引物 ○さつまいも
○はす
○牛蒡
○にんじん　あげ物
○いんげん
○しそのみ
○生が

二の膳
一　皿　しら合 にんじん

こんにゃく
一　坪　 しら玉
　　　　 けいらん団子

表４－５ 　象山十七回忌法事諸入費　
金　　　額 明　　　細

一　金百弐拾円也 西京御墓碑入費
八月十四日

一　金拾壱円九十銭 配り蒸し菓子三十四軒分、檜角切折重壱
重七ツ盛、ようかん壱　金平糖壱
○くずまんじゅう二ツ　　但し壱重ニ付
三十五銭づつ
○源平うば玉三ツ
神明前子馬江注文

同　金二十五銭 右添茶二袋  北澤、山寺二軒
同　金七十五銭 右配り人足  二人

一　金四十八銭
引物、揚物代十六人分さつまいも、はす、
牛蒡、なす、いんげん、しそのみ、生か
七品

一　金三拾銭 まきゆば二十
一　金壱円四十銭 八百屋請買物
一　金四十八銭　此
　分二重ニ付き消し 精進揚十六人前　壱人前三揃づつ

一　金壱円七十二銭 青物其他　請買物代
一　金五十三銭五厘 酒壱升五合、みりん三合、す三合
一　金弐十五銭 手伝女　二人
一　金拾五銭 西念寺人、家具返し人足壱人
一　金五十銭 西念寺へ、御布施代
一　金弐十五銭 信寿院へ、同断
一　金弐十銭 花屋へ
合金　百三拾八円六十八銭五厘

写④　象山十七回忌法事執行扣
表紙 写⑤　象山十七回忌法事執行扣　諸入費

№近山 87

№近山 87

№近山 87
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最
後
に
十
三
回
忌
の
法
事
に
か
か
っ
た
費
用
一
八
円
六
八
銭
五
厘
と
西
京
御
墓
碑

（
代
）
と
し
て
一
二
〇
円
が
計
上
さ
れ
、
支
出
の
合
計
は
一
三
八
円
六
八
銭
五
厘
と
あ

る
。
西
京
の
墓
代
は
、
京
都
花
園
妙
心
寺
塔
頭
・
大
法
院
に
あ
る
象
山
の
墓
を
指
す
も

の
か
。
こ
の
墓
に
は
、「
象
山
佐
久
間
先
生
墓
」、
側
面
に
は
「
元
治
元
秊
七
月
十
一
日

没
」「
考
子
恪
建
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。
明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）
に
は
建
立
者
と

し
て
刻
ま
れ
る
恪
二
郎
は
す
で
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
象
山
の
墓
は
も
う
一
つ
、
大
正

十
一
年
（
一
九
二
二
）
に
建
て
ら
れ
た
長
野
市
松
代
町
蓮
乗
寺
の
墓
の
他
に
は
、
大
法

院
の
も
の
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
。
佐
久
間
先
生
と
刻
ま
れ
る
な
ど
、
墓
と
い
う
よ
り

は
顕
彰
碑
的
な
供
養
塔
と
も
読
め
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
の
一
二
〇
円
の
墓
碑
は
、
こ

れ
に
当
た
る
か
も
し
れ
な
い
。

残
さ
れ
た
四
冊
の
法
事
に
関
す
る
帳
面
の
中
で
は
記
述
が
最
も
詳
細
で
あ
る
。

二
―
三
．「
亡
夫
佐
久
間
恪
十
七
回
法
事
蒸
物
配
当
并
香
奠
受
納
扣
」　

佐
久
間
静
枝　

明
治
十
六
年
二
月
廿
六
日　

№
近
山
88
。　
（
縦33.7

×
横12.4
㎝
）　

写
真
⑥
・
⑦

恪
二
郎
の
七
回
忌
の
法
事
に
関
す
る
記
録
で
あ
る
。
表
題
に
あ
る
十
七
回
は
、
静
枝

の
勘
違
い
と
思
わ
れ
、
七
回
忌
が
正
し
い
。
内
容
は
、
御
義
理
と
し
て
の
配
り
物
で
あ

る
蒸
物
（
饅
頭
）
と
茶
の
数
と
配
布
先
、
香
典
領
収
扣
が
書
か
れ
る
（
表
５
）。
蒸
物

配
布
先
の
筆
頭
は
勝
安
芳
、
村
上
政
忠
と
佐
久
間
家
の
親
戚
。
続
い
て
西
念
寺
、
信
寿

表５－１　恪二郎七回忌法事蒸物配布先
蒸物配布数 名　　　前

1 十五 勝安芳様
2 十五 村上政忠様

3 十壱 西念寺様
4 十壱 信寿院様
5 十壱 花屋様
6 十五　茶 北澤正誠様
7 十五　茶 牧野良平様
8 十五 小松彰様
9 十五 小松精一様
10 十五 茶 山寺信炳様
11 十五 和田盛治様
12 十五 立田革様
13 十壱 滝野弘種様
14 十五 蟻川直方様
15 十三 稲垣徹之進様
16 十壱 荒井元ノ助殿

17 一 北山氏江蒸物遣候所、何故カ
不腹ノ由二テ不受取返戻ノ事

18 十三 米川茂兵衛様

表５－２　恪二郎七回忌法事香典受納先（金額順）

香　　　典 名　　　前

一　茶切手ニ而　金壱円ノ代価　 小松　彰様、
小松精一様 1

一　金壱円 立田　革様 3

一　蒸菓子一折代価七十五銭程ノ物 蟻川直方様 5

一　金五十銭 勝　安芳様 2

一　金五十銭 米川茂兵衛様 4

一　金五十銭　 山寺信炳様 11

一　金二十銭 金平糖壱斤 代価二十五銭
　　程ノ物 和田盛治様 7

一　金三十銭 鈴木直次郎様 6

一　同十丁八銭程ノ物   ミカン壱篭十銭
　　程ノ物 滝野弘種様 10

一　蝋燭　十丁　八銭程ノ物 荒井元ノ助殿 9

一　線香七把トナリ　 大塚徳郎様 8

一　ほしのり　 北澤様 12

※右側の数字は記載順

写⑥　恪二郎七回忌法事蒸
物配当并香典受納扣　表紙

写⑦　恪二郎七回忌法事蒸物配当
　　并香典受納扣　香典領収扣

№近山 88 №近山 88
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院
、
花
屋
と
供
養
を
し
て
く
れ
た
寺
院
。
次
い
で
蒸
物
と
お
茶
を
付
け
る
象
山
の
門
人

で
松
代
藩
士
の
北
澤
正
誠
、
牧
野
良
平
、
山
寺
信
炳
と
続
く
。
こ
の
時
、
象
山
の
姉
の

嫁
ぎ
先
で
あ
る
北
山
家
は
、
蒸
物
を
配
り
に
い
っ
た
が
何
か
不
服
が
あ
っ
て
か
、
受
取

を
拒
ん
で
い
る
。
香
典
を
金
額
順
に
並
べ
る
と
、
小
松
彰
・
小
松
精
一
、
立
田
革
、
蟻

川
直
方
、
勝
安
芳
、
米
川
茂
兵
衛
、
山
寺
信
炳
、
和
田
盛
治
と
続
く
。
蒸
物
の
配
り
先
、

香
典
の
受
領
控
と
も
、
荒
井
元
ノ
助
の
み
書
止
め
が
「
殿
」
で
終
わ
る
が
、
象
山
の
生

母
で
あ
る
荒
井
家
の
末
裔
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
こ
で
、
恪
二
郎
の
一
周
忌
と
、
七
回
忌
の
蒸
物
配
布
先
、
香
典
の
そ
れ
ぞ
れ
を
比

べ
た
も
の
が
表
６
で
あ
る
。
蒸
物
の
数
、
配
布
先
は
減
っ
て
い
る
が
、
香
典
の
金
額
は

増
え
て
い
る
。
一
般
的
に
は
、
法
事
は
回
数
を
重
ね
れ
ば
重
ね
る
ほ
ど
、
そ
の
規
模
は

縮
小
し
、や
が
て
弔
い
上
げ
と
な
る
。
配
り
物
の
減
少
は
そ
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
が
、

香
典
は
物
価
の
影
響
だ
ろ
う
か
、
受
け
取
っ
た
金
額
は
増
え
て
い
る
。

二
―
四
．「
清
光
院
仁
啓
守
心
居
士
二
十
三
回
法
事
蒸
物
配
付
控
」　

佐
久
間
静
枝　

明
治

十
九
年
八
月
六
日　

旧
暦
七
月　

№
近
山
89
．（
縦40.2

×
横13.3

㎝
）　

写
真
⑧
・
⑨

象
山
の
二
十
三
回
忌
法
事
の
菓
子
の
配
布
先
と
供
物
（
香
典
）
の
受
納
控
で
あ
る
。

清
光
院
仁
啓
守
心
居
士
は
象
山
の
院
号
で
あ
る
。
こ
の
帳
面
で
は
、
菓
子
と
饅
頭
を
四

つ
の
ラ
ン
ク
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
配
布
先
を
記
し
て
い
る
（
表
７
）。
当
然
高
い
菓

恪二郎一周忌　
香　　　　　　　典 名　前

1 一　金50銭 北澤様
2 一　金50銭 勝　様
3 一　金25銭 村上政信様
4 一　金25銭ほど　御茶半斤 杉裏様
5 一　安息香大壱箱 西念寺様
6 一　蝋燭3袋但し100挺 山岡様
7 一　干海苔2帖 信寿院様
8 一　御茶半斤　ほど 吉田様
9 一　小半紙3帖 花屋

（1 円２５銭＋現物）

恪二郎七回忌　（明治１６年）
品　物 名　　　前 記載順

1 15＋茶 北澤正誠様 6
2 15＋茶 牧野良平様 7
3 15＋茶 山寺信炳様 10
4 15 勝　安芳様 1
5 15 村上政忠様 2
6 15 小松　彰様 8
7 15 小松精一様 9
8 15 和田盛治様 11
9 15 立田　革様 12
10 15 蟻川直方様 14
11 13 稲垣徹之進様 15
12 13 米川茂兵衛様 18
13 11 西念寺様 3
14 11 信寿院様 4
15 11 花屋様 5
16 11 滝野弘種様 13
17 11 荒井元ノ助殿 16

18 0

北山氏江蒸物遣
候所、何故カ不
腹ノ由二テ不受
取返戻ノ事

17

※１  右側は記載順　　
※２  アミかけは両方に

名前のある者　　

恪二郎一周忌　（明治１１年）
品　物 名　　　前 記載順

1 饅頭50 山岡様 8
2 饅頭49 勝　様 1
3 饅頭18 信寿院様 26
4 饅頭17 村上様 2
5 饅頭13 長谷川様 3
6 饅頭13 長谷川与三郎様 4
7 饅頭13 北山藤三郎様 5
8 饅頭13 子安様　 6
9 饅頭13 蟻川様　 7
10 饅頭13 山寺様　 9
11 饅頭13 吉澤様　 10
12 饅頭13 牧野様 11
13 饅頭13 北澤正誠様 12
14 饅頭13 村上政信様 13
15 饅頭13 高野様　 15
16 饅頭13 近藤友儀様　 16
17 饅頭13 長阪於久様 17
18 饅頭13 内田様　 19
19 饅頭13 格川清野様 20
20 饅頭13 藤井三郎様 21
21 饅頭13 吉田正春様 22
22 饅頭13 斉藤利左衛門様 23
23 饅頭13 渡辺様 24
24 饅頭13 西念寺様 25
25 饅頭11 杉裏様 18
26 饅頭9 花屋 27
27 饅頭9 野村様 28
28 不参 和田盛治様 29
29 不参 依田様 14
30 不明 五島正久 30
31 不明 長谷川直太郎殿 31

表６－１　恪二郎一周忌、七回忌義理配布先比較表（数量順）

写⑧　清光院仁啓守心居士二十三
　　回法事蒸物配付控　表紙

写⑨　清光院仁啓守心居士二十三
回法事蒸物配付控　

恪二郎七回忌
香　　　　　典 名　　　　前　

1 一　茶切手ニ而金１円ノ代価 小松　彰、
小松精一様

2 一　金１円 立田　革様

3 一　蒸菓子一折代価75銭程
ノ物　  蟻川直方様

4 一　金50銭 勝　安芳様
5 一　金50銭 米川茂兵衛様
6 一　金50銭　 山寺信炳様
7 一　金30銭 鈴木直次郎様

8 一　金20銭＋金平糖壱斤代
価25銭程ノ物　（合計45銭） 和田盛治様

9 一　蝋燭10丁8銭程ノ物、　
ミカン壱篭10銭程ノ物　 滝野弘種様

10 一　蝋燭10丁8銭程ノ物　 
　 荒井元ノ助殿

11 一　線香7把トナリ　 大塚徳郎様
12 一　ほしのり　 北澤（正誠）様

（3円38銭＋現物）

表６－２　恪二郎一周忌、七回忌香典比較表（金額順）
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表７－２　象山二十三回忌香典受納先（金額順） 
香　　典 名　前 記載順

一　金参円 勝 1
一　三百疋　大番町 村上 14
一　金壱円弐拾五銭 島津 11
一　金弐円 立田 2
一　金壱円 酒匂 3
一　金壱円 高野 4
一　金壱円 蟻川 12
一　金壱円 近藤 15
一　金七拾五銭 倉田 17
一　金半円 北澤 5
一　金半円 牧野 6
一　金参拾銭 米川 9
一　茶小半斤 松木 7
一　茶小半斤 在原 8
一　蝋燭十五挺 山寺 10
一　香　壱函 桜井 13
一　蝋燭　壱箱 前田 16
※右側は記載順

表７－１　象山二十三回忌法事菓子配り先　
住　　　所 配　　　布　　　先

勝　安芳殿
霊岸島 副島種臣殿
芝濱松町 蟻川直方殿
牛込袋町 牧野　毅殿
芝濱松町 子安　峻殿
中六間町九番地 北澤正誠殿

立田　華殿
四ツ屋伊賀町 村上政忠殿

柏木常雄殿
芝森本 島津定礼殿

郷田兼徳殿
右拾壱家　金平糖牡丹形菓子　檜八寸角切折詰

浅草今戸町 渡辺　驥殿
高野真遜殿
久保　成殿
近藤民之輔殿
神原伊三郎殿
酒匂新左衛門
宮本　
宮本　仲殿
倉田幸順殿
小松　彰殿
小松精一殿

六□町四拾四番地 桜井　殿
小石川 黒川良庵殿

右拾弐家　菊水形打物菓子　檜七寸角切折詰
四ツ屋大番町 村上政信殿

松木董宣殿
北山藤三郎殿
山寺容麿殿
鈴木恭信殿
前田量平殿
右六家　菊水形折物　檜六寸折詰
米川茂兵衛殿
在原亀吉殿
西念寺殿
信寿院
華屋
右五家　蒸物

上六番町三十八番地西郷員幅隣邸 吉澤省三殿

表８－２ 　 象山十七回忌、二十三回忌法事香典受納先比較
表（金額順）　　

十七回忌 二十三回忌
香　　　　　典 名　　　前 記載順 香　　　典 名前 記載順

一　金弐円五拾銭 小松　彰様 10 一　金参円 勝 1
一　金弐円 高畠眉山様 2 一　三百疋　大番町 村上 14
一　菓子壱折　廿五銭
　　位  一　金壱円　

日比谷松蔵様 12 一　金壱円弐拾五銭 島津 11

一　金壱円廿五銭　 島津定礼様 16 一　金弐円 立田 2
一　西洋蝋　三箱六丁
入　六拾銭位金五十銭

鈴木直次郎様 6 一　金壱円 酒匂 3

一　金壱円　 子安　焌様 7 一　金壱円 高野 4
一　金壱円　 三浦省吾様 9 一　金壱円 蟻川 12
一　金壱円 木村春東様 17 一　金壱円 近藤 15

一　金壱円
桜井純三（造）
様

19 一　金七拾五銭 倉田 17

一　茶壱袋　二十銭位  
金五拾銭

和田盛治様 14 一　金半円 北澤 5

一　五拾銭 米川茂兵衛様 1 一　金半円 牧野 6
一　蝋燭一箱　五十銭
位

北 澤 政（ 正 ）
誠様

8 一　金参拾銭 米川 9

一　金五拾銭 小松精二様 11 一　茶小半斤 松木 7
一　金五拾銭 宮寺　　様 15 一　茶小半斤 在原 8
一　五十銭 柏木常雄様 18 一　蝋燭十五挺 山寺 10
一　金五十銭 山寺信炳様 21 一　香　壱函 桜井 13
一　茶弐袋　半斤程　
三拾銭位

牧野　毅様 13 一　蝋燭　壱箱 前田 16

一　茶壱袋　廿五銭位 西念寺 3
一　干瓢壱把　二十銭
位

花屋松蔵様 4

一　茶壱袋　十ニ銭五
厘位

蜂谷お福様 5

一　茶半斤程
真田邸内　久
保成様

20

※右側の数字は記載順

表８－１　 象山十七回忌、二十三回忌　法事
義理配布先（アイウエオ順）

　　　十七回忌 記載順 二十三回忌 記載順
蟻川直方様 17 蟻川直方殿 3
池田平角様 12 柏木常雄殿 9
柏木常雄様 8 勝　安芳殿 1
勝　安芳様 13 神原伊三郎殿 16
神原　様 33 北澤正誠殿 6
北澤正誠様 6 北山藤三郎殿 27
北山藤三郎様 15 吉澤省三殿 36
木村春東様 18 久保　成殿 14
久保　成様 30 倉田幸順殿 20
小松　彰様 22 黒川良庵殿 24
小松精一様 9 郷田兼徳殿 11
子安　崚様 20 小松　彰殿 21
近藤民之助様 29 小松精一殿 22
桜井純造様 10 子安　峻殿 5
嶋津定礼様 16 近藤民之輔殿 15
信寿院 2 在原亀吉殿 32
鈴木直次郎様 31 酒匂新左衛門 17
高野真遜様 24 桜井　殿 23
高畑眉山様 14 島津定礼殿 10
滝野弘種様 27 信寿院 34
西念寺 1 鈴木恭信殿 29
西村伊右衛門様 35 高野真遜殿 13
蜂谷 28 立田　革殿 7
はな屋 3 西念寺殿 33
日比谷松蔵様 34 華屋 35
副島種臣様 26 副島種臣殿 2
牧野　毅様 7 前田量平殿 30
村上政忠様 4 牧野　毅殿 4
村上政信様 5 松木董宣殿 26
三浦省吾様 32 宮本　 18
山寺信炳様 19 宮本　仲殿 19
吉澤省三様 11 村上政忠殿 8
米川茂兵衛様 25 村上政信殿 25
渡邊　驥様 21 山寺容麿殿 28
和田盛治様 23 米川茂兵衛殿 31

渡辺　驥殿 12

写⑩「贈正四位縁故贈答簿」一頁目
№近山 89

№近山 89

※１  右側の数字は記載順
※２  アミかけは両方に名
　　  前のある者　
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子
の
配
布
先
が
佐
久
間
家
と
の
親
密
度
を
あ
ら
わ
す
こ
と
に
な
る
。
最
上
級
の
金
平
糖

牡
丹
形
菓
子
、
檜
八
寸
角
切
折
詰
を
受
け
取
っ
た
家
は
、
勝
、
副
島
、
蜷
川
、
牧
野
、

子
安
、
北
澤
、
立
田
、
村
上
、
柏
木
、
島
津
、
郷
田
の
一
〇
家
で
あ
る
。
供
物
の
領

収
を
金
額
順
に
一
覧
に
す
る
と
、
表
７
―
２
の
よ
う
に
な
る
。
筆
頭
は
勝
家
で
三
円
、

続
い
て
立
田
家
二
円
、
島
津
家
一
円
二
五
銭
な
ど
と
な
る
。
十
七
回
忌
の
時
と
配
布

先
、香
典
を
比
較
し
た
も
の
が
表
８
で
あ
る
。
蒸
物
の
配
布
先
は
十
七
回
忌
が
三
五
家
、

二
十
三
回
忌
が
三
五
家
。
配
布
記
載
順
を
尊
重
し
て
比
較
す
る
と
、
ほ
ぼ
半
数
の
家
が

だ
ぶ
っ
て
い
る
。
香
典
の
数
は
、
十
七
回
忌
が
二
二
件
一
六
円
六
七
銭
五
厘
、
二
十
三

回
忌
が
一
七
件
、
一
二
円
六
〇
銭
と
、
香
典
の
件
数
、
金
額
と
も
に
減
っ
て
い
る
。

恪
二
郎
の
法
要
と
比
較
す
る
と
、
配
り
物
の
数
、
香
典
の
金
品
と
も
象
山
が
多
い
。

配
布
先
、
香
典
の
領
収
者
は
多
く
が
だ
ぶ
っ
て
い
る
が
、
二
人
の
法
要
帳
か
ら
類
推
す

る
と
、
佐
久
間
家
の
法
要
は
、
象
山
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

二
―
五
．「
贈
正
四
位
縁
故
贈
答
簿
」　

故
恪
妻
佐
久
間
静
枝　

明
治
二
十
二
年
三
月
八

日
九
日　

№
近
山
90
．（
縦34.4

×
横12.4

㎝
）　

写
真
⑩

五
冊
目
の
帳
面
は
、
こ
れ
ま
で
の
象
山
、
恪
二
郎
の
法
要
に
関
す
る
帳
面
と
性
格
が

異
な
る
。
表
題
に
も
あ
る
と
お
り
、
明
治
二
十
二
年
に
象
山
が
明
治
政
府
か
ら
大
日
本

帝
国
憲
法
発
布
の
寛
典
と
し
て
、
正
四
位
の
贈
位
を
受
け
た
御
礼
に
、
佐
久
間
家
か
ら

縁
故
者
に
何
が
し
か
の
品
物
を
贈
っ
た
先
の
住
所
と
氏
名
、
贈
ら
れ
た
側
か
ら
そ
の
御

礼
と
し
て
受
け
取
っ
た
金
品
の
一
覧
で
あ
る
。
こ
の
帳
面
に
は
二
枚
の
貼
紙
が
あ
り
、

各
々
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

今
般
亡
父
修
理
義
、
贈
正
四
位
之
栄
典
を
蒙
り
、
不
堪
欽
喜
之
至
、
聊
祭
典
之
志

を
表
し
、
重
之
内
、
入
御
覧
度
候
、
乍
御
手
数
此
段
御
披
露
可
相
成
候
、
以
上

亡
父
修
理
義
今
般
贈
正
四
位
之
栄
典
を
蒙
り
、
不
堪
欽
喜
之
至　

迺
聊
祝
祭
之
志

を
表
し
、
些
少
々
之
品
呈
親
覧
候
間
、
御
留
納
被
下
度
候
、
拝
具　
　

月
日　

小

松
様

こ
の
帳
面
の
み
祝
い
事
と
い
う
こ
と
で
、
紙
を
綴
じ
る
紙
縒
り
に
赤
と
白
の
水
引
が

使
わ
れ
て
い
る
。

内
容
を
細
か
く
見
る
と
、
佐
久
間
家
か
ら
品
物
を
送
っ
た
の
は
七
〇
人
。
そ
れ
に
答

え
て
物
や
金
銭
を
返
礼
し
た
人
は
五
二
人
（
表
９
）。
返
礼
の
筆
頭
は
白
井
五
兵
衛
で

一
〇
円
、
次
い
で
黒
田
家
二
円
と
鰹
節
、
真
田
家
一
円
二
五
銭
、
同
額
で
渡
辺
驥
と
続

き
、
最
後
は
菓
子
折
一
つ
で
松
崎
義
顕
で
あ
る
。
佐
久
間
家
が
象
山
の
死
以
降
、
世
話

に
な
り
、
恩
義
を
感
じ
て
い
る
人
び
と
の
一
覧
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
贈
り
先
の

特
徴
と
し
て
は
、
①
こ
れ
ま
で
の
四
冊
の
法
要
帳
よ
り
書
き
上
げ
ら
れ
る
人
数
が
多
い

こ
と
。
②
こ
れ
ま
で
見
た
法
要
帳
に
書
か
れ
た
人
物
の
ほ
と
ん
ど
が
東
京
在
住
者
で

あ
っ
た
が
、
こ
の
帳
面
に
至
っ
て
初
め
て
地
元
長
野
の
関
係
者
が
書
か
れ
て
い
る
。
記

載
順
に
見
る
と
松
代
・
八
田
、
松
代
東
寺
尾
・
荒
井
、
松
代
清
須
町
・
須
田
、
長
野
市

東
条
村
花
岡
吉
左
衛
門
、
同
復
斎
、
長
野
町
金
子
（
医
者
）、
上
田
市
原
町
の
松
木
の

七
人
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
こ
の
縁
故
者
贈
答
簿
の
性
格
を
よ
り
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
た
め
に
、
比
較

す
る
帳
面
を
提
示
す
る
。「
象
山
先
生
祝
祭
諸
費
収
支
決
算
書）

（（
（

」
で
あ
る
（
表
10
）。
こ

れ
は
、
正
四
位
を
贈
ら
れ
た
こ
と
に
対
し
、
門
人
、
同
郷
者
が
相
談
し
、
三
月
十
日
に

東
京
江
東
中
村
楼
で
、
催
さ
れ
た
祝
賀
会
の
収
支
決
算
書
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、「
象

山
先
生
贈
位
祝
祭
ニ
付
寄
附
金
額
有
志
人
名
」一
七
人
、「
有
保
会
寄
附
金
額
有
志
人
名
」

一
六
人
、「
祝
祭
当
日
寄
贈
金
額
人
名
」
一
七
人
が
金
額
順
に
書
か
れ
て
い
る
。
高
額

の
寄
附
者
は
、
真
田
家
の
一
〇
〇
円
を
筆
頭
に
、
祝
賀
会
を
主
催
し
た
渡
辺
驥
五
〇
円
、

松
山
良
禛
五
〇
円
、
高
野
真
遜
一
〇
円
、
北
澤
正
誠
一
〇
円
な
ど
一
七
件
二
四
七
円

五
〇
銭
。
有
保
会
は
ど
の
よ
う
な
会
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
松
代
出
身
者
が
多
く

名
を
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五
〇
銭
。
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五
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、
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計
五
二
円
八
〇
銭
。
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八
八
円
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〇
銭
で
あ
る
。
総
収
入
は
上
記
に
そ
の
他
会
費
も
合
せ
、
五
一
一
円
八
〇
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表９　明治二十二年（1889）　象山贈正四位縁故贈答簿　　

贈 答
住　　　所 名　前 受納金品 名前

1 神田区駿河臺北甲賀町拾六番地 長谷川直太郎殿 1 一　松魚節壱折（小拾五本入）（弐円） 黒田家
2 愛宕町三丁目壱番地 冨岡宗三郎殿 2 一　鶏卵壱折（五拾銭） 黒田政綱殿
3 南金六町拾弐番地 渡辺　驥殿 3 一　松魚節壱折（七本入）（壱円） 後藤徳三郎殿
4 牛込袋町二十六番地 大日方直大殿 4 一　同壱折（五本入）（五拾銭） 廣瀬　殿
5 麹町区飯田町六丁目拾七番地 春日敬三殿 5 一　鶏卵壱折（七十五銭） 小野田善郎殿
6 愛宕町二丁目五番地 高野真遜殿 6 一　同壱折（七十五銭） 滝野弘雅殿
7 麻布市兵衛町 立田　革殿 7 一　同壱折（五拾銭） 織田完二殿
8 京橋区銀座三丁目九番地 宇敷則明殿 8 一　同壱折（五拾銭）、一　酒（金壱円切手） 林文右衛門殿
9 北豊島郡金杉村百三十六番地 村上英俊殿 9 一　菓子壱折（弐拾五銭） 望月　誠殿

10 麹町幸三番町十六番地 山寺客磨殿 10 一　金五拾銭 村上政信殿
11 芝愛宕町壱丁目壱番地 倉田高順殿 11 一　金拾銭 北山藤三郎殿
12 本所荒井町五十一番地 前田量平殿 12 一　金壱円　 松木董正殿
13 木挽町五丁目一番地玉屋方 山田定則殿 13 一　金壱円弐拾五銭 真田家
14 浅草今戸町十九番地　 近藤貫一郎 14 一　金五拾銭 佐田越美殿
15 本所永倉町壱番地 寺内多宮殿 15 一　金壱円五拾銭 渡辺　驥殿
16 芝濱松町二丁目二十二番地 蟻川直方殿 16 一　金五拾銭 久保　成殿
17 目黒村百四十三番地 蟻川　功殿 17 一　金五拾銭 山田定則殿
18 麹町元園町一番地 真田貫道殿 18 一　金壱円 鴻　雪年殿
19 麹町中六番町九番地 北澤正誠殿 19 一　金壱円 高畠家
20 同永田町二丁目六十三番地 三澤清美殿 20 一　金拾円 白井五兵衛殿
21 芝愛宕四丁目九番地 水野　藎殿 21 一　金三拾銭 大熊教政殿
22 神田佐柄木町十一番地 宮本　仲殿 22 一　金壱円　 花岡吉右衛門殿
23 牛込赤城六町五番地 宮島春松殿 23 一　金五拾銭 花岡敬三殿
24 南鍋町一丁目七番地 望月　誠殿 24 一　鶉卵壱折（五拾銭） 小野寺志一殿
25 日本橋区檜物町二十番地 松本七郎殿 25 一　金五拾銭 松本七郎殿
26 木挽町五丁目三番地 野村将曹殿 26 一　金五拾銭 近藤貫一殿
27 芝琴平町二番地 真田家 27 一　金五拾銭 渡辺　中殿
28 芝琴平町二番地 依田細寿殿 28 一　松魚節壱袋（五拾銭） 酒匂新左衛門殿
29 同 久保三郎殿 29 一　鶏卵壱折（壱円） 北澤正誠殿
30 同 大熊教政殿 30 一　金壱円 蟻川直方殿
31 芝桜田本野町十七番地 渡辺　中殿 31 一　金五拾銭 杉田玄端殿
32 四屋大番町四番地 村上政信殿 32 一　金五拾銭 長谷川直太郎
33 市ヶ谷仲ノ町十八番地 勝順子殿 33 一　金五拾銭 冨岡宗三郎殿
34 同　 市川興太郎殿 34 一　地酒（金五拾銭） 野村将曹殿
35 赤坂氷川町 勝家 35 一　金三拾銭 三澤清美殿
36 麻布永坂町二番地 杉田玄端殿 36 一　松魚節　壱折（五拾銭） 高木雨菴殿
37 麻布飯倉町二丁目 鴻　雪年殿 37 一　金七拾五銭 高野真遜殿
38 同赤坂町四十一番地 北山藤三郎殿 38 一　菓子壱折（五拾銭） 水原　一殿
39 芝森本町三丁目 島津定礼殿 39 一　鶏卵壱折（壱円） 柴原武雄殿
40 麻布市兵衛町二丁目三十四番地 酒匂新左衛門殿 40 一　亡夫肖像幅　壱幅 宇敷則明殿
41 芝濱松二丁目 子安　崚殿 41 一　魚ボラ（弐拾銭）弐本 米川茂兵衛殿
42 芝濱松町一丁目拾五番地 柏木国雄殿 42 一　鯛壱尾（三拾銭）、一　大蛤拾三 柏木周雄殿
43 芝山内宝松院ウラ 高畑家 43 一　金五拾銭 真田貫道殿
44 麹町区平川町六丁目十五番地 黒田家 44 一　金五拾銭 宮本　仲殿
45 同十四番地 黒田政綱殿 45 一　松魚節（五拾銭） 島津定禮殿
46 湯島切通シ坂町十五番地 織田完二殿 46 一　菓子壱折（拾銭） 真島童吉殿
47 湯島切通シ町三番地 後藤徳三郎殿 47 一　松魚節壱折（七拾五銭） 山寺客麿殿
48 本郷寺町二丁目十九番地 柴原武雄殿 48 一　金五拾銭 春日敬三殿
49 牛込若宮町 小野寺志一殿 49 一　金五拾銭 今井　殿
50 麹町壱番丁六十番地 松崎義顕殿 50 一　金五拾銭 大日向直大殿
51 芝田村町 滝野弘種殿 51 一　菓子壱折 松崎義顕殿
52 日本橋西川広町九十銀行支店 水原　一殿 52 一　金壱円 八田知道殿
53 四ツ屋寺町西念寺寺中 信寿院
54 南鍛冶町四番地 林文右衛門殿
55 京橋区弥老左衛門町四番地 白井五兵衛殿
56 永田町二丁目廿八番地 高崎家
57 神田区三崎町二丁目四番地 小野田喜郎殿
58 芝内村町二番地　 米川茂兵衛殿
59 同 上田　殿
60 浅草松永町廿二番 高木　殿
61 南佐久間町 廣瀬　殿
62 麻生我善坊町 今井　殿
63 金比羅神社
64 信濃松代伊勢町 八田知道殿
65 同東寺尾村百弐拾七番地 荒井輝一殿
66 同清須町 須田友喜殿
67 同上水内郡東条村 花岡吉左衛門殿
68 同 花岡復斎殿
69 同長野長野町 金子成三殿
70 同上田原町伊葉源太郎方 松木董正殿

№近山 90
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表１０　明治二十二年（1889）　象山先生祝祭諸費収支決算書

表１０－１　象山先生贈位祝祭ニ付寄付
　　　　　　金額有志人名

表１０－３　祝祭當日寄贈金額人名

一 金壱百円　 眞田家
一 金五拾円　　 渡邊　驥
一 金五拾円　 松山良禛
一 金拾円 高野眞遜
一 金拾円 北澤正誠
一 金拾円 蟻川直方
一 金拾円 玉井治賢
一 金五円 河口定義
一 金五円 宮下知幹
一 金五円 渡邊　中
一 金五円 近藤貫一
一 金五円 長谷川直太郎
一 金五円 水野　藎
一 金五円 近藤愛之進
一 金参円 立田　革
一 金弐円五拾銭 關口　雄
一 金弐円 蟻川　功

小計金弐百四拾七円五拾銭  　

表１０－２　有保会員寄附金額有志人名
一 金拾円 片山芳林
一 金拾円 森　松次郎
一 金拾円 岩下清周
一 金拾円 倉田高順 表１０－４　祝祭収支表
一 金拾円 宮本　仲 収入　金百弐拾参円
一 金六円 常田於亀 金弐壱百拾参円　 來会人会費
一 金五円 横田秀雄 総計金五百拾壱円八拾銭 但人員八十二人
一一括 金五円 小松謙次郎 内
一一括 金五円 久保　成 金弐百弐拾弐円四拾八銭 江東中村摟拂
一一括 金五円 羽田桂之進 内訳

一一括 金参円五拾銭 小林営智 金百七拾七円四拾八銭
招待員三十八人來会員八十二人酒肴
費並酌人手當及丗餘興人ノ夜食等諸
費

一一括 金参円 近藤　衛 金参拾円 青年会員六十人晩餐費
一一括 金弐円 大日方良之助 金拾五円 中村摟主へ手当

一 金弐円 矢島　忠 金五円六拾銭 招待員ノ馭者並車夫弁当料但馭者一
人金三拾銭宛車夫一人金弐拾銭宛

一 金壱円 菊池　孝 金拾五円参拾八銭 楽器損料並備臺餝三方壱個其他装飾
諸雑費

一 金壱円 座間忠次郎 金拾五円 平山外祭官及ヒ伶人へ謝儀
小計金八拾八円五拾銭 金弐円弐拾五銭 仁木夕雨軒へ謝儀

金百弐拾参円七拾銭 餘興煙火代鍵屋拂
金弐拾五円 帰天斎正一へ謝儀
金拾円 桃川如燕へ謝儀
金弐円 落語左円へ謝儀
金弐拾七円六拾九銭五厘 郵便端書並新聞広告及ヒ印刷費
金弐拾参円九拾六銭 青年会員乗船賃及ヒ帽子其他諸雑費
金六円 青年会雑誌増部印刷費

支払 合計金四百六拾九円六銭五厘

差引残
金四拾弐円七拾参銭五厘
此残金ハ封金ト為シ眞田家へ當分預ケ置キ處分方之儀ハ他
日御協議ニ附スヘシ

一 金壱円五拾銭 山田顕義
一 金拾円 村上政信
一 金拾円 堀田連太郎
一 金参円 西村茂樹
一 金参円 穴戸　璣
一 金参円 小松精一

一 金弐円五拾銭 馬越恭平

一 金弐円 高崎正風
一 金弐円 津田眞道
一 金弐円 加藤弘之
一 金弐円 中村正直
一一括 金七円 平山省斎

一一括 金七円 本荘宗武

一一括 金七円 磯部最信
一一括 金参円 星野亀吉
一一括 金参円 丹羽金十郎
一一括 金参円 前藤左一
一 金壱円 丸山丹治
一 金五拾銭　 仁木夕雨軒
一 金参拾銭 寺内多宮

小計金五拾弐円八拾銭
通計金三百八拾八円八拾銭

一 金弐壱百拾参円　 來会人会費（但人員八十二人）
収入 総計金五百拾壱円八拾銭

内
金弐百弐拾弐円四拾八銭 江東中村摟拂
内訳

金百七拾七円四拾八銭 招待員三十八人來会員八十二人酒肴費並
酌人手當及丗餘興人ノ夜食等諸費

金参拾円 青年会員六十人晩餐費
金拾五円 中村摟主へ手当

金五円六拾銭 招待員ノ馭者並車夫弁当料但馭者一人金
三拾銭宛車夫一人金弐拾銭宛

金拾五円参拾八銭 楽器損料並備臺餝三方壱個其他装飾諸雑費
金拾五円 平山外祭官及ヒ伶人へ謝儀
金弐円弐拾五銭 仁木夕雨軒へ謝儀
金百弐拾参円七拾銭 餘興煙火代鍵屋拂
金弐拾五円 帰天斎正一へ謝儀
金拾円 桃川如燕へ謝儀
金弐円 落語左円へ謝儀
金弐拾七円六拾九銭五厘 郵便端書並新聞広告及ヒ印刷費
金弐拾参円九拾六銭 青年会員乗船賃及ヒ帽子其他諸雑費
金六円 青年会雑誌増部印刷費
支払 合計金四百六拾九円六銭五厘

差引残 金四拾弐円七拾参銭五厘
此残金ﾊ封金ﾄ為ｼ眞田家ﾍ當分預ｹ置ｷ處、分方之儀ﾊ他日御協議ﾆ附ｽﾍｼ

象山先生贈位祝祭会計収支決算報告候也
明治二十二年三月   右祝祭幹事

真田家文書２９－５－１

表１０－４　支出表
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表１１　　象山贈四位記念行事　寄付者比較表（金額順）

縁故寄付者一覧 寄付者一覧
10 円 一　金拾円 白井五兵衛殿 100 円 眞田家
2 円 一　松魚節壱折（小拾五本入）（弐円） 黒田家 50 円 渡邊　驥
1 円 50 銭 一　酒（金壱円切手）、鶏卵壱折（五拾銭） 林文右衛門殿 50 円 松山良禛
1 円 50 銭 一　金壱円五拾銭 渡辺　驥殿 10 円 高野眞遜
1 円 25 銭 一　金壱円弐拾五銭 真田家 10 円 北澤正誠
1 円 一　松魚節壱折（七本入）（壱円） 後藤徳三郎殿 10 円 蟻川直方
1 円 一　金壱円　 松木董正殿 10 円 玉井治賢
1 円 一　金壱円 鴻　雪年殿 10 円 片山芳林
1 円 一　金壱円 高畠家 10 円 森　松次郎
1 円 一　金壱円　 花岡吉右衛門殿 10 円 岩下清周
1 円 一　鶏卵壱折（壱円） 北澤正誠殿 10 円 倉田高順
1 円 一　金壱円 蟻川直方殿 10 円 宮本　仲
1 円 一　鶏卵壱折（壱円） 柴原武雄殿 10 円 村上政信
1 円 一　金壱円 八田知道殿 10 円 堀田連太郎
75 銭 一　鶏卵壱折（七十五銭） 小野田善郎殿 7 円 平山省斎
75 銭 一　同壱折（七十五銭） 滝野弘雅殿 7 円 本荘宗武
75 銭 一　金七拾五銭 高野真遜殿 7 円 磯部最信
75 銭 一　松魚節壱折（七拾五銭） 山寺客麿殿 5 円 河口定義
50 銭 一　鶏卵壱折（五拾銭） 黒田政綱殿 6 円 常田於亀
50 銭 一　同壱折（五本入）（五拾銭） 廣瀬　殿 5 円 宮下知幹
50 銭 一　同壱折（五拾銭） 織田完二殿 5 円 渡邊　中
50 銭 一　金五拾銭 村上政信殿 5 円 近藤貫一
50 銭 一　金五拾銭 佐田越美殿 5 円 長谷川直太郎
50 銭 一　金五拾銭 久保　成殿 5 円 水野　藎
50 銭 一　金五拾銭 山田定則殿 5 円 近藤愛之進
50 銭 一　金五拾銭 花岡敬三殿 5 円 横田秀雄
50 銭 一　鶉卵壱折（五拾銭） 小野寺志一殿 5 円 小松謙次郎
50 銭 一　金五拾銭 松本七郎殿 5 円 久保　成
50 銭 一　金五拾銭 近藤貫一殿 5 円 羽田桂之進
50 銭 一　金五拾銭 渡辺　中殿 3 円 50 銭 小林営智
50 銭 一　松魚節壱袋（五拾銭） 酒匂新左衛門殿 3 円 立田　革
50 銭 一　金五拾銭 杉田玄端殿 3 円 近藤　衛
50 銭 一　金五拾銭 長谷川直太郎 3 円 西村茂樹
50 銭 一　金五拾銭 冨岡宗三郎殿 3 円 穴戸　璣
50 銭 一　地酒（金五拾銭） 野村将曹殿 3 円 小松精一
50 銭 一　松魚節　壱折（五拾銭） 高木雨菴殿 3 円 星野亀吉
50 銭 一　菓子壱折（五拾銭） 水原　一殿 3 円 丹羽金十郎
50 銭 一　金五拾銭 真田貫道殿 3 円 前藤左一
50 銭 一　金五拾銭 宮本　仲殿 2 円 50 銭 關口　雄
50 銭 一　松魚節（五拾銭） 島津定禮殿 2 円 50 銭 馬越恭平
50 銭 一　金五拾銭 春日敬三殿 2 円 蟻川　功
50 銭 一　金五拾銭 今井　殿 2 円 大日方良之助
50 銭 一　金五拾銭 大日向直大殿 2 円 矢島　忠
30 銭 一　金三拾銭 大熊教政殿 2 円 高崎正風
30 銭 一　金三拾銭 三澤清美殿 2 円 津田眞道
30 銭 一　鯛壱尾（三拾銭）、一　大蛤拾三 柏木周雄殿 2 円 加藤弘之
25 銭 一　菓子壱折（弐拾五銭） 望月　誠殿 2 円 中村正直
20 銭 一　魚ボラ（弐拾銭）弐本 米川茂兵衛殿 1 円 50 銭 山田顕義
10 銭 一　金拾銭 北山藤三郎殿 1 円 菊池　孝
10 銭 一　菓子壱折（拾銭） 真島童吉殿 1 円 座間忠次郎

一　亡夫肖像幅　壱幅 宇敷則明殿 1 円 丸山丹治
一　菓子壱折 松崎義顕殿 50 銭 仁木夕雨軒

30 銭 寺内多宮№近山 90
真田家文書 29―5―1
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表１２　象山法要義理配布者、贈四位縁故者比較表
象山十七回忌菓子配布
先
明治 13 年（1880）

象 山 二 十 三回 忌 菓 子
配 布 先　 明 治 19 年

（1886）
象 山 贈 正 四 位 縁 故 者 贈 答 簿　 明 治 22 年

（1889）

17 蟻川直方様 3 蟻川直方殿 65 荒井輝一殿 64 八田知道殿
12 池田平角様 9 柏木常雄殿 17 蟻川　功殿 67 花岡吉左衛門殿
8 柏木常雄様 1 勝　安芳殿 16 蟻川直方殿 68 花岡復斎殿
13 勝　安芳様 16 神原伊三郎殿 34 市川興太郎殿 54 林文右衛門殿
33 神原　様 6 北澤正誠殿 62 今井　殿 61 廣瀬　殿
6 北澤正誠様 27 北山藤三郎殿 59 上田　殿 12 前田量平殿
15 北山藤三郎様 36 吉澤省三殿 8 宇敷則明殿 70 松木董正殿
18 木村春東様 14 久保　成殿 30 大熊教政殿 50 松崎義顕殿
30 久保　成様 20 倉田幸順殿 46 織田完二殿 25 松本七郎殿
22 小松　彰様 24 黒川良庵殿 57 小野田喜郎殿 20 三澤清美殿
9 小松精一様 11 郷田兼徳殿 49 小野寺志一殿 21 水野　藎殿
20 子安　崚様 21 小松　彰殿 4 大日方直大殿 52 水原　一殿
29 近藤民之助様 22 小松精一殿 42 柏木国雄殿 23 宮島春松殿
10 桜井純造様 5 子安　峻殿 5 春日敬三殿 22 宮本　仲殿
16 嶋津定礼様 15 近藤民之輔殿 35 勝家 9 村上英俊殿
2 信寿院 32 在原亀吉殿 33 勝順子殿 32 村上政信殿
31 鈴木直次郎様 17 酒匂新左衛門 69 金子成三殿 24 望月　誠殿
24 高野真遜様 23 桜井　殿 19 北澤正誠殿 13 山田定則殿
14 高畑眉山様 10 島津定礼殿 38 北山藤三郎殿 10 山寺客磨殿
27 滝野弘種様 34 信寿院 29 久保三郎殿 28 依田細寿殿
1 西念寺 29 鈴木恭信殿 11 倉田高順殿 58 米川茂兵衛殿
35 西村伊右衛門様 13 高野真遜殿 44 黒田家 3 渡辺　驥殿
28 蜂谷 7 立田　革殿 45 黒田政綱殿 31 渡辺　中殿
3 はな屋 33 西念寺殿 37 鴻　雪年殿
34 日比谷松蔵様 35 華屋 47 後藤徳三郎殿
26 副島種臣様 2 副島種臣殿 41 子安　崚殿
7 牧野　毅様 30 前田量平殿 14 近藤貫一郎
32 三浦省吾様 4 牧野　毅殿 63 金比羅神社
4 村上政忠様 26 松木董宣殿 40 酒匂新左衛門殿
5 村上政信様 18 宮本　 27 真田家
19 山寺信炳様 19 宮本　仲殿 18 真田貫道殿
11 吉澤省三様 8 村上政忠殿 48 柴原武雄殿
25 米川茂兵衛様 25 村上政信殿 39 島津定礼殿
21 渡邊　驥様 28 山寺客麿殿 55 白井五兵衛殿
23 和田盛治様 31 米川茂兵衛殿 53 信寿院

12 渡辺　驥殿 36 杉田玄端殿
66 須田友喜殿
60 高木　殿
56 高崎家
6 高野真遜殿
43 高畑家
51 滝澤弘種殿
7 立田　華殿
15 寺内多宮殿
2 冨岡宗三郎殿
26 野村将曹殿
1 長谷川直太郎殿

※　アイウエオ順　左側の数字は記載順をあらわす
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銭
で
あ
る
。
支
出
は
会
場
で
あ
る
江
東
中
村
楼
へ
の
支
払
い
二
二
二
円
四
八
銭
を
筆
頭

に
、
四
六
九
円
六
銭
五
厘
で
あ
る
。
差
し
引
き
の
残
額
四
二
円
七
三
銭
五
厘
は
真
田
家

に
一
端
預
け
、
そ
の
後
の
使
い
道
は
後
日
協
議
す
る
と
あ
る
。

こ
の
祝
賀
会
参
加
者
と
縁
故
贈
答
者
を
比
べ
た
の
が
表
11
で
あ
る
。
両
帳
に
名
前
の

あ
る
家
は
、
真
田
家
、
渡
辺
驥
、
北
澤
正
誠
、
蟻
川
直
方
、
高
野
真
遜
、
村
上
政
信
、

宮
本
仲
、
渡
辺
中
、
長
谷
川
直
太
郎
、
久
保
成
の
一
〇
家
で
あ
る
。
こ
の
祝
賀
会
に
出

席
し
た
宮
本
仲
は
『
佐
久
間
象
山
』
の
中
で
当
日
の
来
会
者
と
し
て）

（（
（

、
真
田
伯
爵
、
西

村
（
茂
樹
）
枢
密
顧
問
官
、
加
藤
（
弘
之
）・
中
村
（
正
直
）・
津
田
（
真
道
）
の
三
元

老
院
議
官
、
高
崎
（
正
風
）
式
部
次
官
、
高
崎
東
京
府
知
事
、
渡
邊
大
蔵
次
官
、
辻
文

部
次
官
、
仁
木
夕
雨
軒
、
黒
川
了
庵
、
伊
藤
編
輯
局
長
、
中
川
文
部
秘
書
官
等
朝
野
の

名
士
一
五
〇
餘
名
及
び
松
代
郷
友
会
、
松
代
青
年
会
員
等
に
て
盛
会
で
あ
っ
た
、
と
記

し
て
い
る
。
加
藤
弘
之
、
津
田
真
道
は
海
舟
の
導
き
に
よ
り
明
治
政
府
に
出
仕
し
た
人

物
で
も
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
縁
故
者
名
簿
に
比
べ
、
祝
祭
収
支
報
告
書
に
書
か
れ
人

名
は
政
治
的
、
義
理
の
色
合
い
が
濃
い
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
佐
久
間
家
の
法
要
に
関
す
る
四
冊
の
帳
面
と
、
明
治
二
十
二
年
の
贈
正
四
位

に
関
す
る
帳
面
の
検
討
を
行
っ
た
。
表
12
は
象
山
に
関
す
る
３
冊
の
帳
面
に
記
さ
れ
た

人
名
の
比
較
一
覧
で
あ
る
。
象
山
没
後
、
佐
久
間
家
を
支
え
て
来
た
人
び
と
の
一
覧
で

も
あ
る
。
元
治
元
年
に
絶
家
と
な
っ
た
佐
久
間
家
は
、
ま
ず
恪
二
郎
を
家
名
復
興
の
拠

り
ど
こ
ろ
と
し
よ
う
と
試
み
る
。
し
か
し
、
暗
殺
と
い
う
不
慮
の
事
故
に
よ
り
、
な
か

な
か
去
就
の
定
ま
ら
な
い
恪
二
郎
と
、
藩
内
の
政
治
的
対
立
と
い
う
外
的
要
因
に
よ

り
、
佐
久
間
家
は
、
勝
海
舟
、
村
上
政
忠
、
長
谷
川
直
太
郎
、
北
山
藤
三
郎
ら
親
戚
縁

者
。
北
澤
正
誠
、
渡
辺
驥
ら
を
中
心
と
す
る
旧
松
代
藩
士
の
象
山
門
人
。
子
安
峻
、
小

松
彰
ら
松
代
藩
以
外
の
象
山
門
人
と
い
う
大
き
く
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
支
え
ら
れ
て
行

く
こ
と
に
な
る
。
佐
久
間
家
の
家
名
復
興
が
成
っ
た
明
治
三
年
以
降
も
、
恪
二
郎
は
そ

の
中
心
と
は
な
れ
ず
、
明
治
一
〇
年
に
恪
二
郎
が
亡
く
な
る
と
、
恪
二
郎
の
未
亡
人
で

あ
る
静
枝
を
中
心
に
、
親
類
縁
者
、
旧
松
代
藩
士
象
山
門
人
、
松
代
藩
以
外
の
象
山
門

人
の
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
、
命
日
な
ど
法
要
を
機
に
佐
久
間
家
の
顕
彰
活
動
を
継
続
し

て
行
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
顕
彰
活
動
は
、
明
治
二
十
二
年
の
贈
正
四
位
と
し
て
結
実

す
る
。
こ
の
三
者
は
、
法
要
帳
の
中
で
は
身
分
や
地
位
、
出
身
藩
な
ど
の
区
別
は
見
ら

れ
ず
、
縦
横
に
連
携
し
な
が
ら
活
動
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
注
目
す
べ
き
点
は
、
顕

彰
活
動
を
牽
引
し
て
い
た
人
び
と
の
ほ
と
ん
ど
が
、東
京
在
住
者
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
理
由
は
、
先
に
も
触
れ
た
が
、
松
代
藩
内
の
政
治
的
対
立
が
原
因
と
考
え
ら
れ
る
。

明
治
維
新
前
後
の
松
代
藩
の
中
心
は
、佐
久
間
家
断
絶
を
言
い
渡
し
た
、真
田
桜
山
（
志

摩
、
貫
道
）
鎌
原
伊
野
右
衛
門
、
長
谷
川
昭
道
を
中
心
と
す
る
真
田
党
と
呼
ば
れ
る
グ

ル
ー
プ
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
恩
田
頼
母
、
山
寺
常
山
、
佐
久
間
象
山
な
ど
対
立
す
る

恩
田
党
の
勢
力
を
抑
え
、
明
治
維
新
期
ま
で
力
を
ふ
る
っ
た
。
そ
の
た
め
、
佐
久
間
家

の
家
名
再
興
、
顕
彰
活
動
は
地
元
松
代
で
は
進
ま
な
か
っ
た
。
明
治
三
年
に
家
名
復
興

を
許
さ
れ
て
以
降
も
、
恪
二
郎
が
松
代
に
留
ま
れ
な
か
っ
た
理
由
も
、
個
人
的
な
資
質

と
政
治
的
な
影
響
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
明
治
二
十
二
年
の
贈
位
を
契
機
に
、
象
山

顕
彰
の
動
き
は
一
層
盛
り
上
が
り
、
以
降
、
生
誕
祭
や
没
後
何
年
と
い
っ
た
紀
念
祭
が

東
京
だ
け
で
な
く
、
地
元
松
代
で
も
広
が
り
、
顕
彰
活
動
を
盛
り
上
げ
て
い
っ
た
。

表
13
は
、
松
代
出
身
の
明
治
政
府
出
仕
者
の
一
覧
で
あ
る
。
彼
ら
の
名
前
は
、
こ
れ

ま
で
見
て
き
た
五
冊
の
帳
面
に
し
ば
し
ば
登
場
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
と
お

り
、
在
京
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
象
山
顕
彰
活
動
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た）

（（
（

。

三
―
一
．
勝
海
舟
の
顕
彰
活
動

次
に
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
象
山
顕
彰
活
動
の
中
心
と
な
っ
た
二
人
の
人
物
、
勝
海

舟
（
以
下
海
舟
）
と
北
澤
正
誠
（
以
下
北
澤
）
を
取
り
上
げ
、
そ
の
顕
彰
活
動
の
特
徴

を
掘
り
下
げ
て
み
た
い
。
ま
ず
海
舟
で
あ
る
。

海
舟
は
象
山
の
門
人
の
一
人
で
あ
り
、
自
身
の
妹
が
象
山
の
妻
と
な
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
義
理
の
兄
に
あ
た
る
。
海
舟
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
五
冊
す
べ
て
の
帳
面
に
常

に
上
位
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
佐
久
間
家
の
家
名
復
興
、
顕
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職　　　種 官位 名前
勅人 検事兼議官 従四位 渡邉　驥
奏人 陸軍砲兵中佐 正六位勲四等 牧野　毅

判事 正六位 河口定義
陸軍砲兵少佐 正六位勲五等 佐久間潔
太政官権少書記官　 正七位 立田　革
陸軍大尉 正七位 岩崎之紀
陸軍歩兵中尉 従七位勲六等 和田盛治
海軍中尉 従七位 富岡定恭
陸軍工兵中尉 宇佐美冝勝
陸軍歩兵中尉 富岡伊三郎
海軍中機関士 従七位 佐久間國安
判事 正八位 西村　譲
判事 正八位 関田雅明
判事 高野真遜
海軍少尉 正八位 鹿野勇之進
海軍少尉 正八位 佐久間秀三郎
陸軍少尉 伊東征夫
海軍少尉 正八位 伊東義五郎
外務省准奏任御用掛 正七位 北澤正誠
判事 禰津　恂

判人 海軍省一等属 蟻川直方
外務省二等属 関口　雄
司法省二等属 近藤貫一
大審院三等属 禰津　恂
大審院三等属 近藤民之助
司法省三等属 井上　操
司法省三等属 宮下知幹
警察副使 星野兼繁
警察副使 河口定行
東京上等裁判十一等出仕 宮原有三畏
判事補 池田重鎮
判事補 宮下　匡
判事補 坂野重敏
判事補 大久保義制
判事補 大熊　謙
判事補 磯田　崇
判事補 原忠次郎
判事補 大日方良之助
判事補 内林永成
検事補 塩野冝健
太政官四等属 水野　藎
司法省五等属 山寺信炳
司法省五等属 中村忠順
開拓使五等属 斎田虎尾
東京裁判所六等属 長谷川直太郎
金澤裁判所六等属 山口省三
上等裁判所七等属 吉澤省三
司法省七等属 野中直之助
司法省七等属 長岡茂一
陸軍省十四等出仕 松木義徳
陸軍省十四等出仕 金児英忠
陸軍省十四等出仕 西村安儀
司法省八等属 望月興蔵
司法省八等属 鎌原　宏
司法省八等属 小山朝寛
司法省八等属 大塚谷平
司法省八等属 増田愛之進
司法省九等属 河野幸友
京都裁判所十六等出仕 山木真主基
陸軍省十六等出仕 小宮山又七郎

職　　　種 官位 名前
判人 開拓使九等属 岩下清光

大蔵省八等属 宮本　孟
内務省九等属 高田秀俊
内務省九等属 西村織兵衛
宮内省十等属 山越　一
宮内省十七等出仕 長谷川太郎
司法省十等属 小山直正
司法省十等属 木村正雄
司法省十等属 山口陽之助
海軍少尉補 上原伸次郎
陸軍十五等出仕 窪田太一郎

府縣官吏 岩手県五等属 馬場雅雄
徳島県六等属 丸山盈定
沖縄県七等属 占木四郎
長野県八等属 佐藤清志
長野県八等属 草川一成
長野県八等属 大塚　廣
長野県八等警部 小林隣之助
長野県九等警部 緑川　雄
長野県十等警部 池村良忠
長野県十等警部 佐藤則信
茨城県十五等出仕 原　昌誠
岩手県十等警部 今井守太郎
岩手県九等属 宮入忠備

准判任 長野県御用掛 岡野峯三郎
岡山県御用掛 菊池　孝

等外 司法省 松木賢吾
大蔵省 松本　俊
司法省 竹内定治
司法省 竹内能人
司法省 橋詰専太郎
海軍武庫司 丸澤新八
大審院 和田義配

表１３　松代出身勅人・奏人・判人・府縣官吏等名面書

真田家文書25－53－44

※ 資料に年月日はないが、北澤が外務省に勤めている
　 明治10年から同18年の間のものと思われる。
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表１４　『海舟日記』に見える佐久間象山、恪二郎
和　暦 西暦 月　日 事　　　　　　　　　　　績

元治１年 1864 4月16日 佐久間修理より文通、当時京地に滞留、且海陸御備手附御雇と成し趣

4月20日
佐久間象山先生を訪ふ、時勢且海外之形勢を談す、先生卓識感服すへきの論なし、
且同人同道にて親王家江参館可致旨内命ありといへ共、出立掛且幕府無御沙汰を以
て、直に下阪す

7月12日
昨三条木屋町にて浪士佐久間修理を暗殺す、嗚呼、先生は蓋世之英雄、其説正大高明、
能世人之及ふ所にあらす、此後吾又誰にか談せむ、為国家痛憤胸間に満ち、策略皆
画餅

7月14日 昨夜、佐久間江新宮馬之助を遣す、恪次郎此地江引へき義可然、且万事註意肝要と
申遣す

8月10日 佐久間修理六月晦日文通、真田家より来る

9月5日 信州高井郡堀長門領所産坪井升司、家来分として御船にて来る、恪次郎真田家にて
改易相成、行衛不知、右探索之為京都江遣す、此者象山門也

10月11日 佐藤間（佐久間カ）荷物升司持参預置

慶応 2 年 1866 7月5日 近藤勇・土方歳三江五百疋、山本覚馬江五百疋、佐久間恪次郎世話いたし呉候為挨
拶とし遣す

明治 2 年 1869 12月1日 佐久間恪次郎薩州家に世話二相成居と云
12月3日 佐久間恪次郎・薩人両人、入塾之事頼ミ申聞る
12月5日 恪次郎、同人身分之事、田中清之進江聞合頼手紙認遣ス

12月8日 有馬藤太、恪次郎身分之事ニ付、田中氏之返答申聞ける、薩摩家より真田江よろし
く談呉可申旨也、

12月10日 佐久間恪次郎
明治 3 年 1870 8月9日 菅鉞太郎、恪次郎之内話

7月18日 信州松代菅、佐久間恪次郎之事内談
8月9日 菅鉞太郎、恪次郎之内話
8月25日 菅鉞太郎、本日松代江出立、恪次郎之事申聞

明治 4 年 1871 5月5日 肥後藩　松代藩、佐久間恪之書状持参
5月6日 肥後藩立田革より佐久間之浄稿 2 冊預り、中村江遣候分也
6月12日 中村敬太郎、象山先生之遺稿不残渡す

9月10日 村上（山）伯元、対馬嘉三郎、立田革、佐久間恪次郎、北山安世発狂之処、実母を
小刀を（ママ）殺したりと聞く

9月12日 福田半蔵、省 録出板并序文代作頼み遣す
9月晦日 小林六郎、 省録（ママ）之事并病翁万国奇観之後序持参
10月2日 福田敬業より彫刻積り書付、青山持参
10月26日 柳河旧知事殿　浅野二郎八　杉本鈔二郎　奥沢某　佐久間恪二郎　宮重新
11月11日 佐久間恪次郎江廿両遣す、北山藤三郎、伊志田、成川禎三郎之礼状持参
11月13日 木村江省 録校正頼遣す
11月15日 木村芥舟、省 録校正点付出来、月岡某　立田革　中川長五郎　浅野より文通
11月20日 福田半蔵、佐久間出板料三拾両預ケ遣す
11月21日 恪二郎洋行いたし度旨吉井江一封認遣す
11月28日 加藤栄蔵　竹内半助　佐久間恪二郎
11月29日 木村芥舟、 省録（ママ）遣す
12月朔日 佐久間恪・立田・山寺　
12月3日 山岡氏　北山藤三郎
12月7日 福田、校正本遣す
12月10日 恪二郎・立田革、山岡鉄太郎
12月14日 佐藤与之助より北山藤三郎儀ニ付一封届き
12月16日 織田賢司　福田敬業　林暁雪外一人　重野新左衛門　桜井熊一、北山藤三郎の事頼む
12月19日 福田より板行出来之分差越
12月23日 梅成、福田鳴鵞（半藏）へ省 録彫刻七〇両渡す
12月25日 福田敬業　佐久間恪二郎　山岡江一封認渡す

『海舟日記』（１）～（５）　江戸東京博物館史料叢書　東京都江戸東京博物館都市歴史研究室編より作成
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表１５　佐久間象山に関する主な書籍（明治11年～明治33年︿1878年～1900年﹀まで）　
番号 タ　イ　ト　ル 著　　　者 出　　　版　　者 出版年代 西　暦 内　　　　　容 備　　　考

1 省 録 佐久間象山著　勝海舟校 明治4年晩冬 １８７１
2 象山先生詩鈔　２巻 佐久間象山著、北澤正誠編 子安俊校正・出版 明治11年2月2日 １８７８ 象山の詩 明治10年9月　北澤識
3 近世文武英雄伝　第1号 和田定節編、大蘇芳年画 錦寿堂 明治12年4月 １８７９ 象山小伝 明治11年7月　版権免許
4 近古史伝名家奇文 福田宇中編、近藤元粋校 真部武助 明治12年5月 １８７９ 力士雷電之碑 明治12年1月　版権免許
5 山陽・象山・東湖金玉真蹟 略伝著者山本義俊 鹿野至良 明治13年4月15日 １８８０ 象山小伝、印譜、書 明治13年4月

6 佐氏遺言．第1、2集 佐久間象山著、花岡復斎編 和田義章 明治14年3月、明治
17年8月15日 １８８１ 象山先生履歴書増補案文

ほか 明治12年3月　版権免許

7 山陽言行録・象山言行録 松村操編 出版人望月誠・発兌元兎屋誠 明治15年6月30日 １８８２ 象山年譜 明治15年6月
8 信濃英傑佐久間象山大志伝 清水義寿著 市川量造 明治15年7月20日 １８８２ 編年事績紹介 明治15年5月
9 小学高等作文法巻之下 青木輔清編、出版 同盟舎 明治15年12月 １８８２ 象山論 明治15年9月
10 桜花帖 佐久間象山書 白井至静 明治17年6月 １８８４
11 恭聞帖 佐久間象山書 白井至静 明治17年6月 １８８４ 桜賦

12 高島易占　第３－５編 高島嘉右衛門著 望欣台蔵版 明治18年7月6日 １８８５ 象山易理を履ますしてそ
の身を誤る 明治18年6月

13 大日本人名辞書 嵯峨正作 経済雑誌社 明治18年10月5日
から明治19年 １８８５『慷慨家列傳』より 明治18年5月

14 新体詩歌 竹内隆信編 有楽堂 明治19年4月 １８８６ 象山謫居の歌 明治19年3月
15 新体詩歌 竹内隆信編　2版 和楽堂 明治19年4月 １８８６ 象山謫居の歌
16 新体詩歌 竹内隆信編 晴庭堂 明治19年4月 １８８６ 象山謫居の歌
17 新体詩歌 竹内隆信編 金泉堂 明治19年5月 １８８６ 象山謫居の歌
18 新体詩歌 竹内節編 晴庭堂 明治19年6月 １８８６ 象山謫居の歌
19 新体詩歌 竹内隆信編 三香堂 明治19年7月 １８８６ 象山謫居の歌
20 新体詩歌 竹内節編他 耕雲閣 明治19年8月 １８８６ 象山謫居の歌
21 新体詩歌 竹内隆信編 二葉堂 明治19年10月 １８８６ 象山謫居の歌
22 新体詩歌 竹内隆信編 開文堂 明治20年4月 １８８７ 象山謫居の歌
23 震世文体明弁　開巻驚奇 岡三慶著 春陽堂 明治20年6月 １８８７ 象山論 明治19年10月
24 血涙一滴 古郡幸助著 開新堂 明治21年2月 １８８８ 象山略伝 明治20年12月
25 象山翁事跡 松本芳忠（七郎）著、山寺信炳校 兎屋誠（望月誠） 明治21年11月28日 １８８８ 明治21年11月
26 佐久間象山紀念銅像建設之趣意書 市川興太郎編 市川興太郎 明治22年1月 １８８９ 非売品

象　山　贈　正　四　位　　明治22年（１８８９）２月11日
27 象山・松陰慨世余聞 斎藤丁治編 丸善商社 明治22年3月19日 １８８９ 象山先生伝 明治22年3月
28 山陽・象山・東湖金玉真蹟 井田寅吉編 小菅松五郎 明治22年5月15日 １８８９ 印譜、書 明治22年5月
29 亡友録 勝安芳著 博文館 明治22年11月12日 １８８９ 象山詩、手翰 明治22年11月
30 家事経済書 飯島半十郎編 博文館 明治23年4月13日 １８９０ 象山書簡 明治23年4月
31 日本勤王篇　王政維新 小畠功一編 田中宋栄堂 明治24年3月22日 １８９１ 象山事績 明治24年3月
32 雅俗作文記事論説 青木輔清編、羽山尚徳校 富山堂 明治24年8月25日 １８９１ 象山論 明治24年8月

33 忠孝美談　修身教育 篠田正作著 中村芳松 明治25年1月8日 １８９２ 象山国家の前途を患い権
道を執りて忠節の事 明治24年12月

34 新世語 大田才次郎著 有則軒 明治25年5月20日 １８９２ 象山五楽を説く 明治25年5月
35 近古慷概家列傳伝 西村三郎（芝山） 瀬山佐吉 明治25年3月2日 １８９２ 象山伝 明治25年2月
36 信濃史談 神戸弥作編 上原書房 明治25年12月15日 １８９２ 佐久間象山、村上英俊 明治25年12月

37 近古名家真蹟帖　象山之部 岡川五郎 沼為吉 明治26年1月8日 １８９３ ハルマの義に就て象山御
尋ニ付申上 明治26年1月8日

38 新撰軍歌集大全 神保孝慶編 績文館 明治26年6月3日 １８９３ 象山謫居の歌 明治26年5月印刷
39 日本百傑伝 松井広吉、川崎紫山編 博文館 明治26年6月17日 １８９３ 象山事績 明治26年6月
40 維新史談 松村巌著 田中治兵衛 明治26年6月25日 １８９３ 象山の遭害 明治26年6月

41 日本歴史問答（第3版） 青木俊太郎著 林磊落堂 明治26年7月3日 １８９３ 象山吉田松陰等の禁錮セ
ラレシ所以如何 明治24年2月1日初版

42 家事経済書 飯島半十郎編 博文館 明治26年9月 １８９３ 象山の書簡（明治23年家
事経済書の再版） （通俗教育全書：第77編）

43 佐久間象山 林政文著 開新堂 明治26年12月19日 １８９３ 明治26年12月

44 女訓 佐久間象山著、青木直隆注、 
青木士亮校 長島文昌堂 明治27年1月18日 １８９４ 明治27年1月

45 幼年立志編 坂下亀太郎編 博文館 明治27年2月20日 １８９４ 象山事績 明治27年2月
46 修身訓　家庭教育 石井了一、石井福太郎編" 目黒書店 明治27年3月８日 １８９４ 藤田東湖・佐久間象山の話 明治27年2月
47 信濃歴史談 太田鶴雄著 水琴堂 明治27年4月26日 １８９４ 象山伝 明治27年4月
48 日本名家人名詳伝 優美館主人樋口徳翁 優美館 明治27年5月27日 １８９４ 象山略歴 明治27年5月
49 京都花園妙心禅寺景勝案内 西脇正信編 花園教会総務所 明治28年4月8日 １８９５ 象山の墓、桜賦 明治28年4月
50 少年立志編 大和田建樹著 博文館 明治30年3月15日 １９８７ 象山伝（少年叢書：第６編）明治30年3月
51 日本偉人伝 西村富次郎（獲麟野史）著 弘文館 明治30年11月4日 １８９７ 象山伝 明治30年10月
52 日本勤王史伝 谷口流鶯（政徳）著 松声堂 明治30年11月10日 １８９７ 象山伝 明治30年10月

53 近世明哲之遺訓 嵒窟子（近藤銀次郎）編 松双閣 明治30年11月25日 １８９７ 学童規則、女訓、小伝、逸
話、和歌 明治30年11月

54 象山先生遺墨帖 釈宗発 田中治兵衛 明治31年5月20日 １８９８ 明治31年5月15日
55 立身断片 綾部竹之助（東華）著 井上孝助ほか 明治31年12月 １８９８ 象山の倹素 明治31年12月
56 佐久間象山（再版） 小此木信一郎 裳華房 明治32年3月5日 １８９９ 故小此木秀野遺稿 明治32年2月初版
57 佐久間象山山口菅山問答鬼神論 柄沢義郎編 柄沢義郎 明治32年5月序 １８９９ 京都象山会の名簿付
58 偉人百話　壮士必読 鬼雄外史著 いろは書房〔ほか〕 明治32年10月10日 １８９９ 獄中記憶の著述 明治32年10月
59 英雄のおもかげ 村上俊蔵編 春陽堂 明治33年1月1日 １９００ 省 録の一節 明治33年1月
60 近世百傑伝 干河岸貫一編 博文館 明治33年6月 １９００ 象山伝 明治33年6月

61 佐久間象山翁　 
望獄の賦講義総かなつき俗解" 竹内義光著 竹内義光 明治33年6月12日 １９００ 桜賦、望岳賦、吉田送別の

詩 明治33年6月

62 名士と詠草 熱血処士撰（石塚猪男） 松雲堂 明治33年7月7日 １９００ 象山小伝及び詩文 明治33年7月

63 修身教育　忠孝美談　 伴成高 鍾美堂 明治33年9月28日 １９００ 象山国家の前途を患い権
道を執りて忠節の事 明治33年9月

64 地理歴史勝地記文 富本長洲（温）著 又間精華堂 明治33年10月10日 １９００ 象山墓に典する記 明治33年9月
65 日本陽明学派之哲学 井上哲次郎著 富山房 明治33年10月13日 １９００ 象山関係参考文献付 明治33年10月
66 偉人の言行 俣野節村著 大学館 明治33年11月19日 １９００ 象山の籠居 明治33年11月

国立国会図書館、県立長野図書館所蔵資料より作成
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特
徴
は
、
海
舟
自
身
の
面
倒
見
の
良
さ
に

あ
る）

（（
（

。
表
に
あ
る
よ
う
に
、
象
山
が
暗
殺
さ
れ
て
三
日
後
の
七
月
十
四
日
に
は
、
恪
二

郎
を
自
身
の
元
に
引
き
取
る
べ
く
、
門
人
の
新
宮
馬
之
助
を
京
に
遣
わ
し
、
九
月
五
日

に
は
行
方
不
明
と
な
っ
た
恪
二
郎
の
捜
索
を
指
示
し
て
い
る
。
そ
の
後
も
、
自
身
の
幅

広
い
人
脈
を
駆
使
し
て
、
恪
二
郎
と
新
撰
組
、
薩
摩
、
松
代
と
の
接
触
を
は
か
っ
て
い

る
。
ま
た
、
慶
応
二
年
七
月
に
は
、
恪
二
郎
の
世
話
代
と
し
て
新
撰
組
の
近
藤
勇
、
土

方
歳
三
に
五
百
疋
、
会
津
藩
の
山
本
覚
馬
へ
五
百
疋
を
渡
し
て
い
る
。
明
治
四
年
十
一

月
に
は
恪
二
郎
へ
直
接
二
〇
両
を
渡
し
て
い
る
。
こ
の
年
恪
二
郎
は
慶
應
義
塾
に
入
学

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
学
費
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
物
心
両
面
の
支
援
は
、
恪

二
郎
の
死
後
も
佐
久
間
家
に
対
し
て
続
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
各
法
要
帳
で
見
て
き

た
と
お
り
で
あ
る
。

第
二
の
特
徴
は
、
象
山
に
関
す
る
出
版
物
の
刊
行
で
あ
る
。『
海
舟
日
記
』
の
明
治

四
年
（
一
八
七
一
）
に
見
え
る
と
お
り
、
象
山
に
関
す
る
最
初
の
書
物
で
あ
る
『
省

録
』
を
世
に
出
し
た
の
が
、
海
舟
で
あ
っ
た
。『
省

録
』
は
、
象
山
が
吉
田
松
陰
密

航
事
件
に
連
座
し
、
投
獄
さ
れ
た
獄
中
で
構
想
を
練
り
、
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
に

完
成
し
た
記
録
で
、
自
身
の
思
想
と
行
動
を
ふ
り
か
え
り
な
が
ら
、
そ
の
行
為
の
道
徳

的
・
思
想
的
正
統
性
を
主
張
し
た
内
容
で
あ
る）

（（
（

。
海
舟
は
、
自
ら
の
門
人
で
あ
る
中
村

正
直
、
木
村
喜
毅
、
福
田
敬
業
ら
と
謀
り
、『
省

録
』
の
出
版
を
行
っ
て
い
た
の
で

あ
る）

（（
（

。
こ
の
内
、
中
村
正
直
は
、
贈
四
位
の
寄
付
者
に
二
円
の
寄
付
者
と
し
て
名
を
連

ね
て
い
る
。
海
舟
は
一
二
〇
両
あ
ま
り
の
費
用
を
負
担
し
、『
省

録
』
の
刊
行
を
進

め
て
い
た
の
で
あ
る
。

表
15
は
、
一
九
〇
〇
年
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
象
山
に
関
す
る
書
籍
の
一
覧
で
あ
る
。

勝
海
舟
の
『
省

録
』、次
に
ふ
れ
る
北
澤
正
誠
の
『
象
山
詩
鈔
』
を
さ
き
が
け
と
し
て
、

象
山
門
人
ら
に
よ
っ
て
明
治
初
期
に
象
山
関
連
書
籍
が
上
梓
さ
れ
、
明
治
二
十
二
年
の

贈
位
を
受
け
て
、
さ
ら
に
多
く
の
象
山
関
係
書
籍
が
出
版
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。こ

の
よ
う
に
、
海
舟
は
亡
き
師
匠
や
知
友
の
遺
稿
に
序
文
を
寄
せ
た
り
、
自
ら
そ
の

出
版
を
行
い
、
彼
ら
の
偉
業
を
本
と
い
う
形
に
し
て
後
世
に
伝
え
る
こ
と
で
、
そ
の
供

養
と
顕
彰
活
動
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

三
―
二
．
北
澤
正
誠
の
顕
彰
活
動

北
澤
が
佐
久
間
家
再
興
を
強
く
意
識
し
た
人
物
で
あ
る
こ
と
は
、
原
田
論
文
で
も
既

に
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
象
山
の
門
人
で
あ
り
、
象
山
の
殺
害
後
、
そ
の
検
死
と
埋
葬
・

供
養
を
自
ら
の
手
で
行
っ
た
北
澤
に
と
っ
て
、
佐
久
間
家
の
名
誉
回
復
は
必
定
で
あ
っ

た
。
象
山
暗
殺
と
、
そ
の
後
の
藩
の
佐
久
間
家
断
絶
に
対
す
る
恨
み
に
近
い
心
情
は
、

北
澤
自
身
の
「
滞
京
日
録
」
に
綴
ら
れ
て
い
る）

（（
（

。
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）、

七
月
十
二
日　

晴　
（
前
略
）
既
ニ
シ
テ
命
ア
リ
家
名
断
絶
ト
。
蓋
シ
白
晝
道
路

ニ
斃
ル
ハ
士
道
ヲ
失
フ
ニ
坐
ス
ル
也
。
満
座
相
顧
テ
愕
然
タ
リ
。
蓋
シ
先
生
平
素
、

制
行
卓
絶
、
有
司
多
ク
之
ヲ
憚
ル
。
此
ニ
至
リ
テ
此
命
有
り
ト
云
ウ
。（
後
略
）

七
月
十
三
日　

晴　
（
前
略
）
余
諸
士
ト
謀
リ
真
田
執
政
ニ
抵
リ
テ
之
ヲ
議
ス
。

執
政
曰
ク
、
子
等
説
ア
リ
ト
雖
モ
藩
法
ヲ
如
何
ニ
セ
ン
ト
テ
捨
テ
、
顧
ミ
ス
。
諸

士
力
微
。
恨
ヲ
呑
ン
デ
去
ル
。
是
ニ
於
テ
蟻
川
ト
謀
リ
先
生
ノ
著
書
文
章
ヲ
取
リ

テ
之
ヲ
一
筐
ニ
盛
リ
、
而
シ
テ
神
戸
奉
行
勝
君
ノ
許
ニ
贈
リ
之
ヲ
保
存
セ
ン
コ
ト

ヲ
請
フ
。
其
ノ
散
佚
ヲ
慮
ル
也
。
然
リ
而
フ
シ
テ
恪
生
遂
ニ
身
ヲ
容
ル
ゝ
所
ナ
シ
。

是
ニ
於
テ
三
澤
・
蟻
川
二
氏
ト
謀
リ
テ
之
ヲ
仙
臺
ノ
人
羽
生
玄
榮
ニ
託
ス
。（
後
略
）

北
澤
は
こ
の
後
、
十
月
八
日
に
神
戸
の
陣
屋
に
海
舟
を
訪
ね
、
散
逸
を
恐
れ
て
海
舟

に
送
っ
た
象
山
の
遺
書
を
前
に
、
二
人
は
手
を
握
っ
て
こ
の
度
の
惨
事
に
つ
い
て
語
り

あ
っ
た
。
海
舟
は
佐
久
間
家
断
絶
を
次
の
よ
う
に
叱
責
し
た
。「
君
曰
ク
然
リ
ト
雖
モ

幕
府
御
用
中
タ
リ
、
何
ゾ
其
レ
酷
ナ
ル
ヤ
ト
。
曰
ク
、
某
先
生
ニ
於
テ
弟
子
タ
リ
、
坐
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視
ス
ル
能
ハ
サ
ル
也
。
仍
テ
同
志
ト
謀
リ
屢
々
之
ヲ
當
路
ニ
論
ス
」。
北
澤
同
様
、
海

舟
も
こ
の
措
置
に
は
納
得
で
き
ず
、
師
で
あ
り
、
義
兄
で
あ
る
象
山
の
名
誉
回
復
を
目

指
し
た
の
で
あ
る
。

北
澤
の
顕
彰
活
動
の
特
徴
の
一
つ
は
、
先
の
海
舟
同
様
、
象
山
の
著
書
の
刊
行
で
あ

る
。『
象
山
全
集
』
五
巻
本
の
編
集
に
当
た
っ
た
飯
島
忠
夫
は
、
北
澤
の
記
し
た
「
象

山
佐
久
間
先
生
年
譜
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る）

（は
（

。

象
山
佐
久
間
先
生
年
譜
一
巻
は
門
人
北
澤
正
誠
が
明
治
四
年
に
著
す
所
に
係
る
。

正
誠
は
通
称
幟
之
助
、
字
は
子
進
、
冠
岳
又
ハ
乾
堂
と
号
し
、
松
代
藩
士
な
り
。

元
治
元
年
年
二
十
五
、
長
谷
川
昭
道
と
共
に
、
藩
命
を
以
て
京
都
に
出
で
、
天
下

の
形
勢
を
探
り
し
が
、
偶
々
先
生
の
遭
難
に
會
し
、
先
生
の
建
言
及
び
文
稿
詩
稿

を
一
括
し
て
、
之
を
神
戸
に
駐
在
せ
る
先
生
の
義
兄
勝
海
舟
に
托
し
、
二
年
の
後
、

慶
應
二
年
に
當
り
て
、
藩
の
留
守
居
役
と
し
て
江
戸
に
居
り
し
時
、
勝
氏
に
托
し

た
る
も
の
に
よ
り
て
、
象
山
詩
稿
、
象
山
遺
稿
を
編
し
、
又
象
山
先
生
年
譜
を
著

す
。
此
書
の
終
に
明
治
四
年
秋
と
記
せ
る
を
以
て
考
ふ
れ
ば
、
蓋
し
、
慶
應
二
年

の
著
を
修
正
せ
る
も
の
な
る
べ
し
。
明
治
十
年
前
後
に
成
れ
る
蒲
生
氏
の
近
世
偉

人
伝
、
小
笠
原
・
佐
治
両
氏
の
續
愛
國
偉
績
に
乗
せ
た
る
象
山
傳
と
、
重
野
成
斎

の
象
山
碑
文
の
如
き
は
、
此
の
年
譜
を
根
拠
と
し
た
る
も
の
な
り
。
正
誠
ま
た
、

明
治
十
一
年
に
於
て
、
象
山
先
生
詩
鈔
上
下
二
巻
を
刊
行
し
、
十
三
年
、
象
山
佐

久
間
先
生
行
状
一
巻
を
撰
し
、
十
四
年
東
京
飛
鳥
山
に
、
先
生
が
遭
難
の
際
に
携

へ
し
所
の
挿
袋
を
埋
め
て
、
上
に
櫻
賦
の
碑
を
建
て
、
自
ら
碑
陰
の
記
を
撰
す
。

先
生
の
事
績
を
天
下
に
明
ら
か
に
し
た
る
草
創
の
功
績
は
実
に
正
誠
を
推
さ
ざ
る

べ
か
ら
ず
。（
中
略
）
正
誠
、明
治
四
年
冬
、政
府
に
徴
さ
れ
て
左
院
議
官
と
な
り
、

八
年
、
修
史
局
修
撰
と
な
り
、
十
二
年
、
地
學
協
会
の
創
立
に
際
し
て
、
幹
事
と

な
り
、
十
三
年
、
外
務
権
少
書
記
官
に
任
じ
、
十
八
年
、
山
階
宮
晃
親
王
私
邸
に

台
臨
せ
ら
れ
、
直
筆
を
賜
は
る
の
光
栄
を
荷
ひ
、
二
十
二
年
、
華
族
女
学
校
幹
事

と
な
り
、
又
東
京
本
郷
区
長
兼
小
石
川
区
長
と
な
り
、
小
笠
原
島
司
と
な
り
、
晩

年
新
潟
縣
高
田
中
学
校
に
漢
文
を
教
授
し
、
明
治
三
十
四
年
、
六
十
二
歳
を
以
て

東
京
に
没
す
。（
後
略
）

　
　
　

昭
和
十
三
年
十
月　
　
　
　
　
　
　
　

飯
島
忠
夫
識

北
澤
の
刊
行
し
た
『
象
山
先
生
詩
鈔
』
上
・
下
は
、
先
の
表
15
に
あ
る
と
お
り
、
出
版

物
と
し
て
は
海
舟
の
『
省

録
』
に
次
ぐ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
本
の
出
版
、
校
正
に
当

た
っ
た
の
は
子
安
峻
で
あ
る
。
子
安
は
象
山
に
蘭
学
を
学
ん
だ
同
門
で
、
先
の
恪
二
郎

一
周
忌
、
象
山
十
七
回
忌
、
象
山
二
十
七
回
忌
、
贈
位
縁
故
者
に
名
を
連
ね
る
松
代
藩

士
以
外
の
象
山
の
門
弟
で
あ
っ
た
。
北
澤
は
、
同
門
の
子
安
と
、
象
山
の
草
稿
類
を
所

蔵
す
る
海
舟
か
ら
助
言
を
う
け
な
が
ら
、
三
者
で
協
力
し
て
『
象
山
先
生
詩
鈔
』
を
出

版
し
た
の
で
あ
る
。
北
澤
も
、
海
舟
同
様
、
師
の
著
作
を
刊
行
す
る
こ
と
で
、
顕
彰
と

供
養
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る）

（（
（

。

北
澤
の
行
っ
た
顕
彰
活
動
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
象
山
の
履
歴
の
編
纂
に
あ

る
。
北
澤
は
象
山
に
関
し
て
三
つ
の
履
歴
を
編
纂
し
て
い
る
。
一
つ
は
慶
応
二
年

（
一
八
六
六
）
正
月
に
書
い
た
「（
佐
久
間
修
理
遺
跡
之
儀
ニ
付
申
上
））

（（
（

」。
二
つ
目
は

明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
八
月
の
「
象
山
佐
久
間
先
生
年
譜）

（（
（

」。
三
つ
目
は
明
治
八
年

（
一
八
七
四
）
五
月
の
「
佐
久
間
修
理
西
洋
砲
術
伝
習
并
吉
田
寅
次
郎
航
海
一
件
ニ
付

連
累
禁
錮
等
生
涯
ノ
履
歴）

（（
（

」で
あ
る
。
年
代
順
に
そ
の
特
徴
と
意
図
を
見
て
行
き
た
い
。

・「（
佐
久
間
修
理
遺
跡
之
儀
ニ
付
申
上
）」

佐
久
間
家
再
興
の
た
め
の
願
書
の
草
稿
。
原
本
は
京
都
大
学
附
属
図
書
館
に
所
蔵
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
中
で
北
澤
は
、「
私
義
も
、
甞
而
其
門
人
に
遊
び
候
義
に
て
、
師
弟

の
心
情
何
分
難
忍
、」
と
触
れ
た
上
で
、（「
前
略
）
当
時
恪
二
郎
非
常
の
変
故
に
逢
ひ

罷
在
候
焦
心
苦
慮
之
中
情
并
親
戚
門
下
悲
歎
の
程
を
御
憐
察
被
成
下
候
而
、
何
分
に
も

格
段
之
御
仁
典
を
以
、
前
条
厚
く
御
勘
弁
被
成
下
候
様
奉
願
上
候
、（
後
略
）」
と
、
佐

久
間
家
再
興
を
愁
訴
し
た
。
履
歴
が
書
か
れ
た
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
は
、
履
歴
に

も
言
及
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
松
代
一
〇
代
藩
主
・
真
田
幸
民
の
藩
主
襲
封
の
年
で
あ

り
、
そ
の
代
替
の
際
の
「
御
仁
典
の
思
召
」、「
御
初
政
の
御
際
御
仁
典
」
を
期
待
し
て
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書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
結
果
的
に
は
、
家
名
復
興
は
失
敗
に
終
わ
る
が
、
文
中
に
大

鋒
院
（
初
代
信
之
）、
感
応
院
（
八
代
幸
貫
）、
大
殿
様
（
九
代
幸
教
）
な
ど
が
頻
繁
に

藩
主
が
登
場
す
る
の
も
、
象
山
が
ど
れ
ほ
ど
真
田
家
、
あ
る
い
は
松
代
藩
に
貢
献
し
た

か
を
語
る
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
。
北
澤
が
記
し
た
最
初
の
象
山
履
歴
で
あ
り
、
縷
々

五
千
六
百
字
以
上
の
長
文
で
綴
ら
れ
、
文
字
数
か
ら
も
北
澤
の
強
い
思
い
が
伝
わ
る
。

・「
象
山
佐
久
間
先
生
年
譜
」

こ
の
年
譜
は
、
飯
島
の
言
に
よ
れ
ば）

（（
（

、
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
に
江
戸
に
あ
っ

て
、
海
舟
の
手
元
に
あ
っ
た
象
山
の
資
料
を
整
理
し
た
折
に
、
年
譜
の
草
稿
を
記
し
、

明
治
四
年
に
至
っ
て
、
そ
れ
を
修
正
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
。
内
容
は
、
佐
久
間

氏
の
出
自
を
書
い
た
後
に
、
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
の
象
山
の
誕
生
か
ら
、
元
治
元

年
（
一
八
六
四
）
の
死
亡
ま
で
を
、
折
々
に
か
か
れ
た
建
白
、
浄
稿
、
遺
稿
、
和
歌
な

ど
を
織
り
込
ん
で
綴
っ
た
編
年
の
履
歴
で
あ
り
、
漢
文
で
書
か
れ
て
い
る）

（（
（

。
明
治
四
年

（
一
八
七
一
）
は
、
海
舟
が
『
省

録
』
を
出
版
し
た
年
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
履
歴
の

最
後
は
、「
越
八
年
、
門
人
北
澤
正
誠
、
拾
収
遺
事
、
演
作
年
譜
、
明
治
四
年
秋
八
月
、

誌
于
信
濃
松
代
城
南
静
遠
楼
南
窻
之
下
」
と
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
明
治
三
年
二
月

に
、
象
山
七
回
忌
と
と
も
に
、
佐
久
間
家
の
家
名
復
興
が
な
り
、
最
初
の
課
題
を
仲
間

と
乗
り
越
え
た
感
慨
と
、
改
め
て
師
・
象
山
の
偉
績
を
ま
と
め
、
地
元
松
代
か
ら
師
の

顕
彰
と
供
養
の
意
味
を
込
め
て
、世
に
出
そ
う
と
準
備
し
た
履
歴
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

・「
佐
久
間
修
理
西
洋
砲
術
伝
習
并
吉
田
寅
次
郎
航
海
一
件
付
連
累
禁
錮
等
生
涯
ノ
履

歴
」京

都
大
学
附
属
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
北
澤
家
寄
贈
の
象
山
関
係
資
料
の
一
つ
で
、

『
佐
久
間
象
山
履
歴
書
』八
冊
の
一
部
。こ
の
履
歴
は
前
者
二
点
の
履
歴
と
全
く
異
な
り
、

明
治
新
政
府
の
歴
史
編
纂
事
業
の
関
連
で
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
問
合
せ
記
録

が
真
田
宝
物
館
に
残
さ
れ
て
い
る
。「
東
京
府　

御
願
書
御
達
書
類
本
紙
」
に
よ
る
と）

（（
（

、

今
般
當
省
（
陸
軍
省
）
ニ
於
テ
西
洋
火
技
銃
陣
伝
播
之
原
始
来
歴
趣
得
可
致
ニ
付

別
紙
之
條
件
ニ
照
準
シ
巨
細
取
調
為
呈
出
此
旨
相
達
候
也
、

明
治
七
年
三
月
一
日　

陸
軍
大
輔
西
郷
従
道　
　

　
　

追
而
早
々
取
調
為
差
出
候
事

　
　

真
田
幸
民
江
達

一
舊
藩
士
佐
久
間
修
理
儀
西
洋
砲
術
ニ
刻
意
シ
并
ニ
吉
田
寅
次
郎
洋
行
ノ
事
ニ
連

坐
シ
幽
因
之
始
末
及
ヒ
其
年
月
日
他
修
理
生
涯
履
歴
等

と
あ
り
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
三
月
、
陸
軍
省
・
西
郷
従
道
か
ら
の
こ
の
問
合
せ
に

対
し
、真
田
家
が
回
答
し
た
履
歴
で
あ
る
。
履
歴
の
終
わ
り
に
は
、「
明
治
八
年（
一
八
七
五
）

五
月　

東
京
府
へ
差
出
ス
控
」
と
書
か
れ
、
異
筆
で
次
の
よ
う
に
追
記
さ
れ
て
い
る
。

先
般
旧
藩
士
佐
久
間
修
理
西
洋
砲
術
伝
習
并
ニ
吉
田
寅
次
郎
航
海
一
件
ニ
連
累
禁

錮
其
他
生
涯
履
歴
御
尋
ニ
付
別
紙
大
略
取
調
呈
出
ニ
当
遺
漏
ノ
節
モ
候
ハ
々
追
而

取
調
可
申
上
此
段
申
上
也

　

明
治
八
年
五
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

真
田
幸
民

　
　
　

東
京
府
知
事
大
久
保
一
翁
殿

陸
軍
省
か
ら
の
問
合
せ
文
書
が
保
存
さ
れ
て
い
た
箱
は
、
戊
辰
戦
争
に
関
連
し
て
、

明
治
新
政
府
に
提
出
し
た
書
類
が
ま
と
め
て
納
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
山
中
さ

ゆ
り
は
こ
の
箱
の
伝
来
に
触
れ
、
箱
石
大
の
論
を
引
い
て
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い

る）
（（
（

。「
明
治
三
年
六
月
十
日
、
兵
部
省
が
、
太
政
官
に
よ
る
記
録
編
輯
の
た
め
、
軍
事

関
係
書
類
の
写
し
を
部
類
分
け
し
て
提
出
さ
せ
た
と
い
う
。
こ
の
時
と
り
ま
と
め
た
記

録
は
、
明
治
六
年
五
月
の
火
災
で
焼
失
し
た
た
め
、
陸
軍
省
へ
残
存
書
類
の
再
提
出
を

依
頼
し
た
」、
と
さ
れ
る
。
象
山
の
砲
術
と
吉
田
松
陰
事
件
に
触
れ
た
こ
の
履
歴
は
、

こ
の
時
に
再
提
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
京
都
大
学
附
属
図
書
館
の
『
佐
久
間
象
山
履

歴
書
』
に
は
、
こ
の
草
稿
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
履
歴
は
北
澤
自
身
が
執

筆
し
、
真
田
家
を
通
し
て
陸
軍
省
に
回
答
し
た
と
思
わ
れ
る
。
履
歴
の
編
纂
さ
れ
た
明

治
七
年
（
一
八
七
四
）、
北
澤
は
左
院
議
官
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
明
治
八
年
四
月
に

左
院
が
廃
止
と
な
り
、
同
年
六
月
に
地
理
局
修
史
局
に
出
仕
。
明
治
十
年
一
月
に
同
局

も
廃
さ
れ
た
の
で
、
八
月
に
外
務
省
御
雇
、
後
に
同
省
書
記
官
と
な
り
、
わ
が
国
外
交
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の
参
考
指
針
に
供
す
る
た
め
、
上
は
上
代
に
始
ま
り
、
外
交
、
聘
礼
、
戦
争
を
、
下
は

貿
易
、
漂
流
、
学
術
の
導
入
、
宗
教
の
異
同
、
版
図
の
沿
革
か
ら
貢
物
に
至
る
ま
で
を

編
纂
し
た
『
外
交
志
稿
』
を
編
纂
し
て
い
る
。
明
治
前
期
の
こ
の
時
期
は
、
新
政
府
は

さ
ま
ざ
ま
な
修
史
事
業
を
行
っ
て
お
り）

（（
（

、
政
府
か
ら
の
問
合
せ
に
対
し
、
そ
の
人
物
の

見
直
し
、
再
評
価
が
行
わ
れ
た
。
北
澤
は
旧
松
代
藩
士
で
象
山
の
門
人
と
し
て
師
の
履

歴
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
立
場
と
、
明
治
新
政
府
の
官
吏
と
し
て
、
政
府
の
意
図
に
沿
っ
た

事
績
や
履
歴
を
吸
い
上
げ
る
と
い
う
、
異
な
る
二
つ
の
立
場
か
ら
、
象
山
の
履
歴
編
纂

を
行
い
、
顕
彰
活
動
に
結
び
つ
け
て
い
た
。

お
わ
り
に

佐
久
間
家
に
伝
わ
っ
た
法
要
帳
の
分
析
を
通
し
て
、
絶
家
と
な
っ
た
佐
久
間
家
を
支

え
続
け
た
人
び
と
の
掘
り
起
こ
し
を
行
っ
て
き
た
。
も
と
よ
り
、
肝
心
な
人
名
の
調
査

が
行
き
届
か
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
不
十
分
な
分
析
で
は
あ
る
が
、
象
山
の
顕
彰
活

動
を
支
え
た
人
物
像
を
多
少
で
も
あ
ぶ
り
だ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
本
稿
で

明
ら
か
に
し
た
論
点
を
確
認
し
て
、
課
題
に
触
れ
て
む
す
び
に
か
え
た
い
。

ま
ず
、
象
山
の
顕
彰
活
動
を
支
え
た
人
び
と
は
、
法
要
帳
か
ら
分
類
す
る
と
、
大
き

く
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
勝
海
舟
、
村
上
政
忠
、
長
谷
川
直
太
郎
、

北
山
藤
三
郎
ら
親
戚
縁
者
。
二
番
目
は
北
澤
正
誠
、
渡
辺
驥
ら
を
中
心
と
す
る
旧
松
代

藩
の
象
山
門
人
。
三
番
目
は
子
安
峻
、
小
松
彰
ら
松
代
藩
以
外
の
象
山
門
人
。
こ
の
三

者
が
密
接
に
連
携
し
、
象
山
の
顕
彰
活
動
を
牽
引
し
て
い
た
。
彼
ら
は
主
に
東
京
を
拠

点
と
し
て
活
動
し
て
い
た
点
が
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
地
元
松
代
で
は

象
山
と
対
立
す
る
グ
ル
ー
プ
が
明
治
維
新
以
降
も
勢
力
を
持
ち
続
け
て
い
た
た
め
で
あ

る
。こ
れ
に
よ
り
、再
三
の
復
興
願
い
に
も
係
わ
ら
ず
、佐
久
間
家
の
家
名
復
興
は
遅
れ
、

復
興
が
許
さ
れ
る
の
は
象
山
の
死
後
七
年
も
た
っ
た
明
治
三
年
で
あ
っ
た
。
家
名
復
興

が
成
っ
て
も
、
恪
二
郎
は
松
代
に
は
帰
れ
ず
、
明
治
一
〇
年
に
恪
二
郎
が
亡
く
な
る
と
、

三
つ
の
グ
ル
ー
プ
は
佐
久
間
家
の
法
要
を
続
け
な
が
ら
、
顕
彰
活
動
を
継
続
し
て
い
っ

た
。
分
析
し
た
四
冊
の
法
要
帳
と
、
縁
故
者
へ
の
贈
位
の
御
礼
、
こ
れ
ら
す
べ
て
は
恪

二
郎
の
妻
・
静
枝
が
取
り
仕
切
っ
て
い
た
。
男
子
の
絶
え
た
、
佐
久
間
家
を
気
丈
に
支

え
た
静
枝
の
奮
闘
が
、
象
山
の
顕
彰
活
動
の
根
元
を
支
え
て
い
た
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

こ
う
し
た
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
家
名
復
興
と
顕
彰
活
動
は
、
明
治
二
十
二
年
の

象
山
に
対
す
る
贈
位
と
し
て
結
実
す
る
。
こ
の
正
四
位
の
贈
位
を
契
機
に
、
象
山
顕
彰

の
動
き
は
一
層
活
発
化
し
、
関
連
書
籍
の
刊
行
や
、
生
誕
祭
や
没
後
何
年
と
い
っ
た
紀

念
祭
が
、
東
京
だ
け
で
な
く
、
地
元
松
代
で
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

中
で
も
海
舟
は
、
象
山
と
義
兄
弟
で
も
あ
り
、
物
心
両
面
に
わ
た
っ
て
佐
久
間
家
を

支
え
続
け
た
。
海
舟
は
象
山
の
『
省

録
』
と
い
著
書
を
、
出
版
と
い
う
形
で
い
ち
早

く
世
に
送
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
象
山
の
偉
業
を
形
に
し
て
世
に
問
い
、
そ
の
顕
彰

と
供
養
を
行
っ
た
。
旧
松
代
藩
士
で
象
山
門
人
の
北
澤
も
、
海
舟
や
顕
彰
活
動
を
支
え

る
仲
間
と
『
象
山
先
生
詩
鈔
』
を
出
版
し
た
。
北
澤
は
象
山
の
履
歴
を
折
に
触
れ
て
編

纂
し
、
そ
の
目
的
に
応
じ
て
、
象
山
の
さ
ま
ざ
ま
な
面
に
光
を
あ
て
、
今
日
に
伝
わ
る

多
様
な
象
山
像
を
描
き
だ
し
た
。
北
澤
は
象
山
の
偉
績
を
旧
藩
や
明
治
新
政
府
に
訴
え

て
行
く
活
動
と
、
明
治
政
府
の
官
吏
と
い
う
立
場
か
ら
、
地
方
の
事
績
や
履
歴
を
吸
い

上
げ
る
双
方
の
立
場
か
ら
、
象
山
の
顕
彰
活
動
に
係
わ
っ
て
い
た
。

今
後
の
課
題
と
し
て
、
ま
ず
法
要
帳
の
人
名
の
特
定
作
業
を
進
め
る
こ
と
。
次
に
、

象
山
の
顕
彰
活
動
の
大
き
な
は
ず
み
と
な
っ
た
贈
位
の
問
題
に
は
あ
ま
り
触
れ
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
憲
法
発
布
大
赦
、
政
府
の
修
史
事
業
や
史
談
会
の
活
動
と
も
関
連

し
な
が
ら
、
そ
の
過
程
を
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
合
せ
て
、
象
山
の
贈
位
を
考
え
る

時
、
吉
田
松
陰
と
の
関
係
を
抜
き
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
吉
田
松
陰
も
象
山
と
同
じ
日

に
贈
正
四
位
を
受
け
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
ま
っ
た
く
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

大
き
な
課
題
で
あ
る）

（は
（

。
さ
ら
に
、
明
治
ま
で
真
田
党
、
恩
田
党
の
根
深
い
対
立
を
残
し

た
旧
松
代
藩
が
、
維
新
と
い
う
難
局
を
乗
り
切
る
た
め
に
、「
勤
王
」
の
二
文
字
の
も

と
に
象
山
を
担
ぎ
、
藩
内
の
融
和
を
試
み
よ
う
と
し
て
は
い
な
い
か
な
ど）

（（
（

、
引
き
続
き

調
査
を
継
続
し
た
い
。
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註
（
１
）
松
代
町
は
、
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
～
昭
和
四
十
一
年
（
一
九
六
六
）
の
自
治
体

名
。
昭
和
四
十
一
年
に
長
野
市
に
合
併
。
長
野
市
の
大
字
と
し
て
松
代
町
松
代
と
な
る
。

（
２
）
浦
野
房
次
郎
発
行
責
任
者　
『
松
代
の
史
跡
と
文
化
財
』　

松
代
の
史
跡
と
文
化
財
刊
行
会

一
九
七
八
年
五
月

（
３
）
原
田
和
彦　
「
佐
久
間
象
山
像
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
」　
「
信
濃
」
第
六
〇
巻
八
号　

信
濃

史
学
会　

二
〇
〇
八
年
八
月　

（
４
）
信
濃
教
育
会
編　
『
象
山
全
集
』
二
巻
本　

尚
文
館　

一
九
一
三
年
九
月　

（
５
）
信
濃
教
育
会
編　
『
増
訂
象
山
全
集
』
五
巻
本　

信
濃
毎
日
新
聞
社　

一
九
三
四
年
七
月

～
一
九
三
五
年
六
月　

（
６
）
宮
本
仲　
『
佐
久
間
象
山
』　

岩
波
書
店　

一
九
三
二
年
二
月
。
同
増
訂
版
『
佐
久
間
象

山
』　

岩
波
書
店　

一
九
三
六
年
二
月　

（
７
）
大
平
喜
間
多　
『
佐
久
間
象
山
逸
話
集
』　

信
濃
毎
日
新
聞
社　

一
九
三
三
年
四
月
。　

同

『
人
物
叢
書　

佐
久
間
象
山
』　

吉
川
弘
文
館　

一
九
五
九
年
四
月

（
８
）
原
田
和
彦　
「
佐
久
間
象
山
関
係
資
料
に
つ
い
て
―
京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
資
料
を

手
掛
か
り
と
し
て
」　
「
松
代
」
第
一
九
号　

松
代
藩
文
化
施
設
管
理
事
務
所　

二
〇
〇
五

年
三
月
。　

真
田
宝
物
館
・
象
山
記
念
館
特
別
展
図
録
『
佐
久
間
象
山
の
世
界
』　

松
代

文
化
施
設
管
理
事
務
所　

二
〇
〇
四
年
十
一
月

（
９
）
高
田
祐
介
「
国
家
と
地
域
の
歴
史
意
識
形
成
過
程
―
維
新
殉
難
者
顕
彰
を
め
ぐ
っ
て
―
」

　
「
歴
史
学
研
究
」
№
八
六
五　

二
〇
一
〇
年
四
月　

（
10
）
高
田
祐
介　
「
維
新
の
記
憶
と
「
勤
王
志
士
」
の
創
出
―
田
中
光
顕
の
顕
彰
活
動
を
中
心

に
―
」　　
「
ヒ
ス
ト
リ
ア
」
第
二
〇
四
号　

二
〇
〇
七
年
三
月

（
11
）
高
木
博
志
「
紀
念
祭
の
時
代
―
旧
藩
と
古
都
の
顕
彰
―
」　
『
明
治
維
新
期
の
政
治
文
化
』

佐
々
木
克
編　

思
文
閣
出
版　

二
〇
〇
五
年
九
月

（
12
）
阿
部
安
成
「
直
弼
／
象
山
／
忠
震
」（
一
）、「
彦
根
論
叢
」
三
七
〇　

二
〇
〇
八
年
一

月
、
同
（
二
）、「
彦
根
論
叢
」
三
七
三　

二
〇
〇
八
年
六
月
、
同
（
三
）　
「
彦
根
論
叢
」

三
七
五　

二
〇
〇
八
年
十
一
月
。『
記
憶
の
か
た
ち
―
コ
メ
モ
レ
イ
シ
ョ
ン
の
文
化
史
』　

柏
書
房　

一
九
九
九
年
五
月
な
ど

（
13
）
及
川
祥
平
「
武
田
信
玄
祭
祀
史
考
」
―
近
世
・
近
代
を
中
心
に
―
」「
日
本
民
俗
学
」
№

二
六
八　

日
本
民
俗
学
会　

二
〇
一
一
年
十
一
月

（
14
）
註
（
６
）『
佐
久
間
象
山
』　

四
四
〇
頁

（
15
）
象
山
の
息
子
・
恪
二
郎
は
、
明
治
維
新
後
、
名
を
恪
（
い
そ
し
）
一
字
に
改
め
た
と
さ
れ

る
が
、
本
文
で
は
恪
二
郎
で
統
一
し
た
（
註
６
『
佐
久
間
象
山
』　

六
四
八
頁
）。

（
16
）
註
（
６
）『
佐
久
間
象
山
』。　

幕
末
期
の
松
代
藩
内
の
政
治
的
対
立
に
つ
い
て
は
、『
長

野
市
誌
』
第
四
巻
歴
史
編　

近
世
二　

第
一
三
章
四
節
「
文
政
か
ら
嘉
永
期
の
松
代
藩
政
」

参
照

（
17
）
註
（
６
）『
佐
久
間
象
山
』　

六
四
六
頁

（
18
）
註
（
７
）『
佐
久
間
象
山
逸
話
集
』

（
19
）
象
山
神
社
・
佐
久
間
象
山
先
生
顕
彰
会　
『
象
山
神
社
建
立
五
十
周
年
記
念
沿
革
史
の
概

要
』　

一
九
八
八
年
十
月

（
20
）
象
山
記
念
館
は
、
そ
の
後
松
代
町
に
寄
贈
さ
れ
、
昭
和
四
十
一
年
に
松
代
町
が
長
野
市
に

合
併
し
て
、
長
野
市
教
育
員
会
文
化
財
課
、
松
代
藩
文
化
施
設
等
管
理
事
務
所
所
管
施
設

と
な
る
。

（
21
）
近
山
與
士
郎　
『
近
山
與
士
郎
・
随
想
集
』　
『
近
山
與
士
郎
・
随
想
集
』
刊
行
委
員
会　

第
一
印
刷
株
式
会
社　

二
〇
〇
六
年
六
月

（
22
）
小
林
計
一
郎　
「
近
山
家
所
蔵
象
山
関
係
資
料
」　
「
長
野
」
第
九
二
号　

長
野
郷
土
史
研

究
会　

一
九
八
〇
年
七
月

（
23
）
象
山
の
砲
術
指
導
に
関
す
る
に
門
人
帳
（「
及
門
録
」）
の
分
析
を
行
っ
た
論
考
に
は
以
下

の
も
の
が
あ
る
。
青
木
歳
幸　
「
佐
久
間
象
山
門
人
帳
『
及
門
録
』
再
考
―
史
料
紹
介
を

中
心
に
―
」　
「
信
濃
」
第
四
八
巻
第
七
号　

一
九
九
六
年
七
月
。
坂
本
保
富　
「
門
人
帳

資
料
「
訂
正　

及
門
録
」
か
ら
み
た
象
山
塾
の
入
門
者
―
幕
末
期
に
お
け
る
「
東
洋
道
徳
・



― 42 ―― 43 ―

西
洋
芸
術
」
の
教
育
的
展
開
―
」「
日
本
歴
史
」
№
五
〇
六　

一
九
九
〇
年
七
月

（
24
）
山
岡
は
、
山
岡
鉄
舟
か
。
山
岡
は
旗
本
の
子
ど
も
と
し
て
江
戸
に
生
ま
れ
、
髙
橋
泥
舟
の

義
弟
。
勝
海
舟
、
高
橋
と
共
に
幕
末
三
舟
と
称
さ
れ
る
。
海
舟
と
の
関
係
で
帳
面
に
記
載

さ
れ
た
か
。
山
岡
は
こ
の
時
は
、
宮
内
省
に
勤
務
。

（
25
）
註
（
５
）『
増
訂
象
山
全
集
』
第
五
巻　

象
山
先
生
史
料
雜
纂　

八
一
五
頁

（
26
）
香
典
帳
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
成
松
佐
惠
子　
『
庄
屋
日
記
に
み
る
江
戸
の
世
相
と
暮
し
』

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
。
二
〇
〇
〇
年
一
月　

山
口
睦　
「
香
典
の
変
遷
と
地
域
社
会
―
山
形

県
南
陽
市
の
香
典
帳
を
事
例
と
し
て
―
」　
「
日
本
民
俗
学
」
№
二
六
七　

二
〇
一
一
年
八

月
、
な
ど
が
あ
る
。

（
27
）「
象
山
先
生
祝
祭
諸
費
収
支
決
算
書
」　
（
真
田
家
文
書
29-

５-

１
）　

真
田
宝
物
館
蔵　

明
治

二
十
二
年
三
月

（
28
）
註
６
『
佐
久
間
象
山
』　

六
五
一
頁

（
29
）「
松
代
藩
出
身
勅
任
奏
任
文
武
官
等
名
面
書
」（
真
田
家
文
書
25
―
53
―
44
）　

真
田
宝
物

館
蔵
。
な
お
、
当
時
の
閥
族
政
治
や
、
司
法
界
に
お
い
て
の
松
代
出
身
者
の
活
動
に
つ
い

て
は
、
司
法
大
臣
・
塩
野
季
彦
の
回
顧
録
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
鹽
野
季
彦
回
顧
録
刊

行
会　
『
鹽
野
季
彦
回
顧
録
』　

一
九
五
八
年
六
月

（
30
）
勝
安
房　
『
校
訂
氷
川
清
話
』　

吉
本
襄
編
輯　

河
野
成
光
館　

一
九
〇
九
年
十
月

（
31
）
江
戸
東
京
博
物
館
都
市
歴
史
研
究
室
編　
『
江
戸
東
京
博
物
館
史
料
叢
書　

勝
海
舟
関
係

資
料　

海
舟
日
記
』（
一
）
～
（
五
）　

東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
都
市
歴
史
研
究
室　

東

京
都　

二
〇
〇
二
年
三
月
～
二
〇
一
一
年
三
月

（
32
）
松
浦
玲　
『
勝
海
舟
』　

筑
摩
書
房　

二
〇
一
〇
年
二
月
。
髙
橋
実　
『
幕
末
維
新
期
の
政

治
社
会
構
造
』　

岩
田
書
院　

一
九
九
五
年
五
月
な
ど

（
33
）
佐
久
間
象
山　
『
省

録
』　

飯
島
忠
夫
訳
註　

岩
波
文
庫　

一
九
四
四
年
四
月

（
34
）
松
本
健
一　

中
公
叢
書
『
評
伝
佐
久
間
象
山
』
上
・
下　

中
央
公
論
新
社　

二
〇
〇
〇
年

九
月
。
藤
田
英
昭　
『
海
舟
日
記
』
五　

解
説　

江
戸
東
京
博
物
館
史
料
叢
書　

東
京
都

江
戸
東
京
博
物
館
都
市
歴
史
研
究
室　

東
京
都　

二
〇
一
一
年
三
月　

（
35
）
註
６
増
訂
版
『
佐
久
間
象
山
』　

八
四
一
頁　

一
九
三
六
年
二
月　

岩
波
書
店
。
仁
科
叔

子
「
松
代
藩
の
御
一
新
―
明
暗
を
分
け
た
人
々
―
」　
「
松
代
」
第
六
号　

松
代
文
化
施
設

等
管
理
事
務
所　

一
九
九
三
年
三
月
。

（
36
）
真
田
幸
世
編　
『
象
山
佐
久
間
先
生
』　

象
山
神
社
奉
賛
会　

一
九
三
八
年
十
一
月

（
37
）象
山
に
関
す
る
著
作
物
の
集
成
に
つ
い
て
は
、大
橋
敦
夫　
「
佐
久
間
象
山
書
誌（
稿
）」「
松

代
―
真
田
の
歴
史
と
文
化
―
」
第
十
一
号　
松
代
文
化
施
設
等
管
理
事
務
所　

一
九
九
八

年
三
月
。
象
山
と
門
人
の
つ
な
が
り
か
ら
、
出
版
さ
れ
た
書
物
に
つ
い
て
触
れ
た
も
の
に

坂
本
保
富　
「
明
治
初
期
の
歴
史
教
科
書
『
小
学
国
史
』
の
内
容
と
特
徴
―
日
本
近
代
化

と
「
米
百
俵
」
の
主
人
公
・
小
林
虎
三
郎
の
軌
跡
―
」　
「
信
州
大
学
人
文
社
会
科
学
研
究
」

三

：

二
―
一
七　

二
〇
〇
九
年
三
月
が
あ
る
。

（
38
）「
佐
久
間
象
山
履
歴
書
類
」
仁　

京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵　

維
新
サ
―
一
―
貴
。
小

林
計
一
郎　
「
京
都
大
学
図
書
館
所
蔵
佐
久
間
象
山
史
料
」　
「
長
野
」　

第
一
七
七
号　

一
九
九
四
年
五
月

（
39
）
註
（
34
）『
象
山
佐
久
間
先
生
』

（
40
）
北
澤
正
誠
編　
『
佐
久
間
修
理
履
歴
書
』
八
冊
の
内　

維
新
サ
ー
七　

京
都
大
学
附
属
図

書
館
蔵
。
そ
の
内
容
は
以
下
の
と
お
り
、
一
．
佐
久
修
理
履
歴
。
二
．
象
山
先
生
履
歴
概

略
。
三
．
象
山
先
生
履
歴
調
。
四
．
象
山
先
生
履
歴
調
。
五
．
故
佐
久
間
象
山
履
歴
増
補

案
。
六
．
象
山
砲
術
履
歴
。
七
．
象
山
ニ
居
申
付
ノ
書
三
葉
。
八
．
西
洋
三
兵
砲
術
真
伝

二
葉
。
こ
の
内
、
六
『
象
山
砲
術
履
歴
』
の
一
部
が
『
佐
久
間
象
山
の
世
界
』
松
代
文
化

施
設
等
管
理
事
務　

二
〇
〇
四
年
十
一
月
に
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
履
歴
の
書
き
出

し
は
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
、

天
保
十
三
年
壬
寅
三
十
二
歳
正
月
同
人
豆
州
韮
山
ニ
抵
リ
西
洋
砲
術
ヲ
江
川
太
郎
左
衛

門
に
学
フ
止
ル
四
十
余
日
、
江
戸
ニ
帰
リ
、
更
ニ
下
曽
根
金
三
郎
ニ
学
ヒ
伝
書
十
余
冊

ヲ
写
ス
、
既
ニ
シ
テ
田
原
藩
士
渡
邊
登
ト
交
遊
シ
其
藩
公
ノ
弟
鋼
蔵
所
蔵
ノ
西
洋
砲
術

書
并
坪
井
信
道
所
蔵
ノ
荷
蘭
砲
術
書
ヲ
得
テ
之
ヲ
読
ム
（
後
略
）

（
41
）
註
（
36
）　
『
象
山
佐
久
間
先
生
』
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（
42
）
註
５
『
増
訂
象
山
全
集
』
第
一
巻
の
「
佐
久
間
氏
略
譜
」、「
佐
久
間
象
山
先
生
年
譜
」
参
照
。

（
43
）「
東
京
府　

御
願
書
御
達
書
類
本
紙
」（
真
田
家
文
書
15
―
36
）　

真
田
宝
物
館
蔵　

一
八
七
三
～
七
四
年

（
44
）
山
中
さ
ゆ
り　
「
真
田
家
伝
来
の
戊
辰
戦
争
関
係
文
書
に
つ
い
て
―
明
治
新
政
府
提
出
書

類
を
中
心
に
―
」　
「
松
代
」
第
24
号　

松
代
文
化
施
設
等
管
理
事
務
所　
二
〇
一
〇

年
三
月

箱
石
大　
「
戊
辰
戦
争
史
料
論
―
戦
状
届
書
に
関
す
る
考
察
を
中
心
と
し
て
―
」『
明
治
維

新
史
研
究
九　

明
治
維
新
と
史
料
学
』　

吉
川
弘
文
館　

二
〇
一
〇
年
二
月

（
45
）
註
９
、
10　

高
田
論
文
。
他
に
宮
地
正
人　
「
明
治
時
代
の
資
料
蒐
集
と
保
存
」『
今
日

の
古
文
書
学
』
第
12
巻
―
史
料
保
存
と
文
書
館　

雄
山
閣
出
版　

二
〇
〇
〇
年
六
月
。
同

「
政
治
と
歴
史
学
―
明
治
期
の
維
新
史
研
究
を
手
掛
か
り
と
し
て
―
」　
『
現
代
歴
史
学
入

門
』　

東
京
大
学
出
版
会　

一
九
八
七
年
四
月
。
ち
な
み
に
、
先
に
触
れ
た
『
佐
久
間
修

理
履
歴
書
』
の
中
に
は
、「
象
山
先
生
之
伝
」
一
冊
と
し
て
、
宮
内
省
殉
難
録
取
調
掛
稿

本
も
見
ら
れ
る
。

（
46
）
例
え
ば
、
田
中
彰　
『
吉
田
松
陰
』
中
公
新
書　

中
央
公
論
新
社　

二
〇
〇
一
年
十
二

月
。
海
原　

徹　
『
吉
田
松
陰
―
身
は
た
と
ひ
武
蔵
の
野
辺
に
―
』　

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房　

二
〇
〇
三
年
九
月
な
ど

（
47
）
明
治
二
十
二
年
の
「
贈
正
四
位
縁
故
贈
答
簿
」
に
は
、
象
山
と
対
立
し
て
い
た
真
田
貫
道

の
名
前
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
ま
た
、
真
田
貫
道
は
、
真
田
幸
民
の
子
爵
叙

位
を
不
服
と
し
て
、
明
治
二
十
年
（
一
八
八
七
）
に
『
一
誠
斎
実
記
』
を
記
し
、
伊
藤
博

文
に
提
出
。
幸
民
は
明
治
二
十
四
年
に
伯
爵
に
叙
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
新
政
府
に
対

す
る
各
種
の
働
き
か
け
は
、
象
山
の
贈
位
と
も
関
連
し
て
注
意
を
要
す
る
。
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表３－１　法要帳に載る人名一覧（旧松代藩士）
氏名 生年 没年 出身 略歴

北山藤三郎 1870 松代
松代藩士で、佐久間象山の従兄。象山の姉・けいは藩医の北山林翁にし、長男
安世と次男藤三郎があった。北山安世は医師で、嘉永６年江戸遊学中に吉田松
陰と交わる。明治３年８月発狂し母を殺し、自らも９月病死した。

牧野　毅 1843 1894 松代
明治時代の軍人。本姓は大島。佐久間象山、川本幸民に学ぶ。明治 4 年（1871）
兵部省にはいり、大阪砲兵工廠提理などをつとめる。明治 23 年（1890）陸軍少
将。国産原料による火砲の製造を推進した。明治 27 年（1894）9 月死去。

蟻川賢之助 松代

名は直方、自強堂と号す。佐久間象山門下。吉田松陰と同門。蟻川は文久 3 年
（1863）藩の鉄砲奉行となり、幕府の講武所砲術教授並びに書役となる。慶応４
年（1868）の戊辰戦争で活躍。明治 2 年（1869）兵部大丞となり、在職数年で
辞める。

北澤正誠 1840 1901 松代

天保 11 年（1840）松代藩の江戸藩邸に生まれ、300 石取りの藩士。佐久間象山
に師事し、文久 3 年（1863）、江戸に赴き、安井息軒、塩谷宕陰に出入して儒学
を学ぶ。元治治元年（1864）上京し、さらに神戸に赴いて勝海舟を訪れる。明
治維新後は政府の官僚・学者として活躍する。

村上誠之丞 松代

名を政信。松代浦町に生まれる。初め雨宮左京といい、嘉永 5 年（1852）に象
山の弟分として幕臣村上家を継ぎ、大番衆勤仕。後に蕃書取調所に勤務。象山
の洋書購入の斡旋をした。晩年東京府下富士見台に望岳賦を建てるなど、先生
の為につくした。

高野莠叟 松代
通称は車之助、高野真遜。佐久間象山、山寺常山に師事し経学詩文を学んだ。
郡中横目役などを勤める。維新の際は藩の督学に挙げられた。「松代藩史稿」、「松
代藩慣行概略」などを著す。

渡辺　驥 1836 1896 松代

明治初期の司法官。通称左太郎、号は中洲。佐久間象山に学び、同門の久坂玄瑞、
中岡慎太郎らと接した。維新の際には岩倉具視の密旨を受けて諸藩に出向いた。
明治 2(1869) 年 6 月刑部省弾正少疏に任ぜられ、明治 14 年 10 月大審院検事長。
明治 19 年 1 月検事長を退き、明治 23 年 9 月貴族院議員に勅選された。 

和田盛治 松代
明治時代の陸軍軍人。松代清須町に生まれる。幼少より剣・銃・馬など武道に
精励し、戊辰の役に巧あり。明治 7 年（1874）兵学寮に入学し、同 9 年少尉試
補に任ぜられ、西南の役に出征し功あり。和田家は象山と縁戚関係。

山寺信炳 松代 漢学者で権大参事を務めた山寺常山の子。司法省官吏。信炳の三男が司法大臣
塩野季彦。容磨はその子。

立田　革 1879 松代

松代藩士で佐藤一斎、佐久間象山に学び、蘭学も学ぶ。その後東都に出て河本
幸明の塾に入る。大鳥圭介の紹介で慶應義塾に学ぶ。明治維新で帰郷し、藩の
兵学校で教鞭を取る。再び上京し、明治 12 年（1879）大蔵省書記官となり、太
政官書記官、外務省に転じる。恪とは慶應義塾でともに学び親交が深かった。

荒井元ノ助 松代 象山の生母、荒井まんの縁者。
吉澤省三 松代 旧松代藩士。
長谷川直太郎 松代 旧松代藩士。佐久間家とは縁戚関係。
野村将曹 松代 旧松代藩士。

近藤民之助 松代
松代藩士。名は章康、通称民之助。北征の役 ( 戊辰の役の一部 ) で藩監軍兼参謀。
越奥に転戦し、明治元年 (1868)10 月に松代に戻り、朝廷より 78 石を賜う。明
治 5 年 (1872) ８月司法官。

三浦省吾 松代 更級村若宮、豊城直友の次男に生まれ、分家して三浦姓を建てる。省吾は佐久
間象山に学び、その推薦で勝海舟に寄宿し、幕府の海軍に勤めた。

久保　成 松代

明治―大正時代の真田家の家令。信州新町に生まれる。20 歳で佐久間象山に学
び、その後横浜に出て英語を学ぶ。明治 5 年（1872）、真田幸民の米国留学に同
行。その後真田家の家令となる。生前北澤とともに、象山の遺蹟を伝えること
に尽力した。

宮本　仲 1871 松代 明治―大正時代の医学者。明治 8 年（1875）東京大学医学部入学。同 19 年独立、
開業医となる。『佐久間象山』（岩波書店）の著書。

松木董正 1830 松代
明治時代の教育家。天保元年（1830）、松代に生まれる。文学、兵学を佐久間象
山に学び、後に越後水原縣守を命じられ、松代藩学校教授に進む。廃藩後、松
代海津学校長となる。

冨岡宗三郎 1870 松代 松代藩士。

宇敷則明 1864 1889 松代 宇敷甲子郎。明治時代の海軍軍人。元治元年（1864）松代町に生まれる。海軍
兵学校を卒業し、海軍少尉となる。明治 22 年（1889）12 月 5 日没。

村上英俊 1811 1890 栃木

幕末明治期の医師、フランス学者。下野国佐久山市生まれ。英俊は通称。江戸
で医学、蘭学を修業し、信州松代に移住。嘉永 1(1848) 年、佐久間象山の勧め
によりフランス語を独習し、嘉永 4 年江戸に出て研究に専念。フランス語研究
の先駆者となった。幕府の蕃書調所教授となり、維新後は仏学塾達理堂で多く
の門弟を教えた。

依田源之丞 松代 依田甚兵衛（後に又兵衛）に養子に入る。依田家は象山の姻戚なり。
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氏名 生年 没年 出身 略歴

真田貫道 松代 幕末、明治の松代藩家老。真田桜山と号す。元治元年、京都南門の警衛に従う。
松代縣大参事になる。

三沢清美 松代 松代藩士。
大熊教政 松代 松代藩士。
八田知道 松代 松代町伊勢町に生まれる。和漢の学に精通し、佐久間象山と交友が深かった。

花岡敬三 松代 花岡復斎。明治時代の漢学者。更級郡上氷鉋の人。佐久間象山の門弟となり、
昌平校に学ぶ。象山の上京に従い、凶変後は専ら後進に教授した。

大塚徳郎 1853 松代 明治時代の官吏。嘉永 6 年（1853）松代町に生まれる。明治 7 年（1874）長野
県に出仕、学務課長となり、明治 31 年（1898）更級郡長。

金子成三 長野 善光寺医師
宮下知幹 松代 松代藩士。

関口　雄 長野
明治時代の官吏。弘化 4 年（1847）、上水内郡水内村新町に生まれる。久保雲樵
の二男。後に松代に移り、関口家を嗣。井上馨の信任を得、官界に進出し、明
治 40 年頃、外務省一等書記官となり、一等領事となる。

片山芳林 1855 1921 東京
明治―大正時代の医者。安政２年（1855）江戸南部坂、松代藩邸で生まれる。
明治 14 年（1881）東京大学医学部を卒業し、同大学教授となる。明治 21 年宮
内省侍医局勤務。大正 3 年（1914）侍医頭。大正 10 年（1921）死去。

森松次郎 1855 松代
明治時代の陸軍軍人。安政 2 年（1855）松代町御安に生まれる。明治 17 年（1884）
教導團に入談し、同 11 年陸軍曹長に任じられる。西南戦争、日清、日露の戦役
に出陣し、功績があった。明治 40 年陸軍砲兵大佐に任じられる。

岩下清周 1857 1928 松代

明治―大正時代の銀行家。松代町、代官町に生まれる。安政 4 年（1857）生まれ。
商法講習所 ( 現一橋大 ) 卒後、三井物産パリ支店長、三井銀行支配人などをへて
明治 30 年（1897）北浜銀行設立に加わり、明治 36 年頭取。明治 41 年衆議院議
員 ( 当選 2 回 )。

倉田高順 松代 松代藩士。明治 3 年（1870）医学修行のため上京。

横田秀雄 1862 松代

明治―昭和時代前期の司法官、法学者。文久 2 年（1862）松代に生まれる。横
田正俊の父。小松謙次郎の兄。帝国大学卒。大審院判事をへて、大正 12 年大審
院長となる。虎ノ門事件、一厘事件などの名判決で知られた。大正13年明大学長。
学士院会員。

小松謙次郎 1864 1931 松代

明治―昭和時代前期の官僚。文久 3 年（1864）、松代に生まれ。横田秀雄の弟。
帝国大学卒。司法省に入り、のち逓信省にうつる。通信局長として電信電話の
普及につとめ、明治 44 年逓信次官。大正元年貴族院議員。大正 13 年清浦内閣
の鉄道相。

羽田桂之進 1860 松代

明治―大正時代の製糸家。万延元年（1860）、松代町に生まれる。上京して東京
商法講習所に入り、卒業後渋沢栄一店に入る。明治 26 年（1893）以降、松代に
帰住し、伯父大里忠一郎の後を受け社長となる。晩年象山神社建立会幹事など
を勤める。

大日方良之助 松代 松代藩士。

堀田連太郎 1857 1915 松代
明治時代の政治家。安政 4 年（1857）、松代町に生まれる。長谷川昭道に師事し、
上京して開拓使学校に学び、東京帝国大学採鉱冶金科に入る。明治 15 年三菱に
入社し、吉岡鉱山長となり、明治 30 年農商務省に入り、衆議院議員も勤めた。

丸山丹治 1826 1916 長野 明治―大正時代の医者。文政 9 年（1826）更級郡今井村に生まれる。家業医師
の傍ら寺子屋師匠として読み書きを教えた。大正 5 年（1916）死去。

 ※１　『更級郡・埴科郡人名辞書』、『松代町史』、『象山全集』、『松代小学校沿革史』などより作成
 ※２　掲載の順序は概ね分析した帳面の順である。
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表３－２　法要帳に載る人名一覧（旧松代藩士以外）
氏名 生年 没年 出身 略歴

勝　海舟 東京

幕末明治期の政治家。通称は麟太郎、明治維新後に安芳と改称した。海舟は
号。幕臣の長男として江戸に生まれ、西洋兵学を究めるため蘭学に志し、安政
2(1855) 年から幕府の長崎海軍伝習に参加。安政 6 年帰府すると軍艦操練所教授
方頭取。万延 1(1860) 年には咸臨丸の事実上の艦長として太平洋を横断。文久
2(1862) 年幕政改革の一環として軍艦奉行並に抜擢された。明治 1(1868) 年鳥羽
伏見で敗れた徳川慶喜の東帰後は陸軍総裁に昇り軍事取扱に転じて旧幕府の後
始末に努め、東征軍の江戸総攻撃予定日の前夜に西郷隆盛と談判して戦闘回避
に成功した。明治 5 年（1872）に海軍大輔、6 年 10 月には参議兼海軍卿に任じた。
しかし明治 7 年の台湾出兵に不満で辞任し、以後明治 10 年代にかけては完全に
在野で西郷隆盛復権の運動などにかかわった。

子安　峻 大垣

明治時代の新聞経営者、実業家。大垣藩 ( 岐阜県 ) 藩士子安宗茂の長男。佐久
間象山、大村益次郎らに英語、蘭学を学ぶ。幕府や明治政府で通訳などを勤め、
明治 3(1870) 年、本野盛亨、柴田昌吉らと横浜弁天町に活版印刷所・日就社を設立。
明治 7 年 11 月、日就社より『読売新聞』を創刊。明治 11 年（1878）に出版さ
れた『象山先生詩抄』は日就社から刊行。

山岡鉄舟 東京

幕末維新期の政治家。名は高歩、通称鉄太郎。旗本小野朝右衛門の子として江
戸に生まれた。剣を北辰一刀流千葉周作に、槍を刃心流山岡静山に学び、山岡
家を継ぐ。高橋泥舟の義弟。文久2(1862)年浪士組取締役を拝命。明治1(1868)年、
精鋭隊頭となり徳川慶喜の警護に当たる。その直々の命により西郷隆盛を駿府
に訪い、勝海舟との会談を周旋、徳川家救済と江戸開城に力を尽くした。維新
後は静岡藩権大参事、伊万里県知事などを歴任。明治 14 年（1881）には宮内少
輔に進む。

吉田正春 1921 高知

明治―大正時代の官僚。土佐 ( 高知県 ) 出身。通称は源太郎。号は静海、暦園。
吉田東洋の長男。外務省理事官となり、明治 13 年（1880）ペルシャ国王、トル
コ皇帝に謁見。帰国後「回疆 ( かいきょう ) 探検波斯 ( ペルシヤ ) 之旅」をあら
わした。明治 15 年（1882）憲法制定準備のため伊藤博文の渡欧に随行。従兄後
藤象二郎の参謀として大同団結運動に参画した。

村上政忠 静岡

遠州城東郡佐倉村で開墾に従事。静岡藩の府中奉行所市中取締、開墾御用、横
須賀勤番組頭、のち宮内省出仕。勝海舟の妹・順は、象山の死後勝家へ戻り、
勝家から村上政忠に嫁いだ。順子と政忠との間に生まれた欣子は、政忠の死後、
勝家へ引き取られ、勝家より熊倉家へ嫁ぐ。

小松　彰 1842 1888 松本

明治前期の官僚、のち実業家として活躍。 天保 13 年（1842）、松本藩士の子と
して生まれる。幼名は金八、左右輔。藩校崇教館に学び、上京後は塩谷宕陰や
佐久間象山に師事する。新政府にあっては、倉敷県 ( 岡山県 ) 判事、文部大丞、
豊岡県 ( 兵庫県、京都府 ) 県令などを歴任。明治 15 年（1882）以降、実業界に
転じ、東京株式取引所初代頭取となる。

小松精一 1884 11 月 松本 松本藩士。父は松本藩の侍医で、佐久間象山の門にはいり経書を学んだ。精一
氏は維新後は文部省に入り内務省に転じた。

稲垣徹之進
鉱山技師。稲垣は 1873 年、北海道開拓使仮学校に雇われたアメリカ人のライマ
ンにつき、測量、地質学、数学などを学ぶ。その後鉱山局に移り、筑豊石炭礦
業會第三代総長となる。佐久間家との接点は石坂周造か。

桜井純三（造） 上田 江戸後期から明治時代の武士、官吏。信濃上田藩士。学問をこのむ。維新後、
宮内省につとめ、明治 15 年（1882）宮内大書記官にすすむ。

高畠眉山 1825 1884 徳島

高畠五郎。名は道純。号は眉山。江戸後期-明治時代の武士、官吏。文政8年（1825）
生まれ。高畠耕斎の弟。大坂、江戸で漢学を学び、また蘭学、西洋兵学も修める。
安政 3 年（1856）幕府の蕃書調所教授手伝、元治元年（1864）開成所教授となっ
た。維新後、兵部省・海軍省で翻訳にあたった。明治 17 年（1884）死去。

木村春東 徳川慶喜の侍医、従医。

副島種臣 1828 1905 佐賀

明治期の政治家。文政 11 年（1828）。佐賀藩士・枝吉南濠の二男に生まれる。初
名は竜種、後に種臣と改める。号は蒼海。のちに副島利忠の養子になる。元治
1(1864) 年長崎に行き米国人宣教師フルベッキに師事し、英学、米国憲法を学ぶ。
慶応 3(1867) 年大隈重信と脱藩し江戸に行き、大政奉還を説いたが藩より謹慎処
分を受けた。明治 4(1871) 年外務卿に就任。樺太国境問題をめぐる対露交渉、日
清修好条規批准交渉などに功績をあげたが、征韓論に同調して下野した。枢密院
顧問官・同副議長などを経て、第 2 次松方正義内閣の内務大臣となった。

郷田兼徳 鹿児島 幕末の薩摩藩士、明治期～大正期の官吏。永口県小参事、青森県県令。

黒川良安 1817 1890 富山

江戸後期－明治時代の医師。文化 14 年（1817）生まれ。越中 ( 富山県 ) 出身。
名は弼。号は静淵 , 自然。長崎で吉雄権之助にオランダ語を、シーボルトに医学
をまなび、江戸にでて坪井信道に師事。佐久間象山とオランダ語、漢学の交換
教授を行った。のち加賀金沢藩医となり、藩校壮猶館教授、種痘所頭取、医学
館総督医などを歴任した。明治 23 年（1890）死去。
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杉田玄瑞 愛知
三河出身の蘭学者で杉田玄白の曾孫で後裔者。若狭小浜藩医になり蕃書調所・
洋書調所教授、外国奉行支配翻訳御用頭取などを歴任した。開成所教授の蘭学
教授として、新島襄等の多くの人材を育て、東京神田に共立病院を創立した。

鴻　雪年 1861 1936 東京 江戸出身。初名は茲命 ( これな )。明治 - 昭和時代前期の宗教家。文久元年（1861）
生まれ。浅野長勲の弟。鴻雪爪(せっそう)の養子となり、神道御岳教管長をつとめた。

山田顕義 1844 山口

明治前期の陸軍軍人、政治家。弘化元年（1844）生まれ。長州 ( 萩 ) 藩士で藩
の海軍頭を務めた山田顕行の長男。吉田松陰門下のひとり。戊辰戦争では東征
大総督参謀として活躍。明治 2 年 (1869) 兵部大丞に就任。明治 4 年に陸軍少将 ,
岩倉遣外使節団の一員としてヨーロッパを視察。佐賀の乱、西南戦争に従軍し、
反乱士族を鎮圧。明治 11 年 (1878) 中将。参議をつとめる一方、工部卿、内務卿、
司法卿を歴任。第1次伊藤内閣の司法相に就任し、以後黒田内閣、第1次山県内閣、
第 1 次松方内閣でも留任した。法典整備に尽力し、皇典講究所 ( 現国学院大学 )、
日本法律学校 ( 現日本大学 ) の設立にも関わる。

西村茂樹 1828 1902 千葉

明治時代の啓蒙思想家。名は重器または茂樹。文政 11 年（1828）、佐倉藩支藩佐野
藩の執政西村芳郁の長男に生まれる。安井息軒らに儒学を学び、蘭学を佐久間象山、
英学を手塚律蔵に学ぶ。明治維新後啓蒙活動に従事した。明治７(1874) 年福沢諭吉、
森有礼らと明六社を結成し『明六雑誌』に盛んに投稿した。明六社中の保守派で、
道義の一筋を通そうとし道徳と政治の一致を説き、のちに幕末の討幕運動の不道徳
性を批判した。明治 9 年（1876）杉亨二、坂谷素らと東京修身学社を創立し、のち
に日本講道会、さらに日本弘道会と改めて日本道徳の再建に努力した。

宍戸　璣 1829 1901 山口

幕末 - 明治時代の武士、政治家。本姓は安田。名は敬宇。字 ( あざな ) は世衡。
通称はほかに辰之助、半蔵。文政 12 年（1829）長門 ( 山口県 ) 萩藩士の家に生
まれる。山県太華の養子となり、安積艮斎にまなぶ。第 2 次幕長戦争では、宍
戸備後助と名をかえた。維新後、山口藩権大参事、司法大輔。元老院議官など
を歴任。貴族院議員。子爵。

馬越恭平 1844 1933 岡山

明治 ･ 大正 ･ 昭和前期の実業家。弘化元年（1844）、備中国 ( 岡山県 ) 後月郡木之
子村の医家に生まれる。13 歳のとき大坂鴻池に丁稚奉公し商人を志す。維新後上
京、井上馨の先収会社を経て、明治 9 年（1876）設立の三井物産へ入社。やがて
重役になる。明治 39 年（1906）独占会社大日本麦酒の発足とともに同社長に就任。

高崎正風 1836 1912 鹿児島

明治政府の官僚、歌人。天保 7（1836）、幕末の薩摩 ( 鹿児島 ) 藩士、髙橋五郎右
衛門の子。文久３(1863) 年 8 月、会津藩 ( 福島県 ) 藩士秋月悌二郎らと尊攘派排撃
を要請、京都留守居役となる。慶応 3(1867) 年武力討幕方針に反対し、藩政府の主
流から隔たった。官歴は左院少議官、侍補、宮中顧問官、枢密顧問官。また八田
知紀に学び桂園派の歌人。明治 21(1888) 年御歌所長を兼ね、終世その職にあった。

津田真道 1829 岡山

明治初期の啓蒙思想家。文政 12 年（1829）、美作国 ( 岡山県 ) 津山藩出身。江
戸に出て箕作阮甫に蘭学、佐久間象山に兵学を学ぶ。蕃書調所教授手伝並とな
り、西周を知る。西らとともにオランダに留学し、フィセリングに師事して法学、
経済学を修めて慶應元年（1865）に帰国。日本で最初の近代法学書『泰西国法論』
を出版した。維新政府に出仕し、日清修好条規締結に際して全権副使を務めた。
この後、元老院議官、東京学士会院会員、衆議院副議長 ( 初代 ) を歴任。

加藤弘之 1836 1916 兵庫

明治期の指導的思想家。初代東京大学綜理。天保 7 年（1836）、但馬国出石藩 ( 兵
庫県出石郡 ) 生まれ。藩校弘道館に学び、のちに江戸に出て佐久間象山や大木
仲益らに入門、蘭学を学ぶ。万延 1(1860) 年蕃書調所教授手伝となり法学、哲
学などと共にドイツ語を学び始める。元治１(1864) 年には幕臣となり開成所教
授職並に任ぜられる。維新後は新政府に出仕、大学大丞、文部大丞、外務大丞
などを歴任。明治８(1875) 年元老院議官、10 年初代東京大学綜理、さらに 23
年に帝国大学総長に就任。貴族院議員に勅選される。

中村正直 1832 1891 東京

啓蒙思想家、教育者。天保 3 年（1832）、江戸麻布 ( 港区麻布狸穴付近 ) に生ま
れる。二条城交番同心中村武兵衛の長男。諱 は正直、号は敬宇。16 歳で昌平
黌に入り、教授方を経て文久２(1862) 年佐藤一斎の後を継いで御儒者となった。
慶応２(1866) 年江戸幕府留学生の取締役として英国に留学し。帰国後 S. スマイ
ルズの『西国立志編』(1871) などを訳出し、明治初期の啓蒙に大きく貢献した。
明治 8 年東京女子師範学校長。

平山省斎 1815 1890 福島

明治前期の神道家。神道大成教および御岳教の初代管長。文化 12 年（1815）に
奥州三春 ( 福島県 ) の生まれ、20 歳のとき江戸に遊学。漢学、国学などを学び、
嘉永３(1850) 年、幕府の小普請平山源太郎の養子となり家督を継ぐ。幕末には徳
川慶喜側近として外国奉行などを務める。明治 5(1872) 年に教導職。明治 15 年

（1882）敬神愛国を唱える神道大成派が一派独立すると、その初代管長となった。

磯部最信 1821 1898 
江戸後期－明治時代の神道家。文政 4 年（1821）、田安家の家臣の家に生まれる。
六人部是香の影響で国学をまなぶ。維新後相川県権参事をつとめる。明治 12 年

（1879）平山省斎と大成教会を設立。明治 23 年（1890）平山の没後管長となった。
※『国史大辞典』、『明治維新人名辞典』、『朝日日本歴史人名事典』、各種インターネット検索サイトより作成
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は
じ
め
に

松
代
城
は
昭
和
六
十
年
か
ら
史
跡
環
境
整
備
事
業
の
一
環
と
し
て
発
掘
調
査
が
実
施

さ
れ
、
本
丸
・
二
の
丸
の
一
部
を
中
心
と
し
た
城
郭
域
の
史
跡
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
松
代
城
の
南
西
部
に
位
置
す
る
花
の
丸
に
お
い
て
は
史
跡
指
定
の
範
囲

か
ら
外
れ
て
お
り
現
在
は
宅
地
と
な
っ
て
い
る
（
図
１
）。

花
の
丸
に
関
し
て
は
平
成
四
年
度
か
ら
六
年
度
に
か
け
て
神
田
川
改
修
に
伴
う
発
掘

調
査
を
行
い
、
花
の
丸
の
南
西
部
分
に
お
い
て
百
間
堀
や
花
の
丸
外
郭
を
め
ぐ
る
堀
の

存
在
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る（
１
）。
し
か
し
、
史
跡
の
保
存
・
整
備
を
目
的
と
し
た
発
掘

調
査
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
に
文
献
や
絵
図
史
料
を
裏
付
け
る
よ
う
な
御
殿

の
遺
構
や
遺
物
な
ど
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

平
成
二
十
年
、
花
の
丸
地
区
の
下
水
道
敷
設
工
事
に
伴
い
埋
蔵
文
化
財
の
記
録
保
存

を
目
的
と
し
た
発
掘
調
査
を
行
っ
た（
２
）。
当
初
は
道
路
路
盤
工
や
既
設
の
水
道
管
な
ど
に

よ
る
撹
乱
の
た
め
旧
状
を
と
ど
め
な
い
も
の
と
想
定
さ
れ
た
が
、
調
査
の
結
果
比
較
的

良
好
に
遺
構
が
遺
存
し
て
い
る
状
況
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。発
掘
調
査
の
成
果
を
文
献
・

絵
図
史
料
と
の
比
較
に
よ
っ
て
検
証
す
る
。

一
．
史
料
に
見
る
花
の
丸
の
歴
史

花
の
丸
に
御
殿
が
建
て
ら
れ
た
の
は
明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）
と
さ
れ
て
い
る（

３
）。
こ

れ
以
前
は
、「
御
家
古
事
見
聞
録
」
の
中
で
、
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
の
火
災
時
、

花
の
丸
の
茶
屋
に
藩
主
が
避
難
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
藩
主
の
遊
園
の
地
と
し

て
な
ん
ら
か
の
建
物
が
存
在
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（
４
）。
こ
の
火
災
に
よ
り
、
本

丸
・
二
の
丸
・
三
の
丸
が
全
焼
し
た
た
め
、
本
丸
の
殿
舎
が
再
建
す
る
ま
で
の
間
、
花

の
丸
に
仮
の
御
殿
が
建
て
ら
れ
た
と
さ
れ
る
が
こ
の
仮
の
御
殿
に
関
す
る
記
述
は
現
在

の
と
こ
ろ
「
真
武
外
伝
」（

５
）に

認
め
ら
れ
る
の
み
で
、絵
図
な
ど
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、

こ
れ
以
上
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
の
火
災
に
よ
る
焼
失
か
ら
本
丸
御
殿
が
再
建
さ
れ
、
普

請
が
完
了
し
た
の
は
同
一
三
年
（
一
七
二
八
）
で
あ
っ
た（

６
）。
こ
の
間
、
花
の
丸
に
建
て

松
代
城
花
の
丸
の
調
査
成
果

塚　

原　

由　

実

図１　松代城縄張想定図
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ら
れ
た
仮
の
御
殿
が
機
能
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
本
丸
再
建
後
の
花
の
丸
の
状
態
は

ど
う
で
あ
っ
た
の
か
、
絵
図
か
ら
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
の

戌
の
満
水
に
よ
る
城
内
の
被
害
状
況
を
記
し
た
修
復
願
絵
図
「
信
濃
國
川
中
嶋
松
代
城

石
築
直
堀
浚
窺
絵
図
」（
絵
図
１
）
に
は
、花
の
丸
部
分
に
「
居
宅
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、本
丸
再
建
後
も
居
宅
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
寛
延
四
年
（
一
七
五
一
）
の
高
田
地
震
に
よ
っ
て
花
の
丸
は
被
害
を
受

け
、
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
に
た
た
み
置
き
が
決
定
す
る
。
こ
れ
以
後
は
、
射
芸
の

場
と
し
て
使
用
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る（
７
）。

そ
の
後
、
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
の
水
害
に
よ
り
、
本
丸
を
は
じ
め
城
内
各
所
が

甚
大
な
被
害
を
受
け
た（
８
）。
こ
の
水
害
か
ら
三
年
後
の
明
和
五
年
（
一
七
六
八
）、
花
の

丸
で
地
鎮
が
行
わ
れ
、
同
七
年
（
一
七
七
〇
）
に
は
花
の
丸
御
殿
の
普
請
が
完
了
し
て

い
る
。
こ
れ
以
降
、
本
丸
か
ら
花
の
丸
へ
政
務
・
藩
主
の
居
住
の
場
が
移
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た（
９
）。
明
和
二
年
の
水
害
を
き
っ
か
け
に
、
こ
れ
ま
で
度
重
な
る
水
害
に
見
舞
わ

れ
た
本
丸
を
た
た
み
置
き
、
花
の
丸
に
御
殿
の
機
能
を
移
転
さ
せ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

ま
た
、
花
の
丸
御
殿
の
普
請
と
連
動
す
る
よ
う
に
明
和
六
年
（
一
七
六
九
）
に
は
千

曲
川
の
瀬
替
え
が
行
わ
れ

て
お
り
、
松
代
城
の
真
横

を
流
れ
て
い
た
川
筋
は
、

さ
ら
に
西
側
へ
と
移
さ
れ

て
い
る）

（（
（

。

こ
の
よ
う
に
火
災
や
水

害
な
ど
の
災
害
を
契
機
に

本
丸
と
花
の
丸
の
間
に
は

機
能
分
担
の
相
互
関
係
が

認
め
ら
れ
、
そ
の
都
度
必

要
に
応
じ
た
建
て
継
ぎ
や

た
た
み
置
き
が
行
わ
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
て
い
る）

（（
（

。

花
の
丸
御
殿
は
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
火
災
に
よ
っ
て
焼
失
し
て
し
ま
う
。
翌
安

政
元
年
（
一
八
五
四
）
に
は
再
建
に
取
り
掛
か
り
、
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
に
よ
う

や
く
奥
向
の
普
請
が
完
了
し
て
い
る）

（（
（

。
万
延
元
年
の
花
の
丸
御
殿
再
建
後
の
指
図
は
現

在
３
点
確
認
さ
れ
て
い
る
（
表
１
）
が
い
ず
れ
も
貼
り
紙
や
朱
書
き
が
加
え
ら
れ
、
再

建
後
も
増
築
が
繰
り
か
え
さ
れ
た
様
子
が
伺
え
る
。

明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
の
版
籍
奉
還
後
、
十
代
藩
主
真
田
幸
民
は
知
藩
事
に
任
命

さ
れ
、
花
の
丸
御
殿
は
藩
庁
舎
と
な
っ
た）

（（
（

。
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
の
廃
城
後
は
真

田
氏
の
邸
宅
と
し
て
取
り
壊
し
を
免
れ
た
も
の
の
、翌
六
年
（
一
八
七
三
）
放
火
に
よ
っ

て
焼
失
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
城
地
は
家
禄
奉
還
の
士
族
に
払
い
下
げ
ら
れ
、
桑
畑
と

な
っ
た
時
期
が
あ
っ
た
。こ
の
状
況
を
悲
嘆
し
た
真
田
氏
は
本
丸
跡
地
の
買
収
に
努
め
、

明
治
三
十
七
年
に
は
遊
園
地
と
し
て
一
般
に
開
放
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
花
の
丸
に

関
し
て
は
戦
後
、
宅
地
と
な
り
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

二
．
発
掘
調
査
の
成
果

（
一
）
調
査
概
要

発
掘
調
査
は
、
下
水
道
敷
設
工
事
に
伴
う
も
の
で
、
工
事
と
並
行
し
て
行
わ
れ
た
。

下
水
管
埋
設
の
た
め
の
掘
削
坑
幅
一
．
五
～
二
ｍ
の
施
工
範
囲
内
で
堆
積
土
層
の
確
認

を
目
的
と
し
た
。
調
査
範
囲
は
広
範
囲
に
及
ぶ
た
め
、
便
宜
上
Ⅰ
～
Ⅲ
の
三
つ
の
区
画

に
区
分
し
た
（
図
２
）。
さ
ら
に
特
筆
す
べ
き
成
果
が
あ
っ
た
箇
所
を
Ａ
～
Ｈ
地
点
と

し
た
。
調
査
区
ご
と
の
成
果
を
史
料
と
比
較
し
な
が
ら
検
討
す
る
。

（
二
）
Ⅰ
区
の
調
査
の
成
果

Ⅰ
区
は
花
の
丸
の
西
端
に
位
置
し
、
北
東
方
向
に
走
る
道
路
で
あ
る
。
百
間
堀
に
接

す
る
水
除
土
手
と
花
の
丸
外
延
部
分
に
相
当
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
調
査
で
は
建
物

に
関
連
す
る
遺
構
な
ど
は
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
Ａ
地
点
の
堆
積
土
層
か
ら

二
の
丸
北
西
部
に
接
続
す
る
土
塁
、
い
わ
ゆ
る
水
除
土
手
と
想
定
さ
れ
る
痕
跡
が
確
認

絵図１　 「信濃國川中嶋松代城石築直堀浚
窺絵図」（真田宝物館）
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さ
れ
た
。
水
除
土
手
は
千
曲
川
の
氾
濫
に
よ
る
水
害
対
策
と
し
て
、
二
の
丸
の
北
東
部

か
ら
花
の
丸
の
西
部
に
か
け
て
め
ぐ
ら
せ
た
土
手
で
あ
り
、
文
政
十
年
（
一
八
二
七
）

に
は
普
請
が
完
了
し
て
い
る）

（（
（

。
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
の
善
光
寺
地
震
に
よ
る
被
害

状
況
を
記
し
た
絵
図
『
信
濃
國
松
代
城
櫓
塀
損
所
覚
』（
絵
図
３
）
に
水
除
土
手
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。

Ａ
地
点
で
は
土
手
の
堆
積
が
西
側
へ
落
ち
込
む
の
が
確
認
さ
れ
た
た
め
二
の
丸
側
か

ら
百
間
堀
へ
と
落
ち
込
む
傾
斜
部
分
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
Ｂ
地
点
で
は
こ
れ
ま
で
Ａ
地
点
で
確
認
さ
れ
た
土
塁
の
堆
積
と
は
大
き
く
異

な
り
、
盛
土
の
様
相
を
呈
す
る
。
ま
た
、
Ｂ
地
点
よ
り
南
は
盛
土
の
堆
積
が
続
く
の
が

確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
Ｂ
地
点
付
近
が
水
除
土
手
と
花
の
丸
曲
輪
の
境
界
地
点

で
あ
る
と
と
も
に
花
の
丸
造
成
時
に
人
為
的
な
盛
土
を
施
し
た
状
況
が
想
定
で
き
る
。

（
三
）
Ⅱ
区
の
調
査
成
果

Ⅱ
区
は
外
堀
想
定
地
に
位
置
し
て
お
り
、
現
地
は
周
辺
よ
り
も
一
ｍ
以
上
低
い
窪
地

で
あ
る
こ
と
が
視
認
で
き
る
。
外
堀
は
多
く
の
縄
張
り
図
に
東
西
六
九
間
、
南
北
二
九

間
と
記
さ
れ
、
幕
末
に
描
か
れ
た
『
海
津
城
内
真
景
図
』）

（（
（

（
絵
図
４
）
に
は
船
着
場
や

花
の
丸
接
岸
部
の
石
垣
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
。

Ｃ
地
点
は
外
堀
の
接
岸
部
に
あ
た
る
。
こ
の
地
点
を
境
に
東
側
は
堀
の
堆
積
が
、

西
側
は
花
の
丸
の
盛
土
が
確
認
さ
れ
た
。
堀
際
で
は
木
杭
列
が
検
出
さ
れ
、
護
岸
用

の
杭
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
多
量
の
陶
磁
器
や
瓦
が
出
土
し
た
。
肥
前
系

磁
器
お
よ
び
瀬
戸
美
濃
系
陶
磁
器
が
主
体
で
あ
り
概
ね
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀

以
降
の
様
相
を
示
し
て
い
る
。
完
形
品
は
認
め
ら
れ
ず
全
て
破
片
で
あ
る
こ
と
か
ら
、 絵図２　「花ノ丸御殿払下地割図」（松代公民館）

図２　調査区分図
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花
の
丸
御
殿
の
普
請
後

に
外
堀
に
廃
棄
さ
れ
た

も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

Ｄ
地
点
で
は
高
さ

一
．
二
ｍ
の
石
垣
が
検

出
さ
れ
た
（
写
真
１
）。

石
垣
の
面
は
北
を
む
い

て
お
り
、
外
堀
と
直
交

す
る
形
状
を
示
す
。
こ

の
石
垣
に
関
し
て
、
二

つ
の
絵
図
よ
り
そ
の
性

格
を
考
察
し
た
い
。

ま
ず
『
海
津
城
内
真

景
図
』
は
花
の
丸
を
北
方
向
か
ら
描
い
て
お
り
、
外
堀
の
花
の
丸
接
岸
部
分
に
石
垣

が
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
様
子
が
見
て
取
れ
る
。
こ
れ
以
外
の
部
分
は
土
手
と
し
て
描

い
て
お
り
、
花
の
丸
接
岸
部
の
み
が
石
垣
に
な
っ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
検
出
さ

れ
た
石
垣
は
図
中
矢
印
の
部
分
の
石
垣
に
相
当
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
八
代
藩
主
真
田
幸
貫
の
作
と
さ
れ
る
「
曲
大
直
小
図
」）

（は
（

（
絵
図
５
）
も
ま
た

花
の
丸
を
北
西
方
向
か
ら
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
左
下
隅
に
は
「
堀
」
と
書
か
れ
た
外

堀
が
あ
り
、そ
こ
か
ら
花
の
丸
御
殿
北
園
の
泉
水
に
つ
な
が
る
水
路
が
描
か
れ
て
い
る
。

検
出
さ
れ
た
石
垣
は
、
お
そ
ら
く
外
堀
と
こ
の
水
路
を
つ
な
ぐ
導
入
部
に
相
当
し
、
花

の
丸
御
殿
側
（
南
側
）
の
壁
と
想
定
さ
れ
る
。
い
ず
れ
の
絵
も
描
か
れ
た
視
点
が
異
な

り
制
作
年
代
に
関
し
て
も
不
明
な
点
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
両
者
の
比
較
に
よ
っ
て
石

垣
の
性
格
を
想
定
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
各
々
の
視
点
か
ら
石
垣
の
性
格
を
分
析
す
る
に

と
ど
め
た
。
調
査
で
は
石
垣
内
部
の
盛
土
か
ら
十
七
世
紀
末
～
十
八
世
紀
末
に
比
定
さ

れ
る
肥
前
系
の
磁
器
碗
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
石
垣
が
設
け
ら
れ
た
年

代
は
、
早
く
て
も
十
七
世
紀
末
を
遡
ら
な
い
と
い
え
よ
う
。

Ｅ
地
点
に
お
い
て
も
石
積
み
が
確
認
さ
れ
て
い
る（
写
真
２
）。『
海
津
城
内
真
景
図
』

に
お
い
て
は
、
ち
ょ
う
ど
外
堀
と
三
の
堀
に
よ
っ
て
筋
違
い
に
な
る
通
路
部
分
か
ら
外

堀
の
南
に
か
け
て
伸
び
る
部
分
（
以
下
、
外
堀
南
端
部
）
に
相
当
す
る
。
し
か
し
、
石

積
み
内
部
の
盛
土
よ
り
出
土
し
た
陶
磁
器
の
年
代
か
ら
明
治
期
以
降
の
近
代
の
石
積
み

で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
堆
積
し
た
土
層
か
ら
、
江
戸
時
代
の
堀
際
も
概
ね
こ
の
ラ
イ

ン
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

（
四
）
Ⅲ
区
の
調
査
成
果

Ⅲ
区
は
三
の
丸
か
ら
花
の
丸
へ
の
通
路
と
想
定
さ
れ
る
道
路
と
花
の
丸
御
殿
を
東
西

に
横
断
す
る
よ
う
に
走
る
道
路
で
あ
る
。

ま
ず
、
Ｆ
地
点
は
三
の
丸
か
ら
花
の
丸
へ
の
通
路
と
想
定
さ
れ
る
。
絵
図
で
は
三
の

丸
か
ら
花
の
丸
へ
の
通
路
は
外
堀
と
三
の
堀
に
よ
っ
て
筋
違
い
の
様
相
を
呈
し
、
こ
の

よ
う
に
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
た
め
、
当
初
調
査
で
は
、
外
堀
南
端
部
を
横
断

し
、
堀
の
堆
積
が
確
認
で
き
る
も
の
と
予
想
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
Ｆ
地
点
の
北
面
で

は
堀
の
堆
積
が
認
め
ら
れ
た
も
の
の
、
南
面
は
多
量
の
炭
化
物
を
含
む
焼
土
の
層
が
厚

く
堆
積
し
て
い
た
。
火
災
後
の
処
理
の
た
め
、
整
地
の
際
に
焼
土
を
含
ん
だ
土
を
外
堀

絵図３　 「信濃國松代城櫓塀損所覚」（真田宝物館）

写真１　Ｄ地点検出石垣

写真２　Ｅ地点検出石積
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絵
図

４
　「

海
津

城
内

真
景

図
」（

真
田

宝
物

館
）

絵
図

５
　「

曲
大

直
小

図
」（

真
田

宝
物

館
）
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の
南
端
部
に
廃
棄
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
焼
土
層
に
伴
い
、
年
代
を
決
定

付
け
る
よ
う
な
遺
物
の
出
土
は
認
め
ら
れ
な
い
た
め
、
火
災
の
時
期
ま
で
は
判
断
が
つ

か
な
い
。

Ｇ
地
点
は
土
層
の
堆
積
が
盛
土
か
ら
堀
の
堆
積
へ
と
切
り
替
わ
っ
て
い
く
様
子
が
う

か
が
え
た
。
明
治
七
年
の
『
花
ノ
丸
御
殿
払
下
地
割
図
』）

（（
（

（
絵
図
２
）
と
比
較
す
る
と
、

花
の
丸
の
外
周
を
め
ぐ
る
三
の
堀
部
分
に
相
当
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
Ｇ
地
点
よ
り
北
側
で
は
現
在
の
地
表
よ
り
約
六
〇
㎝
下
の
辺
り
か
ら
建
物
の
礎

石
と
思
わ
れ
る
石
材
が
出
土
し
て
い
る
。
検
出
し
た
石
材
の
中
に
は
、
五
輪
塔
の
火
輪

や
地
輪
が
含
ま
れ
、
検
出
状
況
か
ら
礎
石
と
し
て
転
用
さ
れ
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。

五
輪
塔
は
松
代
城
の
調
査
に
お
い
て
も
出
土
し
て
お
り
、
二
の
丸
御
殿
の
礎
石
や
本
丸

石
垣
の
裏
栗
石
へ
の
転
用
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
Ｅ
地
点
の
南
、
三
の
堀
際
に
想

定
さ
れ
る
地
点
に
お
い
て
も
五
輪
塔
石
材
が
確
認
さ
れ
た
。
花
の
丸
盛
土
の
最
下
層
部

分
か
ら
空
風
輪
・
水
輪
・
地
輪
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
築
城
以
前
、
松

代
城
一
帯
に
五
輪
塔
を
建
て
る
よ
う
な
場
が
存
在
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

Ｈ
地
点
は
花
の
丸
御
殿
を
東
西
に
横
断
す
る
道
路
上
に
位
置
し
て
い
る
。
Ｈ
地
点
を

中
心
に
複
数
の
石
材
が
検
出
さ
れ
た
。こ
れ
ら
の
石
材
は
平
坦
面
を
上
に
向
け
て
お
り
、

建
物
の
礎
石
と
し
て
使
用
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
石
材
は
現
在
の
地
表
よ
り
一
一
〇

㎝
程
度
下
の
部
分
に
集
中
し
て
お
り
、
炭
化
物
を
含
む
焼
土
に
覆
わ
れ
て
い
た
。
現
地

表
下
一
一
〇
㎝
の
レ
ベ
ル
が
当
時
の
地
表
面
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

Ⅲ
区
の
調
査
で
は
堆
積
土
層
の
断
面
に
炭
化
物
を
含
む
焼
土
層
を
確
認
し
て
い
る
。

焼
土
の
堆
積
は
薄
い
も
の
で
あ
る
が
、
現
在
の
地
表
面
よ
り
約
六
〇
㎝
下
と
約
一
一
〇

㎝
下
の
二
層
に
わ
た
っ
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。
前
述
の
通
り
、
花
の
丸
御
殿
は
嘉
永
六

年
（
一
八
五
三
）
と
廃
城
後
の
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
の
二
度
の
火
災
に
よ
り
焼
失

し
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る）

（（
（

。年
代
を
決
定
付
け
る
遺
物
の
出
土
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、

二
層
の
焼
土
層
は
二
度
の
火
災
の
記
録
と
整
合
す
る
も
の
で
、
上
層
は
明
治
六
年
の
火

災
、
下
層
は
嘉
永
六
年
の
火
災
に
関
連
す
る
も
の
と
想
定
し
た
い
。

ま
た
、
Ｈ
地
点
で
は
石
材
と
焼
土
が
検
出
さ
れ
た
地
表
下
一
一
〇
㎝
よ
り
も
さ
ら
に

下
層
（
現
地
表
下
約
一
五
〇
㎝
）
に
お
い
て
平
坦
面
を
上
に
向
け
た
石
材
が
数
点
検
出

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
礎
石
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
明
和
五
年
の
花
の
丸
御
殿
普
請
以
前

に
存
在
し
た
建
物
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
明
和
期
以
前
の
花
の
丸
に
関
す
る
記
述

は
少
な
く
、
何
ら
か
の
建
物
が
存
在
し
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
絵
図
な
ど
は
現

在
の
と
こ
ろ
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
石
材
に
伴
う
遺
物
は
認
め
ら
れ
な
い
た
め
、

あ
く
ま
で
も
推
測
の
域
を
出
な
い
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
花
の
丸
御
殿
に
関
す
る
絵
図
は
現
在
複
数
点
確
認
さ
れ
て
い
る
（
表
１
）。

こ
の
う
ち
再
建
後
の
も
の
は
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
の
絵
図
が
知
ら
れ
て
い
る
。
貼

り
紙
や
書
き
足
し
が
多
く
認
め
ら
れ
、
再
建
後
も
建
て
継
ぎ
が
行
わ
れ
て
い
た
様
子
が

う
か
が
え
る
。
い
ず
れ
の
絵
図
も
細
部
に
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
検
出
し
た
礎
石
が
実

際
に
絵
図
中
の
柱
配
置
と
合
致
す
る
か
は
平
面
で
の
発
掘
調
査
を
行
わ
な
い
限
り
明
確

に
で
き
な
い
。
ま
た
、
火
災
後
の
整
地
に
よ
り
礎
石
が
抜
き
取
ら
れ
る
場
合
や
、
元
位

置
か
ら
動
い
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
絵
図
と
の
照
合
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
今
回
の
調
査

で
礎
石
と
思
わ
れ
る
石
材
の
検
出
に
よ
っ
て
、
な
ん
ら
か
の
建
物
が
存
在
し
て
い
た
こ

と
、
少
な
く
と
も
二
度
の
火
災
の
痕
跡
が
明
ら
か
と
な
っ
た
こ
と
は
大
き
な
成
果
と
言

え
る
。

三
．
花
の
丸
御
殿
指
図
と
御
殿
位
置
の
推
定

以
上
の
よ
う
に
花
の
丸
の
調
査
成
果
を
絵
図
と
照
合
し
な
が
ら
検
討
を
行
っ
た
が
、

最
後
に
調
査
の
成
果
と
絵
図
を
重
ね
る
こ
と
で
御
殿
の
位
置
を
推
定
し
た
い
。

花
の
丸
御
殿
の
指
図
は
数
点
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
嘉
永
六
年
の
火
災
に
よ
る
焼
失

以
前
の
御
殿
を
記
し
た
も
の
と
再
建
後
の
御
殿
を
記
し
た
も
の
と
に
分
類
で
き
る
。
こ

の
う
ち
、
柱
間
が
記
さ
れ
建
物
の
規
模
が
推
定
で
き
る
も
の
を
抽
出
し
た
。

ま
ず
、『
花
御
丸
御
殿
向
御
普
請
図
』）

（（
（

（
以
下
絵
図
６
）
は
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
と

記
さ
れ
て
お
り
、
再
建
後
の
御
殿
を
描
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
御
殿
お
よ
び
周
囲
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を
め
ぐ
る
塀
が
描
か
れ
、
敷
地
の
形
態
が
明
確
で
あ
る
。
貼
り
紙
が
認
め
ら
れ
、
建
て

継
ぎ
が
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

次
に
『
花
之
御
丸
表
御
殿
御
絵
図
』）

（（
（

（
絵
図
７
）
は
、
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
に
写

し
た
と
い
う
記
載
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
嘉
永
六
年
の
火
災
以
前
の
御
殿
を
記
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
火
災
の
前
後
に
よ
っ
て
部
屋
数
な
ど
の
変
化
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、

表
向
・
奥
向
の
配
置
な
ど
基
本
的
な
構
造
に
大
き
な
変
化
は
な
い
。
特
に
書
院
部
分
は

間
取
り
や
規
模
が
近
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
焼
失
前
の
御
殿
の
形
態
を
受
け
継
い
で

い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

図
３
・
４
で
は
調
査
区
と
明
治
七
年
の
『
花
ノ
丸
御
殿
払
下
地
割
図
』（
絵
図
２
）
よ

絵図７　「花之御丸表御殿絵図面」（真田宝物館）
絵図６　「花御丸御殿向御普請図」

　（長野市立博物館）

図３　花の丸御殿想定図①
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り
堀･

泉
水
路
・
水
除
土
手
・
百
間
堀
を
ト
レ
ー
ス
し
た
も
の
に
絵
図
６
・
７
そ
れ
ぞ

れ
の
ト
レ
ー
ス
を
重
ね
て
い
る）

（（
（

。
お
お
ま
か
で
は
あ
る
が
こ
れ
に
よ
り
花
の
丸
御
殿
の

位
置
と
規
模
が
想
定
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
図
は
あ
く
ま
で
も
、
今
回
の
調
査

に
よ
っ
て
想
定
さ
れ
る
花
の
丸
曲
輪
と
検
出
さ
れ
た
数
点
の
礎
石
に
基
づ
い
た
も
の

で
、
今
後
の
調
査
や
絵
図
や
文
献
の
記
載
内
容
の
精
査
に
よ
っ
て
大
き
く
変
わ
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
花
の
丸
御
殿
の
位
置
を
推
定
す
る
こ
と
で
、
花
の
丸
の
保
全

を
進
め
る
た
め
の
資
料
と
し
て
提
示
し
た
い
。

名　　称 年　代 西暦 内容・性格 所　　蔵

花之御丸表御殿御絵図面 文化３（写） 1806 文化３年に写す。表御殿のみが描かれる。
真田宝物館　

大平家旧蔵

（花の丸御殿図） （江戸） 花の丸のどこの部分を描いたもの
かは不明。 真田宝物館

城内間取図 （江戸）
図面５枚（花の丸か）1 御玄関、
2大書院、3小書院、4御居間、5
評定所ノ図

真田宝物館　
前島家旧蔵

御殿見取図 （幕末） 表御殿のみが描かれる。 真田宝物館　
前島家旧蔵

松代花丸之図 万延元年 1860「御事蹟類典」付録。朱書きにより増築部分を書き足す。
長野県立図書館　

飯島文庫

花御丸御殿向御普請図面 万延元年 1860 貼紙が多い。新長局が記される。 長野県立歴史館　
関川千代丸収集文書

花御丸御殿図 （明治） 御殿・庭・泉水などが着色して描
かれる。

長野県立歴史館　
関川千代丸収集文書

花御丸御殿向御普請図 万延元年 1860 貼紙により増築部分・2階部分が足されている。
長野市立博物館　

浦野家文書

花之丸御殿払下地割図 明治７年 1874「松代旧城郭絵図」（長野県立歴史館蔵）と一連の絵図。 松代公民館

花御丸御殿絵図面 明治以降 長岡助治郎が様々な資料を元に作
成。 松代小学校

（藩邸指図） （江戸） 役所・長局部分は描かれていない。国文学研究資料館　真田家文書

表１　花の丸御殿関連絵図

図４　花の丸御殿想定図②
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お
わ
り
に

花
の
丸
は
こ
れ
ま
で
史
跡
指
定
の
範
囲
外
に
あ
る
た
め
、
埋
蔵
文
化
財
の
整
備
・
保

存
に
関
す
る
調
査
な
ど
は
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
絵
図
や
文
献
な
ど
で

は
花
の
丸
御
殿
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
た
が
、
遺
構
と
し
て
は
未
確
認
の
状
態
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
今
回
の
調
査
に
お
い
て
花
の
丸
御
殿
の
存
在
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
ま

た
二
度
の
火
災
を
受
け
た
痕
跡
は
文
献
史
料
の
記
録
と
も
一
致
す
る
も
の
で
あ
り
、
火

災
を
裏
付
け
る
大
き
な
成
果
を
得
た
。
当
初
は
宅
地
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
も
あ
り
、

既
設
の
ガ
ス
管
や
道
路
路
盤
工
に
よ
っ
て
、
遺
構
は
著
し
く
破
壊
を
受
け
て
い
る
も
の

と
思
わ
れ
た
が
、
比
較
的
良
好
に
遺
存
し
て
い
る
こ
と
が
明
確
と
な
っ
た
。
し
か
し
、

今
回
の
下
水
道
管
埋
設
工
事
に
よ
る
掘
削
に
よ
っ
て
花
の
丸
の
遺
構
が
破
壊
さ
れ
た
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
今
後
花
の
丸
が
史
跡
範
囲
に
含
ま
れ
、
城
地
全
体
が
保
全
さ
れ

る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

註（
１
）　

長
野
市
の
埋
蔵
文
化
財
報
告
書
第
７
３
集　

松
代
城
跡　

長
野
市
教
育
委
員
会

１
９
９
５

（
２
）　

長
野
市
の
埋
蔵
文
化
財
報
告
書
第
１
２
４
集　

松
代
城
跡
（
３
）
長
野
市
教
育
委
員
会

２
０
０
９

（
３
）　
『
監
察
日
記
書
抜
』
は
、
享
保
か
ら
慶
応
ま
で
の
藩
の
動
向
を
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。

編
集
者
な
ど
は
不
明
で
あ
り
、
内
容
の
精
査
や
他
の
資
料
に
よ
る
裏
付
け
が
必
要
と
思

わ
れ
る
。

（
４
）　

北
村
保
「
享
保
二
年
松
代
城
類
火
焼
失
録
」『
松
代
』
第
６
号　

真
田
宝
物
館
１
９
９
３

（
５
）　
「
真
武
外
伝
」
に
関
し
て
は
、
前
掲
（
４
）
の
中
で
内
容
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
製

作
さ
れ
た
年
代
や
性
格
な
ど
不
明
な
点
が
多
く
、
内
容
も
含
め
て
慎
重
に
検
討
す
る
余

地
が
あ
る
。　

（
６
）　

前
掲
（
３
）
参
照

（
７
）　

前
掲
（
３
）
参
照

（
８
）　
『
松
代
町
史　

下
巻
』
１
９
２
９

（
９
）　

前
掲
（
３
）
参
照

（
10
）　

前
掲
（
３
）
参
照

（
11
）　

前
島
卓
・
山
崎
佐
織
・
河
野
聡
子
「
松
代
城
の
調
査
概
要
」『
松
代
』
第
１
０
号　

真
田

宝
物
館
１
９
９
７

（
12
）　
『
海
津
旧
顕
録
』

（
13
）　
『
松
代
町
史　

上
巻
』
１
９
２
９

（
14
）　

前
掲
（
12
）
参
照

（
15
）　

真
田
宝
物
館
所
蔵
。
製
作
年
代
は
不
明
で
あ
る
が
、
花
の
丸
に
門
や
蔵
な
ど
が
描
か
れ

て
い
る
。

（
16
）　

真
田
宝
物
館
所
蔵
。

（
17
）　

松
代
公
民
館
蔵
。
松
代
城
地
払
下
げ
に
関
す
る
書
類
に
添
付
さ
れ
た
図
面
で
あ
る
。

　
　
　

図
中
に
描
か
れ
て
い
る
道
路
は
現
在
の
道
路
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
お
り
、
現
在
ま
で
大
き

な
改
変
な
ど
は
受
け
て
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
18
）　

前
掲
（
12
）
参
照

（
19
）　

長
野
市
立
博
物
館
所
蔵
。

（
20
）　

真
田
宝
物
館
所
蔵
。

（
21
）　

絵
図
７
に
関
し
て
は
地
図
に
重
ね
る
上
で
基
準
と
な
り
う
る
ポ
イ
ン
ト
が
な
い
た
め
、

絵
図
６
の
玄
関
・
書
院
部
分
の
位
置
を
基
準
と
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
再
建
後
の
御

殿
は
焼
失
前
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
位
置
に
再
建
さ
れ
た
と
い
う
仮
定
に
の
っ
と
っ

た
も
の
で
あ
り
、
根
拠
に
乏
し
い
。
今
後
の
調
査
等
に
よ
る
正
確
な
位
置
の
解
明
に
期

待
し
た
い
。



― 58 ―― 59 ―

真
田
家
の
典
籍
目
録
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
書
目
を
題
材
に
　
　
　

山　

中　

さ
ゆ
り

は
じ
め
に

近
年
、
典
籍
（
書
籍
）
を
史
料
と
し
て
取
り
上
げ
、
歴
史
を
叙
述
す
る
研
究
が
盛
ん

に
な
っ
て
い
る（
１
）。
大
名
家
伝
来
の
典
籍
に
つ
い
て
も
、
田
安
家
や
毛
利
家
、
松
平
定
信

の
蔵
書
目
録
の
研
究
な
ど
が
あ
る（
２
）。
多
く
は
、
伝
来
す
る
蔵
書
目
録
の
翻
刻
と
そ
の
内

容
を
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
流
れ
の
な
か
、
藤
實
久
美
子
氏
は
近
世
書
籍

史
料
論
と
し
て
、
史
料
学
的
に
書
籍
を
取
り
上
げ
る
際
の
論
点
・
視
角
に
つ
い
て
述
べ

ら
れ
て
い
る（
３
）。
藤
實
氏
は
、
こ
れ
ま
で
文
書
・
記
録
史
料
と
切
り
離
し
て
考
え
ら
れ
が

ち
で
あ
っ
た
書
籍
史
料
を
、
こ
れ
ら
と
切
り
離
す
こ
と
な
く
、
史
料
「
群
」
の
一
部
を

構
成
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
提
唱
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
私
は
、
真
田
家
文
書
の
伝
来
と
そ
の
整
理
を
研
究
す
る
中
で（

４
）、
現
在
文
書

に
分
類
さ
れ
て
い
る
史
料
の
中
に
、
蔵
書
印
を
持
つ
典
籍
が
多
数
混
入
し
て
い
る
の
を

目
に
し
て
き
た
。
こ
れ
は
、
真
田
家
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く（
５
）、
藤
實
氏
が
主
張
さ
れ

る
よ
う
に
、
書
籍
史
料
を
史
料
「
群
」
の
一
部
と
し
て
扱
う
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
そ

し
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
書
籍
と
文
書
が
混
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
現
在
の
分

類
が
な
さ
れ
る
以
前
の
伝
来
形
態
と
そ
の
推
移
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え

て
い
る
。

真
田
宝
物
館
に
は
、
現
在
真
田
家
伝
来
の
典
籍
が
、
約
二
万
五
千
冊
収
蔵
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
ま
で
、
こ
の
典
籍
に
つ
い
て
は
、
原
田
和
彦
氏
に
よ
り
様
々
な
角
度
か
ら
そ

の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る（

６
）。
原
田
氏
は
、
明
治
初
め
ま
で
は
所

有
者
別
に
典
籍
が
所
蔵
・
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
の
集
積
に
関
し
て
は
、
松
代
の

真
田
家
別
邸
（
新
御
殿
）
の
存
在
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

典
籍
目
録
に
つ
い
て
あ
る
程
度
の
整
理
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
こ
う
し
た
研
究
の
流
れ
と
成
果
を
踏
ま
え
、
数
多
く
伝
来
す
る
真
田
家
伝

来
の
典
籍
目
録
を
検
討
す
る
と
同
時
に
、
現
在
の
典
籍
の
収
納
箱
か
ら
得
ら
れ
る
情
報

を
加
え
、
典
籍
の
伝
来
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
真
田
家
の
典
籍

の
整
理
と
伝
来
の
一
端
を
示
し
、
今
後
、
現
存
す
る
典
籍
と
の
照
合
お
よ
び
蔵
書
印
の

検
討
を
加
え
て
い
く
こ
と
で
、
真
田
家
の
典
籍
の
あ
り
方
が
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
て

い
る
。
真
田
家
の
典
籍
目
録
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
と
真
田
宝
物
館
に
収
蔵
さ
れ
て

い
る
が
、
今
回
は
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
の
真
田
家
文
書
に
含
ま
れ
る
書
目
を
取
り

上
げ
る（
７
）。
こ
の
う
ち
、
明
治
三
年
三
月
の
年
記
の
あ
る
も
の
が
複
数
あ
る
た
め
、
こ
れ

ら
の
検
討
か
ら
は
じ
め
る
。
そ
し
て
こ
こ
か
ら
、
真
田
家
伝
来
の
典
籍
目
録
を
可
能
な

限
り
整
理
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
な
の
か
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
．
明
治
三
年
三
月
の
典
籍
目
録

（
一
）
明
治
三
年
三
月
の
典
籍
整
理

明
治
三
年
三
月
に
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
典
籍
目
録
は
、次
の
四
点
で
あ
る
。

　
　
「
天
真
院
様
御
書
物
引
渡
目
録
」

（
８
）
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「
御
書
目
録（

９
）」

　
　
「
利
印
御
書
目）

（（
（

」

　
　
「
江
印
御
書
目）

（（
（

」

こ
の
う
ち
「
天
真
院
様
御
書
物
引
渡
目
録
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
原
田
氏
が
全
文

を
翻
刻
・
紹
介
さ
れ
て
い
る）

（（
（

が
、
こ
こ
で
も
う
一
度
確
認
し
た
い
。
外
題
は
な
く
、
本

文
冒
頭
に
「
天
真
院
様
御
書
物　

毎
冊
御
筆
有
之
」
と
あ
る
。
内
容
は
、
壱
番
か
ら
廿

九
番
ま
で
に
分
け
ら
れ
た
典
籍
の
名
称
と
冊
数
が
一
つ
書
き
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
奥

書
に
明
治
三
年
三
月
の
日
付
と
、
井
上
五
郎
左
衛
門
以
下
四
名
が
名
を
連
ね
、「
右
之

通
御
引
渡
申
候
也
」
と
あ
る
。
原
田
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
彼
ら
は
み
な
大
殿
様

御
側
御
納
戸
役
で
、大
殿
様
す
な
わ
ち
九
代
藩
主
・
幸
教
が
明
治
二
年
十
月
に
亡
く
な
っ

た
後
、
幸
教
の
遺
品
を
整
理
す
る
役
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
続
き
は
翻
刻
さ

れ
て
い
な
い
が
、目
録
を
引
継
い
だ
人
名
が
書
か
れ
て
い
る
。師
岡
源
兵
衛
、久
保
極
人
、

榎
田
弥
惣
兵
衛
の
三
名
で
、
師
岡
は
御
養
子
様
御
膳
番
御
刀
番
御
徒
士
頭
、
久
保
・
榎

田
は
御
養
子
様
御
側
御
納
戸
で
、
明
治
二
年
十
二
月
に
は
師
岡
は
御
家
扶
、
久
保
・
榎

田
は
御
家
従
に
任
命
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
つ
ま
り
、幸
教
の
遺
品
を
整
理
し
た
井
上
ら
か
ら
、

御
養
子
様
す
な
わ
ち
十
代
藩
主
・
幸
民
の
家
扶
・
家
従
に
こ
れ
ら
の
典
籍
が
引
継
が
れ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

明
治
三
年
三
月
に
作
成
さ
れ
た
、
他
の
三
点
の
目
録
す
べ
て
「
天
真
院
様
御
書
物
引

渡
目
録
」
と
作
成
・
宛
名
が
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
明
治
三
年
三
月
に
、
九

代
藩
主
・
真
田
幸
教
の
死
去
に
伴
っ
て
遺
品
で
あ
る
典
籍
の
整
理
が
な
さ
れ
、
十
代
藩

主
・
真
田
幸
民
に
こ
れ
ら
が
引
継
が
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
時
点
で
、
少

な
く
と
も
四
つ
に
分
類
さ
れ
、
そ
の
う
ち
分
類
名
に
「
利
印
」「
江
印
」
と
名
付
け
ら

れ
た
典
籍
群
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
明
治
三
年
三
月
作
成
の
典
籍
目
録

を
、
詳
し
く
検
討
し
て
み
た
い
。

（
二
）「
天
真
院
様
御
書
物
引
渡
目
録
」
の
記
述
と
現
状

「
天
真
院
様
御
書
物
引
渡
目
録
」
に
つ
い
て
、
現
存
の
資
料
と
照
合
さ
せ
た
表
１
を

掲
載
し
た
。

こ
の
な
か
で
、
壱
番
と
弐
番
に
分
類
さ
れ
て
い
る
典
籍
は
、
全
て
が
「
き
く
は
た
け

(

菊
畠)

」
と
名
付
け
ら
れ
た
六
代
藩
主
・
真
田
幸
弘
の
連
句
集
お
よ
び
俳
諧
に
関
す

る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
現
在
、
文
書
４
‐
１
と
典
籍
31
‐
３
に
分
置
・
分
類
さ
れ

て
い
る
。
文
書
と
典
籍
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
も
と
は
「
天
真
院
様
御
書
物
」
と
し
て

一
体
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
文
書
４
‐
１
の
箱
は
、全
面
の
蓋
部
分
に「
元

印　

壱
番
」
の
貼
紙
が
（
写
真
１
）、ま
た
典
籍
31
‐
３
の
箱
に
は
側
面
に
「
元
印　

弐
番
」

の
貼
紙
が
そ
れ
ぞ
れ
貼
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
元
印
」
と
い
う
記
述
に
注
目
し
て
、
典

籍
の
箱
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、同
様
に「
元
印
」と
書
か
れ
た
箱
が
十
六
点
存
在
し
た(

表

２)

。
こ
の
内
「
元
印
拾
五
番
」「
元
印
拾
六
番
」
の
箱
に
は
い
っ
て
い
る
の
は
い
ず
れ

も
「
武
備
志
」
で
合
計
八
十
一
冊
あ
り）

（（
（

、「
天
真
院
様
御
書
物
引
渡
目
録
」
の
記
述
と

合
致
す
る
。
ほ
か
に
も
、
目
録
の
記
述
と
一
致
す
る
も
の
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
こ
と
か

ら
、「
天
真
院
様
御
書
物
引
渡
目
録
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
典
籍
類
は
「
元
印
」
と
い

う
分
類
が
な
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

写真１
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表１　「天真院様御書物引渡目録」（国文学研究資料館所蔵真田家文書う９６２）
文は文書を、典は典籍の分類を示す。

番号 資料名 冊数 現在の収蔵番号
1番 一　享和酉戊亥菊畠　　　　　　　　　　　他連 四冊 文4-1-1-1
1番 一　文化元菊畑　　　　　　　　　　　　　他連 五冊 典31-3-4ヵ
1番 一　標題御筆　　甲子万年青定会並年籠詠草 五冊 文4-1-2
1番 一　標題御筆　　子丑他連江戸総評宗匠共年籠 六冊 文4-1-18
1番 一　右同前　　　乙丑年万年青定会詠草 五冊 文4-1-4( 現存 4冊）
1番 一　同　　　　丑定会跡寅正月ヨリ五月詰迄　　　双鳬 一冊 文4-1-8
1番 （貼紙下）「一　同　文化三年丙寅六月ヨリ十月迄　　同」 二冊
1番 一　同丙寅菊合年篭丁卯定会正月ヨリ六月迄　　　同 四冊 文4-1-11
1番 一　同　丙寅七月ヨリ十一月迄　丁卯二月ヨリ六月迄　　定会詠草 二冊 文4-1-10
1番 一　文化三年菊畠 八冊 文4-1-5
1番 一　同年同書　　　　　　　　　　　　　　他連 拾三冊 文4-1-6
1番 一　文化四年卯菊畠　　　　　　　　　　　同 九冊 典31-3-7
1番 一．同五年辰菊畠 六冊 典31-3-8
1番 一．文化五年戊辰十月ヨリ　同七年庚午正月迄　定会詠草 四冊 文4-1-15
1番 一．文化六年巳菊畠　　　　　　　　　　　他連 九冊 典31-3-9
1番 一．同七年午同書 四冊 典31-3-10
1番 一．右同年同書　　　　　　　　　　　　　他連 拾一冊 文4-1-16
1番 一．文化八年未菊畠 五冊 文4-1-17

　　　　　　　　右何茂帙入
2番 一．享和四年子菊畠　　　　　　　　年篭三十評 一冊 典31-3-2
2番 一．文化元菊畠　　　　　　　　　　　　　他連 一冊 典31-3-3
2番 一．評物定会入勺扣 一冊
2番 一．三千勺詠草 一冊
2番 一．三百員 二冊
2番 一．第二千勺 一冊

典31-3-14

2番 一．第四千勺 一冊
2番 一．第五千勺 一冊
2番 一．六千勺 一冊
2番 一．第七千勺 一冊
2番 一．第八千勺 一冊
2番 一．第九千勺 一冊
2番 一．第十千勺 一冊
2番 一．文化四年卯菊畠 九冊 文4-1-12
2番 一．同二年丑同書 拾四冊 文4-1-3
2番 一．同五年辰菊畠 拾二冊 文4-1-13
2番 一．定会相撲菊和気根　初巻 一冊 典31-3-11
2番 一．菊のわけね　辰初秋季秋迄 一冊 典31-3-21
2番 （貼紙下）「一．右同書辰初冬巳春」 一冊
2番 一．右同書　癸巳九月ヨリ 一冊 典31-3-21
2番 一．同書　甲午正月ヨリ 一冊 典31-3-21
2番 一．右同書　午二月ヨリ 一冊 典31-3-21
2番 一．右同書　甲午五月ヨリ 一冊 典31-3-21
2番 一．右同書 一冊 典31-3-21
2番 一．標題無之 一冊 典31-3-23または典31-3-5ヵ
2番 一．連月定会百員 二冊
2番 一．菊のわけね 二冊 典31-3-12ヵ(1冊)
3番 一．為家集 八冊 典4-1-58
3番 一．繍像三国志 廿四冊
3番 一．封内異行傳 一冊 典2-1-114
3番 一．同孝民傳 一冊 典2-1-113
3番 一．歌枕秋之寝覚 八冊
3番 一．伊勢参宮名所図会　イノ十三番御箱入 六冊 典10-1-80
4番 一．本朝通記前編 拾三冊 典2-1-200ヵ
4番 一．同　　　後編 拾七冊
4番 一．唐詩聯選 二冊 典6-2-144
4番 一．大学古註 全 典6-1-32または典6-1-27１
4番 一．中庸古註 全 典6-1-40または典6-1-270
4番 一．小学内篇 四冊
4番 一．三禮図 四冊 典6-1-372または373
4番 ( 貼紙下）「一」　　懐中四書 二冊 典6-1-286
4番 一　尚書 六冊 典6-1-257または418
4番 一　蒙求 三冊
4番 一　古文後集 二冊 典6-2-29
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4番 一　卓氏藻林 八冊 典6-1-148
5番 一　源平盛衰記 廿五冊 典3-1-14
5番 一　観鵞百譚 五冊 典17-1-78
5番 一　難波戦記 拾冊 典2-1-101
5番 ( 貼紙下）「平家物語」 拾二冊
5番 一　前太平記 廿壱冊 典3-1-173
5番 一　保元平治物語 六冊 典3-1-15
5番 一　關原記 廿七冊 典2-1-132
6番 一　類題和哥集 三十一冊 典4-1-195
6番 一　三玉集類題 七冊 典4-1-75
7番 一（貼紙下）「春秋左氏傳」 拾五冊
8番 一　八代集 五拾冊
9番 一　淳化法帖 拾冊 典17-1-64
10番 ( 貼紙下）「一」円機活法 三拾九冊
11番 一　岷江入楚 五拾五冊
11番 一　袖中抄 七冊 典4-1-137
12番 一　通俗三国志 五拾一冊 典3-0-169
13番 一　大学衍義補 五拾冊 典6-1-130
14番 一　韓文 廿六冊 典6-1-326(現存25冊）
14番 一　柳文 廿四冊 典6-1-327
15番
16番

一　武備志　　　　　　　　　　　　二百四十巻合本 八拾一冊
典9-2-42,49

17番 ( 貼紙下）「一　太平記」 廿一冊 典3-1-153または154
17番 一　信玄全集 拾九冊
17番 一　枕詞燭明抄　　　　　( 貼紙）「二冊不見」 五冊 典4-1-6
17番 一　類聚符宣抄 八冊 典2-1-22
17番 一　水滸傳 六冊 典3-0-83または典3-0-136
17番 一　枕双紙春曙抄 拾三冊 典1-1-45
17番 一　享保通鑑 拾一冊 典21-1-4
17番 一　闕疑抄 五冊 典1-1-41
18番 一　国表正儀 一冊
18番 一　文選　六臣註 六拾一冊 典6-1-289
18番 一　同字引 一冊 典14-1-42
18番 一　東坡策　但一部三冊宛 拾三部 典6-2-151ヵ
19番 一　智蘘補　三番御箱江入 十二冊　二帙 典6-1-165
20番 一　朱子語録　十八番御箱入　　（見消）□□番御箱入 四冊 典6-1-99
20番 一　宋名臣言行録　　五番御箱入　（見消）□□番御箱入 六冊 典6-1-598ヵ
21番 一　御秘書入 一箱
22番 一　唐六典 二拾六冊　三帙 典6-1-458
22番 一　異同條辨 三拾冊 典6-1-354
23番 一　御勤例書入 一箱
24番 一　圓機活法　　( 貼紙）「岩崎懋拝借」 四拾冊
25番 一　文献通考 拾帙　九拾八冊
26番 一　通俗漢楚軍談　但十上下　　十一上下無之 拾六冊
27番 一　史記評林 五拾冊
28番 一　前々太平記 廿冊 典3-1-172
28番 一　北条九代記 拾二冊 典3-1-10または典3-1-31
29番 一　暦代名臣奏議 一箱

( 貼紙）「二十九番之御箱無之　貞印御箱之中ニ御本有之」
右之通御引渡申候也
明治三庚午歳
　　三月
　　　　井上五郎左衛門㊞
　　　　大熊　　謙　　㊞
　　　　磯田小藤太
　　　　興津権右衛門　㊞
師岡源兵衛殿
久保極人殿
榎田弥惣兵衛殿

表２　「元印」貼紙のある箱
元印番号 箱名称

1 元印壱番 文書４－１
2 元印弐番 藩主著書１
3 元印三番 国文３
4 元印四番 漢書２５
5 元印六番 絵草子１０
6 元印八番 和歌４
7 元印拾三番 漢書１８
8 元印拾四番 漢書５０
9 元印拾五番 古兵書３
10 元印拾六番 古兵書５
11 元印拾七番 漢書５２
12 元印拾八番 画譜２
13 元印弐拾壱番 古兵書７
14 元印弐拾七番 漢詩５
15 元印三拾四番 漢詩４
16 元印五拾六番 なし
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（
三
）「
御
書
目
録
」
に
つ
い
て

明
治
三
年
三
月
作
成
の
典
籍
目
録
の
内
「
御
書
目
録）

（（
（

」
の
冒
頭
は
、
次
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。

　
　
　

イ
ノ
部

　
　
　
二
十
一

　
　

一
伊
勢
物
語　
　
　
　

全

　
　
　
　
同

　
　

一
同　
　
　
　
　

小
冊
一
帙

　
　
　
四
十
六

　
　

一
遺
愛
編　
　
　
　
　

全

　
　
　
九

　
　

一
醫
談　
　
　
　
　
小
冊
三
冊

　
　
　
九

　
　

一
家
忠
日
記
一
冊
不
足　

横
冊
七
冊

　
　
　
十
五

　
　

一
逸
史　
　
　
　
　
　
　

拾
三
冊

　
　
　
三
十
一

　
　

一
醫
宗
金
鑑　
　
六
十
四
冊
一
箱

　
　
　
三
十
七

　
　

一
厳
島
図
會　
　
　
　
　

拾
冊

　
　
　
壱

　
　

一
淵
鑑
類
函　
　
　
　
　

弐
箱

　
　
　
三
十
七

　
　

一
妹
背
山　
　
　
　
　
　

五
冊

　
　
　

(

後
略)

右
肩
に
書
か
れ
た
数
に
つ
い
て
は
不
明
だ
が
、
題
名
ご
と
に
イ
ロ
ハ
順
に
並
べ
た
も

の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
記
述
は
、
次
に
表
す
「
御
書
目　

乾
・
坤）

（は
（

」
の
書
名
と
ほ
ぼ

同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　

御
書
目　

乾
・
坤

　
　
　
　
　

仮
御
書
目

　
　

亨
印
之
部

　
　
　
イ
一
番
入　
　
　

帖
入

　
　

一
伊
勢
物
語　
　
　
　

全

　
　
　
イ
一
同

　
　

一
遺
愛
編　
　
　
　
　

全

　
　
　
イ
一
同

　
　

一
醫
談　
　
　
　
　
　

小
三
冊

　
　
　
イ
一
同

　
　

一
家
忠
日
記
一
冊
不
足　

横
七
冊

　
　
　
イ
一
同

　
　

一
逸
史　
　
　
　
　
　
　

拾
三
冊

　
　
　
イ
廿
番

　
　

一
醫
宗
金
鑑　
　
六
十
四
冊
一
箱

　
　
　
イ
一
同

　
　

一
厳
島
図
會　
　
　
　
　

十
冊

　
　
　
イ
三
番

　
　

一
淵
鑑
類
函　
　
　
　
　

二
箱

　
　
　
イ
一
同

　
　

一
妹
背
山　
　
　
　
　
　

五
冊
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(

後
略)

こ
こ
に
は
「
御
書
目
録
」
記
載
の
典
籍
が
「
亨
印
之
部
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
、「
御
書
目
録
」
は
「
亨
印
」
と
い
う
分
類
の
典
籍
目
録
で
あ
る
こ
と
が
う

か
が
え
る
。「
イ
一
番
入
」
と
い
う
の
は
、
い
く
つ
か
あ
る
イ
の
箱
の
う
ち
一
番
目
に

入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
四
）
典
籍
の
分
類
に
つ
い
て

こ
こ
ま
で
で
、
明
治
三
年
三
月
の
時
点
で
は
典
籍
が
、
少
な
く
と
も
元
・
亨
・
利
・

江
と
い
う
分
類
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

さ
ら
に
、
一
番
か
ら
八
番
ま
で
に
分
け
ら
れ
た
典
籍
の
名
称
と
冊
数
が
列
記
さ
れ
た

目
録
で
あ
る
「
御
書
物
取
調
目
録）

（（
（

」
の
奥
書
貼
紙
か
ら
は
、
時
期
は
は
っ
き
り
し
な
い

が
「
元
印
」「
利
印
」「
江
邸
」「
亨
印
」
の
他
に
「
貞
印
」
と
い
う
典
籍
群
が
あ
る
こ

と
が
見
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
典
籍
が
少
な
く
と
も
五
つ
の
群
に
分
か
れ
て
い

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。「
江
印
」
と
「
江
邸
」
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
後
に
述
べ
る
。

で
は
、「
貞
印
」
の
目
録
が
ど
れ
に
あ
た
る
の
か
、
調
べ
て
み
る
と
「
天
真
院
様
御

書
物
引
渡
目
録
」
の
最
後
に
、
貼
紙
で
次
の
よ
う
に
あ
る
。

二
十
九
番
之
御
箱
無
之　

貞
印
御
箱
之
中
ニ
御
本
有
之

こ
の
貼
紙
は
、
二
十
九
番
の
歴
代
名
臣
奏
議
の
上
に
貼
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

二
十
九
番
歴
代
名
臣
奏
議
の
箱
は
な
く
、
本
だ
け
が
貞
印
の
箱
の
中
に
あ
る
と
い
う
意

味
で
あ
ろ
う
。
歴
代
名
臣
奏
議
は
、
先
に
触
れ
た
「
御
書
物
取
調
目
録）

（（
（

」
の
な
か
に
、

次
の
よ
う
に
み
え
る
。

　
　

(

前
略)

　
　

六
番

　

一
歴
代
名
臣
奏
議　

壱
箱　

九
十
六
冊

　
　

(

後
略)

ま
た
、「
御
書
物
取
調
目
録
」
の
奥
書
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　右

之
通
取
調
申
候
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

興
津
権
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

奥
村
良
蔵　
　

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

竹
村
慶
次
郎　

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

矢
野
六
蔵　
　

㊞

興
津
権
右
衛
門
は
、「
天
真
院
様
御
書
物
引
渡
目
録
」
に
も
み
え
、
大
殿
様
御
側
御

納
戸
役
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
。
奥
村
良
蔵
は
慶
応
二
年
に
御
養
子
様
御

側
御
右
筆
御
近
習
役
兼
帯
、
明
治
二
年
に
は
勤
仕
並
で
あ
る
。
竹
村
慶
次
郎
は
、
慶

応
二
年
に
御
用
弁
ニ
付
大
殿
様
御
奥
通
り
、矢
野
六
蔵
は
明
治
二
年
御
家
従
、と
あ
る
。

大
殿
様
と
御
養
子
様
つ
ま
り
、
九
代
幸
教
と
十
代
幸
民
と
の
違
い
は
あ
れ
、
み
な
藩

主
の
側
に
仕
え
た
人
々
で
あ
る
。
し
か
し
「
天
真
院
様
御
書
物
引
渡
目
録
」
な
ど
に

見
ら
れ
る
人
名
と
は
異
な
り
、
ま
た
年
代
も
書
か
れ
て
い
な
い
た
め
、
や
や
趣
を
異

に
し
て
い
る
。

さ
ら
に
「
御
書
目）

（（
（

」
と
い
う
資
料
に
は
、
元
印
、
亨
印
、
利
印
、
江
邸
印
と
朱
書
さ

れ
た
項
目
ご
と
に
、
壱
番
な
ど
の
番
号
ま
た
は
イ
之
部
と
い
っ
た
イ
ロ
ハ
順
の
部
か
ら

抜
書
き
さ
れ
た
典
籍
名
が
書
き
連
ね
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
目
録
は
、
明
治
三
年
八
月
学

校
副
主
事
が
作
成
し
た
も
の
で
、
松
代
藩
学
校
学
政
局
が
真
田
家
か
ら
借
り
た
典
籍
の

目
録
で
あ
る
。
真
田
家
の
家
扶
に
宛
て
ら
れ
て
お
り
、
元
印
・
亨
印
な
ど
か
ら
選
ば
れ

た
本
が
学
校
に
貸
し
出
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
に
は
貞
印
に
つ
い
て
も
記
述
が

あ
り
「
御
書
物
取
調
目
録
」
と
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
御
書
物
取
調
目
録
」
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が
、「
貞
印
」
の
目
録
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

（
五
）
明
治
三
年
三
月
に
お
け
る
典
籍
の
あ
り
か
た

以
上
、
明
治
三
年
三
月
の
典
籍
整
理
と
そ
の
目
録
お
よ
び
分
類
に
つ
い
て
考
え
て
き

た
。
少
な
く
と
も
五
つ
に
分
類
さ
れ
、
分
類
ご
と
に
次
の
よ
う
な
目
録
が
作
成
さ
れ
て

い
る
。

　
　

元
印　
　
「
天
真
院
様
御
書
物
引
渡
目
録
」

　
　

亨
印　
　
「
御
書
目
」

　
　

利
印　
　
「
利
印
御
書
目
」

　
　

貞
印　
　
「
御
書
物
取
調
目
録
」

　
　

江
印　
　
「
江
印
御
書
目
」

で
は
、
こ
れ
ら
の
典
籍
は
ど
こ
に
あ
っ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

慶
応
元
年
閏
五
月
十
日
の
年
記
が
あ
る
「
御
書
物
拝
借
覚）

（（
（

」
に
は
「
御
手
許
御
書
物

拝
借
」
と
あ
り
、
書
名
と
冊
数
、
貸
し
出
し
た
家
臣
名
が
書
か
れ
て
い
る
。
書
名
と
と

も
に
、
元
・
亨
・
利
・
貞
・
江
と
西
と
い
う
分
類
が
書
か
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
こ

と
か
ら
、
藩
主
の
「
御
手
許
御
書
物
」
で
あ
る
元
・
亨
・
利
・
貞
・
江
印
に
分
類
さ

れ
て
い
た
典
籍
が
、家
臣
に
貸
し
出
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
西
」に
つ
い
て
は
、

書
名
か
ら
、
西
洋
砲
術
に
関
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
が
、
わ
か

ら
な
い
。
途
中
に
は
「
江
府
へ
御
送
り　

御
書
物　

慶
応
元
丑
年
」
と
の
記
述
が
あ

る
の
で
、こ
れ
ら
は
松
代
に
あ
っ
た
典
籍
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
貸
し
出
し
の
典
籍
は
、

九
代
藩
主
真
田
幸
教
の
隠
居
に
と
も
な
っ
て
松
代
の
新
御
殿
（
真
田
邸
）
の
土
蔵
に

収
納
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
き
た
が）

（（
（

、
幸
教
の
隠
居
は
慶
応
二
年
五
月
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
よ
り
も
早
い
時
期
に
松
代
に
移
さ
れ
て
い
た
典
籍
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
御
手
許
と
い
う
記
述
か
ら
、
元
・
亨
・
利
・
貞
・
江
印
の
典
籍
は
、
藩
主

の
所
有
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
の
五
つ
の
分
類
は
、
も
と
は
所
有
者
を
あ

ら
わ
す
分
類
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
真
田
幸
良
に
由
来
す
る
と
さ
れ
る

有
斐
亭）

（（
（

の
典
籍
目
録
で
あ
る
「
有
斐
亭
御
書
目　

控）
（（
（

」
記
載
の
典
籍
の
多
く
は
、「
江

邸
御
書
目）

（（
（

」
に
引
継
が
れ
て
い
る
。「
江
邸
御
書
目
」
は
、
嘉
永
七
年
の
年
記
が
あ
る

も
の
で
、さ
ら
に
明
治
三
年
三
月
の「
江
印
御
書
目
」に
引
継
が
れ
て
い
る
。「
江
邸
」「
江

印
」
と
い
う
名
称
か
ら
み
て
も
と
は
江
戸
屋
敷
に
あ
り
、
幸
良
の
死
後
、
有
斐
亭
の

典
籍
に
ほ
か
の
典
籍
が
混
入
し
て
形
成
さ
れ
た
典
籍
群
で
、
藩
主
近
く
に
あ
っ
た
も

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
元
印
も
同
様
で
、天
真
院（
真
田
幸
弘
）の
も
の
が
核
と
な
っ

て
い
る
典
籍
群
で
あ
る
。
亨
・
利
・
貞
印
も
は
じ
め
は
誰
か
の
所
有
物
か
ら
発
展
し

た
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
真
田
家
に
お
い
て
は
大
名
道
具
や
文
書
に
つ
い

て
も
、
所
有
者
別
に
分
け
て
い
る
例
が
み
ら
れ
る
た
め
、
こ
う
し
た
分
け
方
が
物
品

全
て
に
お
い
て
貫
か
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
典
籍
が
そ
の
後
、
ど
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
原
田
氏

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
明
治
三
年
八
月
の
松
代
藩
学
校
開
校
に
際
し
、
こ
れ

ら
真
田
家
の
典
籍
が
大
量
に
学
校
に
貸
し
出
さ
れ
て
い
る）

（（
（

と
み
ら
れ
る
。
次
に
こ
の

学
校
の
蔵
書
に
つ
い
て
、
目
録
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

二
．
学
校
開
校
と
典
籍
の
整
理

明
治
三
年
八
月
に
松
代
藩
学
校
が
開
校
し
た
。
こ
れ
に
伴
っ
て
、
真
田
家
か
ら
典
籍

が
大
量
に
貸
し
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
貸
し
出
さ
れ
た
典
籍
に
関
係
す
る
と
思
わ

れ
る
目
録
が
、
次
の
４
点
で
あ
る
。

　
「
御
書
目　

乾
・
坤　

学
校）

（は
（

」

　
「
御
書
目）

（（
（

」

　
「
知
事
公
御
蔵
書　

拝
借
書
籍
目
録）

（（
（

」

　
「
辛
未
冬
縣
庁
御
渡　

書
籍
目
録　

学
校）

（（
（

」

こ
の
う
ち
「
御
書
目
」
に
つ
い
て
は
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
明
治
三
年
八
月
の
開

校
と
同
時
に
貸
し
出
さ
れ
た
典
籍
の
目
録
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う

な
も
の
か
検
討
し
て
い
く
。
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（
一
）「
御
書
目　

乾
・
坤　

学
校
」
目
録
に
つ
い
て

「
御
書
目　

乾
・
坤　

学
校
」
に
は
年
月
日
や
作
成
に
つ
い
て
の
記
述
は
な
い
。
は

じ
め
に
「
仮
御
書
目
」
と
あ
り
、
イ
ロ
ハ
順
に
典
籍
名
が
書
き
連
ね
ら
れ
て
い
る
。
冒

頭
部
分
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

亨
印
之
部

イ
一
番
入　

一
伊
勢
物
語　
　
　
　
　
　

○
全

　
　

同　
　

一
遺
愛
編　
　
　
　
　
　
　

○
全

　
　

同　
　

一
醫
談　
　
　
　
　
　
　
　
小
三
冊

　
　

同　
　

一
家
忠
日
記　
　
　
　
　
　

○
横
七
冊

　
　

同　
　

一
逸
史　

前
島
有
年　
　
　

○
拾
三
冊

イ
二
番　
　

一
醫
宗
金
鑑　
　
　
　
　
　

○
一
箱
六
十
四
冊

イ
壱
番　
　

一
厳
島
図
會　
　
　
　
　
　

○
十
冊

イ
三
番

　
　
　
　
　

一
淵
鑑
類
函　
　
　
　
　
　

○
二
箱

イ
四
番

イ
一
番　
　

一
妹
背
山　
　
　
　
　
　
　
　

五
冊

こ
の
後
に
は
、
江
印
、
利
印
、
元
印
か
ら
イ
ロ
ハ
順
に
書
き
出
さ
れ
て
書
名
が
並

べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

学
校
に
貸
し
出
さ
れ
た
典
籍

に
は
、
明
治
三
年
三
月
に
整

理
さ
れ
た
元
・
亨
・
利
・
貞
・

江
印
と
わ
け
ら
れ
た
典
籍
が

多
く
含
ま
れ
、
学
校
貸
し
出

し
に
あ
た
っ
て
全
て
が
イ
ロ

ハ
順
に
並
べ
替
え
さ
れ
た
と

い
え
る
。
箱
の
貼
紙
と
合
わ
せ
て
み
る
と

「
御
書
目　

乾
・
坤　

学
校
」
の
亨
印
イ
三

番
と
イ
四
番
に
書
か
れ
て
い
る
「
淵
鑑
類

函
」
は
、
箱
が
現
存
し
て
い
る
。
こ
の
箱

は
二
箱
あ
り
、「
松
城
文
庫
」
と
「
淵
鑑
類

函　

乾
」「
淵
鑑
類
函　

坤
」
の
文
字
が
そ

れ
ぞ
れ
彫
ら
れ
て
い
る
。（
写
真
２
‐
１
、２

‐
２
）
こ
れ
ら
の
箱
に
は
「
亨
印
壱
番
」
の

貼
紙
が
貼
ら
れ
（
写
真
３
）
そ
の
上
に
「
イ

ノ
三
番
」「
イ
ノ
四
番
」
の
貼
紙
が
重
ね
て

貼
ら
れ
て
い
る
（
写
真
４
）。
こ
れ
は
、
元
・

亨
・
利
・
貞
・
江
印
の
分
類
を
解
体
し
て
イ
ロ
ハ
順
に
わ
け
、
箱
も
入
れ
替
え
を
行
っ

て
い
る
こ
と
を
示
し
て
お

り
、
目
録
の
記
述
と
も
一
致

す
る
も
の
で
あ
る
。
先
に

取
り
上
げ
た
、「
御
書
目　

乾
・
坤）

（（
（

」
は
、「
御
書
目　

乾
・

坤　

学
校
」
の
下
書
き
あ
る

い
は
写
し
と
み
ら
れ
る
。

写真２ ‐ １

写真２ ‐ ２

写真３写真４
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（
二
）
知
事
公
御
蔵
書
拝
借
書
籍
目
録
と
縣
庁
御
渡
書
籍
目
録

「
知
事
公
御
蔵
書　

拝
借
書
籍
目
録
」
は
、
表
紙
の
記
述
か
ら
、
明
治
三
年
の
八
月

に
学
政
局
庶
務
掌
が
作
成
し
た
も
の
と
わ
か
る
。
知
事
公
と
あ
る
の
で
、
真
田
家
か
ら

学
校
に
貸
し
出
さ
れ
た
典
籍
の
目
録
で
あ
る
。
奥
書
に
は
「
右
之
通
廃
校
ニ
付
慥
ニ
御

引
渡
申
候
以
上
」
と
あ
り
、
明
治
五
年
二
月
の
日
付
が
あ
る
。
ま
た
、「
辛
未
冬
縣
庁

御
渡　

書
籍
目
録　

学
校
」
も
同
様
の
奥
書
が
あ
り
、
両
方
と
も
真
田
家
か
ら
貸
し
出

さ
れ
て
い
た
典
籍
の
目
録
で
、
明
治
四
年
末
の
学
校
廃
校
に
あ
た
り
、
学
校
か
ら
真
田

家
に
戻
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
目
録
は
、
元
・
亨
・
利
・
貞
・

江
印
に
分
類
さ
れ
た
典
籍
と
は
合
致
し
て
お
ら
ず
、「
御
書
目　

乾
・
坤　

学
校
」
と

も
合
致
し
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
元
・
亨
・
利
・
貞
・
江
に
分
類
さ
れ
た
典
籍
群
と

は
流
れ
の
異
な
る
典
籍
群
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
二
種
類
の
目
録
に
つ
い
て
は
真
田

家
に
戻
さ
れ
た
後
、
功
労
者
に
対
し
て
分
け
与
え
ら
れ
た
典
籍
の
目
録
で
あ
る
と
指
摘

さ
れ
て
お
り）

（（
（

、
特
に
「
知
事
公
御
蔵
書　

拝
借
書
籍
目
録
」
に
関
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど

全
て
に
朱
で
人
名
が
書
き
込
ま
れ
、
分
配
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら

の
目
録
に
み
え
る
典
籍
が
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
元
・
亨
・

利
・
貞
・
江
印
の
典
籍
が
、
藩
主
な
ど
の
所
有
者
が
も
と
と
な
る
典
籍
群
で
あ
る
と
す

る
な
ら
ば
、「
知
事
公
御
蔵
書　

拝
借
書
籍
目
録
」
に
み
え
る
典
籍
群
は
、
藩
主
個
人

で
は
な
く
、
藩
で
所
有
し
て
い
た
典
籍
か
も
し
れ
な
い
が
、
わ
か
ら
な
い
。
今
後
、
現

存
す
る
典
籍
と
照
合
さ
せ
、
蔵
書
印
な
ど
を
確
認
し
て
い
け
ば
判
明
す
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
現
時
点
で
は
不
明
で
あ
る
。

一
方
、
元
・
亨
・
利
・
貞
・
江
印
の
流
れ
で
あ
る
、「
御
書
目　

乾
・
坤　

学
校
」

記
載
の
典
籍
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
ど
う
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く

他
の
典
籍
同
様
真
田
家
に
戻
さ
れ
、
分
配
さ
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
、「
御
書
目

　

乾
・
坤　

学
校
」
に
も
典
籍
名
の
下
に
名
前
が
朱
書
き
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
う
か

が
え
る
。で
は
分
配
さ
れ
ず
に
真
田
家
に
残
っ
た
も
の
は
ど
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

次
に
続
く
目
録
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

三
．
明
治
五
年
以
降
の
真
田
家
に
お
け
る
典
籍
の
整
理

明
治
五
年
以
降
真
田
家
に
戻
さ
れ
、
分
配
さ
れ
た
以
外
の
典
籍
の
目
録
は
、
は
っ
き

り
し
て
い
な
い
。
少
な
く
と
も
、
学
校
が
廃
校
に
な
っ
た
明
治
五
年
正
月
以
降
の
目
録

で
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
年
記
の
入
っ
た
目
録
が
な
い
た
め
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
こ

の
う
ち
、「
仮
御
書
目　

乾
・
坤）

（（
（

」
に
は
、
イ
ロ
ハ
と
箱
番
号
と
み
ら
れ
る
朱
書
が
、

書
名
の
肩
に
書
か
れ
て
い
る
目
録
で
あ
る
。
乾
の
巻
は
経
・
史
、
坤
の
巻
は
子
・
集
と

い
う
分
類
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
分
類
が
、
門
目
と
し
て
次
の
よ
う
に
示
さ

れ
て
い
る
。

　
　

門
目

　
　
　
　

経
部

　
　

易
類

　
　

書
類

　
　

詩
類

　
　

禮
類

　
　

春
秋
類

　
　

孝
経
類

　
　

五
経
総
義

　
　

四
書
類

　
　

楽
類

　
　

小
学
類　

訓
詩　

字
書　

韻
書

　
　
　
　
　

史
部

　
　
　

正
史
類

　
　
　

別
史
類



― 66 ―― 67 ―

　
　
　

編
年
類

　
　
　

雑
史
類

　
　
　

詔
令
奏
議
類

　
　
　

傳
記
類

　
　
　

地
理
類

　
　
　

職
官
類

　
　
　

政
書
類

　
　
　

目
録
類

　
　
　
　
　

子
部

　
　
　

儒
家
類

　
　
　

兵
家
類

　
　
　

法
家
類

　
　
　

農
家
類

　
　
　

医
家
類

　
　
　

天
文
算
法
術
数
類

　
　
　

芸
術
類

　
　
　

譜
録
類

　
　
　

雑
家
類

　
　
　

類
書
類

　
　
　

小
説
家
類

　
　
　

釋
家
類

　
　
　

道
家
類

　
　
　
　
　

集
部

　
　
　

楚
辞
類

　
　
　

別
集
類

　
　
　

総
集
類

　
　
　

詩
文
評
類

　
ま
た
、
本
文
中
・
経
部
の
禮
類
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

○
禮
類

　
　
経
四
番
入

　
　
　
シ
ノ
三

　
　

一
周
禮
正
文　
　
　
　
　

三
本

　
　
　
シ
ノ
二
十
四

一　

同　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
々

一
周
禮　
　
　
　
　
　

八
本

　
サ
ノ
三

一
三
禮
図　
　
　
　
　

四
本

　
タ
ノ
四

一
大
戴
禮　
　
　
　
　

二
本

　
□
ノ
□

一
儀
禮
鄭
注　
　
　
　

五
本

　
チ
ノ
三　
　

国
儒
家

一
冢
注
六
記　
　
　
　

六
本

　
元
ノ
四

一
三
禮
図　
　
　
　
　

三
本

　
ト
ノ
四　
　

国

一
投
壷　
　
　
　
　
　

一
本
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シ
ノ
三　
　

国

一
諸
席
打
込
順
立　
　

一
折

　
ニ
ノ
一　
　

国

一
二
禮
童
観　
　
　
　

壱
本

経
部
・
史
部
・
子
部
・
集
部
に
わ
け
た
あ
と
、
さ
ら
に
内
容
別
に
細
目
を
類
と
し
て

分
け
て
い
る
。
し
か
し
、
経
部
の
禮
類
に
は
「
経
四
番
入
」
と
あ
り
、
類
ご
と
に
は
箱

を
分
け
ず
、
部
ご
と
に
一
番
か
ら
番
号
を
つ
け
て
箱
に
入
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
。
現
存
す
る
箱
に
も
、
経
・
史
・
子
・
集
と
番
号
が
書
か
れ
た
貼
紙
の
あ
る
箱
が
多

数
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
よ
う
。
先
に
「
淵
鑑
類
函
」
の
収
納
箱
に
は
「
亨

印
壱
番
」
の
貼
紙
の
上
に
「
イ
ノ
三
番
」「
イ
ノ
四
番
」
が
貼
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
述

べ
た
が
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
「
子
四
十
号
」
が
貼
ら
れ
て
い
る
。（
写
真
５
）
た
だ
、
目

録
の
は
じ
め
か
ら
春
秋
類
ま
で
、
箱
で
は
、
経
ノ
六
番
ま
で
は
ほ
ぼ
典
籍
一
点
ず
つ
に

箱
番
号
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
降
は
見
当
た
ら
な
い
。
こ
の
目
録
が
、
仮
で
あ

る
た
め
で
あ
ろ
う
か
。

禮
類
の
「
冢
注
六
記　

六
本
」
は
、
も
と
は
江
印
の
目
録
に
二
部
十
二
冊
が
書
か
れ

て
い
る
。
そ
の
後
「
御
書
目　

乾
・
坤　

学
校）

（（
（

」
に
、
チ
の
三
入
り
と
し
て
二
部
六
冊

計
十
二
冊
の
記
述
が
あ
り
、柿
崎
良
作
の
名
が
書
か
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
は
こ
の
時
、

柿
崎
に
一
部
六
冊
が
分
け
与

え
ら
れ
た
と
み
ら
れ
、「
仮

御
書
目　

乾
・
坤
」
で
は
、

六
本
と
な
っ
て
い
る
。
以
上

か
ら
、
少
な
く
と
も
、
明
治

五
年
正
月
以
降
、
真
田
家
に

典
籍
が
返
却
さ
れ
て
か
ら
分

類
分
け
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る）

（（
（

。

ま
た
、
他
の
分
類
が
見
ら
れ
る
目
録
も
あ
る
。「
御
書
物
取
調
目
録）

（（
（

」
と
さ
れ
る
も

の
で
、
年
記
は
な
い
。
分
類
の
項
目
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

神
書
類

　
　
　

国
史
類

　
　
　

雑
史
類

　
　
　

官
職
類　

附
有
職

　
　
　

記
録
類

　
　
　

伝
記
類

書
名
の
肩
に
は
、「
国
一
号
」
な
ど
と
番
号
が
付
さ
れ
、
一
号
か
ら
弐
拾
弐
号
ま
で

あ
る
。「
国
」
の
番
号
が
付
け
ら
れ
て
い
る
典
籍
の
中
に
は
、
経
・
史
・
子
・
集
に
分

類
さ
れ
た
「
仮
御
書
目　

乾
・
坤
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
二

冊
の
目
録
の
関
係
は
わ
か
ら
な
い
。
実
際
の
箱
の
貼
紙
の
中
に
も
「
国
」
と
あ
る
も
の

が
あ
り
、
ま
た
「
国
」
に
対
す
る
も
の
と
し
て
「
漢
」
と
い
う
貼
紙
が
付
さ
れ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
漢
」
に
つ
い
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
目
録
上
で
は
確
認

で
き
な
い
。

「
御
書
物
取
調
目
録
」
の
雑
史
類
に
分
類
さ
れ
て
い
る
、
国
六
号
の
東
鑑
二
十
五
本

の
上
に
は
次
の
よ
う
な
貼
紙
が
あ
る
。

　
　

博
物
館
書
目
ニ
ヨ
リ
テ
記
録
ノ
部
ニ
入
ル

こ
の
記
述
か
ら
推
測
さ
れ
る
の
は
、「
博
物
館
書
目
」
に
従
っ
て
分
類
分
け
が
な
さ

れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
大
正
七
年
か
ら
行
わ
れ
た
真
田
家
の
大
名
道
具
の
整
理
に

は
、
松
代
出
身
で
、
逓
信
博
物
館
に
勤
務
し
て
い
た
樋
畑
正
太
郎
（
雪
湖
）
が
関
わ
っ

写真５
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て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
樋
畑
の
指
揮
の
も
と
、
カ
ー
ド
を
利
用
す
る
な
ど
の
新
し
い

方
法
で
整
理
を
し
て
い
る）

（は
（

。推
測
の
域
を
出
な
い
が
、「
仮
御
書
目　

乾
・
坤
」に
あ
る「
博

物
館
書
目
」
も
、
逓
信
博
物
館
で
の
方
法
を
、
樋
畑
が
取
り
入
れ
た
も
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
分
類
も
大
正
七
年
か
ら
の
整
理
の
一

環
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
は
、
こ
の
頃
に
分
類
分
け
が
な
さ
れ
、
そ
の
分
類
が
現
在
に

つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
と
め

以
上
、
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
の
典
籍
目
録
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
触
れ
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
資
料
も
あ
り
、
表
３
に
掲
げ
た
。
な
か
で
も
「
権
御
書
目　

坤）
（（
（

」
は

年
記
が
な
い
が
、
イ
ロ
ハ
別
の
う
ち
、
シ
か
ら
ス
ま
で
と
「
元
印
」
と
書
か
れ
た
典
籍

が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
元
印
」
に
あ
る
典
籍
は
、「
天
真
院
様
御
書
物
引
渡
目

録
」
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
、「
天
真
院
様
御
書
物
引
渡
目
録
」
に
は
二
十
九
番
ま
で

し
か
な
か
っ
た
も
の
が
、六
十
番
ま
で
書
か
れ
て
い
る
。「
天
真
院
様
御
書
物
引
渡
目
録
」

の
十
七
番
あ
た
り
か
ら
の
も
の
と
、「
権
御
書
目　

坤
」
の
十
七
番
以
降
で
は
、
か
な

り
異
な
っ
た
記
述
と
な
っ
て
い
る
。
特
筆
さ
れ
る
の
は
、
砲
術
関
係
の
洋
書
が
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
明
治
三
年
以
後
に
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う

が
、
イ
ロ
ハ
別
に
さ
れ
ず
、
学
校
へ
の
貸
出
し
典
籍
に
も
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

元
印
の
幸
弘
の
連
句
集
「
き
く
は
た
け
」
な
ど
は
、
学
校
貸
出
し
の
目
録
に
は
な
く
、

貸
し
出
さ
れ
て
い
な
い
と
み
ら
れ
る
。
元
・
亨
・
利
・
貞
・
江
印
の
典
籍
は
、
全
て
が

貸
し
出
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
選
別
さ
れ
て
貸
し
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

幸
教
の
死
去
を
経
て
明
治
三
年
の
学
校
開
設
に
あ
た
り
、
元
・
亨
・
利
・
貞
・
江
印

の
分
類
は
あ
る
程
度
解
体
さ
れ
イ
ロ
ハ
順
に
組
み
替
え
ら
れ
て
、
貸
し
出
さ
れ
た
。
学

校
貸
し
出
し
の
典
籍
目
録
の
う
ち
「
辛
未
冬
縣
庁
御
渡　

書
籍
目
録　

学
校）

（（
（

」
お
よ
び

「
知
事
公
御
蔵
書　

拝
借
書
籍
目
録）

（（
（

」
の
典
籍
は
、
元
・
亨
・
利
・
貞
・
江
印
に
分
類

さ
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
は
藩
所
有
の
よ
う
な
典
籍
だ
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
そ
し
て
、
閉
校
に
と
も
な
っ
て
典
籍
が
真
田
家
に
戻
さ
れ
た
後
、
す
べ
て
が
ま

と
め
ら
れ
、
内
容
別
の
分
類
が
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

ま
だ
、
十
分
に
検
討
で
き
て
い
な
い
目
録
も
あ
り
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
ま
た
、

真
田
家
の
典
籍
に
つ
い
て
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
多
く
の
典
籍
に
み
ら
れ
る

「
松
代
文
庫
」
の
印
と
そ
の
あ
り
方
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
回
の
目
録
調
査
で
は
、「
松

代
文
庫
」
に
繋
が
る
記
述
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
貸
出
し
対
象
と
さ
れ
た

典
籍
に
「
松
代
文
庫
」
印
が
押
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
の
指
摘
も
あ
る
が）

（（
（

、
わ
か

ら
な
い
。
た
だ
、
貸
し
出
さ
れ
た
形
跡
の
な
い
「
き
く
は
た
け
」
に
は
「
松
代
文
庫
」

印
は
押
さ
れ
て
お
ら
ず
、元
印
に
分
類
さ
れ
て
い
る
他
の
典
籍
の
多
く
に
「
松
代
文
庫
」

印
が
押
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
う
し
た
指
摘
は
、
あ
る
程
度
妥
当
な
も
の
と
感
じ
て
い

る
。さ

ら
に
、
詳
細
な
調
査
が
で
き
て
い
な
い
が
、
真
晴
院
、
貞
松
院
な
ど
女
性
が
所
有

し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
典
籍
と
目
録
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
お
く
。
こ
れ
ら
は
、
所
有

者
が
亡
く
な
っ
た
後
に
整
理
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
明

治
三
年
の
段
階
で
、
こ
の
両
名
は
存
命
中
な
た
め
、
学
校
貸
出
し
の
対
象
で
は
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。
亡
く
な
っ
た
後
、
真
田
家
の
典
籍
と
し
て
一
体
の
も
の
と
な
っ
た
と
み

ら
れ
る
が
、そ
れ
が
い
つ
で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
。真
晴
院
は
大
正
四
年
に
亡
く
な
っ

て
い
る
た
め
、
あ
る
い
は
大
正
七
年
以
降
の
大
名
道
具
整
理
の
際
に
組
み
込
ま
れ
た
か

も
し
れ
な
い
。

今
後
、
目
録
の
内
容
か
ら
典
籍
一
点
ず
つ
の
伝
来
を
追
い
、
現
存
し
て
い
る
典
籍
と

の
照
合
を
含
め
て
検
討
す
べ
き
と
考
え
る
。
蔵
書
印
に
つ
い
て
も
目
録
と
あ
わ
せ
る
こ

と
で
、
判
明
す
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
箱
の
貼
紙
に
つ
い
て
は
あ
る

程
度
今
回
わ
か
っ
た
が
、
目
録
と
の
照
合
は
わ
ず
か
し
か
で
き
て
い
な
い
の
で
、
こ
れ

も
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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表３　　国文学研究資料館所蔵　真田家典籍目録
同館所蔵のうち、書目に分類されるもののみ

史料番号 史料名 年代 作成 宛名 内容の特徴 形態 備考

1 う９６１ 有斐亭御書目　控 天保十二年八月

経部　三箱
史部　二箱
子部　一箱
集部　二箱
御手箪笥入

竪帳 真田幸良のもの

2 う９７０ 江邸御書目 嘉永七年甲寅中冬 イロハ順 竪帳 江邸印

3 う９７７ 御書目　乾・坤 イロハ順 横帳 松代藩学校の目録の下
書ヵ

4 う９８３ 御書物記 （末尾）「御書物御残分」横帳 元印と典籍名はほぼ同
じ、番号は異なる

5 う９７５ 乙印御書物記 一番～七十一番、群書
類従 横帳

「南部坂より引受候帳
面之分」

「若殿様御拝借」など
の付箋あり、江戸のも
のか

6 う９７６ 仮御書目　乾坤

門目
経部・史部・子部 ･ 集
部　さらに細かく内容
別に分類分け

横帳 分類わけあり

7 う９７８ 権御書目　坤 シ～ス、御二階下　元
印一～元印六拾番 横帳

8 う９８２ 仮御書目 ( 明治） 兵書・洋書が多い 横帳 江戸のものか

9 う９８８ ( 御書目　案） 経部・史部・子部 ･ 集
部の分類 横帳 分類わけあり

10 う９７４ （御歌書類目録） 御歌書類弐番、三番 横帳 現在、典籍以外の分類
のもの多数

11 う９９７ 苗婦人所持書籍 一つ書き 横帳 不明

12 う９６８ 利印　御書目 明治三年三月

井上五郎左衛門
大熊謙
磯田小藤太
興津権右衛門

師岡源兵衛殿
久保極人殿
榎田弥惣兵衛殿

竪帳 利印

13 う９６９ 江印　御書目 明治三年三月

井上五郎左衛門
大熊謙
磯田小藤太
興津権右衛門

師岡源兵衛殿
久保極人殿
榎田弥惣兵衛殿

イロハ順 竪帳 江邸印を引継ぐ

14 う９７２ 御書目録 明治三年三月

井上五郎左衛門
大熊謙
磯田小藤太
興津権右衛門

師岡源兵衛殿
久保極人殿
榎田弥惣兵衛殿

イロハ順 竪帳 亨印目録

15 う９６７ 御書目
井上五郎左衛門
森　弘喜
近藤十三郎

イロハ順 竪帳 江印の下書きヵ

16 う９６２ （天真院様御書物） 明治三年三月

井上五郎左衛門
大熊謙
磯田小藤太
興津権右衛門

師岡源兵衛殿
久保極人殿
榎田弥惣兵衛殿

壱番～二拾九番 竪帳

17 う９８１ （御譲御書物目録） イロハ順の部分もあり 横帳 江邸のものに近いか

18 う９８５ （不明分書物覚）

記録類
官職類
外国類
傳記類
戦記類
系譜類
儒家類

横帳 分類わけあり

19 う９６３ （御書物取調目録） （明治３年カ）

奥津権右衛門
奥村良蔵
竹村慶次郎
矢野六蔵

壱番～八番
貼紙　「御書目覚
一　元印
一　亨印　但御入記番
付者御残シ
一　利印　同断
一　貞印
一　江印
　　　右五冊者江府江
御持参」

竪帳

20 う９８７ （御書物取調目録）

神書部
国史類
雑史類
官職類　附有職
記録類
傳記類
通して、国一号から、
国弐拾弐号まであり

竪帳 「博物館書目ニヨリテ
記録ノ部ニ入ル」
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註（
１
）　

若
尾
政
希
氏
を
は
じ
め
と
し
た
一
連
の
研
究
が
あ
る
。

　
　
　
「
特
集　

日
本
に
お
け
る
書
物
・
出
版
と
社
会
変
容
」（『
一
橋
論
叢　

第
一
三
四
巻　

第

四
号
』
二
〇
〇
五
年
）
な
ど

（
２
）　

松
方
冬
子
「
田
安
家
蔵
書
の
伝
存
に
つ
い
て
」（『
田
安
徳
川
家
蔵
書
と
高
乗
勲
文
庫
』

臨
川
書
店　

二
〇
〇
三
年
）

　
　
　
『
田
藩
文
庫
目
録
と
研
究
』
青
裳
堂
書
店　

二
〇
〇
六
年

　
　
　

樹
下
文
隆
「
毛
利
家
・
萩
藩
旧
蔵
典
籍
目
録
稿
（
１
）、（
２
）」（『
広
島
女
子
大
学
国
際

文
化
学
部
紀
要
』
第
十
一
号
、
十
二
号　

二
〇
〇
三
、二
〇
〇
四
年
）

　
　
　
『
松
平
定
信
蔵
書
目
録
』
ゆ
ま
に
書
房　

二
〇
〇
五
年

（
３
）　

藤
實
久
美
子
「
近
世
書
籍
の
史
料
論
的
認
識
」（『
近
世
書
籍
文
化
論
―
史
料
論
的
ア
プ

ロ
ー
チ
―
』（
吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
六
年　

初
出
「
近
世
書
籍
史
料
論
に
関
す
る
覚
書
」

（『
史
料
館
研
究
紀
要
第
三
一
号
』
二
〇
〇
〇
年
））
な
お
、「
典
籍
」
と
「
書
籍
」
の
用

語
に
つ
い
て
藤
實
氏
は
、一
般
の
辞
書
で
は
同
義
と
し
て
い
る
が
、史
料
学
で
は
「
書
籍
」

と
表
現
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
る
。
私
も
同
意
見
で
は
あ
る
が
、
真
田
家

の
場
合
、「
典
籍
」
と
呼
び
、
分
類
も
「
典
籍
」
と
し
て
い
る
た
め
、
本
稿
で
は
真
田
家

に
つ
い
て
述
べ
る
場
合
「
典
籍
」
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

（
４
）　

拙
稿
「
真
田
家
文
書
目
録
編
成
試
論
―
研
究
の
現
状
と
展
望
―
」（『
松
代
21
号
』

二
〇
〇
七
年
）

　
　
　

同
「
真
田
家
伝
来
の
戊
辰
戦
争
関
係
文
書
に
つ
い
て
―
明
治
新
政
府
提
出
書
類
を
中
心

に
―
」（『
松
代
24
号
』
二
〇
一
〇
年
）

（
５
）　

松
方
冬
子
氏
は
、
前
掲
註
（
２
）
に
お
い
て
、
田
安
徳
川
家
蔵
書
の
中
に
、
文
書
が
混

在
し
て
い
る
こ
と
を
、
指
摘
し
て
い
る
。

（
６
）　

原
田
和
彦
「 

真
田
家
に
お
け
る
典
籍
の
集
積
と
流
出
」「
真
田
家
伝
来
の
典
籍
整
理
の

　
　
　

一
方
向
―
松
代
真
田
家
別
邸
と
の
か
か
わ
り
か
ら
―
」（『
松
代
23
号
』
二
〇
〇
九
年
）

　
　
　

同
「
有
斐 
亭
文
庫
」
の
成
立
に
つ
い
て
の
覚
書
」（『
長
野
市
立
博
物
館
紀
要　

第
11
号
』

21
う９８９

～う
９９６

( 御書物下調） 分類分けあり 仮綴 う９７６の下書きカ

22 う９８４ ( 御書目） 第一函から第五函まで
あり 横帳 箱分け

23 う９７９ 御書物拝借覚 慶応元年閏五月 御書物掛り 横帳 御手許御書物拝借

24 う９８０ 東京へ持参之分
洋書拝借名簿 明治四年五月

兵法書之部
砲軍書之部
騎軍書之部
歩軍書之部
歴史之部
字書之部
雑書之部
器械之部

横帳

25 う９８６ （御貸出シ御書物覚） 元印、貞印あり 横帳 貸出し書物の書き出し

26  
う９６４ 御書目　乾坤　学校 仮御書目

イロハ順

松 代 県 の
罫紙

「松代藩学
校」印

松代藩学校貸出しの典
籍目録

27 う９６６ 御書目　 明治三年八月 学政副主事 御家扶 元・亨・利・貞・江邸
印からの抜粋

松代藩学校貸出しの典
籍目録

28  
う９７１

知事公御蔵書
拝借書籍目録
庚午八月　学政局庶
務掌

庚午八月
（明治３年）

斉藤善九郎
水井市治
成本治左衛門
酒井金太郎

イロハ順
（奥書）
　　計六百拾六部
　右之通廃校ニ付、慥
ニ御引渡申候、以上
　　明治五壬申年二月

竪帳
「松代藩学
校」印

松代藩学校貸出しの典
籍目録

29  
う９６５

辛未冬県庁御渡
書籍目録
学校

辛未冬
（明治４年）

斉藤善九郎
水井市治
成本治左衛門
酒井金太郎

（奥書）
　合セ四拾三部
右之通、廃校ニ付、慥
ニ御引渡申候、以上
　　明治五壬申年二月

竪帳
松 代 県 の
罫紙

「松代藩学
校」印

松代藩学校貸出しの典
籍目録
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二
〇
一
〇
年
）

（
７
）　

今
回
取
り
上
げ
る
史
料
は
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
の
真
田
家
文
書
で
あ
り
、
典
籍
目

録
は
、「
書
目
」
と
い
う
分
類
名
称
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
真
田
宝
物
館
で
は
典
籍

と
い
う
呼
び
方
を
し
て
い
る
た
め
、
以
下
本
稿
で
は
「
書
目
」
に
つ
い
て
、「
典
籍
目
録
」

と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

（
８
）　
「
天
真
院
様
御
書
物
引
渡
目
録
」（
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
真
田
家
文
書
う
９
６
２
）

（
９
）　
「
御
書
目
録
」（
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
真
田
家
文
書
う
９
７
２
）

（
10
）　
「
利
印
御
書
目
」（
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
真
田
家
文
書
う
９
６
８
）

（
11)　
「
江
印
御
書
目
」（
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
真
田
家
文
書
う
９
６
９
）

（
12
）　

原
田
前
掲
註
（
６
）「
真
田
家
に
お
け
る
典
籍
の
集
積
と
流
出
」

（
13
）　

国
立
史
料
館
編
『
真
田
家
家
中
明
細
書
』（
東
京
大
学
出
版
会　

一
九
八
六
年
）
以
下
家

臣
の
履
歴
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
同
書
に
よ
っ
た
。

（
14
）　

収
蔵
番
号
典
籍
９
‐
２
‐
４
２
お
よ
び
９
‐
２
‐
４
９

（
15
）　
「
御
書
目
録
」
前
掲
註
（
９
）

（
16
）　
「
御
書
目　

乾
・
坤
」（
国
文
学
研
究
資
料
館
真
田
家
文
書
う
９
７
７
）

（
17
）　
「
御
書
物
取
調
目
録
」（
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
真
田
家
文
書
う
９
６
３
）

　
　
　

こ
の
奥
書
貼
紙
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。　

　
　
　
　
　
　
　

御
書
目
覚

　
　
　
　
　

一
元
印

　
　
　
　
　

一
亨
印　

但
シ
御
入
記
番
付
者
御
残
シ

　
　
　
　
　

一
利
印　

同
断

　
　
　
　
　

一
貞
印

　
　
　
　
　

一
江
邸

　
　
　
　
　
　
　

右
五
冊
者
江
府
江
御
持
参

（
18) 　
「
御
書
物
取
調
目
録
」
前
掲
註
（
17
）

（
19
）　
「
御
書
目
」（
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
真
田
家
文
書
う
９
６
６
）

（
20
）　
「
御
書
物
拝
借
覚
」（
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
真
田
家
文
書
う
９
７
９
）

（
21
）　

原
田
前
掲
註
（
６
）「「
有
斐
亭
文
庫
」
の
成
立
に
つ
い
て
の
覚
書
」

（
22
）　
『
松
代　

新
御
殿
（
真
田
邸
）』
図
録　

真
田
宝
物
館　

二
〇
一
〇
年

（
23
）　
「
有
斐
亭
御
書
目　

控
」（
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
真
田
家
文
書
う
９
６
１
）

（
24
）　
「
江
邸
御
書
目
」（
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
真
田
家
文
書
う
９
７
０
）

（
25
）　

原
田
前
掲
註
（
６
）「
真
田
家
に
お
け
る
典
籍
の
集
積
と
流
出
」

（
26
）　
「
御
書
目　

乾
・
坤　

学
校
」（
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
真
田
家
文
書
う
９
６
４
）

（
27
）　
「
御
書
目
」
前
掲
註
（
19
）

（
28
）　
「
知
事
公
御
蔵
書　

拝
借
書
籍
目
録
」（
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
真
田
家
文
書
う

９
７
１
）

（
29
）　
「
辛
未
冬
縣
庁
御
渡　

書
籍
目
録　

学
校
」（
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
真
田
家
文
書
う

９
６
５
）

（
30
）　

前
掲
註
（
16
）

（
31
）　

原
田
前
掲
註
（
６
）「
真
田
家
に
お
け
る
典
籍
の
集
積
と
流
出
」

（
32
）　
「
仮
御
書
目　

乾
・
坤
」（
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
真
田
家
文
書
う
９
７
６
）

（
33
）　
「
御
書
目　

乾
・
坤　

学
校
」
前
掲
註
（
26
）

（
34
）　

前
掲
註
（
23
）「
有
斐
亭
御
書
目　

控
」
記
載
の
典
籍
は
、
経
・
史
・
子
・
集
に
分
類
が

な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
分
類
が
引
継
が
れ
て
い
る
形
跡
は
な
い
。
明
治
五
年
以
降
、

経
・
史
・
子
・
集
の
分
類
が
使
わ
れ
た
の
は
、「
有
斐
亭
御
書
目
」
と
の
関
わ
り
が
あ
る

の
か
も
し
れ
な
い
が
、
不
明
で
あ
る
。

（
35
）　
「
御
書
物
取
調
目
録
」（
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
真
田
家
文
書
う
９
８
７
）

（
36
）　

原
田
和
彦「
真
田
家
伝
来
の
大
名
道
具
と
道
具
帳
～
真
田
家
大
名
道
具
論（
１
）～
」（『
松

代
13
号
』
一
九
九
九
年
）

　
　
　

拙
稿
「
松
代
に
お
け
る
真
田
家
資
料
の
展
示
と
整
理
～
長
岡
助
次
郎
資
料
か
ら
～
」（『
松

代
11
号
』
一
九
九
八
年
）

（
37
）　
「
権
御
書
目　

坤
」（
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
真
田
家
文
書
う
９
７
８
）
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（
38
）　
「
辛
未
冬
縣
庁
御
渡　

書
籍
目
録　

学
校
」
前
掲
註
（
29
）

（
39
）　
「
知
事
公
御
蔵
書　

拝
借
書
籍
目
録
」
前
掲
註
（
28
）

（
40
）　

原
田
前
掲
註
（
６
）「
真
田
家
に
お
け
る
典
籍
の
集
積
と
流
出
」
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資
料
紹
介
　
金
箱
家
資
料
に
つ
い
て

小　

山　

万　

里

は
じ
め
に

二
〇
〇
七
年
秋
、
金
箱
力
氏
か
ら
長
野
市
に
住
宅
と
資
料
が
譲
ら
れ
た
。
現
在
、
そ

れ
ら
の
資
料
は
二
分
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
真
田
宝
物
館
に
は
文
書
を
中
心
と
し
た

資
料
を
、長
野
市
立
博
物
館
に
は
主
に
民
俗
関
係
の
資
料
を
中
心
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。

真
田
宝
物
館
に
収
蔵
さ
れ
た
資
料
は
お
よ
そ
三
三
〇
〇
点
に
の
ぼ
る
。
家
業
に
関
す
る

文
書
類
が
多
く
、
そ
れ
ら
以
外
に
は
書
簡
・
写
真
・
地
図
・
木
盃
な
ど
の
調
度
品
・
冠

婚
葬
祭
関
係
の
も
の
が
み
ら
れ
た
。こ
の
ほ
と
ん
ど
が
明
治
時
代
以
降
の
も
の
で
あ
る
。

『
松
代
』
二
四
号
巻
頭
で
、
寄
贈
い
た
だ
い
た
資
料
の
う
ち
一
片
を
紹
介
し
た
が
、

本
稿
で
は
よ
り
詳
し
く
資
料
の
概
要
を
紹
介
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

一　

金
箱
家
に
つ
い
て

(

一)

金
箱
家
の
概
要
に
つ
い
て

金
箱
家
は
、
長
野
市
松
代
町
寺
町
に
江
戸
時
代
か
ら
の
商
家
と
し
て
家
業
を
営
ん
で

き
た
。
質
屋
な
ど
の
金
融
業
を
す
る
か
た
わ
ら
、
多
種
多
様
な
家
業
を
営
ん
で
き
た
こ

と
が
資
料
か
ら
見
て
と
れ
る
。

現
在
使
わ
れ
て
い
る
「
金
箱
」
姓
は
明
治
時
代
以
降
の
文
書
か
ら
み
ら
れ
る
。
し
か

し
江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
初
期
の
帳
簿
な
ど
で
は
「
栗
屋
（
く
り
や（

１
））」
が
使
わ
れ

て
お
り
、
こ
れ
は
屋
号
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
明
治

時
代
に
な
っ
て
つ
く
ら
れ
た
屋
根
瓦
に
も
「
栗
勘
」
が
み
ら
れ（
２
）、
当
主
で
あ
っ
た
勘
蔵

氏
の
名
と
屋
号
を
記
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

明
治
時
代
以
前
の
資
料
が
少
な
い
た
め
、
出
身
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
し
か
し
、

借
用
金
証
文（
３
）・
冠
婚
葬
祭
の
名
簿（
４
）な
ど
か
ら
、
現
在
の
信
州
新
町
山
穂
刈
村
に
あ
っ

た
栗
屋
村
に
関
係
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
詳
し
く
は
不
明
で
あ
る
。

(

二)

旧
金
箱
邸
に
つ
い
て

旧
金
箱
家
住
宅
は
、
松
代
町
寺
町
の
大
林
寺
・
證
蓮
寺
に
隣
接
し
て
建
て
ら
れ
て
い

る
。
敷
地
は
広
く
、
泉
水
路
の
あ
る
庭
園
を
中
心
に
し
て
、
主
屋
兼
店
舗
・
学
問
所
・

土
蔵
・
門
な
ど
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
現
存
す
る
商
家
屋
敷
と
し
て
大
変
貴
重
な
も
の

で
あ
る
。

創
建
年
代
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
明
治
二
三
年
（
一
八
九
〇
）
の
図
面
に
は
主
屋

兼
店
舗
と
北
側
の
土
蔵
は
存
在
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ま
で
に
は
建
て
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。（
図
版
１
）
そ
の
後
、
明
治
二
四
年
（
一
八
九
一
）
の
大
火
に
み
ま
わ
れ

た
後
、
明
治
二
六
年
（
一
八
九
三
）
に
主
屋
兼
店
舗
が
改
築
、
も
し
く
は
新
築
さ
れ
て

い
る（

５
）。
そ
し
て
明
治
二
八
年
（
一
八
九
五
）
に
、
大
林
寺
と
地
所
の
交
換
を
し
、
土
地

を
得
て
い
る（
６
）。
こ
れ
は
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
の
長
国
事
火
事
の
た
め
に
本
堂
・

庫
裡
を
焼
失
し
て
い
た
大
林
寺
に
、再
建
費
と
し
て
寄
付
を
し
た
こ
と
に
よ
る
よ
う
だ
。

同
年
、
質
蔵
お
よ
び
勝
手
部
分
が
新
築
さ
れ
て
お
り（

７
）、
翌
年
正
門
が
完
成
し
て（
８
）ほ
ぼ
現
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在
の
配
置
に
な
っ
て
い
る
。
大
火
後
、
数
年
の
間
で
建
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
、
当
時

の
金
箱
家
の
豪
商
ぶ
り
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二　

金
箱
勘
蔵
氏
に
つ
い
て

そ
れ
で
は
、
金
箱
家
の
当
主
で
あ
っ
た
初
代
お
よ
び
二
代
目
勘
蔵
氏
に
つ
い
て
ふ
れ

て
い
き
た
い
と
思
う
。
生
没
年
・
戒
名
な
ど
は
、
主
に
祝
儀
・
不
祝
儀
帳（

９
）な
ど
に
よ
る
。

（
表
１
参
照
）

初
代　

勘
蔵
氏

生
年
不
詳
、
明
治
二
五
年
（
一
八
九
二
）
八
月
二
日
没
。
徹
巖
壽
法
居
士
。

妻
は
た
つ
。
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
八
月
十
五
日
生
、
大
正
八
年
（
一
九
一
九
）

十
月
五
日
没
。
栄
昌
院
蜜
巌
智
法
大
姉
。

江
戸
時
代
よ
り
主
に
質
屋
を
営
ん
で
き
た
。
明
治
五
年(

一
八
七
二)

正
月
、当
時
の

松
代
庁
か
ら
許
可
を
受
け）

（（
（

、
改
め
て
質
屋
を
継
続
し
て
い
る
。
同
年
七
月
、
何
度
も
盗

賊
の
被
害
に
あ
っ
て
お
り
、「
押
入
盗
賊
御
訴）

（（
（

」
を
提
出
し
て
い
た
よ
う
す
も
残
っ
て

い
る
。
ま
た
、
質
屋
の
他
に
生
糸
に
関
す
る
事
業
も
お
こ
な
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
、
長

野
県
主
催
の
生
糸
の
品
評
会
で
賞
を
受
け
て
い
る）

（（
（

。
寄
付
な
ど
を
多
数
し
て
い
た
よ
う

で
、感
謝
状
や
そ
の
際
に
受
取
っ
た
と
み
ら
れ
る
木
盃
な
ど
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
兄
の
直
九
郎
が
若
く
し
て
亡
く
な
っ
た
た
め
に
、
そ
の
子
供
で
あ
る
、
長
男

馬
之
助
・
二
男　

千
代
治
・
長
女　

ア
キ
を
養
育
し
て
い
る）

（（
（

。

初
代
・
勘
蔵
氏
が
亡
く
な
る
際
に
は
、
後
の
二
代
目
・
勘
蔵
氏
（
当
時
は
小
池
末
松

と
名
乗
る
）
が
病
床
の
世
話
を
し
、
そ
の
際
の
記
録
を
細
か
く
記
し
た
看
護
日
誌）

（（
（

が
残

さ
れ
て
い
る
。
亡
く
な
っ
た
後
は
、
妻
の
た
つ
が
家
業
を
相
続
し
て
い
る）

（（
（

。

二
代
目　

勘
蔵
氏

明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
六
月
二
七
日
生
、
没
年
不
詳
。

妻
は
た
か
。
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
八
月
十
日
生
、
没
年
は
不
詳
だ
が
、
書
簡
か

ら
九
十
歳
過
ぎ
ま
で
存
命
と
思
わ
れ
る
。

東
条
村
小
池
六
左
衛
門
の
三
男
と
し
て
生
ま
れ
る）

（は
（

。
名
前
は
小
池
末
松
と
い
う
。
初

代
・
勘
蔵
氏
に
後
継
ぎ
が
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
明
治
二
七
年(

一
八
九
四)

に
金
箱
家
に
養
子
入
り
し
、
あ
わ
せ
て
改
名
願
い
を
し
て
金
箱
勘
蔵
と
名
乗
っ
た）

（（
（

。
翌

年
、
更
級
郡
今
里
村
五
明
竹
三
郎
の
娘
た
か
と
結
婚
し）

（（
（

、
明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
）

に
は
養
母
で
あ
る
た
つ
か
ら
家
業
を
相
続
し
て
い
る）

（（
（

。
設
立
し
た
時
期
は
定
か
で
は
な

い
が
、
相
続
後
に
は
「
金
箱
合
名
会
社）

（（
（

」
の
名
で
事
業
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
主
な
事
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業
の
内
容
と
し
て
は
、
質
屋
・
金
銭
貸
付
業
・
古
物
商
・
林
業
・
不
動
産
業
・
貸
家
業

な
ど
で
、
資
料
の
お
よ
そ
半
分
は
こ
れ
ら
に
関
す
る
も
の
で
あ
る）

（（
（

。
証
券
類
・
借
用
金

証
書
・
土
地
な
ど
の
売
渡
証
書
が
数
多
く
み
ら
れ
た
。

多
く
の
事
業
を
行
っ
て
き
た
二
代
目
・
勘
蔵
氏
だ
が
、
金
融
業
以
外
の
業
種
も
お
こ

な
っ
て
い
た
。
主
な
も
の
を
紹
介
し
た
い
と
思
う
。

◯　

牛
乳
搾
取
・
販
売
を
目
的
と
し
た
「
松
代
牛
乳
合
資
会
社
」
を
起
こ
し
て
い
る
。

明
治
三
三
年
（
一
九
〇
〇
）
十
月
八
日
に
認
可
を
受
け
営
業
を
始
め
て）

（（
（

、
大
正
七

年
（
一
九
一
八
）
四
月
に
解
散
し
、
営
業
許
可
を
譲
渡
し
て
い
る）

（（
（

。

◯　

大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
十
月
、
三
等
郵
便
局
長
に
任
命
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
現
在
の

所
在
は
不
明
だ
が
、
松
代
町
無
号
番
地
に
事
務
所
を
構
え
て
い
た
。

◯　

明
治
三
八
年
（
一
九
〇
五
）
八
月
、株
式
合
資
会
社
消
防
器
具
製
作
所
と
契
約
し
、

消
火
器
の
委
託
販
売
を
お
こ
な
っ
て
い
た）

（（
（

。

二
代
目
・
勘
蔵
氏
は
家
業
の
他
に
も
、
多
く
の
役
職
を
務
め
て
い
た
。
中
で
も
松
代

町
町
会
議
員
は
、
明
治
三
四
年
（
一
九
〇
一
）
に
当
選
・
就
任
し
て
か
ら
大
正
十
年

（
一
九
二
一)

十
一
月
八
日
に
事
故
退
職
す
る
ま
で
、
二
十
年
の
間
務
め
て
い
た）

（は
（

。
こ

れ
以
外
に
も
「
郡
会
議
員
」
を
四
年
間
務
め
る）

（（
（

ほ
か
、「
県
会
議
員
」「
松
代
勧
業
協
会

参
事
・
理
事
」「
松
代
町
農
会
総
会
評
議
員
」
に
も
当
選
し
て
就
任
し
て
い
る
よ
う
だ）

（（
（

。

そ
し
て
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
に
お
こ
な
わ
れ
た
、
佐
久
間
象
山
五
十
年
祭
の
準

備
委
員
に
も
選
ば
れ
て
お
り）

（（
（

、
そ
の
際
に
発
行
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
記
念
冊
子
ほ
か
、

記
念
品
・
感
謝
状
・
準
備
委
員
の
嘱
託
状
も
残
さ
れ
て
い
る
。

三　

資
料
の
整
理
と
内
容

そ
れ
で
は
具
体
的
に
資
料
の
整
理
の
よ
う
す
お
よ
び
内
容
を
み
て
い
き
た
い
と
思

う
。
整
理
は
寄
贈
さ
れ
た
箱
、
も
し
く
は
か
た
ま
り
を
尊
重
し
Ａ
か
ら
О
に
分
け
た
。

さ
ら
に
包
・
封
・
こ
よ
り
な
ど
で
分
け
ら
れ
て
い
る
も
の
も
そ
の
ま
ま
の
状
態
を
保
存

す
る
た
め
に
、
番
号
は
子
番
号
、
孫
番
号
を
付
け
、
な
る
べ
く
既
存
の
状
態
を
く
ず
さ

な
い
よ
う
に
留
意
し
た
。
そ
の
上
で
資
料
一
点
一
点
に
ラ
ベ
ル
を
付
け
、
仮
目
録
を
作

成
し
た
。
ご
寄
贈
い
た
だ
い
た
資
料
の
お
お
ま
か
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。（
表

２
）し

か
し
、
現
状
の
ま
ま
を
整
理
し
た
関
係
で
、
Ａ
～
Ｏ
の
区
別
に
関
係
な
く
資
料
自

体
が
入
り
混
じ
っ
て
い
る
状
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
資
料
の
内
容
の
把
握
の
た

め
に
主
な
内
容
ご
と
の
点
数
も
記
述
し
て
お
く
。（
表
３
）

（表２）金箱家資料構成
整理番号 資料の主な内容

A 宅地図・掛軸・質屋営業規約
B 書籍
C 地券・出資証券・感謝状・修業証書・選挙関係
D 木盃
E 印鑑

F
学校関係・冠婚葬祭・相続・戸籍・質屋営業願・
借用金証文・土地など売渡証・不動産関係・乳牛・
消防器具販売・帳簿類・感謝状・はがき・書簡類

G 帳簿類・冠婚葬祭・議会関係
H はがき・書簡類・領収書・
I 書籍・地図・象山 50 年祭記念冊子
J 書籍・教科書
K 帳簿類・冠婚葬祭・議会関係・掛軸
L 竹製札
M 木盃・銀章
N 修業証書・帳簿類
O 写真・絵
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Ａ　

地
図
類
・
掛
軸
が
主
で
あ
る
が
、
質
屋
営
業
の
規
約
、
明
治
二
四
年
（
一
八
九
一
）

の
大
火
の
被
害
の
地
図
（
図
版
２
）
も
み
ら
れ
た
。

Ｂ　

書
籍
が
ほ
と
ん
ど
で
、
箱
に
納
ま
っ
て
い
た
。（
図
版
３
）

Ｃ　

地
券
・
出
資
証
券
（
図
版
４
）・
寄
付
な
ど
に
つ
い
て
の
感
謝
状
・
議
員
の
当
選
書

類
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
。
こ
の
他
に
、
卒
業
証
書
な
ど
の
子
供
た
ち
に
関
す
る
も

の
も
み
ら
れ
た
。

Ｄ　

寄
付
を
す
る
事
に
よ
り
授
受
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
木
盃
の
ほ
か
（
図
版
５
）、
火
事

頭
巾
も
あ
っ
た
。

Ｅ　

印
鑑
が
二
箱
に
分
か
れ
て
納
め
ら
れ
て
い
た
。（
図
版
６
）

Ｆ　

ほ
と
ん
ど
が
文
書
類
で
あ
っ
た
。
一
番
多
か
っ
た
の
は
借
用
金
証
文
（
図
版
７
）
や

売
渡
証
書
な
ど
の
家
業
の
金
融
関
係
に
関
す
る
も
の
だ
っ
た
が
、
冠
婚
葬
祭
関
係

の
も
の
も
残
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
の
金
銭

出
入
帳
な
ど
の
表
紙
・
ま
た
は
裏
表
紙
だ
け
が
残
っ
て
い
る
も
の
（
図
版
８
）
が
あ

り
、こ
れ
ら
の
帳
簿
の
中
身
は
再
利
用
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

反
古
紙
に
関
す
る
と
み
ら
れ
る
御
普
請
方
御
役
所
か
ら
の
文
書
も
残
っ
て
い
た
。

Ｇ　

帳
簿
類
（
図
版
９
）・
領
収
書
・
議
事
に
関
す
る
も
の
、
ま
た
は
昭
和
に
入
っ
て
か

ら
の
領
収
書
な
ど
も
み
ら
れ
た
。
音
信
帳
な
ど
の
冠
婚
葬
祭
に
関
す
る
も
の
も
数

点
み
ら
れ
た
。

Ｈ　

明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の
書
簡
・
は
が
き
・
年
賀
状
な
ど
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ

た
。（
図
版
10
）

Ｉ　

書
籍
ま
た
は
そ
の
ふ
ろ
く
な
ど
多
様
な
も
の
が
あ
り
、
佐
久
間
象
山
五
十
年
祭
記

念
冊
子
（
図
版
11
）
な
ど
も
あ
っ
た
。

　
Ｊ　

教
科
書
な
ど
の
学
業
に
関
す
る
書
籍
が
多
か
っ
た
。

　
【
Ｋ
・
Ｌ
・
Ｍ
は
同
箪
笥
入
り
（
引
出
ご
と
に
分
別
す
る
）】

Ｋ　

帳
簿
類
・
議
事
に
関
す
る
も
の
・
地
図
な
ど
が
ほ
と
ん
で
あ
っ
た
。

Ｌ　

竹
製
の
札(

短
冊
の
よ
う
な
も
の
か
）・
額
な
ど
に
使
用
す
る
布
な
ど
。

　
　Ｍ　

Ｄ
の
資
料
と
同
様
の
木
盃
・
会
員
章
な
ど
。

Ｎ　

卒
業
証
書
・
書
簡
・
出
納
帳
な
ど
、
比
較
的
に
昭
和
の
新
し
い
も
の
が
見
ら
れ
た
。

（表３）金箱家資料分類別構成
内　容 点　数

地図 11
証券類 108
家業関係 1078
謝状 259
木盃 31
書籍 210
冠婚葬祭 96
書簡 852
掛軸他 40
写真 237
その他 378

総点数 3300
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Ｏ　

写
真
・
絵
な
ど
。
年
代
・
人
物
な
ど
を
特
定
す
る
記
述
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
か
っ

た
が
、
金
箱
家
前
で
撮
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
写
真
も
あ
っ
た
。（
図
版
12
）
学
校
で

の
集
合
写
真
が
多
く
み
ら
れ
た
。

お
わ
り
に

以
上
、
金
箱
家
資
料
の
中
か
ら
、
金
箱
家
の
略
歴
お
よ
び
資
料
の
概
要
を
紹
介
し
て

き
た
。
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
の
金
箱
家
の
暮
ら
し
ぶ
り
が
わ
か
る
大
変
貴
重
な
資

料
で
あ
る
と
思
う
。
ま
た
、
現
在
、
長
野
市
に
よ
る
旧
金
箱
家
住
宅
の
保
存
・
活
用
事

業
が
進
む
な
か
、
少
し
で
も
力
添
え
に
な
る
こ
と
を
祈
り
、
今
後
さ
ら
に
詳
し
く
調
査

を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
う
。

註（
１
）　

金
箱
家
資
料
Ｆ
‐
２
２
１
「
店
改
覚
帳
」
ほ
か
文
書
多
数
あ
り
。

（
２
）　
『
信
州
松
代　

Ｎ
Ｐ
О
の
ま
ち
づ
く
り
』（
二
〇
〇
三
年　

Ｎ
Ｐ
О
法
人
夢
空
間
松
代
の

ま
ち
と
心
を
育
て
る
会
発
行
）

（
３
）　

金
箱
家
資
料
Ｆ
‐
１
１
‐
７
「
御
借
用
仕
金
子
證
文
之
事
」
ほ
か
。

（
４
）　

金
箱
家
資
料
Ｆ
‐
２
５
７「
火
事
見
舞
受
帳
」の
中
の
親
類
の
欄
に
金
箱
姓
が
み
ら
れ
た
。

（
５
）　

金
箱
家
資
料
Ｆ
‐
１
９
８
「
座
敷
新
築
費
用
帳
」

（
６
）　

金
箱
家
資
料
Ｆ
‐
６
５
「
大
林
寺
地
所
交
換
書
類
」
な
ど
。
図
面
も
添
付
さ
れ
て
い
た
。

（
７
）　

金
箱
家
資
料
Ｇ
‐
７
９
「
質
蔵
建
前
祝
儀
帳
」
勝
手
新
築
ノ
節
建
前
の
時
と
記
述
あ
り
。

　
　
　

金
箱
家
資
料
Ｆ
‐
３
４
「
普
請
帳
」
ほ
か

（
８
）　

金
箱
家
資
料
Ｆ
‐
２
１
５
「
金
箱
正
門
棟
札
之
事
」

（
９
）　

金
箱
家
資
料
Ｆ
‐
２
「
音
信
帳
」・
金
箱
家
資
料
Ｆ
‐
６
７
「
徹
巌
壽
法
居
士
拾
七
回
忌

法
會
覚
帳
」・
金
箱
家
資
料
Ｆ
‐
８
２
「
音
信
帳
」
な
ど
。

（
10
）　

金
箱
家
資
料
Ｆ
‐
１
９
７
「
質
免
許
」
な
ど
。

（
11
）　

金
箱
家
資
料
Ｆ
‐
１
３
‐
４
‐
３
「
押
入
盗
賊
御
訴
」

（
12
）　

金
箱
家
資
料
Ｃ
‐
４
４
「
褒
賞
授
與
之
證　
（
蚕
種
繭
生
糸
品
評
會　

生
絲
參
等
賞
）」

　
　
　

こ
の
他
に
金
箱
家
資
料
Ｄ
‐
１
５
「
木
盃
」
が
あ
り
、
こ
れ
は
受
賞
の
際
に
受
け
取
っ

た
と
思
わ
れ
る
。　
　
　
　
　
　
　

（
13
）　

金
箱
家
資
料
Ｆ
‐
９
８
「
戸
籍
控
」

　
　
　

金
箱
家
資
料
Ｆ
‐
２
７
６
‐
１
「
入
学
費
用
」
金
箱
馬
之
助
な
ど
。

（
14
）　

金
箱
家
資
料
Ｇ
‐
３
８
‐
１
「
看
護
日
誌
」
ほ
か
。

（
15
）　

金
箱
家
資
料
Ｆ
‐
３
‐
３
‐
３
「
遺
産
相
續
ニ
付
登
記
之
証
下
附
願
」

（
16
）　

金
箱
家
資
料
Ｆ
‐
５
‐
２
８
「
改
名
願
」

（
17
）　

前
掲
註
（
16
）
に
同
じ
。

（
18
）　

金
箱
家
資
料
Ｆ
‐
２
２
３
「
贐
乃
祝
儀
帳
」
な
ど
。

（
19
）　

前
掲
註
（
16
）
に
同
じ
。

（
20
）　

金
箱
家
資
料
Ｆ
‐
３
「
土
地
買
受
証
書
」
な
ど
の
文
書
・
帳
簿
類
が
多
数
あ
り
。

（
21
）　

前
掲
註
（
10
）
ほ
か
、
金
箱
家
資
料
Ｈ
‐
３
‐
１
６
「
古
物
商
営
業
許
可
願
」
ほ
か
。

（
22
）　

金
箱
家
資
料
Ｆ
‐
６
‐
１
６
‐
１
‐
３
「
許
可
状
」
な
ど
。
牛
舎
の
図
面
も
あ
り
。

（
23
）　

金
箱
家
資
料
Ｆ
‐
７
０
‐
１
「
合
資
会
社
変
更
登
記
申
請
」
な
ど
。

（
24
）　

金
箱
家
資
料
Ｆ
‐
５
８
「
被
撰
承
諾
書
」
な
ど
。

（
25
）　

金
箱
家
資
料
Ｆ
‐
１
２
‐
３
「
契
約
証
書
」
な
ど
。

（
26
）　
『
松
代
町
史
』（
一
九
二
九
年
）
第
二
編　

第
七
章　

明
治
大
正
時
代
よ
り
。

　
　
　

こ
の
他
に
金
箱
家
資
料
Ｃ
‐
１
３
１
「
松
代
町
々
會
壹
級
議
員
に
当
選
の
通
知
」
な
ど
。

（
27
）　
『
更
級
郡
埴
科
郡
人
名
辞
書
』（
昭
和
十
四
年　

信
濃
教
育
会
発
行
）
郡
会
議
員
一
覧
表

よ
り
。

（
28
）　

金
箱
家
資
料
Ｃ
‐
９
３
「
當
選
證
書
」・
Ｃ
‐
１
１
３
「
議
員
當
選
通
知
書
」・
Ｃ
‐

１
１
４
「
松
代
町
農
会
総
會
評
議
員
当
撰
通
知
」
な
ど
。

（
29
）　

金
箱
家
資
料
Ｃ
‐
５
０
「
象
山
先
生
五
十
年
祭
準
備
委
員
を
嘱
托
す
る
」
ほ
か
。
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【
図
版
】

（図版１）　宅地図
金箱家資料Ｆ－ 5‐30

（図版２）　埴科郡松代町全圖
金箱家資料Ａ－ 2

（図版３）　書籍
金箱家資料Ｂ 8-1など

（図版４）　地券など
金箱家資料Ｃ 1-1など
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（図版５）　木盃
金箱家資料Ｄ

（図版６）　印鑑
金箱家資料Ｅ

（図版７）　借用申證文之事
金箱家資料Ｆ-12-27 ほか

（図版８）　帳簿類の表紙
金箱家資料Ｆ-13-1など
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（図版９）　物品預り明細帳
金箱家資料Ｇ -2 など

（図版 10）　書簡・はがき類
金箱家資料Ｈ -11など

（図版 11）　象山先生五十年祭記念
金箱家資料Ｉ-14

（図版 12）　金箱家前集合写真
金箱家資料Ｏ -190
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史
料
紹
介

　
　
川
合
（
羽
田
）
家
史
料
　
　
　
　
　
北
条
家
印
判
状
他
に
つ
い
て
　
　
　

田　

中　

加　

恵

は
じ
め
に

平
成
一
九
年
、
松
代
町
出
身
の
川
合
（
旧
姓
羽
田
）
真
由
美
氏
よ
り
祖
父
羽
田
桂
之

進
が
収
集
・
保
管
し
て
い
た
史
料
を
長
野
市
に
ご
寄
贈
い
た
だ
い
た
。
史
料
点
数
は
お

よ
そ
一
七
〇
〇
点
で
、
羽
田
家
の
家
業
や
佐
久
間
象
山
に
関
す
る
史
料
、
桂
之
進
自
筆

の
書
画
な
ど
近
世
・
近
現
代
の
史
料
が
多
く
を
占
め
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
中
か
ら
、

未
見
の
中
世
文
書
が
三
通
発
見
さ
れ
た
。
本
稿
で
は
そ
れ
ら
を
紹
介
す
る
。

一　

羽
田
家
に
つ
い
て

史
料
の
所
蔵
者
で
あ
る
羽
田
桂
之
進
は
、
伯
父
大
里
氏
の
跡
を
継
い
で
製
糸
会
社
の

社
長
と
な
り
松
代
の
製
糸
業
発
展
に
貢
献
し
た
人
物
で
あ
る
。
桂
之
進
の
父
三
蔵
は
、

明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
給
禄
適
宣
に
塗
師
・
御
武
具
方
調
役
と
記
録
さ
れ
て
お
り
、

祖
父
忠
左
衛
門
は
、
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
の
分
限
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る（
１
）。

ま
た
資
料（
２
）に
よ
る
と
、
戦
国
期
に
上
州
先
方
衆
の
羽
田
入
道
を
祖
と
し
、
元
は
吾
妻

郡
羽
田
に
住
ん
で
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
寛
永
十
年
（
一
六
三
三
）
の
分
限
帳
や

そ
の
他
資
料
で
は
羽
田
家
に
関
係
す
る
人
物
の
記
録
が
確
認
で
き
ず
、
現
在
の
と
こ
ろ

江
戸
時
代
中
頃
以
前
の
真
田
家
と
の
関
わ
り
は
不
明
で
あ
る
。

二　

史
料
の
現
状

今
回
紹
介
す
る
三
通
の
文
書
は
こ
よ
り
で
纏
め
ら
れ
「
松
代
の
部　

第
二
三
号　

名

―
真
田
昌
之
公
令
達
書　

説
明
―
印
ハ
北
条
家
の
印 

印
文
（
福
寿
應
瑞
）　

出
品
者
―

羽
田
桂
之
進
」
と
い
う
出
品
用
紙
と
一
緒
に
さ
れ
て
い
た
。
松
代
町
以
外
の
場
所
で
公

開
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
い
つ
、
ど
こ
で
出
品
さ
れ
た
も
の
か
定
か
で
は
な

い
。
ま
た
、
こ
の
出
品
用
紙
の
名
に
「
真
田
昌
之
公
令
達
書
」
と
あ
る
が
、
北
条
氏
が

使
用
し
て
い
た
虎
朱
印
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
北
条
家
の
印
判
状
だ
と
判
断
し
た
。
こ
の

文
書
の
奉
者
に
あ
る
「
安
房
守
」
は
、
北
条
氏
邦
で
あ
る
の
に
真
田
昌
幸
と
さ
れ
て
い

る
の
は
、
両
人
が
同
じ
受
領
名
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
混
同
と
考
え
ら
れ
る
。

文
書
の
入
手
経
緯
な
ど
は
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
こ
れ
ら

は
中
世
文
書
で
あ
り
、同
封
さ
れ
て
い
た
他
史
料
と
内
容
が
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
三
通
の
文
書
の
関
連
性
が
低
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
は
桂
之
進
が
収
集
し
た
も

の
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
な
お
、
三
通
と
も
文
書
の
裏
打
ち
が
行
わ
れ
て
い
る
。

文
書
は
、
①
「
北
条
家
印
判
状
（
写
真
１
）」、
②
「
定
（
写
真
２
）」、
③
「
某
信
清

判
物
（
知
行
宛
行
約
諾
）（
写
真
３
）」
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
②
「
定
」
は
文
言
に
不

審
な
点
が
多
い
こ
と
、
武
田
氏
の
竜
朱
印
（
通
常
は
丸
朱
印
）
と
は
異
な
る
朱
印
で
あ

る
こ
と
、
書
札
礼
が
武
田
氏
の
も
の
と
は
ま
っ
た
く
相
違
す
る
こ
と
、
武
田
氏
が
第
四

次
川
中
島
合
戦
の
感
状
を
一
通
も
発
給
し
て
い
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
偽
文
書
と
判
断
し
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た
。
そ
の
た
め
①
、
③
の
み
翻
刻
文
を
掲
載
し
た
。

三　

文
書
の
内
容

①
の
北
条
家
禁
制
は
、
現
在
六
点
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る（

３
）。
今
回
発
見
さ
れ
た

文
書
と
書
札
礼
、
文
言
、
年
月
日
と
も
に
す
べ
て
合
致
し
て
い
る
。
付
年
号
の
「
壬
午
」

は
、
天
正
十
年
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
、
北
条
氏
は
上
野
国
を
手
中
に
収
め
る
た
め
、

六
月
十
八
、十
九
日
の
神
流
川
合
戦
で
滝
川
一
益
を
撃
破
し
、
滝
川
氏
に
従
属
し
て
い

た
上
野
の
有
力
領
主
を
相
次
い
で
従
え
、
上
野
中
央
部
に
対
し
て
勢
力
を
伸
ば
し
て
い

た（
４
）。
六
月
二
十
二
日
に
、
上
野
進
出
の
責
任
者
で
あ
る
北
条
氏
邦
を
奉
者
と
し
て
、
白

井
、
祖
母
島
郷
、
川
島
（
い
ず
れ
も
群
馬
県
渋
川
市
）
と
子
持
神
社
別
当
大
乗
院
な
ど

に
今
回
同
様
の
禁
制
を
与
え
て
い
る（
５
）。

①
文
書
は
、
宛
名
の
一
部
が
欠
損
し
て
い
る
も
の
の
、
残
存
し
て
い
る
文
字
部
分
と

北
条
氏
の
制
圧
状
況
か
ら
類
推
す
る
と
同
じ
上
野
国
大
戸（
群
馬
県
吾
妻
郡
東
吾
妻
町
）

に
与
え
た
文
書
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
中
山
道
沿
い
の
山
城
と
有
力
領
主
の
攻
略
を
考

え
て
い
た
北
条
軍
に
と
っ
て
大
戸
の
支
配
は
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
こ
の
禁
制
の
発

見
に
よ
り
、
大
戸
（
手
子
丸
城
主
大
戸
浦
野
氏
）
の
北
条
氏
へ
の
従
属
が
こ
の
時
期
で

あ
る
こ
と
が
確
実
と
な
っ
た
。

次
に
、
③
文
書
の
発
給
者
「
信
清
」
だ
が
、
武
田
信
清
（
信
玄
七
男
）
が
発
給
し
た

文
書
だ
と
推
測
し
た
。
こ
れ
は
、
差
出
人
の
名
に
「
信
」
の
一
字
が
含
ま
れ
、
花
押
が

武
田
系
の
も
の
に
酷
似
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
（
写
真
４
）。
武
田
信
清
は
、
甲
斐
源

氏
の
名
族
安
田
氏
の
名
跡
を
継
い
だ
と
い
わ
れ（
６
）、
武
田
氏
滅
亡
の
際
は
、
高
野
山
無
量

光
院
に
隠
れ
、
上
杉
景
勝
に
嫁
い
だ
姉
菊
姫
を
頼
っ
て
同
年
（
天
正
十
年
）
密
か
に
越

後
へ
行
き
上
杉
氏
に
仕
え
た
と
記
さ
れ
て
い
る（

７
）。

今
回
の
文
書
は
、
天
正
十
一
年
に
出
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
。
天
正
十
年
に
は
す
で
に

信
清
は
上
杉
氏
の
も
と
に
庇
護
さ
れ
て
い
る
の
で
、
武
田
家
再
興
を
考
え
て
い
た
信
清

が
、
上
杉
氏
の
後
ろ
盾
の
も
と
こ
の
文
書
を
出
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
宛
所
の

窪
惣
左
衛
門
に
つ
い
て
は
他
に
例
が
な
く
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
信
清
が
調
略
を
仕

掛
け
た
人
物
で
あ
る
の
で
武
田
遺
臣
の
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

今
回
、
簡
単
で
は
あ
る
が
新
出
の
中
世
史
料
を
紹
介
し
た
。
発
見
さ
れ
た
二
通
の
中

世
文
書
か
ら
、
１
．
天
正
壬
午
の
乱
勃
発
直
後
（
六
月
二
十
二
日
）
の
上
野
国
に
お
け

る
北
条
氏
の
影
響
力
が
、
信
州
街
道
沿
い
の
大
戸
氏
に
も
及
ん
で
お
り
、
吾
妻
郡
に
迫

る
勢
い
で
あ
っ
た
こ
と
、
２
．
天
正
十
年
に
上
杉
氏
に
匿
わ
れ
た
武
田
信
清
は
、
武
田

氏
再
興
を
め
ざ
し
て
早
く
も
天
正
十
一
年
に
は
活
動
を
始
め
て
い
た
こ
と
、
な
ど
を
想

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
史
料
の
考
察
に
つ
い
て
不
十
分
な

点
も
多
く
あ
る
と
思
う
が
、
今
後
の
研
究
の
参
考
に
な
れ
ば
幸
い
に
思
う
。

今
回
の
史
料
紹
介
に
あ
た
っ
て
は
、
平
山
優
氏
、
海
老
沼
真
治
氏
、
丸
島
和
洋
氏
の

各
氏
に
ご
教
示
頂
き
ま
し
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

註（
１
）　
『
史
料
館
叢
書
８
真
田
家
家
中
明
細
書
』（
国
立
資
料
館
編　

東
京
大
学
出
版　

一
九
八
六
年
）

田
中
誠
三
郎『
真
田
一
族
と
家
臣
団
―
そ
の
系
譜
を
さ
ぐ
る
―
』（
信
濃
路　

一
九
八
三
年
）

（
２
）　
『
更
級
郡
埴
科
郡
人
名
辞
書
（
復
刻
版
）』（
信
濃
教
育
会
更
級
部
会
・
埴
科
部
会
編

象
山
社　

一
九
七
八
年
）

（
３
）　
『
戦
国
遺
文
後
北
条
氏
編 

第
三
巻 

二
三
五
二
号
～
二
三
五
七
号
』（
杉
山
博
・
下
山
治
久
編

東
京
堂
出
版 

一
九
九
一
年
）

（
４
）　
『
沼
田
市
史 

原
始
・
古
代 

中
世 

通
史
編
一
』（
沼
田
市
史
編
さ
ん
委
員
会　

二
〇
〇
〇
年
）

（
５
）　

平
山
優
『
天
正
壬
午
の
乱　

本
能
寺
の
変
と
東
国
戦
国
史
』（
学
研
パ
ブ
リ
ッ
シ
ン
グ

二
〇
一
一
年
）

（
６
）　
『
戦
国
人
名
辞
典
』（
戦
国
人
名
辞
典
編
集
委
員
会
編 

吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
六
年
）
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（
７
）　
『
上
杉
家
御
年
譜 

四
巻
』（
米
沢
温
故
会
編 

原
書
房　

一
九
八
九
年
）

①　北条家印判状（写真１）

31.2 × 43.7（cm）
朱印 8.8 × 7.7（cm）

（外郭 7.5 × 7.4cm　内郭 7.0 × 7.0cm）

　
　
　

禁
制　
　
　
　
　
　

大
戸

　

右
軍
勢
甲
乙
人
於
當
郷

　

濫
妨
狼
籍
（
藉
）、

堅
令
停
止
畢
、

　

百
姓
等
早
々
可
令
歸
住
、
若
至
于

　

違
犯
之
輩
者
、
可
處
嚴
科
旨
、

　

被
仰
出
者
也
、
仍
如
件

　
（
天
正
十
年
）（
虎
朱
印
）

　
　
　

壬
午　
　
　
　
　
　
　
　

  

奉
之

　
　
　
　
　

六
月
廿
二
日　
　

安
房
守

（
北
条
氏
邦
）

②　定（写真２）
　　24.0 × 40.0（cm）
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③　某信清判物（写真３）

26.5 × 38.8（cm） 　
　

於
本
意
者
万
疋
之
地

　
　

可
出
、
忠
節
専
一
也
、　

　
　

仍
如
件

　

天
正
十
一
年

　
　
　
　

極
月
十
四
日　

信
清
（
花
押
）

窪
惣
左
衛
門

（写真４）

信玄花押
　収蔵番号／

吉 87（当館蔵）

信清花押
　5.9 × 4.4（cm）
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翻
刻
『
喜
久
の
分
根
』（
２
）
真
田
連
句
を
読
む
会　
　

玉
城　
　

司　

平
林　

香
織　

小
幡　
　

伍　

荻
原　

幸
子　

大
日
方
裕
美

柿
崎　

孝
子　

北
沢　

茂
子　

佐
藤
さ
わ
子　

島
田　
　

和　
　
　
　
　
　

竹
村　

昌
男　

田
中　

良
彦　

寺
田　

寿
子　

丸
山　

聖
子　
　
　
　
　
　

松
澤
ナ
オ
エ　

宮
澤　

恵
夫　

矢
澤　

誠
敏　

矢
野　

清
登　
　
　
　
　
　

　

前
号
（『
松
代
』
24
号
）
に
続
い
て
真
田
宝
物
館
蔵
『
菊
の
分

根
』（31-3-21-1

）
を
翻
刻
す
る
。『
菊
の
分
根
』
は
、菊
貫
（
真

田
幸
弘
）
が
一
座
し
て
巻
い
た
安
永
元
年
（
一
七
七
二
）
中
の

百
韻
を
十
五
巻
収
載
し
て
い
る
。
前
号
で
は
、
同
書
の
う
ち
最

初
の
百
韻
六
巻
を
翻
字
し
た
が
、
そ
の
後
半
の
百
韻
五
巻
、
す

な
わ
ち
第
七
巻
か
ら
十
一
巻
ま
で
を
翻
刻
す
る
。
便
宜
上
、
そ

れ
ぞ
れ
の
巻
の
前
に
（
七
）
か
ら
（
十
一
）
の
漢
数
字
を
記
し

て
区
別
し
た
（
原
本
に
は
な
い
）。
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
の
発
句
は
、

次
の
通
り
で
あ
る
。

　

 （
七
）
草
の
戸
や
尋
あ
た
り
し
種
瓢

　

 （
八
）
振
り
さ
く
る
鹿
の
目
赤
き
紅
葉
か
な

　

 （
九
）
柿
に
六
ツ
芸
つ
く
し
あ
り
十
三
夜

　

 （
十
）
十
六
夜
も
ま
た
更
科
の
郡
か
な

　

 （
十
一
）
む
か
し
聞
ケ
秩
父
殿
さ
へ
相
撲
取

　

こ
れ
ら
の
う
ち
、（
九
）
は
沾
徳
句
（
享
保
十
九
年
一
七
一
六
刊

『
た
つ
の
う
ら
』
収
載
）、（
十
）
は
芭
蕉
句
（
元
禄
二
年
一
六
八
九

刊
『
阿
羅
野
』
等
収
載
）、（
十
一
）
は
芭
蕉
句
（
元
禄
九
年
刊

『
芭
蕉
庵
小
文
庫
』
等
収
載
）
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
立
句
に
し
て

百
韻
を
巻
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
菊
貫
が
一
座
し
た
連
句
に
は

芭
蕉
の
発
句
を
立
句
に
し
て
巻
い
た
百
韻
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
。

宝
暦
十
三
年
（
一
七
六
三
）
の
芭
蕉
七
十
回
忌
を
契
機
と
し
て
、

美
濃
派
や
伊
勢
派
な
ど
地
方
系
俳
人
が
主
導
し
芭
蕉
復
興
運
動

が
さ
か
ん
に
行
わ
れ
た
。
そ
の
余
波
は
江
戸
座
な
ど
の
都
市
系

俳
人
に
も
及
ん
だ
が
、
菊
貫
ら
の
大
名
俳
人
を
も
巻
き
込
ん
で

い
っ
た
様
子
が
う
か
が
え
て
興
味
深
い
。

　
（
七
）
と
（
八
）
は
未
詳
だ
が
、（
七
）
は
蓼
太
「
草
の
戸
や

我
に
言
葉
の
種
瓢
」（
天
明
元
年
一
七
八
一
刊
『
七
柏
集
』）
と
類
想

の
句
で
あ
る
。
発
句
・
脇
な
ど
表
八
句
に
は
原
則
と
し
て
作
者

名
を
記
さ
な
い
の
で
作
者
は
判
ら
な
い
が
、
成
立
年
か
ら
み
て
、

本
書
収
載(

七
）
の
方
が
先
に
詠
ま
れ
て
い
た
と
み
る
の
が
妥

当
で
あ
る
。
菊
貫
は
江
戸
座
の
点
取
俳
諧
に
遊
ぶ
一
方
で
、
多

く
の
大
名
俳
人
と
の
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
を
も
つ
雪
中
庵
蓼
太
に
も

俳
諧
を
学
ん
で
い
た
。
た
だ
し
現
存
す
る
菊
貫
が
一
座
す
る
点

取
俳
諧
資
料
に
は
蓼
太
が
点
者
を
つ
と
め
た
例
は
み
ら
れ
な
い
。

文
化
年
間
（
一
八
〇
四
～
）
に
至
る
と
蓼
太
の
雪
中
庵
を
継
い

だ
完
来
が
点
者
の
一
人
に
加
わ
る
例
が
み
ら
れ
る
が
、
安
永
・

天
明
期
（
一
七
七
二
～
八
八
）、
菊
貫
の
点
取
俳
諧
の
点
者
と
し

て
は
蓼
太
が
遇
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
興
行
、
加
点
の
月
日
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

（
七
）
不
記

（
八
）「
九
月
四
日
席
九
唫　

同
十
二
日
開
点
」

（
九
）
不
記

（
十
）「
辰
九
月
十
七
日
御
席　

同
廿
日
開
点
」

（
十
一
）「「
右
菊
月
廿
一
日
席
同
日
開　

当
廿
五
日
武
江
御
発
駕

東
武
御
席
終
」

　

こ
れ
ら
の
う
ち
（
七
）（
九
）
の
月
日
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

そ
れ
以
外
は
、
九
月
中
に
巻
い
た
百
韻
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
。
本
書
（『
喜
久
の
分
根
』）
は
、
原
則
的
に
百
韻
の
成

立
年
順
（
興
行
年
順
）
に
記
録
し
て
い
る
の
で
、（
七
）
は
安
永

元
年
の
八
月
下
旬
、（
八
）
か
ら
（
十
一
）
ま
で
は
、
九
月
中
に

成
立
し
た
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
年
の
九
月

中
に
四
回
、
百
韻
に
一
座
し
た
の
で
あ
る
。
菊
貫
の
生
涯
を
俳

諧
の
側
面
か
ら
顧
み
る
と
、
平
均
的
な
回
数
で
あ
る
が
、
安
永

元
年
三
十
三
歳
の
菊
貫
が
俳
諧
に
執
心
し
て
い
た
こ
と
を
改
め

て
確
認
し
て
お
く
。

　

菊
貫
と
一
座
し
て
俳
諧
を
と
も
に
し
た
連
衆
と
点
者
（
宗
匠
）

に
つ
い
て
は
当
翻
刻
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
興
味
深
い

の
は
、
安
永
元
年
八
月
に
巻
い
た
と
思
わ
れ
る
百
韻(

七)

で
、

斗
来
公
が
一
座
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
斗
来
は
、
島
原
藩
六

代
藩
主・松
平
忠た

だ
ひ
ろ恕
。
こ
の
人
の
妻
と
な
っ
た
の
が
菊
貫（
幸
弘
）

の
妹・藤ふ

じ（
珪
樹
院
）で
あ
る
。
忠
恕
は
、元
文
五
年（
一
七
四
〇
）、

島
原
藩
主
・
松
平
忠た

だ
と
き刻
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
、
宝
暦
十
二
年

（
一
七
六
二
）、
兄
・
忠た

だ
ま
さ祗
の
隠
居
に
伴
っ
て
家
督
を
継
い
だ
。

安
永
元
年
（
一
七
七
二
）
当
時
、菊
貫
と
一
座
し
た
忠
恕
（
斗
来
）

は
、
宇
都
宮
藩
主
で
あ
っ
た
が
、
安
永
四
年
島
原
藩
主
と
し
て

先
祖
伝
来
の
地
へ
移
封
さ
れ
て
い
る
。

　

解
題
の
最
後
に
、
前
号
で
も
記
し
た
、
書
誌
的
事
項
と
翻
刻

凡
例
を
掲
げ
て
お
く
。

【
書
誌
】

真
田
宝
物
館
書
名
／
『
喜
久
の
分
根
』

真
田
宝
物
館
整
理
番
号
／31-3-21-1

書
型　

綴　

料
紙
／
大
本　

27.5

×19.4　

袋
綴　

楮
紙

表
紙　

色　

模
様
／
紺
色
無
地

題
簽
／
「
喜
久
の
分
根　

辰
初
秋
末
秋
迄
」
菜
種
色
染
紙
（18.1

×3.5

）

見
返
し
／
共
紙

目
次
／
な
し

全
丁
数　

墨
付
丁
数　

行
数
／
全126

丁　

墨
付123

丁　

7~8

行【凡
例
】

１　

旧
漢
字
・
異
体
字
は
現
在
通
行
の
漢
字
に
改
め
た
。

２　

仮
名
づ
か
い
、
仮
名
の
清
濁
は
原
本
の
と
お
り
と
し
た
。

３　

収
載
句
に
は
人
権
に
か
か
わ
る
用
語
が
あ
る
。
資
料
的
性

格
を
考
え
て
原
本
通
り
に
翻
刻
し
た
が
、
読
者
は
、
人
権

問
題
の
正
し
い
理
解
の
う
え
に
た
っ
て
、
判
断
し
て
い
た

だ
き
た
い
。

　　

な
お
、
当
翻
刻
は
、
科
学
研
究
費
補
助
〈
基
盤
研
究
Ｃ
〉「
真

田
文
書
ア
ー
カ
イ
ブ
の
構
築
及
び
松
代
藩
第
六
代
藩
主
真
田
幸

弘
の
点
取
俳
諧
に
関
す
る
研
究
」（
課
題
研
究
番
号22520205

）

の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
玉
城　

司
）



― 86 ―― 87 ―

（
七
）　　
　
　
　
　

 

草
の
戸
や
尋
あ
た
り
し
種
瓢

 
　

筧
潜
れ
は
山
萑
の
罠

 

月
を
ま
つ
杣
も
戻
リ
ハ
竿
さ
し
て

 

　

あ
り
や
な
し
や
と
振
て
見
る
樽 

 

城
下
か
ら
幽
く
う
な
る
時
の
鐘 

 

　

を
く
ら
く
茂
る
松
の
む
ら
立 

 

涼
し
さ
ハ
瀧
の
あ
た
り
の
心
太 

 

　

雨
も
い
と
は
す
勇
ム
川
狩 

 

」
49
オ

ウ　
　
　
　
　
　

 

存
義
五
点　

珠
来
七
点　

旨
原
七
点

買
明
十
点 

支
離
ま
て
さ
が
し
出
さ
る
ゝ
堺
論 

菊
貫

 

買
明
七
点　

湖
十
五
点

存
義
十
五
点 

鯲
煮
る
な
ら
庵
ハ
借
ス
ま
い 

　

祇
東

 

誘
ふ
風
綻
か
ゝ
る
被
つ
れ 

　

夜
雀

 

　

い
ひ
名
付
と
ハ
恋
の
手
習
ひ 

　

雅
水

 

珠
来
五
点

 

よ
ふ
似
た
と
物
見
は
誉
る
高
笑
ひ 

　

野
水

 

　
旨
原
七
点　

湖
十
七
点

 

　

腕
に
覚
の
祭
セ
話
や
く 

　

西
坡

　 

旨
原
七
点

 

牛
迄
も
汗
の
玉
散
る
あ
ふ
ら
照　

 

暁
雨

 
 

 

」
49
ウ

 

　
存
義
五
点

 

　

御
幸
静
に
大
道
の
塵 

斗
来

　 

湖
十
五
点

 

い
つ
見
て
も
お
も
し
ろ
そ
ふ
な
月
の
影 　

フ

 

　
旨
原
七
点

 

　

踊
リ
を
当
に
こ
し
ら
ゆ
る
帯 

貫

 

買
明
五
点　

湖
十
七
点

珠
来
十
点 

蕣
の
咲
こ
ろ
戻
る
白
拍
子 

　

水

 
　

船
か
障
ツ
て
水
に
浮
ク
櫛 

　

東

 

湖
十
五
点

珠
来
十
点 

奇
麗
な
る
亭
ン
に
笑
ひ
の
花
盛
リ 

　

フ

 

　
　

め
つ
た
に
続
く
豊
年
の
春 

　

フ

 
 

 

」
50
オ

二

 

湖
十
七
点

 

霞
か
ら
生
る
ゝ
よ
ふ
な
塔
大
工　

 

貫

 

　
存
義
七
点　

旨
原
七
点

 

　

世
へ
尻
む
け
て
猿
沢
の
宮 

　

雀

 

萍
も
身
投
か
髪
を
引
ツ
か
ら
け 

斗

 

　

息
子
の
瘧
に
隠
す
憂
キ
事 

仝

旨
原
十
点 

買
明
七
点　

珠
来
七
点　

湖
十
五
点

存
義
十
点 

慰
に
覚
た
占
の
邪
魔
に
成
り 

　

野

 

　
買
明
五
点

 

　

重
法
か
ら
れ
村
へ
移
徙 

　

仝

旨
原
十
点 

猫
好
キ
に
迷
惑
し
た
る
猫
嫌
ひ 

　

西

 
 

 

」
50
ウ

 

　
旨
原
七
点

 

　

上
手
に
教
化
旦
那
寺
殿 

　

仝

 

旨
原
七
点

 

御
目
と
の
わ
る
さ
に
む
り
な
袖
留
て 

暁

湖
十
十
五
点 

　

蛇
を
夢
見
て
凄
く
成
る
恋 

　

仝 

 

買
明
七
点　

珠
来
五
点　

旨
原
七
点

 

あ
る
時
は
乳
母
に
も
遣
ふ
掛
リ
人 

貫

 

　
珠
来
七
点　

旨
原
五
点　

湖
十
五
点

 

　

撫
さ
す
ら
る
ゝ
稲
房
の
出
来 

　

雀
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湖
十
十
五
点 

月
今
宵
と
ゝ
か
ぬ
海
の
果
ま
て
も 

　

フ

 
　

つ
く
／
＼
秋
の
寂
わ
た
る
也 

　

フ

 
 

 

」
51
オ

二
（
ウ
） 

旨
原
七
点

存
義
十
点 

姿
見
を
鐘
に
し
て
聞
く
松
か
岡 

　

 

東

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
旨　

比
丘
尼
寺

湖
十
十
点 

　

次
第
に
紙
の
ふ
へ
る
紀
行 
　

 

水

旨
原
十
五
点 

買
明
五
点　

存
義
五
点

珠
来
十
五
点 

気
違
ひ
に
付
て
崩
る
ゝ
市
の
人 

　

貫

 

　
旨
原
七
点

 

　

姉
と
妹
か
辞
義
て
垣
間
見 

　

 

水

 

囁
の
中
を
へ
た
て
し
鉢
た
ゝ
き 

　

 

仝

 

　

和
ら
か
な
る
を
以
て
湯
豆
腐 

　

 

雀

 

存
義
七
点
旨
原
七
点　

 

猿
の
子
の
龍
頭
を
巡
る
俄
雨 

　

仝

 
 

 

」
51
ウ

 

　
旨
原
七
点　

湖
十
五
点

 

　

言
葉
誮
し
く
金
を
取
る
京 

　

東

 

買
明
七
点　

旨
原
七
点　

湖
十
五
点

 

田
水
引
跡
に
哀
れ
や
が
き
つ
は
た 

　

仝

珠
来
十
点

存
義
十
点 

長
サ
か
家
内
へ
当
る
生
贄 

　

野

旨
原
十
点 

珠
来
七
点　

湖
十
七
点

買
明
十
五
点 

中
／
＼
に
染
木
の
垨
（
注
1
）
も
付
兼
て 　

仝

 

　

朧
か
け
に
も
し
る
き
ふ
り
袖 

　

フ

 

初
花
に
い
つ
し
か
蝶
も
ふ
た
つ
三
ツ 

　

フ

 

　

風
も
は
け
し
く
成
り
し
夕
暮 

　

フ

 
 

 

」
52
オ

三
ヲ

存
義
十
八
点

買
明
十
五
点 

落
人
を
甲
斐
／
＼
布
（
注
２
）
も
渡
し
守 　

西

珠
来
十
五
点

旨
原
十
五
点

 

　
買
明
五
点

買
明
十
八
点 

　

煤
も
数
代
の
布
留
の
家
柄 

　

仝

 

買
明
七
点　

珠
来
五
点　

旨
原
七
点

 

貧
も
苦
に
な
ら
て
雨
夜
に
笙
を
吹 

　

野

 

　

海
山
隔
悔
む
師
の
死
去 
　

西
 

存
義
七
点　

旨
原
七
点　

湖
十
五
点

 

明
さ
れ
ぬ
心
を
三
十
字
一
文
字
に 

　

暁

 

　
湖
十
五
点

 

　

咎
な
き
鶏
を
う
ら
む
衣
／
＼ 

　

仝

 

珠
来
七
点　

旨
原
五
点

 

此
雪
に
駒
も
不
便
と
打
乗
り
て 

斗

 
 

 

」
52
ウ

 

　

湯
を
与
ふ
る
も
安
き
洛
外 

　

仝

 

旨
原
七
点　

湖
十
五
点

珠
来
十
点 

呪
ふ
た
田
虫
を
笑
ふ
筆
の
跡 

　

暁

 

　

茶
宇
に
も
む
せ
ず
寺
の
士 

斗

 

存
義
五
点　

珠
来
七
点　

旨
原
七
点

買
明
十
点 

汲
ム
た
ひ
に
木
槿
の
落
る
桔
槹 

　

東

旨
原
十
五
点 

　
珠
来
七
点　

珠
来
十
八
点 

　

庭
の
広
さ
に
来
て
覗
く
鹿 

　

水

 

湖
十
五
点

 

月
晴
れ
て
ま
た
新
し
き
橋
ば
し
ら 

　

フ

 

　

つ
ゐ
近
付
の
ふ
へ
る
道
連 

　

フ

 
 

 

」
53
オ

ウ 

買
明
七
点　

珠
来
五
点

 

賽
銭
を
烏
帽
子
へ
拾
ふ
神
輿
舁 

貫
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買
明
七
点　

湖
十
七
点

 

　

雲
さ
へ
見
る
と
幮
を
つ
る
妻 

仝

 
旨
原
七
点

湖
十
十
点 
大
病
の
敵
と
成
り
て
美
し
き 

　

雀

 

　

物
の
よ
く
退
く
月
次
の
市 

　

仝

 

買
明
七
点　

珠
来
七
点

旨
原
十
点 

藁
焚
て
和
布
苅
の
禰
宜
を
暖
メ
る 

　

東

 

　

む
く
ふ
と
こ
ろ
の
か
ゆ
き
鴨
の
毛 
　

仝
 

 
 

」
53
ウ

湖
十
十
点 

珠
来
五
点

旨
原
七
点 

生
酔
の
道
お
も
し
ろ
き
九
折 

　

水

 

　
珠
来
五
点

 

　

何
そ
書
た
い
白
壁
の
堂 

　

仝

 

買
明
七
点　

旨
原
七
点　

湖
十
五
点

珠
来
十
五
点 

狐
火
の
消
へ
た
あ
た
り
に
遠
碪 

貫

 

　
湖
十
七
点

 

　

影
さ
ま
／
＼
に
干
網
の
月 

　

フ

 

存
義
五
点　

旨
原
七
点

 

百
姓
の
鑓
も
に
け
な
き
毛
見
の
供 

　

雀

 

　
旨
原
七
点

 

　

此
人
立
に
縁
者
呼
ハ
り 

　

野

 

鳥
追
ひ
の
花
や
笠
に
も
あ
ま
る
ほ
ど　

 　

フ

 

　

ね
ら
ひ
済
し
て
毬
の
意
趣
打　

 

　

フ

 
 

 

」
54
オ

ナ　
　
　

 

旨
原
七
点

 

飯
蛸
に
当
る
平
家
の
和
ら
か
さ　

 

　

野

 

　
　
　
珠　

中
毒
の
事
な
る
へ
し
あ
た
ら
は
か
な
は
て
侍
る

 

　
買
明
七
点　

旨
原
五
点　

珠
来
十
点　

 

　

段
々
減
し
和
歌
の
友
達　

 

　

西

買
明
十
五
点　
　

台
所
へ
時
聞
に
行
五
月
雨　

 

　

仝

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

傲
り
尽
し
て
元
の
羽
二
重　

 

暁

 

存
義
五
点　

珠
来
七
点　

湖
十
五
点

旨
原
十
点 

居
眠
し
禿
か
鼻
を
紙
縷
に
て 

仝

 
　
買
明
五
点　

旨
原
十
点 
　

手
本
に
も
ミ
な
玉
章
を
書 

斗

 

旨
原
七
点

 

霜
や
け
の
い
た
／
＼
敷
も
は
れ
上
り 

仝

 
 

 

」
54
ウ

 

湖
十
七
点

旨
原
十
点 

　

雪
の
翌
の
上
野
ま
は
ゆ
き 

西

買
明
十
点 

白
張
に
茶
碗
請
取
る
不
調
法　
　

 
野

 

　
存
義
五
点
珠
来
七
点

 

　

蜻
蛉
を　

追
ひ
廻
す
太
刀
持 

暁

　 

旨
原
五
点
湖
十
五
点

 

生
ひ
茂
る
菊
も
日
増
に
う
ら
枯
て 

斗

 

　
湖
十
五
点

 

　

い
つ
見
て
も
よ
き
盃
の
影 

フ

湖
十
十
点 

珠
来
五
点　

旨
原
七
点

買
明
十
五
点 

捨
て
有
る
よ
ふ
に
立
場
の
駕
と
鑓 

フ

 

　

傘
も
隙
な
く
降
リ
つ
ゝ
く
雨 

フ

 
 

 

」
55
オ

ウ　
　
　

 

旨
原
七
点

買
明
十
点 

菖
蒲
か
り
そ
つ
と
す
る
ほ
と
足
に
蛭　

貫

　 

　
買
明
七
点

 

　

鳶
お
ら
せ
し
と
縄
を
張
る
屋
根 

フ

 

　
　
珠　

徒
然
の
と
お
り
也　

そ
の
ま
ゝ
に
侍
る
事
な
き
に
し
も
あ
ら
ね
と

 

買
明
七
点　

存
義
七
点

 

い
そ
の
か
み
古
ひ
て
賎
か
革
才
布 

水

旨
原
十
五
点 

　

 

桶
に
う
み
荢
の
積
る
雪
の
夜 

東

　 

旨
原
七
点

 

さ
む
か
り
を
中
に
立
た
る
寒
念
仏 

雀

 

　

厠
も
景
の
ひ
と
つ
に
そ
成
る 

フ
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湖
十
七
点

 
言
の
葉
に
尽
セ
ぬ
花
の
咲
満
て 

フ

 

　

靏
も
羽
を
伸
ス
万
歳
の
春 

フ

 
 

 

」
55
ウ

 

　

珠
来
勝

 

　

存
義
祇
東

 

　

旨
原
勝　
　
　
　

批
判

 

　

買
明
西
坡

 

　

湖
十
暁
雨 

 
」
56
オ

（
八
）

 

　

振
り
さ
く
る
鹿
の
目
赤
き
紅
葉
か
な 

 

　
　

狭
イ
閑
居
に
広
く
澄
月

 

　

新
イ
俵
力
た
め
し
に
賑
わ
ひ
て 

　 

　
　

調
布
か
い
つ
も
残
ス
口
上 

 

　

鈴
音
に
狆
も
歩
ミ
の
知
れ
け
り 

 

　
　

さ
て
も
氷
柱
を
旨
そ
ふ
に
喰 

 

　

角
鍔
は
ち
よ
つ
と
置
て
も
居
り
能
き 

 

　
　

手
拭
か
け
の
風
に
吹
飛 

 

」
57
オ

ウ

 

祇
亟
五
点　

白
頭
七
点　

秀
国
七
点　

菊
堂
五
点

 

怖
敷
く
昼
も
蚊
を
吐
く
石
燈
篭　
　

菊
貫

 

　
楼
川
七
点　

菊
堂
五
点　

雞
口
五
点　

祇
徳
七
点

 

　

通
し
矢
済
と
升
て
呑
む
腹 

祇
東

　
　
　
　

 

温
克
五
点　

菊
堂
七
点

 

惣
領
て
無
ひ
を
果
報
と
寝
広
か
り 

梧
庵

祇
徳
七
点 

　
葵
足
七
点　

白
頭
七
点　

温
克
七
点　

菊
堂
七
点

秀
国
十
点 

　

出
か
ゝ
つ
て
買
フ
女
房
の
足
袋 

田
暁

楼
川
十
五
点 

囁
を
側
て
羨
む
か
な
聾　
　
　
　
　

 

松
岡

祇
徳
十
点 

　
祇
亟
七
点　

白
頭
七
点　

楼
川
七
点　

秀
国
七
点　

菊
堂
五
点

買
明
十
点 

　

こ
わ
そ
ふ
に
掘
る
遺
言
の
金　
　

 

伴
水

 
　

菊
堂
五
点　

雞
口
七
点

 

蛍
か
と
見
れ
ハ
麓
に
遠
碪 

波
翠

 
 

 

」
57
ウ

 

　

露
き
ら
／
＼
と
残
る
月
影 

フ

　
　
　
　
　

祇
徳
十
点

白
頭
十
五
点　

秀
国
十
点　

祇
亟
五
点　

存
義
七
点

葵
足
十
点　

温
克
十
点　

行
徳
の
一
番
船
に
毛
見
と
僧 

暁

買
明
十
点　

菊
堂
十
五
点

楼
川
十
点　

雞
口
十
点

 

　
葵
足
七
点

 

　

嚊
て
も
む
セ
る
酒
の
心
味 

 

庵

　
　
　
　
　
　

 

存
義
五
点　

温
克
五
点

 

兄
弟
の
顔
は
他
人
に
競
へ
け
り 

 

岡

　
　
　
　
　
　

 

　
買
明
五
点　

祇
亟
七
点　

秀
国
七
点　

温
克
五
点

菊
堂
十
点 

　

ミ
ん
な
家
内
の
遣
わ
る
ゝ
雛 

 

翠

 

世
の
中
の
面
白
く
成
る
花
の
頃 

 

フ

 

　

口
拍
子
に
も
菫
た
ん
ほ
ゝ 

 

フ

 
 

 

」
58
オ

ニ
ヲ　
　
　
　
　

白
頭
十
点 

葵
足
七
点　

楼
川
五
点　

秀
国
五
点　

温
克
五
点　

菊
堂
七
点　

祇
徳
七
点

祇
亟
十
五
点 

御
洗
水
や
柄
杓
の
内
に
鳴
蛙 

　

東

雞
口
十
五
点 

　
祇　

手
洗

　
　
　
　
　
　

 

　

見
通
し
へ
来
て
育
ツ
田
舎
出 

沾
雨

 

買
明
七
点

祇
徳
十
五
点 

ふ
る
癖
か
止
む
と
間
も
な
く
年
ン
か
明 

岡

 

　
　
　
　
　
　
存　

見
過
し
と
は
外
に
も
い
ふ
所
あ
り
や

 

　
白
頭
七
点　

楼
川
五
点　

存
義
五
点　

温
克
七
点　

祇
徳
五
点

秀
国
十
点 

　

悋
気
の
支
度
引
〆
る
帯 

水

 

祇
亟
五
点　

楼
川
七
点　

秀
国
五
点　

雞
口
七
点　

祇
徳
五
点

白
頭
十
点 

夕
立
に
骨
斗
り
な
る
日
傘 

翠

 

　
祇
亟
五
点　

楼
川
七
点　

秀
国
五
点　

雞
口
七
点　

祇
徳
七
点

秀
国
十
八
点 

　

戸
さ
ゝ
ぬ
御
代
と
な
り
し
六
月 

暁
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祇
亟
五
点　

温
克
五
点　

菊
堂
五
点

白
頭
十
五
点 
松
か
根
に
六
部
の
飯
の
焚
加
減 

水

 
　
　
　
　
　
　
祇　

廻
国
と
か
六
十
六
部
と
か
あ
り
た
し

 

　
　
　
　
　
　
　
六
部
と
は
あ
ま
り
略
言
な
る
へ
し

 
 

 

」
58
ウ

 

　
買
明
七
点　

白
頭
七
点　

楼
川
五
点　

存
義
七
点

雞
口
十
五
点 

　

関
所
越
る
と
哥
に
読
む
里 

松
江

 

祇
亟
七
点　

温
克
七
点　

菊
堂
七
点　

雞
口
七
点

 

暖
か
に
寝
て
お
そ
ろ
敷
暖
メ
鳥 

翠

葵
足
十
点 

　
白
頭
五
点　

菊
堂
五
点　

祇
徳
五
点

買
明
十
点 

　

御
幸
一
日
隙
な
竃 

岡

 

葵
足
七
点　

秀
国
五
点

 

闇
と
な
る
昼
の
二
階
の
物
静 

庵

温
克
十
五
点 

　
白
頭
七
点　

存
義
五
点　

秀
国
七
点　

菊
堂
七
点　

祇
徳
七
点

楼
川
十
点 

　

新
地
の
竿
の
先
に
経
堂 

暁

 

宵
月
に
白
粉
水
を
こ
ほ
し
け
り 

フ

 

　

と
ん
ほ
の
と
ま
る
髷
棒
の
上 

フ

 
 

 

」
59
オ

ウ

 

葵
足
七
点　

楼
川
五
点　

秀
国
五
点　

菊
堂
五
点

 

側
て
見
る
母
の
気
を
も
む
曠
（
注
３
）
相
撲 

翠

温
克
十
五
点 

　
存
義
五
点　

雞
口
七
点　

祇
徳
五
点

祇
亟
十
点 

　

入
院
の
先
も
耳
に
つ
く
滝 

江

 

　
　
　
　
　
　
存　

つ
か
ね
と
も

 

温
克
五
点

 

吸
筒
も
爰
に
た
の
し
む
郭
公 

翠

　
　
　
　
　
　
　

 

　
葵
足
七
点

 

　

博
奕
の
襟
へ
落
か
ゝ
る
蛇　
　
　

貫

 

　
　
　
　
存　

は
く
ち
を
う
つ
襟
へ
と
い
ふ
事
に
や

 

買
明
七
点　

祇
亟
五
点

祇
徳
十
点 

若
息
子
定
家
の
色
紙
買
か
つ
き 

東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
存　

は
く
ち
に
金
銀
売
買
ハ
付
ぬ
事
に
や

　
温
克
十
点 

　
存
義
五
点　

菊
堂
七
点　

雞
口
五
点

秀
国
十
点 

　

元
よ
し
原
へ
請
ら
れ
て
行 

暁

祇
徳
十
五
点

 

買
明
七
点　

楼
川
七
点　

雞
口
五
点　

祇
徳
五
点

雞
口
十
八
点 

蕣
の
身
は
恥
敷
咲
替
り 

庵

 
 

 

」
59
ウ

 

　

今
明
く
窓
へ
移
る
桂
男 

フ

雞
口
十
五
点 

葵
足
七
点　

存
義
五
点 
秀
国
七
点　

菊
堂
五
点　

祇
徳
五
点

存
義
十
八
点 

秋
の
山
馬
て
誘
へ
は
馬
て
出
ル 

雨

　
　
　
　
　
　
　

 

　
白
頭
五
点　

秀
国
七
点　

温
克
五
点　

菊
堂
七
点

 

　

六
郷
か
ら
は
旅
の
気
に
成 

江

 

祇
亟
七
点　

葵
足
七
点　

楼
川
五
点　

秀
国
七
点　

温
克
七
点　

 

菊
堂
五
点　

雞
口
七
点　

白
頭
十
点 

草
鞋
と
く
手
も
覚
な
き
雪
催　
　
　

岡

 

　
買
明
七
点

 

　

時
斗
の
蔵
に
響
く
宿
替　
　
　
　

雨　
　
　

　 

何
着
て
も
最
フ
暮
し
能
花
盛
リ　
　

  

フ

 

　

次
第
に
ふ
へ
る
如
月
の
蝶　
　
　

フ

 
 

 

」
60
オ

三葵
足
十
五
点　

菊
堂
十
点

祇
亟
十
点　

雞
口
十
五
点　

買
明
七
点  

楼
川
七
点  

存
義
七
点  

秀
国
七
点  

祇
徳
七
点

白
頭
十
点 

春
の
雨
局
を
巡
る
艸
草
紙　
　
　

貫

温
克
十
点

 

　
　
　
　
　

菊
堂
七
点

 

　
　
　
　
　

買
明
七
点　

祇
亟
五
点　

葵
足
五
点　

白
頭
七
点　

 

　
　
　
　
　

楼
川
五
点　

温
克
五
点

 

　

祇
徳
十
点

 

　
　
　
　
　　

瞽
女
丁
寧
に
元
結
紙
折 

暁

 

　

雞
口
十
五
点

 

楼
川
五
点
秀
国
五
点
雞
口
七
点

祇
亟
十
点 

夜
は
し
ん
と
寝
言
の
声
の
物
凄 

岡

 

　
祇
徳
七
点　

 

　

水
雑
水
て
暮
ス
門
番 

雨
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菊
堂
十
五
点 

楼
川
七
点　

秀
国
七
点　

温
克
七
点　

祇
徳
五
点

白
頭
十
点 

調
合
の
内
に
巣
鴨
の
餌
蜘
取 

暁

買
明
十
点

 

　

さ
た
な
く
滴
に
遣
ふ
石
菖 

庵

祇
徳
十
点 

菊
堂
五
点　
　
　

葵
足
十
点 

面
ン
打
の
こ
わ
ひ
面
は
出
来
栄
ヘ
て 

東

 
 

 

」
60
ウ

楼
川
十
点 

　

利
生
を
照
ら
す
草
む
ら
の
神 
　

雨

　
　
　
　
　
　

 

温
克
五
点　

菊
堂
七
点

 

買
明
七
点　

祇
亟
五
点　

葵
足
七
点　

白
頭
七
点　

楼
川
五
点

 

存
義
七
点　

秀
国
五
点

 

労
痎
を
慰
め
兼
て
子
を
預
ケ　
　

貫

秀
国
十
点　

祇
徳
十
点　

祇
亟
七
点　

葵
足
五
点　

楼
川
七
点　

温
克
七
点　

秀
国
五
点

存
義
十
五
点 

　

雪
に
恨
ミ
の
染
る
錦
木 

東

楼
川
十
八
点

 

買
明
七
点　

葵
足
七
点　

楼
川
五
点　

秀
国
七
点　

温
克
七
点　

雞
口
五
点

祇
亟
十
五
点 

或
る
と
き
は
名
所
尋
る
陣
の
隙 

岡

祇
徳
十
点

　
　

再
考
十
八
点

 

　

古
郷
の
や
ふ
に
覚
る
川
音 

庵

 

夕
月
に
虫
の
調
子
も
揃
ひ
け
り　
　

フ

　
　
　
　
　
　

　

 

　

冬
瓜
に
ひ
つ
む
雪
隠
の
軒　
　
　

フ

 
 

 

」
61
オ

ウ白
頭
十
点　

菊
堂
十
点　

秀
国
五
点

葵
足
十
点　

雞
口
十
点
稲
船
の
盗
ミ
て
く
る
み
漕
戻
し　

 

暁

 

　
買
明
五
点　

祇
亟
五
点　

菊
堂
五
点　

祇
徳
七
点

祇
亟
十
八
点 

　

絵
馬
の
剱
も
凄
き
雲
行　
　
　
　

 

江

 

秀
国
七
点　

祇
徳
五
点

買
明
十
点 

風
に
散
る
夜
の
砂
子
や
宇
治
の
里　

 

水

 

　
買
明
七
点　

葵
足
七
点　

白
頭
七
点　

温
克
五
点　

祇
徳
五
点

 

　

行
脚
に
習
ふ
名
灸
の
点 

江

菊
堂
十
点 

葵
足
七
点　

白
頭
七
点　

楼
川
五
点　

温
克
五
点

存
義
十
点 

離
別
れ
て
の
窓
ふ
り
返
る
機
の
音 

庵

 
　
祇
亟
七
点　

祇
徳
五
点

 

　

歌
煎
餅
て
思
ひ
占
フ 

雨

            
 

白
頭
七
点　

温
克
五
点　

菊
堂
七
点　

雞
口
五

秀
国
十
五
点 

薮
入
の
髪
は
こ
た
ヘ
て
花
木
槿 

東

 
 

 

」
61
ウ

 

　

月
迄
足
し
て
仕
廻
井
戸
替 

フ

白
頭
十
点　

白
頭
再
考
十
八
点

祇
亟
十
点　
秀
国
二
十
点　
買
明
五
点　
葵
足
五
点　
楼
川
七
点　
存
義
五
点　
秀
国
五
点　
祇
徳
五
点

買
明
十
八
点　

温
克
十
点　

鞠
壱
つ
さ
か
し
出
さ
る
　ゝ

寺
の
秋

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

貫

菊
堂
十
五
点　

雞
口
十
五
点

 

　
楼
川
五
点

 

　

錆
た
刀
も
牢
人
の
骨 

江

秀
国
十
五
点 

祇
亟
七
点　

葵
足
五
点　

楼
川
七
点　

温
克
七
点

買
明
十
五
点 

一
字
宛
跡
か
ら
謡
フ
鸚
鵡
石 

翠

 

　
温
克
七
点　

祇
徳
七
点

秀
国
十
点 

　

小
家
ま
は
ら
に
五
千
度
の
箱 

水

 

買
明
十
点

 

金
杉
に
上
野
の
花
の
貰
イ
咲 

フ

 

　

い
ふ
／
＼
と
し
て
霞
た
つ
な
り 

フ

 
 

 

」
62
オ

ナ

 

祇
亟
五
点　

葵
足
七
点　

祇
徳
五
点

 

春
な
れ
や
寝
よ
け
に
見
ゆ
る
乞
食
連
レ 

岡

菊
堂
十
八
点　

祇
徳
十
五
点　

祇
亟
五
点　

秀
国
五
点　

菊
堂
五
点

温
克
十
点 

　

大
門
口
て
買ヒ
ヒ

直
ス
下
駄　

 

雨

白
頭
十
五
点

 

買
明
七
点　

祇
亟
五
点　

白
頭
五
点　

樓
川
七
点　

温
克
五
点　

祇
徳
七
点

秀
国
十
点 

初
鰹
是
も
う
わ
き
を
誘
ふ
水 

水
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菊
堂
十
八
点

 

　
楼
川
五
点　

存
義
五
点　

 
　

姥
の
不
首
尾
も
袖
口
の
針 

仝

 

買
明
七
点　

温
克
五
点　

雞
口
五
点　

祇
徳
七
点

祇
亟
十
点 

神
寂
て
実
に
も
と
ふ
と
き
杉
の
奥 

翠

 

　
秀
国
五
点　

温
克
七
点

 

　

船
呼
フ
声
の
更
る
冬
枯　

フ

秀
国
十
五
点 

買
明
七
点　

白
頭
七
点　

菊
堂
七
点　

雞
口
七
点　

祇
徳
五
点

楼
川
十
点 

寒
念
仏
我
か
家
も
雪
に
ふ
り
替
り　

貫

 
 

 
」
62
ウ

祇
亟
十
点

温
克
十
点

 

　

茶
殻
の
山
を
ま
た
く
鶏 

庵

祇
徳
十
点 

葵
足
七
点　

温
克
五
点

菊
堂
十
点 

梅
か
香
に
下
り
し
斎
宮
の
た
は
こ
盆 

東

温
克
十
八
点

 

　
楼
川
七
点

 

　

几
巾
に
気
を
も
む
待
侘
の
空 

江

 

買
明
七
点　

祇
亟
七
点　

葵
足
五
点　

存
義
七
点　

温
克
五
点　

雞
口
五
点

 

物
干
に
あ
わ
れ
や
つ
れ
し
猫
の
恋 

雨

 

　
祇
徳
七
点　

 

　

茶
宇
の
袴
の
も
め
ぬ
居
住 

フ

 

秀
国
七
点　

祇
徳
七
点

 

名
月
に
遅
吟
な
か
ら
も
さ
く
り
題 

フ

 

　

軒
端
へ
近
く
わ
た
る
雁
金 

フ

 
 

 

」
63
オ

ウ葵
足
十
点　

菊
堂
十
点　

買
明
十
点 

白
頭
五
点　

秀
国
五
点　

温
克
五
点　

雞
口
七
点　

祇
徳
五
点

楼
川
十
五
点 

垣
間
見
の
序
に
覗
く
菊
畠　
　
　
　

貫

存
義
十
五
点

 

　
　
　
　

葵
足
七
点　

秀
国
七
点　

温
克
七
点

祇
徳
十
点 

座
頭
の
妻
に
お
し
き
傾
情
（
マ
マ
） 

東

 

葵
足
五
点　

白
頭
七
点　

楼
川
五
点　

秀
国
五
点　

雞
口
五
点　

祇
徳
七
点

 

行
水
の
盥
に
移
る
雲
の
峯　
　
　
　

貫

 

　

闇
の
に
し
き
に
寝
セ
ぬ
枝
折
戸 

フ

菊
堂
十
五
点 
祇
亟
七
点　

楼
川
五
点

葵
足
十
五
点 

不
器
用
に
捨
て
子
を
愛
ス
寺
の
門 

水

買
明
十
五
点

祇
徳
十
点

 

　

畷
の
田
螺
に
燃
る
陽
炎 

フ

 

祇
徳
五
点

 

座
中
ミ
な
神
慮
に
叶
フ
花
雪
吹 

フ
 

　

石
の
鳥
居
も
万
代
の
春 
フ

 
 

 

」
63
ウ

 

　

席

 

　
　

拾
一
評
物　
　

九
月
四
日
席
九
唫

 

　
　
　
　
　
　
　
　

同
十
二
日
開
点

 

御
持　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
江
持

 

　
　

買
明
勝　
　
　
　
　
　
　
　

白
頭
勝

 

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

沾
雨
持

 

　
　

温
克
田
暁　
　
　
　
　
　
　
　

楼
川
勝　

 

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
園
持

 

　
　

菊
堂
田
暁　
　
　
　
　
　
　

存
義
勝

 

伴
水
持　
　
　
　
　
　
　
　

波
翠
持

 

　
　

雞
口
勝　
　
　
　
　
　
　
　

祇
亟
勝

 

祇
東
持　
　
　
　
　
　
　
　

田
鏡
持

 

　
　

祇
徳
田
暁　
　
　
　
　
　
　

秀
国
田
暁　

 

梧
庵
持

 

　
　

葵
足
勝 

 

」
64
オ

 

（
白
紙
） 

 

」
64
ウ

（
九
）　　
　
　
　
　
　
　
　

 

柿
に
六
ツ
芸
つ
く
し
あ
り
十
三
夜 

 

　

囃
の
跡
を
む
し
の
声
々 

 

子
福
者
の
賑
ふ
家
も
秋
更
て 

 

　

羽
織
ひ
ら
／
＼　

帆
に
吹
れ
た
り 

 

旅
立
の
首
途
を
い
わ
ふ
熨
斗
こ
ん
ふ 
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馬
か
落
た
ら
橋
か
直
ろ
ふ 

 
冬
の
枯
野
に
も
淋
敷
鷺
む
れ
て 

 

　

柴
の
網
戸
に
風
の
折
々 

 

」
65
オ

ウ

 

金
嶺
子
五
点　

秀
国
五
点　

祇
徳
五
点　

石
鯨
五
点

 

俄
雨
奴
虎
も
志
ハ
／
＼
芥
川　
　
　

野
十

 

　

遠
慮
も
な
し
に
蟵
へ
入
る
客　
　

雲
牙

 

金
嶺
子
七
点　

秀
国
七
点

祇
徳
十
点 

雲
井
に
は
あ
ら
ぬ
二
階
へ
牽
頭
持　

斗
涼

 

　

紅
粉
て
扇
子
に
残
ス
下
の
句　
　

夜
雀

 

金
嶺
子
五
点

 

見
送
り
て
又
寝
の
夢
に
冨
士
の
裾 

十

 

　

た
は
こ
に
飽
て
長
ひ
松
原 

涼

 

秀
国
七
点　

祇
徳
七
点　

石
鯨
七
点

金
嶺
子
十
四
点 

蜑
か
子
の
母
を
慕
ふ
て
磯
の
浪　
　

波
翠

 
 

 

」
65
ウ

 

　
祇
徳
五
点　

石
鯨
五
点

 

　

廿
日
鼠
を
抓
む
膳
棚 

雀

 

面
白
く
月
の
さ
し
来
ル
下
地
窓 

フ

 

　

峯
の
湖
水
に
凄
き
紅
葉　
　
　
　

祇
東

 

秀
国
五
点　

祇
徳
七
点　

石
鯨
七
点

金
嶺
子
十
五
点 

雰
深
く
縞
隠
れ
行
杣
か
襟 

涼

 

　

物
騒
敷
入
る
銭
筒 

フ

 

花
塗
の
重
箱
迄
も
麗
に 

フ

 

　

雪
解
の
後
の
青
飛
石 

フ

 
 

 

」
66
オ

二
ヲ

 

　

秀
国
七
点　

石
鯨
七
点

 

裸
雛
に
う
ふ
わ
れ
て
立
ツ
雛
の
主 

雀

 

　
石
鯨
五
点

 

　

囁
く
裾
へ
し
や
れ
る
若
猫 

十

石
鯨
十
八
点 
秀
国
七
点　

石
鯨
五
点

祇
徳
十
点 
物
思
ひ
揚
屋
へ
残
る
烟
草
盆 

牙

 

　
祇
徳
七
点

金
嶺
子
十
点 

　

座
頭
に
お
し
き
目
遣
ひ
の
妻　
　

 

雀

 

祇
徳
五
点

秀
国
十
点 

投
入
れ
の
心
に
な
り
て
孔
雀
の
尾　

 

東
 

　
秀
国
五
点　

石
鯨
七
点

 

　

歌
て
仕
懸
る
歌
の
催
促　
　
　
　

 
涼

 

日
時
計
の
し
は
／
＼
休
む
五
月
雨 

牙

 
 

 

」
67
ウ

 

　

痩
た
出
家
を
重
く
来
ル
馬 

雀

石
鯨
十
点 

金
嶺
子
七
点　

秀
国
五
点 

祇
徳
十
点 

饗
応
の
蕎
麦
湯
淋
敷
単
の
庵 

東

秀
国
十
点 

　
石
鯨
七
点　
　
　
　
　

 

　

凍
た
身
に
は
た
ゝ
ぬ
賎
か
火 

十

 

秀
国
七
点　

祇
徳
七
点　

石
鯨
七
点

 

宿
引
の
匍
匐
て
居
ル
一
里
塚 

涼

 

　

立
居
に
邪
魔
な
腰
の
吸
筒 

牙

 

月
よ
し
と
皆
縁
側
に
并
ひ
け
り 

フ

 

　

此
頃
わ
た
る
鳫
の
三
ツ
四
ツ 

フ

 
 

 

」
68
オ

ウ

 

金
嶺
子
八
点　

秀
国
七
点　

石
鯨
五
点

祇
徳
十
点 

落
栗
を
猿
に
と
ら
る
ゝ
峯
の
寺　
　

菊
貫

 

　
秀
国
七
点

 

　

ち
ら
／
＼
鞠
の
見
る
塀
越 

十

 

金
嶺
子
五
点　

秀
国
五
点

 

番
頭
も
芝
居
は
赦
ス
若
息
子 

翠



― 94 ―― 95 ―

祇
徳
十
五
点 

　

女
の
声
の
低
ひ
よ
し
町 

雀

秀
国
十
五
点

 
石
鯨
七
点

 
恋
衣
き
つ
ゝ
馴
れ
に
し
祖
師
帽
子 

牙

 

　

朽
て
名
の
木
と
な
り
し
八
橋 

翠

 

金
嶺
子
五
点　

祇
徳
十
点

石
鯨
十
点 

鱠
ま
て
白
も
目
出
た
き
賀
の
料
理 

東

 
 

 

」
68
ウ

 

　

庄
屋
か
門
も
賑
ひ
に
け
り 
フ

 

金
嶺
子
五
点

 

跡
追
ふ
て
犬
も
真
似
す
る
田
植
唄 

翠

 

　

鷲
も
う
か
と
ハ
舞
ぬ
昼
頃 

牙

 

泥
坊
の
厠
に
忍
フ
咳
は
ら
ひ　
　
　
　

翠

 

　

眉
毛
殊
勝
に
高
利
貸
ス
僧 

東

 

秀
国
五
点

 

し
ら
雲
の
上
野
離
ぬ
花
の
山 

フ

 

　

霞
の
中
に
薄
ツ
す
ら
と
月 

フ

 
 

 

」
69
オ

三
ヲ

 

金
嶺
子
五
点　

祇
徳
五
点　

石
鯨
七
点

秀
国
十
点 

う
か
／
＼
と
蝶
の
舞
込
む
涅
槃
寺　

貫

 

　

逢
ふ
度
毎
に
聞
た
か
る
年 

フ

石
鯨
十
点 

金
嶺
子
五
点　

祇
徳
五
点

秀
国
十
五
ヽ 

杜
若
長
口
上
に
袖
ぬ
れ
て　
　
　
　

貫

石
鯨
十
五
ヽ 

　

庭
へ
夜
食
を
は
こ
ふ
六
月 

仝

祇
徳
十
点

 

祇
徳
七
点　

石
鯨
七
点

 

殿
り
ハ
留
守
居
の
姥
歟
ぬ
る
湯
ニ
て 

雀

　

 

　

人
に
隠
し
て
た
の
む
綻 

牙

石
鯨
十
五
点 

祇
徳
七
点

秀
国
十
点 

長
局
耳
た
ら
け
な
る
壁
ひ
と
へ　
　

 

東

金
嶺
子
十
点 

 
 

」
69
ウ

 

　

夜
ル
の
と
の
と
ハ
怖
し
き
恋　
　

 

翠

 

祇
徳
五
点

 

衛
士
見
ん
と
官
女
の
覗
く
罔
両　
　

 

十

 

　
石
鯨
五
点

祇
徳
十
点 

　

雨
乞
利
て
蟹
の
降
ル
雨　
　
　
　

 

東
 

麦
秋
に
埃
の
山
見
ル
村
離
れ　
　
　

 
涼

 

　

大
僧
正
も
尿
な
参
宮　
　
　
　
　

 

十

 

舟
頭
の
床
と
り
か
け
て
宵
の
月　
　

 

フ

 

　

風
の
う
ね
り
も
萩
廿
間　
　
　
　

 

フ

 
 

 

」
70
オ

ウ　
　

 

秀
国
七
点　

祇
徳
五
点　

石
鯨
七
点

 

関
守
の
後
淋
敷
鹿
の
声　
　
　
　

貫

 

　
金
嶺
子
五
点　

秀
国
五
点

石
鯨
十
点 

　

跡
に
つ
ら
せ
る
温
泉
戻
の
駕 

フ

祇
徳
十
点 

金
嶺
子
五
点　

石
鯨
五
点

金
嶺
子
十
八
点 

寝
て
見
て
も
寝
て
見
て
も
降
梅
の
雨 

貫

 

　
金
嶺
子
五
点　

祇
徳
七
点　

石
鯨
五
点

 

　

蓮
咲
庵
に
絶
へ
ぬ
献
立　
　
　

仝

金
嶺
子
十
五
点 

生
酔
に
気
を
紅
裏
の
二
人
連 

十

祇
徳
十
点 

　

さ
し
て
禿
に
見
セ
る
夕
虹 

東

 

金
嶺
子
五
点　

祇
徳
七
点　

 

舟
乗
の
身
柱
へ
し
ミ
る
比
叡
卸
（
マ
マ
） 

涼

 
 

 

」
70
ウ

 

　
金
嶺
子
五
点

 

　

霜
焚
減
ら
す
宇
治
の
落
人 

雀
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橋
桁
も
き
ら
／
＼
光
る
冬
の
月 

フ

 
　
祇
徳
五
点

 
　

夢
に
名
残
を
惜
ム
乞
食 

翠

 

祇
徳
五
点　

石
鯨
五
点

 

思
わ
す
も
別
れ
た
連
に
合
の
山 

牙

 

　

男
も
こ
ま
る
舟
の
雪
隠 

雀

 

田
舎
ま
で
咲
揃
ひ
た
る
華
曇 

フ
 

　

日
長
の
と
き
に
成
り
し
針
箱 
フ

 
 

 

」
71
オ

ナ
ヲ

 

金
嶺
子
五
点　

秀
国
五
点　

祇
徳
七
点　

石
鯨
五
点

 

出
代
り
の
袂
も
ひ
ち
て
暮
の
雨　
　

貫

石
鯨
十
点 

　
秀
国
五
点　

祇
徳
七
点

 

　

廊
下
の
闇
に
踏
迷
ふ
恋 

涼

 

金
嶺
子
五
点　

秀
国
五
点

秀
国
十
八
点 

行
燈
を
怖ニ
ク

い
は
な
し
の
間
に
置 

十

祇
徳
十
五
点 

　
石
鯨
七
点　
　
　

金
嶺
子
十
点 

　

流
石
別
れ
ハ
笑
ふ
碁
敵 

翠

 

祇
徳
五
点

 

秋
深
ミ
長
者
も
二
代
続
け
り 

東

 

　

山
の
姿
も
替
る
入
月 

フ

 

石
鯨
七
点

秀
国
十
五
点 

鉦
静
か
隅
田
の
柳
の
散
り
懸
り 

雀

 
 

 

」
71
ウ

祇
徳
十
五
点 

　
金
嶺
子
五
点　

秀
国
五
点

秀
国
十
七
点 

　

う
ま
い
事
聞
猪
牙
の
舟
頭 

 

十

石
鯨
十
五
点

 

祇
徳
七
点

 

書
始
に
や
り
て
の
顔
を
画
に
書
れ 

牙

 

　
祇
徳
五
点

 

　

屠
蘇
に
酔
ふ
た
る
人
の
め
て
度 

フ

 
秀
国
七
点　

祇
徳
五
点

石
鯨
十
点 
手
の
届
丈
ハ
折
ら
る
ゝ
背
戸
の
梅 

翠

 

　
祇
徳
七
点

 

　

爪
か
ら
移
ス
金
の
燈
明　
　
　
　
　

東

 

緋
衣
の
溏
に
よ
こ
る
ゝ
決
断
所 

涼

 

　

む
ら
の
長
サ
と
ハ
見
ゆ
る
門
前　
　

フ
 

 
 

」
72
オ

ウ

 

金
嶺
子
五
点　

秀
国
七
点　

石
鯨
七
点

 

お
や
み
な
き
雨
に
葵
の
咲
出
し
て　

貫

 

　
金
嶺
子
七
点

 

　

追
る
ゝ
よ
ふ
に
初
鰹
飛
フ 

翠

祇
徳
十
点

秀
国
十
点 

来
る
と
も
ふ
日
の
暮
か
ゝ
る
女
客　

貫

金
嶺
子
十
二
点

石
鯨
十
点

 

　

裾
の
畳
に
余
る
透
し
見 

涼

 

お
か
も
ち
の
哀
れ
豆
腐
を
預
り
て 

牙

 

　

調
布
か
貌
も
眠
い
糸
遊 

フ

 

江
戸
の
花
今
を
盛
り
と
咲
く
ら
へ 

フ

 
 

 

」
73
ウ

 

　

菫
を
敷
て
面
白
ひ
酒 

フ　

 

　

金
嶺
子
勝

 

　
　

秀
国
勝　
　
　
　

批
判

 

　
　

祇
徳
勝　
　

 

　
　

石
鯨
勝　

 
 

」
74
オ

　
　
　
　
　
　

 

（
白
紙
） 

 

」
75
ウ
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（
十
）

 

十
六
夜
も
ま
た
更
科
の
郡
か
な 

 
　

玉
味
噌
の
香
も
高
ひ
新
大
豆 

 

い
つ
と
て
も
爰
の
相
撲
は
賑
わ
ひ
て 

 

　

落
し
噺
の
跡
を
聞
癖 

 

床
の
間
に
置
は
ぼ
く
さ
へ
位
付 

 

　

墨
も
硯
も
わ
ひ
た
歌
人 

 

水
打
は
下
手
か
打
ほ
と
涼
し
く
て 

 

　

長
ひ
き
せ
る
を
邪
魔
に
し
て
持 

 

」
76
オ

ウ 

雞
口
五
点　

常
仙
五
点　

菊
堂
七
点　

田
女
五
点

白
頭
十
点 

女
房
の
出
る
日
は
い
つ
も
雨
に
な
り 

菊
貫

 

　

捨
て
物
に
し
て
抱
つ
い
て
見 

伴
水

 

菊
堂
五
点

 

於
蔵
ま
へ
力
た
め
し
に
小
揚
客 

波
翠

 

　
菊
堂
五
点　

田
女
七
点

 

　

船
の
欠
ひ
を
千
鳥
蹴
て
行 

英
水

白
頭
十
五
点 

雞
口
五
点　

常
仙
七
点　

田
女
七
点

 

寒
念
仏
声
か
か
れ
る
と
そ
こ
へ
春 

田
曉

 

　

下
手
な
大
工
に
相
応
な
堂 

　

翠

 

菊
堂
五
点

 

生
贄
も
赤
飯
で
済
む
御
代
な
れ
や　

祇
東

 
 

 

」
76
ウ

 

　

最
フ
夕
月
に
好
む
盃 

フ

 

雞
口
七
点　

常
仙
七
点　

菊
堂
七
点　

田
女
七
点

白
頭
十
点 

菊
咲
て
又
出
る
庵
の
涼
台　
　
　

貫

 

　
白
頭
七
点　

田
女
五
点

 

　

毛
見
の
馳
走
に
建
る
雪
隠 

翠

 

常
仙
五
点　

田
女
七
点

菊
堂
十
点 

松
明
て
別
れ
を
惜
む
伊
香
保
の
温
泉 

東

雞
口
十
点

 
　
常
仙
五
点　

田
女
五
点

 

　

若
衆
の
旅
の
女
ほ
と
セ
話 

曉

 

花
盛
名
の
な
き
山
も
群
集
し
て 

フ

 

　

仰
向
く
貌
へ
乙
鳥
の
糞 

フ

 
 

 

」
77
オ

ウ

 

雞
口
五
点　

菊
堂
七
点　

田
女
七
点

 

奈
良
の
能
蝶
も
出
て
見
る
黄
羽
二
重 
東

 

　
雞
口
五
点　

田
女
五
点

 

　

碁
て
は
お
敵
様
の
僧
正 

水

 

菊
堂
七
点　

常
仙
十
点 

釣
の
畚
隠
し
て
本
を
行
抜
て 

曉

 

　
常
仙
七
点　

菊
堂
五
点　

白
頭
七
点

 

　

綾
瀬
へ
状
を
頼
む
薪
船 

英

 

雞
口
七
点　

田
女
七
点

 

闇
く
降
明
く
晴
る
雪
の
星 

翠

白
頭
十
点 

　
　
常
仙
五
点

菊
堂
十
点 

　

冷
ひ
夜
着
へ
戻
る
貰
乳　
　
　
　

貫

田
女
十
点

 

雞
口
七
点

 

壁
越
し
に
隣
の
咄
し
ミ
な
聞
て 

フ

 
 

 

」
77
ウ

白
頭
十
点 

　
常
仙
五
点　

菊
堂
五
点　

田
女
五
点

雞
口
十
五
点 

　

美
濃
の
桜
を
近
江
か
ら
折 

曉

田
女
十
五
点 

小
鮎
汲
ミ
陽
炎
届
く
鼻
の
下 

英

菊
堂
十
点

 

　

田
螺
の
命
透
通
る
水 

水

 

菊
堂
七
点　

白
頭
七
点　

田
女
七
点

常
仙
十
五
点 

弓
提
て
帰
る
わ
せ
た
の
夕
間
暮 

曉
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樋
合
か
ら
も
の
つ
と
さ
す
月 

フ

田
女
十
八
点 
常
仙
七
点　

菊
堂
五
点　

白
頭
五
点　

田
女
七
点

雞
口
十
点 
入
院
す
る
先
荷
を
聞
ハ
芋
頭 

東

 

　
雞
口
五
点

 

　

露
た
ふ
／
＼
と
請
ル
鼠
尾
草 

フ

 
 

 

」
78
オ

三白
頭
十
五
点 

常
仙
七
点

菊
堂
十
点 

つ
と
入
の
序
に
娵
を
引
合
セ 

曉
 

　

く
け
る
側
か
ら
〆
て
見
る
帯　
　

貫

 

白
頭
五
点　

田
女
五
点

 

青
山
は
江
戸
よ
り
は
や
き
郭
公 

翠

 

　

地
道
の
木
馬
菖
蒲
さ
す
軒 

英

 

菊
堂
七
点　

白
頭
七
点　

田
女
五
点

 

申
子
の
智
恵
は
親
よ
り
上
を
行 

水

 

　
常
仙
五
点　

菊
堂
五
点

 

　

嘉
例
に
な
り
し
深
夜
の
水
風
呂 

東

 

雞
口
七
点　

常
仙
五
点　

田
女
五
点

 

松
平
村
は
行
儀
も
正
敷
て 

翠

 
 

 

」
78
ウ

 

　
雞
口
七
点　

白
頭
七
点

田
女
十
点 

　

さ
は
け
ぬ
公
事
に
支
離
迄
出
ル　

 

貫

雞
口
十
点 

菊
堂
五
点　

白
頭
五
点

田
女
十
点 

関
守
の
夢
は
砕
て
鹿
の
声 

水

 

　

鉄
漿
落
て
恥
る
桂
男 

フ

 

雞
口
七
点　

田
女
七
点

菊
堂
十
点 

照
ら
／
＼
と
揚
屋
へ
秋
の
夕
日
陰 

曉

 

　

文
に
於
の
字
を
付
る
内
仏 

水

 

散
る
花
に
ま
た
奥
と
い
う
華
有
て 

フ

 

　

と
ん
た
所
に
道
の
つ
く
春 

フ

 
 

 

」
79
オ

三田
女
十
点 
雞
口
五
点　

常
仙
七
点　

菊
堂
七
点

白
頭
十
点 
蛙
鳴
く
上
を
寝
て
行
く
夜
の
船 

水

 

　

竪
材
木
へ
懸
る
緋
灯 

英

菊
堂
十
五
点 

雞
口
七
点　

田
女
五
点

常
仙
十
点 

手
拭
て
居
る
程
掃
く
門
涼　
　
　
　

貫
 

　
菊
堂
七
点　

田
女
七
点

 

　

乳
母
か
古
郷
へ
麦
飯
の
客 
英

菊
堂
十
八
点 

常
仙
五
点　

菊
堂
五
点　

白
頭
五
点

常
仙
十
八
点 

新
宿
の
馬
の
中
行
番
葛
篭 

東

 

　

下
卑
を
集
て
奢
る
野
屋
敷 

英

菊
堂
十
点 

雞
口
五
点　

白
頭
七
点　

田
女
七
点

常
仙
十
点 

粘
の
干
ぬ
手
紙
を
添
て
臘
の
魚 

曉

 
 

 

」
79
ウ

 

　

金
糸
の
網
も
裾
に
ち
ょ
ろ
／
＼ 

翠

 

常
仙
七
点　

白
頭
七
点　

田
女
五
点

白
頭
十
五
点 

ち
ま
／
＼
と
内
儀
の
仕
廻
ふ
土
用
干 

貫

 

　

膝
は
少
サ
く
木
に
む
セ
る
猫 

英

 

雞
口
五
点　

常
仙
五
点　

白
頭
七
点　

田
女
七
点

菊
堂
十
五
点 

二
三
枚
隣
て
拾
ふ
星
の
歌　
　
　
　

貫

 

　

知
ら
セ
る
内
に
最
フ
月
ハ
入 

フ

 

菊
堂
七
点

常
仙
十
点 

骨
迄
も
見
ゆ
る
案
山
子
の
野
分
原 

翠

 

　

何
国
を
見
て
と
同
し
秋
枯 

フ

 
 

 

」
80
オ
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ウ田
女
十
点 

雞
口
五
点　

菊
堂
五
点　

白
頭
五
点　

白
頭
十
八
点 
画
こ
ゝ
ろ
の
少
し
ハ
ほ
し
き
鴦
見
寺 

暁

 

　

門
徒
ひ
と
り
は
若
党
の
姉 

水

 

常
川マ
マ

七
点　

菊
堂
五
点　

白
頭
七
点　

田
女
五
点

 

張
り
物
を
手
伝
ふ
て
遣
る
雨
宿
り 

暁

 

　
田
女
七
点

 

　

根
岸
の
蛍
蓮
の
葉
へ
降
ル 

英
 

常
仙
七
点　

菊
堂
七
点　

田
女
五
点

 

庵
の
井
に
た
ま
／
＼
影
は
鷺
烏 

暁

 

　

た
は
こ
入
さ
へ
色
／
＼
な
形
リ 

フ

 

常
仙
七
点　

田
女
五
点

菊
堂
十
点 

茶
箪
笥
の
上
に
禿
の
福
寿
草 

暁

 
 

 

」
81
ウ

 

　

花
も
煙
に
残
る
移
り
香 

フ

 

菊
堂
七
点

田
女
十
点 

お
と
な
し
く
悋
気
セ
ぬ
夜
に
春
の
雨 

東

白
頭
十
点 

　

 

菊
堂
七
点

雞
口
十
五
点 

　

京
を
見
セ
た
ハ
伯
父
の
誤 

水

田
女
十
五
点

 

菊
堂
五
点

 

足
代
を
思
ひ
や
ら
る
ゝ
舞
台
飛 

翠

 

　
雞
口
五
点　

白
頭
七
点　

田
女
五
点

 

　

町
を
離
れ
て
草
鞋
は
く
僧 

フ

 

米
舂
の
扇
に
し
は
／
＼
昼
の
月 

フ

 

　

暖
簾
の
裾
の
そ
よ
く
秋
風 

フ

 
 

 

」
82
オ

ナ

 

常
仙
五
点　

白
頭
七
点　

田
女
五
点

 

宿
替
へ
の
車
の
尻
に
鷭
の
篭　
　
　

貫

 

　

屋
敷
の
向
町
は
き
た
な
し 

水

常
仙
十
五
点 

足
軽
の
打
片
向
て
竹
細
工 

東

 
　
田
女
七
点

雞
口
十
点 

　

と
ふ
／
＼
冨
士
を
見
飽
逗
留 

翠

田
女
十
五
点 

雞
口
五
点　

菊
堂
五
点　

白
頭
五
点

雞
口
十
八
点 

逃
水
の
跡
か
た
も
な
き
む
ら
時
雨 

東

 

　
田
女
七
点

 

　

還
御
あ
か
る
き
一
家
の
窓 

英

 

雞
口
七
点　

常
仙
七
点　

菊
堂
五
点　

白
頭
五
点　

田
女
七
点

 

暑
き
日
の
馳
走
に
あ
ら
す
瓜
畠　
　

貫

 

　
　
　
　

 　
　
　
荒
ス 

」
82
ウ

 

　
田
女
七
点

雞
口
十
点 

　

木
魚
の
蜘
の
法
花
経
を
這 

水

 

菊
堂
七
点　

田
女
七
点

 

旅
画
師
の
豆
腐
に
飽
る
峯
の
寺 

東

 

　

杣
か
襦
袢
を
掛
ル
奇
木 

英

田
女
十

白
頭
十
点 

舞
込
ン
た
雀
押
る
雪
の
朝　
　
　
　

 

貫

 

　

利
口
か
過
て
狐
ま
て
つ
く 

東

 

菊
堂
五
点

 

船
着
の
往
来
は
け
敷
宵
月
夜 

フ

　 

　

め
つ
た
寂
敷
虫
の
声
／
＼ 

フ

 
 

 

」
83
オ

ウ田
女
十
点 

常
仙
七
点
白
頭
七
点

菊
堂
十
点 

八
朔
に
稲
葉
も
露
の
白
か
さ
ね 

水

 

　

馬
も
な
る
て
ふ
若
ひ
神
職 

英
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雞
口
七
点　

菊
堂
五
点　

田
女
七
点　

 

待
合
の
柱
を
登
る
蝸
牛　
　
　
　
　

貫

 
　

雷
鳴
て
家
内
集
る 

翠

 

呪
を
笑
ひ
な
か
ら
に
伝
を
請 

東

 

　
田
女
五
点

 

　

こ
わ
／
＼
箱
を
開
く
什
物 

翠

 

花
の
雲
神
代
の
春
も
思
わ
れ
て 

フ
 

 
 

」
83
ウ

 

　

長
閑
に
遊
ぶ
御
手
洗
の
亀 

フ

 

御
持　
　
　
　
　
　

 

　
　

菊
堂
田
暁　
　
　
　
　
　
　
　

 

同　
　
　
　
　
　
　

 

　
　

常
仙
田
暁　
　
　
　

 　

 

菊
水
持　
　
　
　
　
　

 

　
　

雞
口
佯
水　
　
　
　
　
　
　
　
　

批
判

 

伴
水
持　
　
　

 　

 
 

　
　

白
頭
勝　
　
　
　
　
　

 

田
暁
持

 

　
　

田
女
祇
東　

 

　
　
　
　

辰

　
　
　
　
　
　
　
　

九
月
十
七
日
御
席　

同
廿
日
開
点

 
 

 

」
84
オ

 

（
白
紙
） 

 

」
84
ウ

（
十
一
）

 

む
か
し
聞
ケ
秩
父
殿
さ
へ
相
撲
取 

 

　

稲
塚
ま
て
も
太
る
豊
年 

 

朝
の
月
鳥
の
羽
音
も
お
ち
こ
ち
に 

 

　

碁
に
打
し
み
て
茶
は
酔
て
け
り 

 

針
か
ね
に
お
し
ま
け
ら
れ
し
松
一
木 

 
　

則カ
ワ

の
な
い
の
て
風
雅
な
る
井
戸　

 

冬
篭
咄
有
た
け
仕
尽
し
て 

 

　

目
印
に
な
る
辻
番
の
棒 

 

」
85
オ

ウ

 

不
言
七
点　

冬
英
五
点　

石
鯨
五
点

 

道
へ
出
て
夜
の
明
け
か
ゝ
る
蓮
の
客 
菊
貫

 

　

猿
と
ハ
中
の
わ
る
い
庫
裏
姥　
　

田
鏡

 

石
鯨
七
点

不
言
十
五
点 

面
白
や
子
に
も
妻
に
も
檜
笠　
　
　

伴
水

石
鯨
十
点 

　

国
の
咄
に
惚
れ
る
乗
合　
　
　
　

波
翠

 

冬
英
七
点

不
言
十
三
点 

折
々
は
膳
所
の
城
か
ら
遠
眼
鏡　
　

仝

 

　

歌
か
な
る
と
て
好
む
徒
然　
　
　

執
筆

 

不
言
五
点　

石
鯨
七
点

 

剃
て
か
ら
病
ひ
気
の
な
き
尼
法
師　

英
水

 
 

 

」
85
ウ

　
冬
英
十
点 

　

奇
麗
な
底
に
横
に
咲
菊　
　
　
　

祇
東

 

石
鯨
七
点

 

落
武
者
の
兜
か
た
け
て
鹿
の
声 

翠

 

　

昼
ほ
と
に
照
る
月
も
物
か
は 

フ

石
鯨
十
点 

冬
英
五
点

不
言
十
点 

妹
か
り
の
鳥
帽
子
を
辷
る
露
の
玉 

東

 

　
　
　
　

冬
打
こ
し
な
か
ら

 

　

花
火
の
殻
を
包
む
文
か
ら 

フ

 

不
言
七
点　

石
鯨
五
点

 

上
り
馬
と
ふ
／
＼
児
の
乗
伏
セ
て 

暁
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と
こ
て
聞
て
も
知
れ
る
田
舎
出 

フ

 
 

 

」
86
オ

ニ
ヲ　
　
　
　
　

 

不
言
五
点　

石
鯨
七
点

 

今
起
た
顔
て
居
眠
る
薬
取 

暁

 

　
冬
英
五
点　

石
鯨
七
点

不
言
十
点 

　

初
ツ
に
娘
の
千
住
迄
旅 

英

 

立
聞
に
片
方
は
け
ハ
郭
公 

水
 

　
石
鯨
五
点

 

　

う
て
た
松
魚
も
活
る
掘
抜 

　

東

 

冬
英
七
点

 

掃
溜
の
ま
た
ち
ま
／
＼
と
新
屋
敷 

　

英

 

　
不
言
七
点　

石
鯨
七
点

 

　

狐
の
穴
へ
先
鳥
居
建 

　

翠

 

不
言
七
点　

石
鯨
七
点

 

供
鎗
の
浮
ツ
沈
ツ
小
松
原 

　

英

 
 

 

」
86
ウ

不
言
十
点 

　

棚
経
フ
せ
て
寝
た
子
引
摺 

　

暁

 

不
言
五
点　

石
鯨
七
点

 

一
日
は
隣
に
遊
ふ
放
し
鳥 

貫

 

　

ま
た
干
ぬ
壁
へ
画
く
月
陰 

　

フ

 

不
言
五
点　

冬
英
五
点　

石
鯨
五
点

 

撞
初
の
響
に
う
な
る
銅
盥 

　

東

 

　

奢
た
人
も
果
は
石
塔 

　

水

　
　
　
　
　
　

冬
英
廿
点 

不
言
五
点　

冬
英
七
点　

不
言
十
八
点 

贅
情
も
平
家
と
廿
四余

年
ニ
て 

　

暁

 

　

 　
冬
英
五
点

 

　
　

鼈
甲
の
間
に
合
ぬ
辻
占 

　

フ

 
 

 

」
87
オ

ウ 

不
言
七
点　

石
鯨
七
点

冬
英
十
点 

思
わ
す
も
土
弓
射
て
見
る
雨
宿
り 

貫

　
　
　
　
　
　

 
　
冬
英
五
点　

石
鯨
五
点　

 
　

谷
中
の
谺
不
忍
に
消
へ 

　

英

 

手
廻
り
の
齢
目
出
た
き
鶴
の
番 

　

東

 

　
石
鯨
五
点

不
言
十
点 

　

親
父
の
小
作
し
ゆ
ら
い
負
す
る 

　

水

 

不
言
五
点

冬
英
十
点 

雪
の
夜
の
時
計
に
遣
ふ
寒
念
仏 
　

東

 

　
不
言
五
点　

冬
英
七
点　

石
鯨
七
点

 

　

狸
子
を
産
む
土
手
蔵
の
下 

暁

 

石
鯨
五
点

 

最
フ
臼
に
な
ろ
ふ
と
松
を
抱
て
誉 

　

翠

 
 

 

」
87
ウ

 

　
不
言
七
点　

冬
英
七
点

石
鯨
十
点 

　

一
む
ら
動
く
生
贄
の
沙
汰 

貫

 

不
言
七
点　

石
鯨
五
点

 

鴻
の
巣
も
吹
荒
さ
る
ゝ
大
伽
藍 

　

翠

 

　

祖
師
絵
も
覗
く
鉢
植
の
梅 

　

翠

 

入
も
セ
ぬ
火
縄
て
縛
る
華
の
枝 

　

フ

 

　
冬
英
五
点　

石
鯨
七
点　

 

　

夕
日
の
庭
に
残
る
海
苔
麁
た 

　

英

 

き
の
ふ
よ
り
今
日
は
霞
に
月
静 

　

フ

 

　

は
な
し
し
ミ
る
と
い
つ
も
立
兼 

　

フ

 
 

 

」
88
オ

三
ヲ 

不
言
五
点　

冬
英
五
点

石
鯨
十
五
点 

絵
に
書
て
土
産
に
し
た
き
鴦
見
寺 

貫

石
鯨
十
点 

　

一
段
低
き
娵
の
塗
笠 

　

英

不
言
十
点
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石
鯨
五
点

 

囁
き
の
背
中
撫
た
り
敲
た
り 

　

水

石
鯨
巻
中
十
八
点 　

馬
と
袴
は
戻
ス
竹
門 

　

東

冬
英
十
五
点 

了
簡
か
違
と
母
の
怖
し
き 

　

暁

 

　
石
鯨
七
点

 

　

寮
に
寝
た
の
も
指
折
の
内 

　

水

 

順
礼
の
む
か
し
噺
に
そ
つ
と
し
て 
　

フ
 

 
 

」
88
ウ

 

　

美
濃
と
近
江
の
間
に
枝
折
戸 

水

 

不
言
五
点　

石
鯨
七
点

冬
英
十
点 

米
舂
の
杵
か
障
て
落
椿　
　
　
　
　

貫

不
言
十
点 

　

這
フ
子
を
中
へ
放
ス
雛
棚 

英

冬
英
十
五
点 

番
町
を
立
も
離
れ
す
出
代
り
て 

東

不
言
十
点　

 

　
石
鯨
七
点　

 

　

名
代
の
後
家
は
窓
て
近
付 

英

 

白
粉
の
水
に
も
ち
よ
つ
と
三
ケ
の
月 

フ

 

　

鼻
紙
濡
れ
る
霧
の
海
原 

フ

 
 

 

」
89
オ

ウ 

不
言
七
点　

冬
英
七
点　

石
鯨
五
点　

石
鯨
二
十
点 

千
種
咲
上
に
豫
参
の
茶
弁
当 

暁

 

　

睢ミ
サ
コか
崩
す
鱐
の
罔
両 

東

 

不
言
七
点

 

淀
船
に
拾
ひ
出
さ
る
ゝ
抜
ケ
参　
　

 

貫

 

　

合
羽
の
袖
に
余
る
墨
染 

水

 

不
言
七
点　

石
鯨
五
点

冬
英
十
点 

紫
陽
花
の
奥
へ
ち
ら
／
＼
御
扶
持
方 

英

不
言
十
三
点 

　

雷
遠
く
釣
リ
直
ス
幮 

水

不
言
再
考
十
七
点

 

冬
英
七
点　

石
鯨
七
点

不
言
十
五
点 

言
伝
に
日
の
暮
か
ゝ
る
女
客 

翠

 
 

 

」
89
ウ

 

　

犬
の
吼
さ
く
繻
子
の
空
解 

フ

 

不
言
五
点　

冬
英
七
点

 

摂
待
を
ミ
ん
な
汲
み
干
ス
辻
踊 

曉

 

　

潦
さ
へ
月
に
踏
込 

フ

　
　
　
　
　
　
　
　

 

不
言
五
点　

冬
英
五
点

 

寝
か
れ
て
親
も
手
伝
ふ
小
夜
碪　
　

貫

　
　
　
　
　
　

 

　
不
言
七
点　
　
　
　
　
　
　

 

　

味
噌
の
転
る
木
曽
の
本
陣 

水

 

華
の
山
最
フ
素
袖
も
能
か
る
べ
し 

フ

 

　

の
ろ
り
／
＼
と
穴
を
出
る
蛇 

 

フ

 
 

 

」
90
オ

ナ
ヲ

 

不
言
七
点　

石
鯨
七
点

 

春
深
く
巣
鴨
あ
た
り
の
猿
廻
し　
　

貫

 

　

明
き
樽
を
積
む
大
八
の
運 

フ

 

於
（
注
４
）
伽
桶
を
寄
合
辻
に
法
の
道 

東

 

　

今
道
心
の
ま
た
枯
ぬ
杖 

水

 

不
言
七
点　

石
鯨
七
点

冬
英
巻
中
十
八
点 

藻
て
蛭
の
血
拭
ふ
菖
蒲
苅　
　
　
　

貫

 

　
　
　
　
　
　

不
言　

水
辺
い
か
ゝ
遠
慮
あ
る
へ
し

 

　

と
こ
と
も
な
し
に
知
れ
る
梅
雨
入 

フ

 

冬
英
七
点　

石
鯨
七
点

不
言
十
点 

女
房
の
機
嫌
と
る
日
は
眠
た
く
て 

曉

 
 

 

」
90
ウ

 

　

新
地
の
掾
に
渋
染
の
鍋 

翠

不
言
十
点 

元
船
の
な
ら
ひ
加
減
に
冨
士
の
隈　
　

 

英

石
鯨
十
五
点　
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不
言
七
点

石
鯨
十
点 

　

寺
領
の
塵
に
穢
多
と
乞
食 

翠

 
石
鯨
七
点

 
時
雨
に
も
百
日
紅
の
す
ら
／
＼
と 

仝

 

　

耳
か
ら
先
へ
寒
ひ
冬
月 

フ

 

不
言
七
点

 

思
わ
す
も
銭
も
取
ら
る
ゝ
癩
カ
ツ
タ
イ

石 

東

 
 

 

」
91
オ

 

　

歯
磨
移
る
三
ツ
折
の
紙 
フ

 

不
言
七
点　

石
鯨
七
点

 

垣
間
見
の
序
に
荒
ら
す
瓜
畠　
　
　

貫

 

　
不
言
五
点　

冬
英
五
点　

石
鯨
五
点

 

　

声
替
り
す
る
陰
間
怖
し 

フ

 

不
言
七
点

 

傘
を
窓
か
ら
借
り
る
夕
薬
師 

曉

 

　

い
つ
通
て
も
繁
昌
な
廓 

フ

 

火
吹
竹
是
も
世
帯
の
辻
道
具 

フ

 

　

産
ぬ
内
か
ら
約
束
の
猫 

フ

 

不
言
五
点

 

け
ふ
は
山
明
日
は
野
に
見
る
旅
の
花 

フ

 

　
　
　
　
　
　
不
言　

此
華
の
句
寿
か
き
り
な
し

 

　

万
々
歳
と
神
国
の
春 

フ

 
 

 

」
91
ウ

 

　
　
　
　

冬
英
田
暁

 

　
　
　
　

石
鯨
勝       

批
判

 

　
　
　
　

不
言
田
暁

 

　
　
　

右
菊
月
廿
一
日
席
同
日
開

 

　
　
　

当
廿
五
日
武
江
御
発
駕
東
武
御
席
終

 
 

 

」
92
オ

（
注
１
）「
埒
」
と
同
じ
か
。

（
注
２
）「
敷
」
の
書
き
誤
り
か

（
注
３
）「
荒
」
の
当
て
字
か
。

（
注
４
）「
閼
」
の
略
字
か
、
当
て
字
か
。
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史
料
紹
介
　
監
察
日
記
　
明
和
四
年
～
明
和
六
年

真
田
古
文
書
ク
ラ
ブ

　
　
　
　

○
明
和
四
年
丁
亥

○　

正
月
朔
日　

年
頭
御
礼
、
五
半
時
揃
於
小
書
院
奥
御
側
御

　
　
　
　
　
　
　

役
人
独
礼
、
大
書
院
独
礼
、
御
通
懸
之
者
一

　
　
　
　
　
　
　

同
御
礼
申
上
ル
、
尤
大
書
院
与
り
御
帰
り
懸

一　

同
二
日　

嫡
子
年
頭
御
礼
、
五
半
時
揃
四
時
過
相
始
り

　
　
　
　
　
　
　

大
書
院
独
礼
、
御
徒
士
・
小
僧
役
例
之
通
大

　
　
　
　
　
　
　

書
院
南
御
縁
頬
相
詰
、
御
通
懸
御
礼
之
者
大

　
　
　
　
　
　
　

書
院
御
帰
り
懸

一　

同
三
日　

御
流
、
七
半
時
揃
暮
過
相
始
り
四
時
相
済
、

　
　
　
　
　
　
　

四
海
浪
藤
田
右
仲
相
勤
ル

一　

同
四
日　

長
国
寺
・
開
善
寺
・
大
英
寺
於
小
書
院
独
礼
、

　
　
　
　
　
　
　

御
町
之
者
・
御
郡
中
刀
御
免
之
百
姓
大
書
院

　
　
　
　
　
　
　

へ
御
出
懸

　
　
　
　
　
　
　

大
書
院
御
礼
御
城
下
寺
院
・
白
鳥
神
主
一
同

　
　
　
　
　
　
　

御
礼
申
上
ル

　
　
　
　
　
　
　

右
相
済
、
青
山
大
学
・
久
保
喜
傳
治
・
片
野

　
　
　
　
　
　
　

周
益
一
同
御
礼
申
上
ル

一　

同
五
日　

諏
訪
宮
・
長
国
寺
・
大
英
寺
へ
御
出
九
時
、

　
　
　
　
　
　
　

御
帰
七
時

一　

同
九
日　

善
光
寺
両
寺
使
僧
於
小
書
院
独
礼
、
御
領
内

　
　
　
　
　
　
　

寺
院
於
大
書
院
一
同
御
礼

　
　
　
　

出
精
相
勤
候
付
、
御
切
米　
　
　

両
角
弥
惣

　
　
　
　

籾
弐
拾
五
表
御
直
被
下
置

　
　
　
　

之

　
　
　
　

出
精
相
勤
候
付
、
壱
人
御　
　
　

関
田
庄
助

　
　
　
　

扶
持
御
加
増
被
下
置
之

　
　
　

右
之
通
江
府
同
役

申
遣
候

一　

同
十
一
日　

御
具
足
御
祝
儀
、
五
半
時
揃
ニ
而
四
半
時
始

　
　
　
　
　
　
　

り
即
刻
相
済

一　
　
　
　
　
　

御
代
参
出
立
付
、
服
穢
御
改
演
説
被
仰
渡

一　

同
十
二
日　

神
宮
寺
松
田
民
部
於
小
書
院
独
礼
、
祢
宜
・

　
　
　
　
　
　
　

山
伏
一
同
於
大
書
院
御
礼
、
四
時
即
刻
相
済

一　

同
十
五
日　

月
次
御
礼
、
四
時
相
済

一　
　
　
　
　
　

廣
田
筑
後
年
頭
之
御
礼
、
使
者
岩
出
六
右
衛

　
　
　
　
　
　
　

門
於
大
書
院
御
礼
、
畢
而
六
右
衛
門
自
分
之

　
　
　
　
　
　
　

御
礼
申
上
ル

　
　
　
　

御
加
増
之
御
礼　
　
　
　
　
　
　

窪
田
惣
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

名
代 

宮
下
伊
右
衛
門

　
　
　
　

同
断　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木
嘉
仲
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

名
代 

宮
嶋
友
之
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木
弥
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

名
代 

白
川
丹
治

一　

同
十
六
日　

四
時
之
御
供
触
ニ
而
白
鳥
・
恵
明
寺
へ
御
出
、

　
　
　
　
　
　
　

七
ツ
時
御
帰

一　

同
十
九
日　

大
般
若
御
執
行

一　

同
廾
三
日　

四
時
之
御
供
触
ニ
而
長
国
寺
・
大
鋒
寺
へ
御

　
　
　
　
　
　
　

出
、
八
ツ
半
時
御
帰

一　

同
廾
四
日　

来
ル
廾
八
日
御
中
日
待
付
、
服
穢
御
改
被
仰

　
　
　
　
　
　
　

出
候

一　

同
廾
五
日

　
　
　
　

利
右
衛
門
追
日
老
衰
仕
、　　
　

 

河
口
利
右
衛
門

　
　
　
　

御
奉
公
難
相
勤
ニ
付
願
之　

 

名
代 

常
田
彦
之
進

　
　
　
　

通
隠
居
、
傳
兵
衛
へ
御
知　
　

 

河
口
傳
兵
衛

　
　
　
　

行
百
参
拾
石
被
下
置
、
家

　
　
　
　

督
無
相
違
被
仰
付
之

　
　
　
　

長
十
郎
儀
御
用
部
屋
小
僧　
　
　

山
浦
庄
左
衛
門

　
　
　
　

役
申
付
之　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

長
十
郎

　
　
　
　
　

右
於
長
囲
炉
裏
源
五
右
衛
門
申
渡
之

一　

同
廾
八
日

　
　
　
　

家
督
之
御
礼　
　
　
　
　
　
　
　

河
口
傳
兵
衛

　
　
　
　

御
扶
持
頂
戴
之
御
礼　
　
　
　
　

矢
嶋
源
二
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

名
代 

樋
口
六
左
衛
門

　
　
　
　

隠
居
之
御
礼　
　
　
　
　
　
　
　

河
口
利
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

名
代 

常
田
彦
之
進
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一　
　
　
　
　
　

仁
科
右
近
於
小
書
院
年
始
之
御
礼
申
上
ル

○　

二
月
朔
日　

月
次
御
礼
、
四
時
相
済

　
　
　
　

江
戸
定
府
被
仰
付
候
、
当　
　
　

小
松
一
二
三

　
　
　
　

五
月
中
迄
可
有
引
越
候

一　

同
六
日

　
　
　
　

亡
父
儀
左
衛
門
願
置
候
通　
　

 
野
村
治
三
郎

　
　
　
　

御
切
米
金
五
両
・
米
三
人　

 

同
道 
野
村
善
大
夫

　
　
　
　

御
扶
持
被
下
置
、
家
督
無

　
　
　
　

相
違
被
仰
付
之

一　

同
十
日　

明
日
御
代
参
下
向
ニ
付
、
服
穢
御
改
被
仰
出

　
　
　
　
　
　
　

候

　
　
　
　

将
監
妹
主
馬
悴
玄
蕃
方
へ　
　
　

矢
沢
将
監

　
　
　
　

縁
組
、
双
方
願
之
通
被
仰　
　
　

岩
崎
主
馬

　
　
　
　

付
之

　
　
　
　

玄
樹
弟
子
武
田
玄
迪
養
弟　
　
　

大
草
玄
樹

　
　
　
　

ニ
仕
宗
順
方
へ
養
子
、
双　
　
　

中
島
宗
順

　
　
　
　

方
願
之
通
被
仰
付
之　
　
　

 

名
代 

篠
原
玄
理

一　

同
十
五
日　

月
次
御
礼
、
四
時
相
済

　
　
　
　

家
督
之
御
礼　
　
　
　
　
　
　
　

野
村
治
三
郎

　
　
　
　

佐
五
右
衛
門
娘
要
左
衛
門　
　
　

祢
津
要
左
衛
門

　
　
　
　

悴
助
九
郎
方
へ
縁
組
、
双　
　
　
大
日
方
佐
五
右
衛
門

　
　
　
　

方
願
之
通
被
仰
付
之

　
　
　
　

御
買
物
役
申
付
之　
　
　
　
　
　

片
岡
源
左
衛
門

　
　
　
　
　

右
長
囲
炉
裏
ニ
而
助
左
衛
門
申
渡
之

　
　
　
　

御
台
所
目
付
申
付
之　
　
　
　
　

橋
本
孫
太
郎

　
　
　
　
　

牧
野
伊
左
衛
門
申
渡
之

　
　
　
　

悴
完
治
御
用
部
屋
小
僧
役　
　
　

桑
名
源
八

　
　
　
　

申
付
之　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

完
治

　
　
　
　
　

長
囲
炉
裏
ニ
而
助
左
衛
門
申
渡
之

一　

同
十
八
日

　
　
　
　

隼
太
娘
十
郎
治
方
へ
縁
組
、　
　

荒
川
隼
太

　
　
　
　

双
方
願
之
通
被
仰
付
之　
　
　
　

森　

十
郎
治

　
　
　
　

次
郎
右
衛
門
娘
冨
之
進
方　
　
　

相
沢
治
郎
右
衛
門

　
　
　
　

へ
縁
組
、
双
方
願
之
通
被　
　
　

師
田
冨
之
進

　
　
　
　

仰
付
之

一　

同
廾
三
日　

長
国
寺
へ
御
参
詣
四
時
過
、
御
帰
即
刻

一　

同
廾
四
日　

大
英
寺
・
乾
徳
寺
へ
右
同
断
、
御
帰
八
時
過

一　

同
廾
五
日

　
　
　
　

其
方
弟
源
之
助
・
谷
之
進　
　
　

小
林
藤
太

　
　
　
　

両
人
共
江
戸
表
へ
差
遣
出

　
　
　
　

家
為
仕
度
旨
、
願
之
通
被
仰
付
之

一　

同
廾
八
日　

月
次
御
礼
、
四
時
相
済

　
　
　
　
　

御
通
懸

　
　
　
　

御
加
恩
之
御
礼　
　
　
　
　
　
　

関
田
庄
助

　
　
　
　

御
目
見
初
而　
　
　
　
　
　
　
　

森　

金
弥

　
　
　
　

御
徒
士
へ
番
入
申
付
之　
　
　
　

窪
田
庄
大
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
勇
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
山
弥
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

片
岡
惣
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
万
之
助

一　

同
晦
日　

御
参
府
御
時
節
被
遊
御
伺
候
処
、
六
月
中
与

　
　
　
　
　
　
　

被
仰
出
候
段
、
演
説
被
仰
渡
候
。

○　

三
月
朔
日　

月
次
御
礼
、
四
時
過
相
済

一　

同
三
日　

上
巳
之
御
礼
、
五
半
時
揃
ニ
而
四
時
過
相
始

　
　
　
　
　
　
　

り
九
ツ
時
済
、
小
書
院
一
同
、
大
書
院
独
礼
、

　
　
　
　
　
　
　

御
通
懸
例
之
通

一　

同
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

願
之
通
名
改
被
仰
付
之　
　
　
　
出
浦
帯
刀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

同
断　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
内
藤
馬

一　

同
十
一
日

　
　
　
　

段
々
不
埒
之
儀
ニ
付
、
御　
　
　

石
川
新
八

　
　
　
　

知
行
被
召
上
逼
塞
被
仰
付

　
　
　
　

置
、
此
上
急
度
可
被
仰
付
候
得
共
御
役
筋
勤
方
宜
ニ

　
　
　
　

付
、
格
段
之
以
御
情
逼
塞
御
免
、
御
知
行
弐
百
石
被

　
　
　
　

下
置
候
、
以
来
相
慎
可
相
勤
候

亀
三
郎
事

五
左
衛
門
事
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御
台
所
目
付
被
仰
付　
　
　
　
　
　

間
庭
直
左
衛
門

　
　
　
　

御
在
城
中
ハ
御
買
物
兼
可　
　
　
　

右　

同
人

　
　
　
　

相
勤
候

　
　
　

右
之
通
当
六
日
於
江
戸
表
被
仰
付
候
段
、
同
役
方

申

　
　
　

来
候

一　

同
十
五
日　

月
次
御
礼
、
四
過
相
始
り
即
刻
相
済

　
　
　
　

新
知
之
御
礼　
　
　
　
　
　
　
　

石
川
新
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

名
代 

窪
田
惣
右
衛
門

　
　
　
　

初
而
之
御
目
見　
　
　
　
　
　
　

中
島
玄
迪

　
　
　
　

悴
御
目
見
ニ
付
御
礼　
　
　
　
　

中
嶋
宗
順

　
　
　
　
　

御
通
懸

　
　
　
　

御
加
恩
之
御
礼　
　
　
　
　
　
　

両
角
弥
惣

　
　
　
　

其
方
儀
実
子
無
之
付
、
鹿　
　
　

片
岡
此
面

　
　
　
　

野
万
之
丞
甥
常
三
郎
養
子

　
　
　
　

仕
度
旨
、
願
之
通
被
仰
付
之

　
　
　
　

甥
田
代
常
三
郎
片
岡
此
面　
　
　

鹿
野
万
之
丞

　
　
　
　

方
へ
聟
養
子
差
遣
度
旨
、

　
　
　
　

願
之
通
被
仰
付
之　
　

右
常
三
郎
召
連
罷
出
候

　
　
　
　
　
　
　
　
田
代
團
蔵
御
暇
之
節
引
取
置
候
團
蔵
悴
也

一　

同
十
八
日

　
　
　
　

病
気
不
相
勝
候
付
、
願
之　
　
　

桜
井
六
郎
左
衛
門

　
　
　
　

通
御
役
御
免
被
仰
付
之　
　

 

名
代 

和
田
十
郎
左
衛
門

　
　
　
　

同
断　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

柳　

八
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

名
代 

菅
沼
弥
忠
太

　
　
　
　

願
之
通
御
役
御
免
被
仰
付　
　
　

小
林
源
蔵

　
　
　
　
　

右
牧
野
伊
左
衛
門
申
渡
之

一　

同
廾
五
日

　
　
　
　

去
十
月
中
御
老
中
様
御
用　
　
　

久
保
祐
助

　
　
　
　

人

御
留
守
居
御
用
手
紙　

 

同
道 

中
沢
郡
蔵

　
　
　
　

到
来
之
処
受
取
置
忘
、
翌

　
　
　
　

朝
迄
不
差
出
候
段
軽
率
之
事
候
、
依
之
可
有
慎
候

　
　
　
　
　

右
御
用
番
於
宅
高
田
助
左
衛
門
申
渡
之

一　
　
　
　
　
　

祐
助
儀
其
砌
御
咎
可
申
付
処
、
妻
看
病
相
願

　
　
　
　
　
　
　

候
故
以
御
情
不
及
御
沙
汰
、
今
度
致
快
気
出

　
　
　
　
　
　
　

勤
相
願
候
ニ
付
、
御
咎
申
付
候

　
　
　
　
　
　
　
　

右
ハ
御
徒
目
付
へ
申
渡
候

○　

四
月
朔
日　

月
次
御
礼

　
　
　
　

御
役
替
御
用
人　
　
　
　
　
　
　

岩
崎
五
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　

御
参
府
御
供
、
大
手
御
門
番
之
節
御
番
頭
兼

　
　
　
　

御
番
頭　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

矢
沢
修
理

　
　
　
　
　

御
役
付
足
軽
十
人
御
預

　
　
　
　

武
具
奉
行　
　
　
　
　
　
　
　
　

安
藤
友
弥

　
　
　
　

御
納
戸
役　
　
　
　
　
　
　
　
　

原　

半
兵
衛

　
　
　
　

矢
沢
修
理
組
へ
御
番
入　
　
　
　

小
山
今
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

河
口
傳
兵
衛

　
　
　
　

屋
敷
地
拝
借
仕
度
旨
願
ニ　
　
　

岸　

左
金
太

　
　
　
　

付
、
代
官
町
西
山
弥
助
只

　
　
　
　

今
迄
拝
借
屋
敷
・
建
家
共
被
下
置
候
、
田
町
之
家
作

　
　
　
　

可
差
上
候

　
　
　
　

十
三
郎
在
命
之
内
願
置
候　
　
　
野
中
十
三
郎
従
弟

　
　
　
　

通
御
切
米
籾
弐
拾
五
表
・　
　
　
　

　
　
　
　

弐
人
御
扶
持
被
下
置
、
跡
目
無
相
違
申
付
之

　
　
　
　

主
殿
様
御
台
所
目
付
被
仰　
　
　

柳
沢
彦
三
郎

　
　
　
　

付

一　

同
三
日

　
　
　
　

十
大
夫
儀
老
衰
腰
痛
聢
無　
　
　

沢　

十
大
夫

　
　
　
　

之
付
願
之
通
隠
居
、
十
右　
　
　

同　

十
右
衛
門

　
　
　
　

衛
門
へ
拝
領
之
御
切
米
金

　
　
　
　

五
両
・
四
人
御
扶
持
被
下
置
、
家
督
無
相
違
被
仰
付

　
　
　
　

之

　　
　
　
　

松
平
伊
賀
守
様
御
家
中
町　
　
　

高
山
文
左
衛
門

　
　
　
　

田
藤
右
衛
門
娘
養
女
ニ
仕
、

　
　
　
　

堤
左
次
兵
衛
悴
一
郎
右
衛
門
へ
縁
組
、
願
之
通
被
仰

友
右
衛
門
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付
之

　
　
　
　

高
山
文
左
衛
門
養
女
悴
一　
　
　

堤　

左
次
兵
衛

　
　
　
　

郎
右
衛
門
江
縁
組
、
願
之

　
　
　
　

通
被
仰
付
之

　
　
　
　

其
方
儀
妾
を
妻
ニ
仕
度
旨
、　　

  

児
玉
九
野
右
衛
門

　
　
　
　

願
之
通
被
仰
付
之

　
　
　
　

年
寄
候
迄
相
勤
候
付
、
御　
　
　

澤　

十
大
夫

　
　
　
　

目
録
銀
一
枚
被
下
置
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

専
賀
悴

　
　
　
　

弐
人
御
扶
持
ツ
ヽ
被
下
置　
　
　

藤
田
玄
賀

　
　
　
　

被
召
出　
　
　
　
　
　
　
　
　

一　

同
十
日　

長
国
寺
へ
御
仏
参
、
四
時
過
御
出
九
時
御
帰

一　

同
十
五
日

　
　
　
　

慎
御
免
申
付
候
、
以
後
入　
　
　

久
保
祐
助

　
　
　
　

念
可
相
勤
候　
　
　
　
　
　

 

同
道 

宮
本
善
五
右
衛
門

　
　
　
　
　

右
今
朝
御
用
番
於
宅
助
左
衛
門
申
渡

　
　
　
　

源
蔵
病
気
聢
与
不
仕
、
往　
　
　

前
島
源
蔵

　
　
　
　

往
難
相
勤
付
願
之
通
隠
居
、 

名
代 

金
井
源
五
右
衛
門

　
　
　
　

悴
平
内
へ
御
知
行
三
百
石　
　
　

前
島
平
内

　
　
　
　

被
下
置
、
御
足
軽
十
人
御

　
　
　
　

預
、
家
督
無
相
違
被
仰
付
之

　
　
　
　

其
方
姉
片
岡
此
面
方
へ
縁　
　
　

鹿
野
万
之
丞

　
　
　
　

組
仕
度
旨
、
願
之
通
被
仰

　
　
　
　

付
之

　
　
　
　

鹿
野
万
之
丞
姉
縁
組
仕
度　
　
　

片
岡
此
面

　
　
　
　

旨
、
願
之
通
被
仰
付
之

　
　
　
　

御
在
所
勝
手
相
成
度
旨
、　
　
　

中
島
新
之
丞

　
　
　
　

願
之
通
申
付
之

　
　
　
　
　

右
於
長
囲
炉
裏
助
左
衛
門
申
渡
之

一　
　
　
　
　
　

雨
宮
村
神
事
、
四
半
時
大
書
院
御
庭
入
、
其

　
　
　
　
　
　
　

外
例
之
通

一　

同
十
八
日

　
　
　
　

八
右
衛
門
病
気
不
相
勝
其　
　
　

柳　

八
右
衛
門

　
　
　
　

上
老
衰
仕
、
往
々
難
相
勤　
　
　

同　

惣
左
衛
門

　
　
　
　

付
願
之
通
隠
居
、
悴
惣
左

　
　
　
　

衛
門
方
へ
御
知
行
百
石
被
下
置
、
家
督
無
相
違
被
仰

　
　
　
　

付
之  

　
　
　
　

利
助
男
子
無
之
付
、
甚
右　
　
　

小
熊
利
助

　
　
　
　

衛
門
次
男
藤
四
郎
聟
養
子
、　　
　
小
松
甚
右
衛
門

　
　
　
　

双
方
願
之
通
被
仰
付
候

　
　
　
　

年
寄
迄
相
勤
候
付
、
御
目　
　
　

柳　

八
右
衛
門

　
　
　
　

録
銀
一
枚
被
下
置
之

一　

同
廾
三
日　

長
国
寺
へ
御
参
詣
、
四
半
時
御
出
九
時
御
帰

一　

同
廾
八
日　

月
次
御
礼
、
四
時
揃
ニ
而
相
済

　
　
　
　

家
督
之
御
礼　
　
　
　
　
　
　
　

前
島
平
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

柳　

惣
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

沢　

十
右
衛
門

　
　
　
　

初
而
之
御
目
見　
　
　
　
　
　
　

片
岡
平
十
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

菅
沼
幸
之
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
嶋
九
十
郎

　
　
　
　

同
断　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

桜
井
勘
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

成
沢
頓
之
丞

　
　
　
　

隠
居
之
御
礼　
　
　
　
　
　
　
　

前
嶋
源
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

名
代 

河
原
源
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

柳
八
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

名
代 

杵
渕
管
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

澤　

十
大
夫

　
　
　
　

悴
御
目
見
ニ
付
御
礼　
　
　
　
　

片
岡
平
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

菅
沼
九
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
嶋
友
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

桜
井
六
郎
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

名
代 

興
津
政
野
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

成
澤
源
吾

　
　
　
　
　

御
通
掛

　
　
　
　

家
督
之
御
礼　
　
　
　
　
　
　
　

野
中
友
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
林
松
之
進

　
　
　
　

主
殿
様
御
近
習
被
仰
付
之　
　
　

石
倉
藤
右
衛
門

○　

五
月
朔
日　

月
次
御
礼
、
四
時
相
済

一　

同
五
日　

端
午
之
御
礼
、
四
時
始
四
半
時
済

一　

同
六
日

倹検検検健倹検健

倹検検検検検検健倹検検検検検検検検健

倹検健

倹検検健
意
悦
悴

　

伊
藤
栄
賀

倹検検検健
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友
之
丞
妹
右
仲
悴
仲
方
へ　
　
　

綿
貫
友
之
丞

　
　
　
　

縁
組
、
双
方
願
之
通
被
仰　
　
　

藤
田
右
仲

　
　
　
　

付
之

一　
　
　
　
　
　

来
月
三
日
御
発
駕
御
日
限
被
仰
出
候

一　
　
　
　
　
　

江
戸
詰
之
節
前
々
百
石
ニ
家
来
三
人
、
品
次

　
　
　
　
　
　
　

第
其
余
も
召
連
候
処
、
御
借
り
高
ニ
付
弐
人

　
　
　
　
　
　
　

連
、
其
後
ハ
長
屋
狭
ク
候
節

壱
人
連
ニ
罷

　
　
　
　
　
　
　

成
、
御
役
人
者
百
石
以
下
ニ
而
も
、
品
次
第

　
　
　
　
　
　
　

弐
人
連
之
御
定
ニ
有
之
候

　
　
　
　
　
　
　

然
処
近
年
奉
公
人
少
ク
抱
兼
、
難
渋
之
由
相

　
　
　
　
　
　
　

聞
候
間
、
向
後
高
之
多
少
ニ
よ
ら
ず
江
戸
詰

　
　
　
　
　
　
　

中
壱
人
連
ニ
可
致
候
、
勝
手
を
以
唯
今
迄
之

　
　
　
　
　
　
　

通
又
者
相
減
候
共
、弐
人
以
上
召
連
候
節
ハ
、

　
　
　
　
　
　
　

出
立
前
御
郡
奉
行
迄
人
辻
相
断
可
被
申
候
、

　
　
　
　
　
　
　

江
戸
詰
之
外
ハ
前
格
之
通
可
被
相
心
得
候
、

　
　
　
　
　
　
　

右
之
旨
差
立
候
者
之
外
不
残
様
可
有
演
説
候

一　

同
九
日　

大
般
若
御
執
行

　
　
　
　

四
郎
左
衛
門
病
気
相マ
マ

勝
、　　
　

 

斎
田
四
郎
左
衛
門

　
　
　
　

往
々
御
奉
公
難
相
勤
付
願　

 

名
代 

三
沢
万
右
衛
門

　
　
　
　

之
通
隠
居
、
悴
左
盛
へ
御　
　

 
 

斎
田
左
盛

　
　
　
　

知
行
百
五
十
石
被
下
置
、

　
　
　
　

家
督
無
相
違
被
仰
付

　
　
　
　

御
徒
士
へ
番
入　
　
　
　
　
　
　

野
中
友
右
衛
門

　
　
　
　
　

右
原
又
左
衛
門
申
渡
之

　
　
　
　

御
用
部
屋
小
僧
役　
　
　
　
　
　

小
林
松
之
進

　
　
　
　
　

右
久
馬
申
渡
之

一　

同
十
一
日

　
　
　
　

兄
新
之
進
在
命
之
内
願
置　
　
　

千
喜
良
甚
太
郎

　
　
　
　

候
通
其
方
養
子
、
只
今
迄

　
　
　
　

拝
領
之
御
知
行
七
拾
石
被
下
置
、
家
督
無
相
違
被
仰

　
　
　
　

付
候

　
　
　
　

熊
次
郎
妹
十
助
悴
藤
九
郎　
　
　

木
内
熊
次
郎

　
　
　
　

方
へ
縁
組
、
双
方
願
之
通　
　
　

入　

十
助

　
　
　
　

被
仰
付
候

一　

同
十
五
日　

月
次
御
礼
、
四
時
過
相
済

　
　
　
　

家
督
之
御
礼　
　
　
　
　
　
　
　

斎
田
左
盛

　
　
　
　

隠
居
之
御
礼　
　
　
　
　
　
　
　

斎
田
四
郎
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

名
代 

興
津
政
之
右
衛
門

　
　
　
　

家
督
之
御
礼　
　
　
　
　
　
　
　

千
喜
良
甚
太
郎

　
　
　
　

初
而
之
御
目
見　
　
　
　
　
　
　

窪
田
平
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
熊
藤
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
部
三
五
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寺
内
金
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

塚
本
八
百
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
沢
亀
惣

　
　
　
　

悴
御
目
見
申
上
候
付
御
礼　
　
　

窪
田
惣
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
熊
利
助

　
　
　
　

右
同
断　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
部
治
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寺
内
源
之
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

塚
本
茂
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
沢
丹
下

　
　
　
　

役
替
側
目
付
申
付
之　
　
　
　
　

池
田
平
角

　
　
　
　
　

御
役
附
同
心
五
人
ツ
　ヽ
　
　

片
岡
此
面

　
　
　
　

役
替
郡
中
横
目
付
役
申
付　
　
　

中
俣
最
角

　
　
　
　

之

　
　
　

右
者
於
御
前
被
仰
付
之

　
　
　
　

御
役
替
御
膳
番
・
御
刀
番　
　
　

岸　

左
金
太

　
　
　
　

兼
帯
被
仰
付
之

　
　
　
　

御
近
習
被
仰
付
之　
　
　
　
　
　

宮
澤
丹
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
野
重
左
衛
門

　
　
　
　

筆
順
佐
久
間
衛
守
次
与
被　
　
　

池
田
平
角

　
　
　
　

仰
渡
候　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

片
岡
此
面

　
　
　
　

筆
順
御
郡
奉
行
之
次
与
被　
　
　

中
俣
最
角

　
　
　
　

仰
渡
候

一　

同
十
七
日　

四
半
時
之
御
供
揃
ニ
而
大
鋒
寺
へ
御
仏
参
、

　
　
　
　
　
　
　

御
帰
八
時

一　

同
十
八
日

　
　
　
　

式
右
衛
門
妹
又
六
郎
悴
傳　
　
　

小
山
田
又
六
郎

倹検検検検検検検検健

倹検健倹検健倹検健
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十
郎
方
へ
縁
組
、
双
方
願　
　
　

矢
野
式
右
衛
門

　
　
　
　

之
通
被
仰
付
之

　
　
　
　

矢
沢
修
理
組
へ
御
番
入　
　
　
　

前
島
平
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

野
村
治
三
郎

　
　
　
　

鈴
木
冶
部
右
衛
門
組
へ
同　
　
　

沢　

重
右
衛
門

　
　
　
　

断

　
　
　
　

原
彦
左
衛
門
組
へ
同
断　
　
　
　

小
林
友
之
丞

　
　
　
　

塩
野
左
門
組
江
同
断　
　
　
　
　

坂
口
条
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

柳　

惣
左
衛
門　

　
　
　
　

青
木
浪
江
組
へ
同
断　
　
　
　
　

千
喜
良
甚
太
郎

一　

同
十
九
日　

今
日
御
本
陣
触
出
立

一　

同
廾
一
日

　
　
　
　

病
気
聢
与
無
之
御
役
難
相　

 

煩  

高
山
文
左
衛
門

　
　
　
　

勤
旨
、
願
之
通
御
赦
免
被　

 

名
代 

石
倉
團
蔵

　
　
　
　

仰
付

一　

同
廾
二
日　

御
家
中
勝
手
向
為
取
続
、
先
達
而
倹
約
被
仰

　
　
　
　
　
　
　

出
候
得
共
、
今
以
勝
手
立
直
候
程
之
義
も
不

　
　
　
　
　
　
　

相
聞
候
付
、因
是
去
未
年
相
触
候
別
紙
之
通
、

　
　
　
　
　
　
　

尚
又
来
ル
卯
年
迄
厳
重
相
守
候
様
、
被
仰
出

　
　
　
　
　
　
　

候

一　

同
廾
三
日　

四
時
之
御
供
触
ニ
而
長
国
寺
・
大
英
寺
へ
御

　
　
　
　
　
　
　

出
、
九
時
御
帰

一　

同
廾
五
日　

諏
訪
宮
・
白
鳥
・
乾
徳
寺
・
恵
明
寺
へ
右
同

　
　
　
　
　
　
　

断
、
九
半
時
御
帰

一　

同
廾
六
日　

四
半
時
之
御
供
触
ニ
而
長
国
寺
へ
御
出
、
九

　
　
　
　
　
　
　

時
過
御
帰

一　

同
廾
八
日

　
　
　
　

原
彦
左
衛
門
組
へ
御
番
入　
　
　

斎
田
左
盛

○　

六
月
朔
日　

月
次
御
礼
、
例
之
通
相
済

　
　
　
　

数
年
御
道
中
御
刀
番
相
勤
、　
　

祢
津
小
膳

　
　
　
　

大
儀
思
召
候
付
御
上
下
被　
　
　

和
田
十
郎
左
衛
門

　
　
　
　

下
之

　
　
　
　

御
役
替
元
方
御
金
奉
行
被　
　
　

原　

伴
九
郎

　
　
　
　

仰
付
之

　
　
　
　

先
規
之
通
弐
百
石
被
下
之　
　
　

広
田
筑
後

　
　
　
　
　

右
小
書
院
於
中
之
間
御
用
部
屋
席
不
残
列
席
、

　
　
　
　
　

御
用
番
御
渡
し
被
成
候

　
　
　
　

大
書
院
於
三
之
間
御
礼
申　
　
　

右　

同
人

　
　
　
　

上

　
　
　
　

同
於
御
縁
頬
御
目
見
申
上　
　
　

岩
手マ
マ

六
右
衛
門

一　
　
　
　
　
　

近
日
御
発
駕
付
例
之
通
御
役
人
御
目
見
被
仰

　
　
　
　
　
　
　

付
、
被
成
下
御
意
候

一　

同
三
日　

御
発
駕
六
半
時
過
、
万
端
例
之
通

一　

同
十
二
日　

当
八
日
被
遊
御
参
府
候
段
、
演
説
被
仰
渡
候

一　

同
十
九
日　

当
十
五
日
御
参
勤
之
御
礼
被
仰
上
候
付
、
右

　
　
　
　
　
　
　

同
断

一　

同
廾
一
日
・
二
十
二
日　

御
祭
礼
無
滞
相
済
、
大
御
門
踊

　
　
　
　
　
　
　

七
半
時
初
り
即
刻
相
済
、
御
部
屋
様
御
覧

一　

同
廾
五
日　

殿
様
当
廾
二
日
大
手
御
門
番
被
蒙
仰
候
段
、

　
　
　
　
　
　
　

演
説
被
仰
渡
候

○　

七
月
七
日　

七
夕
御
礼
、
五
半
時
揃
ニ
而
相
済
、
尤
出
懸

　
　
　
　

新
見
出
雲
守
様
御
家
来
福　
　
　

渋
谷
玄
仙

　
　
　
　

沢
市
右
衛
門
姪
縁
組
仕
度

　
　
　
　

旨
、
願
之
通
被
仰
付
候　
　
望
月
日
記
ニ
ハ
新
見
加
賀
守
福
沢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兵
右
衛
門
と
あ
り

　
　
　
　
　

右
於
江
府
被
仰
付
候
段
、
申
来
候

一　

同
十
三
日

　
　
　
　

亡
父
林
翁
願
置
候
通
家
督　
　
　

北
山
慶
樹

　
　
　
　

被
仰
付
候
、
拾
弐
人
御
扶　

 

同
道 

同　

官
三
郎

　
　
　
　

持
被
下
置
候

　
　
　
　
　

右
同
断　

七
月
三
日

一　

同
十
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
八
弟

　
　
　
　

大
手
御
番
中
三
人
御
扶
持　
　
　

石
川
勘
八

　
　
　
　

被
下
置
、
被
召
仕
候
段
被　
　

　
　
　
　

仰
付
候　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一　

同
廾
八
日

　
　
　
　

御
代
官
宮
沢
丹
下
跡
役
御　
　
　

佐
野
友
左
衛
門

　
　
　
　

代
官
被
仰
付

　
　
　
　

御
代
官
越
石
佐
野
友
左
衛　
　
　

成
沢
源
五

倹検健倹検健

助
左
衛
門
嫡
子

　

高
田
民
五
郎
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門
跡
役
被
仰
付
候

　
　
　
　

御
蔵
奉
行
・
紙
・
蝋
燭
・　
　
　

関
口
要
之
進

　
　
　
　

漆
・
漆
実
成
沢
源
五
跡
役

　
　
　
　

被
仰
付
候

　
　
　
　

御
徒
士
目
付
被
仰
付　
　
　
　
　

竹
内
善
内

　
　
　
　
　

右
弥
惣
左
衛
門
以
御
書
付
申
渡
之

　
　
　

右
之
通
御
用
番
於
宅
被
仰
渡
候

一　
　

左
之
通
江
戸
表

申
来
ル
、
七
月
十
八
日
付

　
　
　
　

家
督
之
御
礼　
　
　
　
　
　
　
　

北
山
慶
樹

　
　
　
　

初
而
之
御
目
見　
　
　
　
　
　
　

津
田
彦
之
助

　
　
　
　

悴
御
目
見
申
上
候
付
御
礼　
　
　

津
田
源
五
郎

　
　
　
　

御
役
替
御
取
次
被
仰
付
之　
　
　

右
同
人

　
　
　
　

御
目
付
兼
帯
相
勤
候
様

　
　
　

右
於
御
前
被
仰
付
候

　
　
　
　

御
徒
目
付
被
仰
付　
　
　
　
　
　

宮
本
浅
之
進

　
　
　
　
　

右
高
田
助
左
衛
門
申
渡
ス

　
　
　

右
之
通
七
月
十
八
日
被
仰
付
候
由
、
申
来
候

○　

八
月
朔
日　

八
朔
御
礼
、
出
懸
前
々
之
通
相
済

一　

同
十
五
日

　
　
　
　

亡
父
願
之
通
御
知
行
百
三　
　
　

河
口
要
吉

　
　
　
　

拾
石
被
下
置
、
家
督
無
相　

 

同
道 

山
田
平
之
進

　
　
　
　

違
被
仰
付
候

　
　
　
　

知
行
所
之
内
上
高
田
村
拾　
　
　

岡
野
陽
之
助

　
　
　
　

七
石
壱
斗
五
升
五
合
北
長

　
　
　
　

池
村
与
村
替
被
仰
付
之

　
　
　
　

右
同
断
、
廾
石
同
断　
　
　
　
　

矢
野
彦
十
郎

　
　
　
　

亡
父
兵
左
衛
門
願
置
候
通　
　
　

田
中
半
兵
衛

　
　
　
　

御
切
米
籾
四
拾
表
・
弐
人　

 

同
道 

柳
沢
彦
三
郎

　
　
　
　

御
扶
持
被
下
置
、
跡
役
被

　
　
　
　

仰
付
之

　
　
　
　
　

右
春
原
織
衛
申
渡
之

一　

同
廾
八
日

　
　
　
　

竹
内
源
左
衛
門
願
置
候
通　

 

幼
少 

筑
山
建
之
助

　
　
　
　

其
方
へ
御
知
行
五
拾
石
被　

 

名
代 

岡
嶋
庄
之
助

　
　
　
　

下
置
、
家
督
無
相
違
被
仰　

 

同
道 

宇
野
佐
五
右
衛
門

　
　
　
　

付
之

　
　
　

右
之
通
於
江
戸
表
被
仰
付
候
由
、
申
来
候
、
八
月
十
一

　
　
　

日
付

　
　
　
　

家
督
之
御
礼　
　
　
　
　
　
　
　

竹
内
建
之
助

　
　
　

右
当
十
五
日
於
江
戸
表
御
礼
申
上
候
段
、
申
来
候

　
　
　
　

御
倹
約
ニ
付
主
殿
様
之
方　
　
　

柳
沢
彦
三
郎

　
　
　
　

御
人
減
罷
成
候
付
、
役
儀

　
　
　
　

御
免
帰
番
被
仰
付
候

　
　
　

右
御
用
番
宅
ニ
お
い
て
被
仰
付
候

○　

九
月
四
日　

於
長
国
寺
松
月
院
様
廾
三
回
御
忌
御
法
事
御

　
　
　
　
　
　
　

修
行

一　

同
五
日　

右
同
断

一　

同
九
日　

重
陽
御
礼
、
五
時
揃
即
刻
相
済
、
尤
出
懸
り

一　

同
十
日　

御
本
丸
於
御
矢
場
ニ
お
い
て
射
芸
御
一
覧
有

　
　
　
　
　
　
　

之

一　

同
十
一
日　

大
般
若
御
執
行

一　

同
十
二
日　

射
芸
一
覧
、
十
日
同
様

一　

同
十
五
日　

竹
村
金
吾
於
馬
場
乗
馬
一
覧
有
之

一　

同
十
八
日　

右
同
断

　
　
　
　

家
督
之
御
礼
以
御
名
代
を　
　
　

河
口
要
吉

　
　
　
　

以
申
上

　
　
　

右
之
通
九
月
八
日
付
ニ
而
江
府

申
来
候

一　

同
廾
一
日　

御
本
丸
御
的
場
ニ
お
い
て
剣
術
、
御
一
覧
有

　
　
　
　
　
　
　

之

一　

同
廾
三
日　

同
断

一　

同
廾
五
日
・
廾
七
日　

剣
術
、
右
同
断

一　

同
廾
九
日　

小
書
院
御
三
之
間
ニ
お
い
て
軍
学
講
談
、
右

　
　
　
　
　
　
　

同
断

○　

閏
九
月
六
日
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主
殿
様
方
御
人
減
相
成
候
、　　

 

宮
澤
新
蔵

　
　
　
　

年
来
相
勤
候
間
役
替
御
帳

　
　
　
　

付
申
付
之

一　

同
廾
五
日

　
　
　
　

半
兵
衛
妹
弾
右
衛
門
方
へ　
　
　

原　

半
兵
衛

　
　
　
　

縁
組
、
双
方
願
之
通
被
仰　
　
　

樋
口
弾
右
衛
門

　
　
　
　

付
之

　
　
　
　

先
年
検
断
相
勤
、
私
曲
ニ　
　
　

長　

国　

寺

　
　
　
　

付
追
放
申
付
候
中
町
三
郎

　
　
　
　

左
衛
門
儀
、
母
并
親
類
共
相
歎
候
付
、
御
領
内
徘
徊

　
　
　
　

先
達
而
被
成
下
御
免
候
、
然
処
尚
又
、
今
度
新
御
安

　
　
　
　

口
罷
在
候
悴
勘
五
郎
帳
下
へ
引
取
差
置
度
旨
、
母
并

　
　
　
　

親
類
・
菩
提
所
西
念
寺
相
願
候
、
依
之
何
分
ニ
も
願

　
　
　
　

之
通
被
成
下
御
免
候
之
様
長
国
寺
就
願
、
以
御
情
帰

　
　
　
　

住
被
成
下
御
赦
免
候
、
可
被
得
其
旨
候

○　

十
月
九
日　

本
多
中
務
大
輔
様
去
月
十
六
日
被
成
御
卒
去

　
　
　
　
　
　
　

候
、
因
是
今
一
日
遠
慮
万
端
相
慎
可
申
候
、

　
　
　
　
　
　
　

明
日
四
時

八
時
迄
之
内
月
番
宅
へ
罷
出
、

　
　
　
　
　
　
　

御
機
嫌
相
伺
候
様
、
右
ニ
付
十
日
諸
士
御
用

　
　
　
　
　
　
　

番
宅
へ
罷
出
、
御
機
嫌
相
伺
申
候
、
八
半
時

　
　
　
　
　
　
　

済

一　

同
十
八
日

　
　
　
　

亡
父
願
置
候
通
其
方
へ
御　
　
　

佐
久
間
大
八
郎

　
　
　
　

知
行
百
五
拾
石
并
御
足
軽　

 

同
道 

関
山
治
兵
衛

　
　
　
　

十
人
御
預
、
家
督
無
相
違

　
　
　
　

被
仰
付
之

　
　
　
　

其
方
家
督
被
仰
付
候
付
、　　
　

 

佐
久
間
大
八
郎

　
　
　
　

唯
今
迄
之
御
宛
行
差
遣
、

　
　
　
　

用
意
次
第
出
府
被
仰
付
之

　
　
　
　

友
之
丞
姉
十
右
衛
門
方
へ　
　

 

志
村
友
之
丞

　
　
　
　

縁
組
、
双
方
願
之
通
被
仰　
　

 

沢　

十
右
衛
門

　
　
　
　

付
之

一　

同
廾
六
日　

当
九
日
御
鷹
之
鴈
御
拝
領
ニ
付
、
来
ル
廾
八

　
　
　
　
　
　
　

日
四
時

九
時
迄
之
内
麻
上
下
着
用
、
月
番

　
　
　
　
　
　
　

宅
へ
罷
出
御
歓
申
上
候
様

一　

同
廾
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

左
近
事

　
　
　
　

願
之
通
改
名
被
仰
付
候　
　
　

 

河
原
惣
兵
衛

　
　
　
　
　

右
江
戸
表

為
知
有
之
候
付
相
記

一　

同
廾
五
日　

今
暁
七
時
出
火
、
火
元
望
月
治
部
左
衛
門
、

　
　
　
　
　
　
　

尤
類
焼
無
之

一　

同
廾
九
日　

当
時
長
屋
住
居
手
狭
ニ
付
、評
定
所
致
拝
借
、

　
　
　
　
　
　
　

来
月
朔
日

日
々
罷
出
、
御
勝
手
向
御
用
承

　
　
　
　
　
　
　

候
間
、
印
形
物
・
窺
・
其
外
申
置
相
済
候
届

　
　
　
　
　
　
　

等
ニ
至
迄
、
従
四
時
昼
時
迄
之
内
右
場
所
へ

　
　
　
　
　
　
　

罷
出
、
可
被
申
聞
候
、
尤
翌
日
迄
難
相
延
義

　
　
　
　
　
　
　

ハ
私
宅
迄
罷
出
、
可
被
申
聞
候

　
　
　
　
　
　
　

右
之
趣
諸
向
ニ
而
も
被
相
心
得
候
様
ニ
致
度

　
　
　
　
　
　
　

候
、
寄
々
御
申
通
頼
入
候

　
　
　
　
　
　
　

右
之
趣
望
月
治
部
左
衛
門
殿
御
頼
ニ
付
、
諸

　
　
　
　
　
　
　

向
御
役
人
へ
申
通
候

○　

十
二
月
朔
日

　
　
　
　

図
書
娘
彦
左
衛
門
悴
兵
庫　
　
　

真
田
図
書

　
　
　
　

方
へ
縁
組
、
双
方
願
之
通　
　
　

原　

彦
左
衛
門

　
　
　
　

被
仰
付
候

　
　
　
　

未
病
気
聢
与
無
之
、
往
　々
　
　

高
山
文
左
衛
門

　
　
　
　

御
奉
公
難
相
勤
付
願
之
通　

 

名
代 

原　

隼
之
丞

　
　
　
　

隠
居
、
平
十
郎
方
へ
御
知　
　
　

高
山
平
十
郎

　
　
　
　

行
百
三
拾
石
被
下
置
、
家

　
　
　
　

督
無
相
違
被
仰
付
之

　
　
　
　

亀
五
郎
姉
和
左
衛
門
方
へ　
　
　

大
熊
亀
五
郎

　
　
　
　

縁
組
、
双
方
願
之
通
被
仰　

 

名
代 

矢
嶋
源
二
左
衛
門

　
　
　
　

付
之　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
黒
和
左
衛
門

　
　
　
　

近
年
病
身
罷
成
、
御
役
難　
　
　

藤
田
右
仲

　
　
　
　

相
勤
ニ
付
願
之
通
御
赦
免

　
　
　
　

被
仰
付
之

　
　
　

右
之
通
御
用
番
於
宅
被
仰
付
候

一　

同
六
日　

御
厚
恩
ニ
而
御
飛
脚
便
之
節
御
家
中
致
文
通

　
　
　
　
　
　
　

候
処
封
物
相
頼
、
状
箱
か
さ
高
ニ
付
無
拠
書

　
　
　
　
　
　
　

状
計
小
封
ニ
い
た
し
、
月
番
へ
可
相
頼
候
、

　
　
　
　
　
　
　

書
状
之
外
ハ
御
普
請
奉
行
へ
賃
銭
差
添
可
相

　
　
　
　
　
　
　

頼
候
、
宿
継
人
足
ニ
而
折
々
相
送
事
ニ
候
、

　
　
　
　
　
　
　

御
荷
便
之
節
御
台
所
へ
附
合
頼
候
義
同
様
御

　
　
　
　
　
　
　

普
請
方
御
台
所
ニ
而
ハ
書
状
ハ
不
受
取
候

　
　
　
　
　
　
　

右
江
戸
ニ
而
相
極
り
候
、
此
表
ニ
而
も
右
ニ

　
　
　
　
　
　
　

准
へ
く
候

一　
　
　
　
　
　

此
表
者
御
普
請
方
ニ
而
も
小
封
之
書
状
ハ
受

　
　
　
　
　
　
　

取
可
遣
候
、
大
封
不
受
取
候
、
御
用
状
箱
か

倹検検健
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さ
高
之
節
ハ
頼
状
ハ
残
シ
、
跡
便
ニ
可
遣
候

一　
　
　
　
　
　

月
々
御
荷
物
出
候
間
、
書
状
之
外
ハ
小
封
た

　
　
　
　
　
　
　

り
共
御
蔵
へ
可
相
頼
候
、
尤
御
蔵
ニ
而
書
状

　
　
　
　
　
　
　

者
不
受
取
候
、
御
吟
味
方
・
御
普
請
方
ニ
而

　
　
　
　
　
　
　

御
荷
物
出
候
節
も
同
様

　
　
　
　
　
　
　
　

但
御
用
状
箱
透
き
候
節
、
詰
物
致
候
付
封

　
　
　
　
　
　
　
　

物
月
番
へ
出
置
候
義
只
今
迄
之
通
、
乍
然

　
　
　
　
　
　
　
　

詰
物
不
入
節
ハ
無
断
残
シ
候
間
、
書
状
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　

別
ニ
可
致
候
、
便
毎
ニ
残
り
候
節
、
右
之

　
　
　
　
　
　
　
　

品
御
蔵
へ
可
渡
候
、
御
蔵
ニ
而
者
定
之
賃

　
　
　
　
　
　
　
　

銭
を
以
御
荷
便
ニ
遣
事
候
、
右
寄
々
演
説

　
　
　
　
　
　
　
　

被
仰
渡
候

一　

同
十
一
日

　
　
　
　

藤
井
彦
九
郎
妹
悴
浅
之
丞　
　
　

大
嶋
太
右
衛
門

　
　
　
　

方
へ
縁
組
、
願
之
通
被
仰

　
　
　
　

付
之

　
　
　
　

八
郎
右
衛
門
実
子
無
之
付　
　
　

白
井
八
郎
右
衛
門

　
　
　
　

左
次
兵
衛
二
男
要
八
養
子　
　
　

堤　

左
次
兵
衛

　
　
　
　

仕
度
旨
、
願
之
通
被
仰
付　
　
　

白
井
要
八

　
　
　
　

之

一　

同
廾
日　

夜
九
時
長
国
寺
門
前
之
者
居
家
焼
失
、
火
元

　
　
　
　
　
　
　

八
左
衛
門
類
焼
無
之
早
速
相
鎮

一　

同
廾
日

　
　
　
　

永
格
被
仰
付
定
府
、
其
上　
　
　

片
岡
平
蔵

　
　
　
　

御
役
料
玄
米
弐
人
御
扶
持

　
　
　
　

被
下
置

　
　
　

右
当
十
五
日
於
江
戸
表
被
仰
付
候
由
、
申
来
候

一　

同
廾
九
日

　
　
　
　

三
十
郎
次
男
藤
五
郎　

久　
　
　

祢
津
三
十
郎

　
　
　
　

右
衛
門
方
へ
聟
養
子
、
願　
　
　

金
井
久
右
衛
門

　
　
　
　

之
通
被
仰
付
候　
　
　
　
　
　
　

祢
津
藤
五
郎

　
　
　
　

永
格
被
仰
付
候
、
御
役
替　
　
　

高
橋
傳
治

　
　
　
　

御
材
木
懸
合
被
仰
付　
　
　
　
　

岡
部
治
右
衛
門

　
　
　
　

別
御
書
付
ニ
而
席
之
儀
御

　
　
　
　

代
官
次
与
被
仰
渡
候

　
　
　
　

平
内
妹
源
五
兵
衛
方
へ
縁　
　
　

一
色
源
五
兵
衛

　
　
　
　

組
、
願
之
通
被
仰
付
之　
　
　
　

保
崎
平
内

　
　
　
　

難
渋
村
懸
り
合
骨
折
候
段　
　
　

宮
沢
嘉
平

　
　
　
　

大
儀
ニ
候
、
依
之
御
目
録　
　
　

佐
藤
新
蔵

　
　
　
　

金
百
疋
被
下
置
候

　
　
　
　

栃
原
村
御
見
分
懸
り
合
、　　
　

 

大
嶋
武
左
衛
門

　
　
　
　

村
方
百
姓
共
答
等
迄
差
懸

　
　
　
　

候
趣
引
受
、
取
計
出
精
相
勤
候
付
、
御
目
録
三
百
疋

　
　
　
　

被
下
置
候
。

　
　
　
　

懸
合
出
精
相
勤
候
付
、
金　
　
　

中
澤
郡
蔵

　
　
　
　

百
疋
ツ
ヽ
被
下
置
候　
　
　
　
　

冨
岡
金
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

桑
名
利
内

　
　
　
　

出
精
相
勤
候
付
、
御
目
録　
　
　

山
浦
長
十
郎

　
　
　
　

金
弐
百
疋
ツ
ヽ
被
下
置
之　
　
　

桑
名
完
治

　
　
　
　

籾
壱
表
ツ
　ヽ
　
　

片
岡
半
七
郎
同
心　

 

丹
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

幸
左
衛
門

　
　
　
　

同
断　
　
　
　
　
　

金
井
久
馬
同
心　
　

善
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

幸
八

　
　
　

右
御
内
御
用
相
勤
候
付
、
滞
之
内
壱
表
ツ
ヽ
被
下
置
之

○　

正
月
十
一
日

　
　
　
　

友
吉
病
身
御
座
候
付
、
大　
　
　

加
藤
友
吉

　
　
　
　

竹
清
次
与
申
者
養
子
仕
度　

 

名
代 

樋
畑
幸
七

　
　
　
　

旨
、
願
之
通
被
仰
付
之

　
　
　
　
　

原　

又
左
衛
門
申
渡
之

　
　
　
　

友
吉
願
之
通
被
仰
付
之　
　
　
　

大
竹
清
次

一　

三
月
五
日

　
　
　
　

妾
腹
之
男
子
源
吾
嫡
子
仕　
　
　

水
野
源
太
郎

　
　
　
　

度
旨
、
願
之
通
被
仰
付
之

　
　
　
　
　

二
月
十
五
日
御
在
所
之
分

一　

四
月
十
八
日

　
　
　
　

友
吉
願
之
通
御
切
米
金
六　
　
　

大
竹
清
次

　
　
　
　

両
弐
分
・
四
人
御
扶
持
被　

 

同
道 

長
命
忠
治
郎

　
　
　
　

下
置
、
跡
式
無
相
違
被
仰

　
　
　
　

付
之

　
　
　
　
　

山
寺
庄
左
衛
門
申
渡
之

倹検検健倹検健倹検健倹検健倹検検健倹検健
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一　

五
月
廾
五
日

　
　
　
　

井
伊
掃
部
頭
様
御
家
来
広　
　
　

宇
野
佐
五
右
衛
門

　
　
　
　

瀬
万
之
助
方
へ
姉
縁
組
仕

　
　
　
　

度
旨
、
願
之
通
被
仰
付
之

　
　
　
　

○
明
和
五
年
戊
子

○　

正
月
朔
日　

年
頭
御
礼
、
五
半
時
揃
ニ
而
即
刻
相
済

一　

同
四
日　

御
城
下
寺
院
其
外
年
頭
御
礼
、
五
時
揃
例
之

　
　
　
　
　
　
　

通
相
済

一　

同
九
日　

善
光
寺
両
寺
使
僧
、
右
同
断

一　

同
十
一
日　

戸
隠
山
、
右
同
断

一　

同
十
二
日　

八
幡
并
和
合
院
名
代
を
以
右
同
断

一　

同
十
九
日　

大
般
若
御
執
行

一　

同
廾
八
日　

仁
科
玄
蕃
年
頭
御
礼
罷
出
ル

○　

二
月
朔
日

　
　
　
　

行
跡
不
応
思
召
、
逼
塞
被　

 

煩　 

前
嶋
源
蔵

　
　
　
　

仰
付
之　
　
　
　
　
　
　
　

 

名
代 

前
嶋
平
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

同
道 

河
原
弥
惣
右
衛
門

　
　
　
　

同
断　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
嶋
友
之
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

同
道 

沢　

角
南

　
　
　
　

同
断　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

煩　

 

佐
久
間
三
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

名
代 

金
井
渡
大
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

同
道 

佐
野
友
左
衛
門

　
　
　

右
之
通
於
評
定
所
被
仰
渡
之

　
　
　
　

源
蔵
儀
行
跡
不
応
思
召
候　
　
　

前
島
平
内

　
　
　
　

付
逼
塞
被
仰
付
候
、
其
方

　
　
　
　

儀
格
段
之
御
情
を
以
御
咎
不
被
仰
付
候

　
　
　

右
之
通
恩
田
新
六
殿
宅
ニ
お
い
て
被
仰
渡
之

一　

同
三
日

　
　
　
　

其
方
弟
子
杭
全
玄
倫
儀
渋　
　
　

大
草
玄
樹

　
　
　
　

谷
玄
仙
方
へ
養
子
遣
度
旨
、　
　

杭
全
玄
倫

　
　
　
　

願
之
通
被
仰
付
之

　
　
　
　

其
方
実
子
無
之
付
、
大
草　
　
　

渋
谷
玄
仙

　
　
　
　

玄
樹
弟
子
杭
全
玄
倫
養
子

　
　
　
　

仕
度
旨
、
願
之
通
被
仰
付
之

一　

同
六
日
・
七
日　

於
長
国
寺
高
量
院
様
二
十
三
回
御
忌
御

　
　
　
　
　
　
　

法
事
御
執
行

一　

同
十
一
日

　
　
　
　

病
身
ニ
付
御
勝
手
方
懸
り　
　
　

恩
田
新
六

　
　
　
　

合
難
相
勤
段
、
先
達
而
願

　
　
　
　

之
通
懸
り
合
御
免
被
仰
付
候
、
尚
又
心
付
候
儀
も
有

　
　
　
　

之
候
ハ
ヽ
、
此
末
御
役
人
へ
可
被
申
談
候

一　

同
十
八
日

　
　
　
　

幸
太
郎
姉
佐
五
右
衛
門
悴　
　
　

鹿
野
幸
太
郎

　
　
　
　

蔵
左
衛
門
方
へ
縁
組
、
双　
　
　
大
日
方
佐
五
右
衛
門

　
　
　
　

方
願
之
通
被
仰
付

一　

同
廾
五
日　

花
御
丸
御
地
祭
ニ
付
開
善
寺
登
城
、
尤
大
般

　
　
　
　
　
　
　

若
之
通
御
賄
出
ル
、
御
用
部
屋
席
其
外
御
役

　
　
　
　
　
　
　

人
出
席

○　

三
月
三
日　

上
巳
之
御
礼
、
例
之
通
出
懸
り
相
済

一　

同
九
日

　
　
　
　

丹
治
二
男
松
五
郎
車
方
へ　
　
　

白
河
丹
治

　
　
　
　

養
子
、
双
方
願
之
通
被
仰　

 

煩　 

同　

松
五
郎

　
　
　
　

付
候　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
野　

車

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

白
河
八
右
衛
門

　
　
　
　

馬
場
廣
人
娘
縁
組
、
願
之　
　
　

河
口
要
吉

　
　
　
　

通
被
仰
付
候

一　

同
十
二
日
・
十
三
日　

於
長
国
寺
冷
臺
院
御
法
事
御
執
行

　
　
　
　

其
方
儀
今
以
病
気
聢
与
無　
　
　

奥
山
長
尾

　
　
　
　

之
付
御
役
難
相
勤
旨
、
願

　
　
　
　

之
通
御
免
被
仰
付
之

　
　
　
　

六
弥
娘
古
仙
方
へ
縁
組
、　
　
　

谷
口
六
弥

　
　
　
　

双
方
願
之
通
被
仰
付
之　
　
　
　

三
村
古
仙

一　

廾
八
日　

於
御
本
丸
射
芸
御
一
覧
有
之

○　

四
月
朔
日　

右
同
断

一　

同
三
日

　
　
　
　

主
殿
様
御
近
習
被
仰
付
之　
　
　

前
田
吉
太
郎

　
　
　
　

定
府
用
意
次
第
出
府
被
仰

　
　
　
　

付
候

倹検検健倹検健倹検検健
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一　
　
　
　
　
　

於
御
本
丸
剣
術
一
覧
有
之

一　

同
四
日　

鎌
原
左
膳
事
名
改
、
大
和
与
願
之
通
被
仰
付

　
　
　
　
　
　
　

之

一　

同
五
日　

於
御
本
丸
剣
術
御
一
覧
有
之

一　

同
七
日　

同
断

一　
　
　
　
　
　

小
松
一
学
先
年
不
届
之
義
有
之
、
御
家
中
ニ

　
　
　
　
　
　
　

而
も
見
会
次
第
召
捕
、
及
異
儀
候
ハ
ヽ
致
討

　
　
　
　
　
　
　

捨
不
苦
候
段
、
其
砌
被
仰
付
置
候
処
、
従
御

　
　
　
　
　
　
　

門
主
様
度
々
御
詫
も
有
之
、
格
別
之
思
召
を

　
　
　
　
　
　
　

以
不
届
之
義
御
赦
免
、
其
分
ニ
可
差
置
旨
、

　
　
　
　
　
　
　

被
仰
出
候

　
　
　
　
　
　
　

右
之
通
御
家
中
へ
相
達
可
置
旨
、
御
用
番
被

　
　
　
　
　
　
　

仰
渡
候

一　

同
九
日　

剣
術
御
一
覧
有
之

一　

同
十
一
日　

軍
学
講
談
、
右
同
断

　
　
　
　

源
右
衛
門
娘
勇
右
衛
門
悴　
　
　

矢
嶋
源
右
衛
門

　
　
　
　

九
郎
左
衛
門
へ
縁
組
、
双　
　
　

原　

勇
右
衛
門

　
　
　
　

方
願
之
通
被
仰
付
之

一　

同
十
二
日　

中
村
和
七
御
預
り
之
外
馬
場
に
於
て
乗
馬
御

　
　
　
　
　
　
　

一
覧
有
之

　
　

同
十
四
日　

右
同
断

一　

同
十
五
日　

雨
宮
神
事
、
大
御
門
前
ニ
而
如
例
年

一　

同
廾
二
日
・
廾
三
日　

於
長
国
寺
覚
性
院
様
十
七
回
御
忌

　
　
　
　
　
　
　

御
法
事
御
執
行
、
廾
三
日
諸
士
御
香
奠
献
上

　
　
　
　
　
　
　

拝
礼

一　

同
廾
五
日

　
　
　
　

御
役
替
御
金
奉
行　
　
　
　
　
　

長
谷
川
四
郎
次

　
　
　
　

水
道
御
役　
　
　
　
　
　
　
　
　

白
河
八
右
衛
門

　
　
　
　

御
徒
士
へ
番
入
被
仰
付　
　
　
　

小
林
源
蔵

　
　
　
　
　

弥
惣
左
衛
門
御
書
付
御
渡
、
同
人
申
渡
之

○　

五
月
五
日　

端
午
之
御
礼
、
五
半
時
相
始
り
即
刻
相
済

一　

同
九
日　

大
般
若
御
執
行
、
前
々
之
通

　
　
　
　

其
方
儀
実
子
無
之
付
、
岡　
　
　

藤
田
右
仲

　
　
　
　

島
庄
之
助
嫡
子
正
氣
養
子
、

　
　
　
　

伊
東
喜
膳
娘
養
女
仕
度
旨
、
願
之
通
被
仰
付
之

　
　
　
　

行
跡
不
応
思
召
、
逼
塞
被　
　
　

宮
嶋
友
之
進

　
　
　
　

仰
付
置
候
処
御
情
を
以
御　

 

同
道 

片
岡
志
津
摩

　
　
　
　

赦
免
、
此
以
後
万
端
相
慎

　
　
　
　

可
相
勤
候

　
　
　
　

行
跡
不
応
思
召
、
逼
塞
被　

 

煩　

 

前
島
源
蔵

　
　
　
　

仰
付
置
候
、
御
情
を
以
御　

 

名
代 

河
原
源
七

　
　
　
　

赦
免
、
此
以
後
万
端
可
相　

 

同
道 

河
原
弥
惣
右
衛
門

　
　
　
　

慎
候

　
　
　
　

右
同
断　
　
　
　
　
　
　
　

 
煩　

 

佐
久
間
三
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
名
代 
金
井
渡
大
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

同
道 
佐
野
友
左
衛
門

一　

同
十
五
日

　
　
　
　

御
目
録
二
百
疋
ツ
　ヽ
　
　
　
　

青
木
市
三
郎

　
　
　
　
　

射
芸
四
ツ
矢
付
御
褒
美　
　
　

小
熊
藤
四
郎

　
　
　
　
　

被
下
之　
　
　
　
　
　
　
　
　

片
岡
惣
摩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
山
藤
三
郎

　
　
　
　

御
弦
五
筋　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
幡
準
之
助

　
　
　
　
　

右
同
断
、
三
ツ
矢
ニ
付　
　
　

藤
田
織
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

恩
田
金
五
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
下
六
郎
大
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

荒
川
隼
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

綿
内
平
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

杵
渕
管
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
井
藤
五
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
田
正
気

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
日
方
弥
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

入　

藤
九
郎

一　
　
　
　
　
　

下
中
町
治
右
衛
門
居
家
七
時
前
出
火
、
尤
類

　
　
　
　
　
　
　

焼
無
之

一　

同
十
九
日　

於
江
戸
表
四
月
廾
九
日
左
之
通
被
仰
付
候
旨
、

　
　
　
　
　
　
　

申
来
ル

　
　
　
　

金
弐
百
疋
ツ
　ヽ
　
　
　
　
　
　

鈴
木
嘉
仲
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
田
助
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

片
岡
半
七
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
　
御
屋
敷
勤　

 

御
番
士
拾
弐
人

　
　
　
　

金
壱
両
宛　
　
　
　
　

大
手
勤　

御
番
士
拾
弐
人

　
　
　
　

金
百
疋
ツ
　ヽ
　
　
　
　
　
　
　

御
徒
目
付

倹検検健

倹検検検

健

倹検検検検検検検検検検検健倹検検検健
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金
千
疋　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
徒
士
拾
八
人

　
　
　

右
之
通
御
人
少
候
処
、
出
精
相
勤
候
付
被
下
置
之

　
　
　
　

悴
正
気
藤
田
右
仲
方
へ
養　
　
　

岡
嶋
庄
之
助

　
　
　
　

子
、
願
之
通
被
仰
付
之

　
　
　
　

藤
田
右
仲
方
へ
娘
養
女
差　
　
　

伊
東
喜
膳

　
　
　
　

遣
、
往
々
悴
正
気
嫁
申
度

　
　
　
　

旨
、
願
之
通
被
仰
付

○　

六
月
三
日

　
　
　
　

要
吉
妹
織
衛
悴
浅
右
衛
門　
　
　

春
原
織
衛

　
　
　
　

方
へ
縁
組
、
双
方
願
之
通　
　
　

河
口
要
吉

　
　
　
　

被
仰
付
候

　
　
　
　

矢
沢
修
理
組
へ
御
番
入　
　
　
　

渡
邊
直
次
郎

　
　
　
　

藤
田
外
記
組
へ
同
断　
　
　
　
　

石
倉
岩
五
郎

　
　
　
　

原　

彦
左
衛
門
組
江
同
断　
　
　

金
子
廣
馬

　
　
　
　

青
木
浪
江
組
へ
同
断　
　
　
　
　

与
良
治
郎
三
郎

　
　
　
　

十
河
左
治
馬
組
江
同
断　
　
　
　

保
科
直
治
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

河
口
要
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
山
平
十
郎

　
　
　
　

塩
野
左
門
組
へ
同
断　
　
　
　
　

緑
川
藤
吾

　
　
　
　

御
役
願
之
通
御
赦
免　
　
　

 

煩　

 

常
田
彦
之
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

名
代 

小
林
平
五
郎

一　

同
十
七
日　

殿
様
当
十
三
日
御
在
所
へ
之
御
暇
御
拝
領
被

　
　
　
　
　
　
　

遊
候
段
、
演
説
被
仰
渡
候

一　

同
廾
三
日　

昨
夜
八
ツ
時
西
条
村
之
内
鹿
嶋
村
惣
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　

居
家
消
失
、
早
速
鎮
申
候

○　

七
月
朔
日　

御
本
陣
触
着

　
　
　
　

竹
内
健
治
義
先
年
於
江
戸　
　
　

長　

国　

寺

　
　
　
　

表
致
乱
心
、
実
父
雨
宮
億

　
　
　
　

右
衛
門
へ
御
預
被
仰
付
置
候
、
気
分
快
気
億
右
衛
門

　
　
　
　

老
衰
ニ
付
、
御
預
被
成
下
御
赦
免
、
布
施
高
田
村
長

　
　
　
　

圓
寺
致
弟
子
、
出
家
剃
髪
為
仕
度
旨
、
長
圓
寺
并
億

　
　
　
　

右
衛
門
罷
越
相
願
候
、
覚
性
院
様
御
年
忌
ニ
付
、
右

　
　
　
　

願
之
通
被
成
下
御
赦
免
候
之
様
仕
度
旨
、
段
々
不
届

　
　
　
　

之
義
有
之
者
候
得
共
、
格
段
之
御
情
を
以
願
之
通
被

　
　
　
　

成
下
御
免
候
、
御
城
下
徘
徊
之
義
者
不
相
成
候

　
　
　
　

竹
内
健
治
義
雨
宮
億
右
衛　
　
　

村
田
源
六

　
　
　
　

門
へ
御
預
候
節
、
其
方
へ

　
　
　
　

も
被
仰
付
候
品
も
有
之
候
得
共
、
今
度
御
預
被
成
下

　
　
　
　

御
赦
免
、
布
施
高
田
村
長
圓
寺
弟
子
致
、
出
家
剃
髪

　
　
　
　

為
仕
度
旨
、長
圓
寺
并
億
右
衛
門
長
国
寺
迄
相
願
候
、

　
　
　
　

覚
性
院
様
御
年
忌
付
、
御
情
を
以
長
圓
寺
願
之
通
被

　
　
　
　

成
下
御
赦
免
候
、
可
得
其
旨
候

一　

同
七
日　

七
夕
御
礼
、
五
半
時
揃
即
刻
相
済

一　

同
十
一
日

　
　
　
　

津
右
衛
門
実
方
之
弟
友
右　
　
　

山
田
津
右
衛
門

　
　
　
　

衛
門
水
井
久
大
夫
方
へ
養　
　
　

同　

友
右
衛
門

　
　
　
　

子
、
双
方
願
之
通
被
仰
付　
　
　

水
井
久
大
夫

　
　
　
　

之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
徒
士

　
　
　
　

病
気
不
相
勝
実
子
有
之
候　

 

煩　

 

九
島
弥
一
右
衛
門

　
　
　
　

へ
共
幼
少
病
身
ニ
付
、
従　

 

名
代 

冨
岡
忠
治
郎

　
　
　
　

弟
馬
喰
町
傳
八
次
男
致
養　
　
　
　
　

勝
左
衛
門

　
　
　
　

子
、
御
切
米
金
弐
両
・
籾　

 

同
道 

中
沢
郡
蔵

　
　
　
　

三
人
御
扶
持
右
之
者
方
へ　
　
　

藤
田
弥
吉

　
　
　
　

被
下
置
、
隠
居
跡
式
共
願

　
　
　
　

之
通
申
付
之

　
　
　
　
　

右
弥
惣
左
衛
門
申
渡
之

一　

同
十
五
日　

藤
姫
様
事
松
平
主
殿
頭
様
へ
御
縁
組
相
整
、

　
　
　
　
　
　
　

当
六
日
御
双
方
御
使
者
為
御
取
替
相
済
候
段
、

　
　
　
　
　
　
　

御
役
人
へ
申
通
候
様
被
仰
渡
候

一　

同
十
九
日

　
　
　
　

御
徒
士
へ
御
番
入　
　
　
　
　
　

九
島
勝
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

同
道 

宮
本
善
五
右
衛
門

　
　
　
　
　

右
源
五
右
衛
門
申
渡
之

一　

同
廾
一
日

　
　
　
　

御
役
替
御
姫
様
御
守
役
被　
　
　

窪
田
惣
右
衛
門

　
　
　
　

仰
付

　
　
　
　

妹
義
本
多
豊
後
守
様
御
家　
　
　

中
村
和
七

　
　
　
　

来
中
条
八
郎
左
衛
門
方
へ

　
　
　
　

縁
組
、
願
之
通
被
仰
付
之

倹健倹検検健

倹検検健
倹検健
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○　

八
月
朔
日　

八
朔
御
礼
、
五
時
揃
即
刻
相
済

一　
　
　
　
　
　

殿
様
御
不
快
御
快
被
成
御
座
、
当
二
日
御
発

　
　
　
　
　
　
　

駕
可
被
遊
旨
、
御
日
限
被
仰
出
候

一　
　
　
　
　
　

御
本
陣
触
今
日
着

　
　
　
　

悴
嘉
仲
治
へ
堀
長
門
守
様　
　
　

鈴
木
弥
左
衛
門

　
　
　
　

御
家
中
川
内
東
左
衛
門
娘

　
　
　
　

縁
組
仕
度
旨
、
願
之
通
被
仰
付
之

　
　
　
　
　

右
江
戸
表
同
役

申
来
候

一　

同
二
日　

御
発
駕
付
今
日

御
用
部
屋
相
立

一　

同
三
日

　
　
　
　

其
方
儀
男
子
無
之
付
大
沢　
煩　

田
中
長
意

　
　
　
　

晏
全
弟
子
佐
藤
惣
十
郎
聟　
名
代
丸
茂
宗
弥

　
　
　
　

養
子
仕
度
旨
、
願
之
通
被
仰
付
之

一　

同
五
日　

殿
様
御
不
快
御
順
快
、
当
二
日
被
遊
御
発
駕

　
　
　
　
　
　
　

候
段
、
御
役
人
へ
演
説
被
仰
渡
候

一　

同
七
日　

九
時
御
城
着
、
諸
士
相
詰
御
目
見
申
上
、
例

　
　
　
　
　
　
　

之
通

一　

同
九
日　

四
時
之
御
供
揃
ニ
而
諏
訪
宮
・
長
国
寺
・
大

　
　
　
　
　
　
　

英
寺
へ
被
遊
御
出
、
七
時
過
御
帰

一　

同
十
五
日　

月
次
御
礼
、
九
時
済

　
　
　
　

家
督
之
御
礼　
　
　
　
　
　
　
　

高
山
平
十
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

河
口
要
吉

　
　
　
　

初
而
之
御
目
見　
　
　
　
　
　
　

深
尾
通
格

　
　
　
　

悴
初
而
之
御
目
見
申
上
候　
　
　

深
尾
立
朴

　
　
　
　

付
御
礼　
　
　
　
　
　
　
　

 

名
代 

立
田
玄
道

　
　
　
　
　

御
通
懸

　
　
　
　

跡
式
之
御
礼　
　
　
　
　
　
　
　

九
島
勝
左
衛
門

　
　
　
　

御
役
成
之
御
礼　
　
　
　
　
　
　

竹
内
善
内

　
　
　
　

御
茶
道
被
仰
付
之　
　
　
　
　
　

三
村
古
仙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
沢
宗
寿

一　

同
十
七
日　

四
時
之
御
供
触
ニ
而
大
鋒
寺
へ
御
出
、
九
過

　
　
　
　
　
　
　

御
帰

一　

同
十
八
日
・
十
九
日　

御
祭
礼
付
御
桟
敷
へ
被
遊
御
出
候

　
　
　
　
　
　
　

十
九
日
大
門
踊
相
済
、
御
入
城
後
御
機
嫌
伺

　
　
　
　
　
　
　

例
之
通

一　

同
廾
一
日
・
廾
二
日　

於
長
国
寺
桂
芳
院
様
御
法
事
御
執

　
　
　
　
　
　
　

行
、
廾
二
日
四
時
之
御
供
触
ニ
而
長
国
寺
へ

　
　
　
　
　
　
　

御
参
詣
、
御
帰
九
時

一　

同
廾
三
日　

四
時
之
御
供
触
ニ
而
長
国
寺
・
乾
徳
寺
・
恵

　
　
　
　
　
　
　

明
寺
へ
御
参
詣
、
御
帰
暮
時
過

一　

同
廾
五
日　

四
時
之
御
供
触
ニ
而
白
鳥
へ
御
出
、
七
時
御

　
　
　
　
　
　
　

帰

一　

同
廾
八
日　

月
次
御
礼
、
四
時
過
相
済

　
　
　
　

始
而
御
目
見　
　
　
　
　
　
　
　

海
野
主
税

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
児
銕
十
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

冨
永
市
之
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

斉
藤
吉
九
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
田
正
気

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
橋
市
郎
太

　
　
　
　

悴
御
目
見
申
上
候
付
御
礼　
　
　

冨
永
惣
五
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

斎
藤
新
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
田
右
仲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
橋
傳
治

　
　
　
　

継
目
之
御
礼　
　
　
　
　
　
　
　

和　

合　

院

　
　
　
　
　

御
通
掛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
大
工

　
　
　
　

家
督
之
御
礼　
　
　
　
　
　
　
　

志
村
善
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
中
半
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
工
衛
門
悴

　
　
　
　

始
而
御
目
見　
　
　
　
　
　
　
　

西
村
文
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
喜
左
衛
門
悴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
橋
一
郎
左
衛
門

○　

九
月
朔
日　

月
次
御
礼
、
四
半
時
相
済

　
　
　
　

御
役
替
奥
支
配
役
被
仰
付　
　
　

坂
野
又
右
衛
門

　
　
　
　

之

　
　
　
　

御
役
替
御
城
廻
役
被
仰
付　
　
　

山
本
源
蔵

　
　
　
　

之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
奥
支
配

　
　
　
　

御
役
御
免
被
仰
付
之　
　
　
　
　

竹
内
平
七

　
　
　
　

継
目
之
御
礼　
　
　
　
　
　
　
　

仁
科
玄
蕃

一　

同
二
日　

御
野
懸
御
出
御
座
候
、
表
向
御
沙
汰
無
之

倹健

倹健

倹倹検検検健倹健
倹健

検検検検検健



― 116 ―― 117 ―

一　

同
七
日　

七
半
時
之
御
供
触
ニ
而
御
野
懸
善
光
寺
へ
、

　
　
　
　
　
　
　

御
帰
夜
八
ツ
時

一　

同
九
日　

重
陽
御
礼
、
五
半
時
揃
四
時
始
り
九
時
前
相

　
　
　
　
　
　
　

済
、
小
書
院
一
同
、
大
書
院
独
礼
、
御
通
懸

　
　
　
　
　
　
　

御
出
懸
ニ
相
済

一　

同
十
一
日　

大
般
若
御
執
行

一　
　
　
　
　
　

御
野
懸
開
善
寺
辺
へ
御
出
被
遊
候
、
表
之
方

　
　
　
　
　
　
　

へ
御
沙
汰
無
之

一　

同
十
三
日　

松
平
主
殿
頭
様
江
御
姫
様
御
縁
組
御
願
書
、

　
　
　
　
　
　
　

当
五
日
被
差
出
候

一　

同
十
五
日　

御
風
気
付
御
礼
御
延
引

一　

同
十
八
日

　
　
　
　

鏡
屋
町
平
蔵
□
荷
物
へ
其　
　
　

河
原
弥
惣
左
衛

　
　
　
　

門
方
名
前
御
内
書
之
会
符

　
　
　
　

借
候
段
相
聞
不
埒
之
至
候
、
以
来
右
体
之
義
急
度
可

　
　
　
　

相
慎
候

　
　
　

右
原
彦
左
衛
門
於
宅
同
人
申
渡
之

　
　
　
　

亡
父
願
置
候
通
御
知
行
百　
　
　

桜
井
勘
治
郎

　
　
　
　

石
其
方
へ
被
下
置
、
家
督　

 

同
道 

蟻
川
左
京

　
　
　
　

無
相
違
被
仰
付
之

　
　
　
　

御
買
物
役
申
付
之　
　
　
　
　
　

佐
藤
九
十
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

同
道 

御
徒
目
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

坂
西
喜
平
太

　
　
　
　
　

右
於
長
囲
炉
裏
弥
惣
左
衛
門
申
渡
之

一　

同
廾
三
日　

四
時
之
御
共
触
ニ
而
長
国
寺
へ
御
参
詣
、
御

　
　
　
　
　
　
　

帰
即
刻

一　

同
廾
四
日

　
　
　
　

御
姫
様
御
婚
姻
之
節
御
供
、　
　

窪
田
惣
右
衛
門

　
　
　
　

其
上
右
御
用
懸
被
仰
付
之

　
　
　
　

御
姫
様
御
婚
姻
御
用
懸
被　
　
　

石
川
新
八

　
　
　
　

仰
付
候　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
井
四
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

牧
野
伊
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川
四
郎
次

　
　
　
　

右
同
断　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
田
勇
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

竹
内
三
太
夫

一　

同
廾
六
日

　
　
　
　

今
日
於
御
前
先
達
而
頂
戴　
　
　

望
月
治
部
左
衛
門

　
　
　
　

仕
候
御
加
増
弐
百
石
永
荒

　
　
　
　

之
場
ニ
而
、
不
足
籾
無
御
座
処
拝
領
仕
度
、
御
内
々

　
　
　
　

奉
願
置
候
処
願
之
通
被
仰
付
之

一　

同
廾
八
日

　
　
　
　

家
督
之
御
礼　
　
　
　
　
　
　
　

桜
井
勘
次
郎

　
　
　
　

初
而
御
目
見　
　
　
　
　
　
　
　

高
野
松
五
郎

　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

白
井
要
八

　
　
　
　

悴
御
目
見
ニ
付
御
礼　
　
　
　
　

高
野　

車

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

名
代 
赤
塩
三
郎
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

白
井
八
郎
右
衛
門

　
　
　
　

於
御
前
御
城
代
被
仰
付　
　
　
　

大
熊
四
郎
左
衛
門

　
　
　
　

同
御
番
頭
被
仰
付　
　
　
　
　
　

池
田
殿
尾

　
　
　
　

病
気
不
相
勝
難
相
勤
付
、　　
　

 

鈴
木
治
部
右
衛
門

　
　
　
　

願
之
通
御
役
御
赦
免
被
仰

　
　
　
　

付
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
炊
事

　
　
　
　

名
改
願
之
通
被
仰
付
之　
　
　
　

祢
津
内
匠

一　
　
　
　
　
　

御
姫
様
事
松
平
主
殿
頭
様
へ
御
縁
組
、
御
願

　
　
　
　
　
　
　

之
通
此
廾
三
日
被
蒙
仰
候
、
依
之
来
月
二
日

　
　
　
　
　
　
　

四
時

九
時
迄
之
内
麻
上
下
着
用
登
城
、
御

　
　
　
　
　
　
　

歓
申
上
候
様

○　

十
月
朔
日　

月
次
御
礼
、
例
之
通
相
済

　
　
　
　

初
而
之
御
目
見　
　
　
　
　
　
　

渋
谷
玄
倫

　
　
　
　

悴
御
目
見
申
上
候
付
御
礼　
　
　

渋
谷
玄
仙

　
　
　
　

亡
父
長
意
願
置
候
通
御
切　
　
　

田
中
長
順

　
　
　
　

米
金
四
両
・
米
三
人
半
御

　
　
　
　

扶
持
被
下
置
、
家
督
無
相
違
被
仰
付

一　

同
二
日　

六
半
時
之
御
供
触
ニ
而
丹
波
島
辺
江
御
野
懸
、

　
　
　
　
　
　
　

御
帰
五
半
時

一　
　
　
　
　
　

御
姫
様
御
縁
組
御
願
之
通
被
仰
付
候
付
、
諸

　
　
　
　
　
　
　

士
登
城
御
歓
申
上
ル

一　

同
六
日

　
　
　
　

於
御
前
養
女
被
仰
付
、
其　
　
　

望
月
治
部
左
衛
門

倹検検検健倹健
倹検健
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上
鎌
原
大
和
方
へ
縁
組
被

　
　
　
　

仰
付

一　

同
九
日

　
　
　
　

平
五
郎
娘
何
右
衛
門
方
へ　
　
　

小
林
平
五
郎

　
　
　
　

縁
組
、
双
方
願
之
通
被
仰　
　
　

津
川
何
右
衛
門

　
　
　
　

付
之

一　
　
　
　
　
　

玄
緒
御
祝
儀
、
七
半
時
揃
六
時
過
相
始
り
五

　
　
　
　
　
　
　

時
過
済

一　

同
十
一
日

　
　
　
　

栗
御
献
上
熨
斗
包
、
取
落　
　
　

玉
川
大
弐

　
　
　
　

間
違
ニ
付
差
扣
伺
差
出
候　
　
　

石
川
新
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

牧
野
伊
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
田
勇
左
衛
門

　
　
　
　

相
伺
候
処
当
日
不
及
遠
慮　
　
　

長
井
四
郎
右
衛
門

　
　
　
　

由

　
　
　
　

新
八
献
上
罷
出
候
付
、献
上
者
無
相
違
相
済
候
得
共
、

　
　
　
　

御
目
録
ニ
而
内
々
相
済
候
由
、
十
月
朔
日
付
ニ
而
金

　
　
　
　

井
久
馬
方

申
来
候

一　

同
十
五
日　

月
次
御
礼

　
　
　
　

家
督
之
御
礼　
　
　
　
　
　
　
　

田
中
長
順

　
　
　
　

入
院
之
御
礼　
　
　
　
　
　
　
　

恵　

明　

寺

　
　
　
　

亡
父
多
津
衛
願
置
候
通
御　
　
　

依
田
左
吉

　
　
　
　

知
行
百
石
被
下
置
、
家
督　

 

名
代 

祢
津
小
膳

　
　
　
　

無
相
違
被
仰
付
之　
　
　
　

 

同
道 

桑
名
善
兵
衛

　
　
　
　

新
助
妹
庄
之
助
方
へ
縁
組
、　
　

岡
嶋
庄
之
助

　
　
　
　

双
方
願
之
通
被
仰
付
候　
　
　
　

堀
田
新
助

　
　
　
　

一　

高
百
四
拾
五
石
分　
　
　
　

綱
島
村

　
　
　
　
　
　
　

此
反
別
四
拾
壱
町
四
反
弐
畝
弐
拾
六
歩

　
　
　
　

一　

高
五
拾
石マ
マ

石
分　
　
　
　
　

四
ツ
屋
村

　
　
　
　
　
　
　

此
反
別
拾
五
町
七
反
壱
畝
拾
三
歩

　
　
　
　
　
　

高
合
弐
百
石

　
　
　
　
　
　
　

反
別
合
五
拾
七
町
壱
反
四
畝
九
歩

　
　
　
　

右
之
通
望
月
治
部
左
衛
門
去
々
年
御
加
増
之
地
所
永

　
　
　
　

荒
地
ニ
而
拝
領
仕
度
旨
、
願
之
通
被
仰
付
候
ニ
付
、

　
　
　
　

右
村
永
荒
地
相
改
引
渡
候

一　

同
十
七
日　

四
半
時
之
御
供
触
ニ
而
大
鋒
寺
へ
御
出
、
八

　
　
　
　
　
　
　

半
時
過
御
帰

一　

同
十
九
日　

六
時
之
御
供
触
ニ
而
御
野
懸
、
丹
波
島
へ
御

　
　
　
　
　
　
　

出
被
遊
候

　
　
　
　

妻
之
甥
紙
屋
町
罷
在
候
孫　
　
　

宮
沢
新
蔵

　
　
　
　

右
衛
門
悴
伴
蔵
与
申
者
、

　
　
　
　

孫
女
聟
養
子
仕
度
旨
、
願
之
通
申
付
之

　
　
　
　
　

右
源
右
衛
門
申
渡

一　

同
廾
三
日　

四
時
之
御
供
触
ニ
而
長
国
寺
へ
御
参
詣

一　

同
廾
五
日

　
　
　
　

悴
治
右
衛
門
方
へ
治
三
郎　
　
　

斎
藤
四
郎
右
衛
門

　
　
　
　

妹
縁
組
、
双
方
願
之
通
被　
　
　

野
村
治
三
郎

　
　
　
　

仰
付
之

一　

同
廾
八
日　

月
次
御
礼
、
例
之
通
相
済

　
　
　
　

家
督
之
御
礼　
　
　
　
　
　
　
　

依
田
左
吉

　
　
　
　

初
而
御
目
見　
　
　
　
　
　
　
　

藤
田
千
次
郎

　
　
　
　

悴
御
目
見
ニ
付
御
礼　
　
　
　
　

藤
田
専
蔵

○　

十
一
月
朔
日　

月
並
御
礼
、
四
時
相
済

一　

同
二
日　

今
日
御
野
懸
主
馬
殿
へ
御
出
被
遊
候
、
表
向

　
　
　
　
　
　
　

御
沙
汰
無
之

一　

同
三
日

　
　
　
　

内
蔵
丞
妹
三
十
郎
悴
主
水　
　
　

恩
田
内
蔵
丞

　
　
　
　

方
へ
縁
組
、
双
方
願
之
通　
　
　

祢
津
三
十
郎

　
　
　
　

被
仰
付
之

一　

同
六
日

　
　
　
　

喜
見
妹
友
之
丞
方
へ
縁
組
、　
　

志
村
友
之
丞

　
　
　
　

双
方
願
之
通
被
仰
付
候　
　
　
　

杉
田
喜
見

一　

同
九
日

　
　
　
　

其
方
剣
術
稽
古
所
致
修
補　
　
　

落
合
孫
三
郎

　
　
　
　

候
ニ
付
、
屋
称
葺
萱
頂
戴

　
　
　
　

仕
度
旨
相
願
候
得
共
、
武
芸
師
範
之
者
も
多
有
之
、

　
　
　
　

類
例
ニ
も
相
成
候
付
不
相
成
事
候
、
乍
然
其
方
祖
父

　
　
　
　

剣
術
致
指
南
、
御
家
中
門
弟
も
多
有
之
候
付
、
為

　
　
　
　

御
褒
美
御
目
録
弐
百
疋
被
下
置
候
、
以
来
葺
萱
拝
領

倹検健倹検検検検健

但
壱
反
ニ
付
石
盛
三
斗
五
升
代
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之
定
例
ニ
ハ
不
相
成
候

　
　
　

右
落
合
孫
三
郎
申
聞
候
付
記
置
候
、
尤
御
用
部マ

マ

ニ
於
て

　
　
　

被
仰
渡
候
由

一　

同
十
五
日　

月
次
御
礼
、
四
時
済

　
　
　
　

初
而
之
御
目
見　
　
　
　
　
　
　

樋
口
三
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

塩
野
小
十
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

信
上
田
御
領
横
尾
村

　

綱　

寺

　
　
　
　

右
信
綱
寺
向
後
年
頭
御
礼
・
寺
院
御
礼
ニ
も
罷
出
候

　
　
　
　

段
、
竹
内
庄
左
衛
門
申
聞
候

　
　
　
　

勝
之
進
弟
理
左
衛
門　

条　
　
　

坂
口
條
左
衛
門

　
　
　
　

左
衛
門
方
へ
聟
養
子
、
双　
　
　

河
口
勝
之
進

　
　
　
　

方
願
之
通
被
仰
付

　
　
　
　

悴
吉
治
御
用
部
屋
小
僧
役　
　
　

宮
本
浅
之
進

　
　
　
　

申
付
之

　
　
　
　
　

右
半
七
郎
申
渡
之

　
　
　
　

其
方
頂
戴
御
知
行
北
堀
村　
　
　

澤　

角
南

　
　
　
　

高
六
拾
弐
石
九
斗
八
升
六

　
　
　
　

合
之
処
地
改
打
減
ニ
付
、
森
村
ニ
而
地
所
替
被
仰
付

　
　
　
　

之

　
　
　
　

右
同
断
、
吉
田
村
高
拾
五　
　
　

植
木
民
之
進

　
　
　
　

石
之
所
地
改
打
減
付
、
上

　
　
　
　

小
嶋
田
村
ニ
而
地
所
替
被
仰
付
之

　
　
　
　

右
同
断
、
吉
田
村
高
弐
拾　
　
　

柳　

庄
兵
衛

　
　
　
　

石
之
所
地
改
打
減
ニ
付
、

　
　
　
　

森
村
ニ
而
地
所
替
申
付
之
、

　
　
　

右
之
通
可
被
申
渡
候

　
　
　
　
　

御
普
請
奉
行
中

一　

同
十
七
日　

大
書
院
ニ
而
剣
術
御
覧
被
遊
候

一　

同
十
八
日

　
　
　
　

証
蓮
寺
娘
其
方
致
養
女
、　　
　

 

荒
川
隼
太

　
　
　
　

往
々
悴
大
九
郎
へ
嫁
申

　
　
　
　

度
旨
、
願
之
通
被
仰
付
之

一　

同
廾
日　

剣
術
御
覧
、
十
七
日
之
通

一　

同
廾
一
日

　
　
　
　

司
馬
娘
悴
常
之
助
方
へ
縁　
　
　

真
田
仙
葉
様

　
　
　
　

組
、
双
方
願
之
通
被
仰
付　

 

名
代 

藤
田
外
記

　
　
　
　

之　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
原
司
馬

一　

同
廾
二
日　

於
小
書
院
武
芸
被
遊
御
覧
候

一　

同
廾
三
日　

四
時
之
御
供
触
ニ
而
長
国
寺
へ
御
参
詣
、
御

　
　
　
　
　
　
　

帰
即
刻

一　
　
　
　
　
　

昨
夜
九
時
大
瀬
登
出
火
、
類
焼
無
之
候

一　

同
廾
四
日　

軍
学
講
談
被
遊
御
聴
候

一　
　
　
　
　
　

昨
暮
時
開
善
寺
惣
門
并
左
右
長
屋
焼
失
、
尤

　
　
　
　
　
　
　

北
之
方
長
屋

出
ル

一　

同
廾
五
日
・
廾
六
日　

於
長
国
寺
乾
徳
院
様
廾
三
回
御
忌

　
　
　
　
　
　
　

御
法
事
御
修
行
、
廾
六
日
四
時
之
御
供
触
ニ

　
　
　
　
　
　
　

而
御
参
詣
、
九
時
御
出
八
時
御
帰
、
諸
士
御

　
　
　
　
　
　
　

香
奠
献
上
拝
礼

一　

同
廾
八
日　

月
次
御
礼
、
四
半
時
相
済

　
　
　
　

治
部
右
衛
門
病
気
付
、
往　
　
　

鈴
木
冶
部
右
衛
門

　
　
　
　

々
御
奉
公
難
相
勤
付
願
之　

 

名
代 

白
川
丹
治

　
　
　
　

通
隠
居
、
悴
主
計
へ
御
知　
　
　

同　

主
計

　
　
　
　

行
五
百
石
被
下
置
、
御
足

　
　
　
　

軽
廾
人
御
預
、
家
督
無
相
違
被
仰
付
之

　
　
　
　

初
而
之
御
目
見　
　
　
　
　
　
　

塩
野
岩
多

　
　
　
　

悴
御
目
見
付
御
礼　
　
　
　
　
　

塩
野
左
門

　
　
　
　

初
而
之
御
目
見　
　
　
　
　
　
　

大
熊
亀
五
郎

　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

堀
田
千
次
郎

　
　
　
　

悴
御
目
見
付
御
礼　
　
　
　
　
　

堀
田
勇
之
進

　
　
　
　

御
用
屋
敷
稽
古
日
致
皆
出
、　
　

鈴
木
弥
惣
左
衛
門

　
　
　
　

門
弟
取
立
出
精
ニ
付
、
為　
　
　

相
沢
治
郎
右
衛
門

　
　
　
　

御
褒
美
御
目
録
弐
百
疋
ツ　
　
　

落
合
孫
三
郎

　
　
　
　

ツ
被
下
置
之　
　
　
　
　
　
　
　

興
津
藤
左
衛
門

　
　
　
　

右
同
断　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

青
山
大
学

○　

十
二
月
朔
日　

月
並
御
礼
、
四
半
時
相
済

　
　
　
　

家
督
之
御
礼　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木
主
計

　
　
　
　

隠
居
之
御
礼　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木
治
部
右
衛
門

倹検健
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名
代 

白
川
丹
治

　
　
　
　

初
而
之
御
目
見　
　
　
　
　
　
　

北
澤
才
三
郎

一　

同
四
日

　
　
　
　

火
災
付
差
上
置
候
半
知　
　
　
　

大
瀬　

登

　
　
　
　

之
内
半
高
被
下
置
之

一　

同
七
日　

昨
夜
暮
六
時
過
出
火
、
西
条
村
安
兵
衛
居
家

　
　
　
　
　
　
　

焼
失
、
尤
類
焼
無
之

一　

同
九
日

　
　
　
　

大
八
郎
妹
求
馬
方
へ
縁
組
、　
　

矢
野
求
馬

　
　
　
　

双
方
願
之
通
被
仰
付　
　
　
　
　

佐
久
間
大
八
郎

　
　
　
　

量
右
衛
門
妹
武
左
衛
門
悴　
　
　

柘
植
量
右
衛
門

　
　
　
　

多
吉
方
へ
縁
組
、
双
方
願　
　
　

大
嶋
武
左
衛
門

　
　
　
　

之
通
被
仰
付

　
　
　
　

其
方
病
気
聢
与
無
之
付
、　
　
　

高
野　

車

　
　
　
　

願
之
通
御
役
御
赦
免
被
仰　

 

名
代 

赤
塩
三
郎
左
衛
門

　
　
　
　

付
之

一　

同
十
一
日

　
　
　
　

弥
三
郎
病
気
御
奉
公
難
相　
　
　

横
田
弥
三
郎

　
　
　
　

勤
旨
願
之
通
隠
居
、
唯
今　

 

名
代 

出
浦
八
郎
左
衛
門

　
　
　
　

迄
拝
領
仕
候
御
知
行
百
五　
　
　

同　

弥
五
郎

　
　
　
　

拾
石
弥
五
郎
方
へ
被
下
置
、

　
　
　
　

家
督
無
相
違
被
仰
付
之

　
　
　
　

清
右
衛
門
娘
門
之
丞
方
へ　
　
　

三
井
清
右
衛
門

　
　
　
　

縁
組
、
双
方
願
之
通
被
仰　
　
　

和
田
門
之
丞

　
　
　
　

付
候

一　

同
十
二
日　

昨
十
一
日
七
半
時
過
西
条
村
開
善
寺
隠
居
所

　
　
　
　
　
　
　

出
火
、
尤
類
焼
無
之
早
速
相
鎮
ル

一　

同
十
五
日　

月
並
御
礼
、
四
時
相
済

　
　
　
　

家
督
之
御
礼　
　
　
　
　
　
　
　

横
田
弥
五
郎

　
　
　
　

隠
居
之
御
礼　
　
　
　
　
　
　
　

横
田
弥
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

名
代 

長
谷
川
源
太

一　

同
十
六
日　

御
城
内
夜
中
拍
子
木
等
打
候
節
御
式
台
ニ
而

　
　
　
　
　
　
　

呼
候
筈
、
自
然
呼
不
申
候
ハ
御
番
士

御
目

　
　
　
　
　
　
　

付
へ
可
申
聞
候
間
、
其
節
御
用
番
へ
申
上
候

　
　
　
　
　
　
　

様
、
数
馬
殿
被
仰
渡
候

一　

同
十
九
日

　
　
　
　

半
七
郎
妹
仲
之
進
悴
方
へ　
　
　

片
岡
半
七
郎

　
　
　
　

縁
組
、
双
方
願
之
通
被
仰　
　
　

小
川
仲
之
進

　
　
　
　

付
之

　
　
　
　

老
衰
目
翳
難
相
勤
ニ
付
願　
　
　

宮
澤
新
蔵

　
　
　
　

之
通
隠
居
、
悴
伴
蔵
へ
五　
　
　

同　

伴
蔵

　
　
　
　

斗
入
弐
拾
表
・
中
白
米
弐

　
　
　
　

人
御
扶
持
被
下
置
、
家
督
無
相
違
申
付
之

　
　
　
　

年
寄
候
迄
相
勤
候
付
、
御　
　
　

宮
澤
新
蔵

　
　
　
　

目
録
弐
百
疋
被
下
置
之

　
　
　
　
　

右
者
源
五
右
衛
門
申
渡
之

　
　
　
　

去
秋
中

就
病
気
願
之
通　
　
　

斎
藤
善
九
郎

　
　
　
　

隠
居
仕
、
悴
善
蔵
へ
御
切　

 

名
代 

高
野
平
左
衛
門

　
　
　
　

米
籾
拾
五
表
・
弐
人
御
扶　
　
　

斎
藤
善
蔵

　
　
　
　

持
被
下
置
、
跡
式
申
付
之

　
　
　
　
　

右
者
祢
津
要
左
衛
門
申
渡
之

　
　
　
　

唯
今
迄
頂
戴
之
御
扶
持
方
御　
　

斎
藤
善
蔵

　
　
　
　

引
上
可
被
申
渡
候

　
　
　
　
　

御
郡
奉
行
中

　
　
　
　

古
拝
借
金
段
々
有
之
候
得　
　
　

小
松
甚
右
衛
門

　
　
　
　

共
、
御
手
充
筋
を
以
近
年　

 

名
代 

綿
内
平
右
衛
門

　
　
　
　

御
取
立
見
合
候
処
、
其
後

　
　
　
　

度
々
拝
借
金
過
分
之
金
高
ニ
及
、
上
納
不
相
成
不
埒

　
　
　
　

候
処
、
格
段
之
儀
を
以
去
未
年
御
礼
金
御
免
、
類
も

　
　
　
　

無
之
長
年
賦
被
成
下
候

　
　
　
　

其
刻
右
上
納
不
相
済
候
間
ハ
、
拝
借
金
仕
間
敷
証
文

　
　
　
　

差
出
置
候
上
彼
是
申
偽
、
尚
又
過
分
之
拝
借
金
仕
、

　
　
　
　

上
納
一
向
不
仕
儀
御
上
を
不
恐
致
方
、
近
年
知
行
所

　
　
　
　

荒
地
村
御
引
替
、
其
上
御
加
増
等
被
成
下
、
御
厚
恩

　
　
　
　

之
詮
も
無
之
不
届
之
儀
ニ
付
、
五
人
御
扶
持
被
召
上

　
　
　
　

候
、
乍
然
重
々
之
御
情
を
以
相
滞
候
上
納
金
不
及
御

　
　
　
　

沙
汰
候

　
　
　

右
之
通
御
用
番
宅
ニ
於
て
被
仰
渡
候

一　

同
廾
三
日　

四
時
之
御
供
触
ニ
而
長
国
寺
へ
御
出
、
御
帰

　
　
　
　
　
　
　

即
刻

一　

同
廾
六
日　

同
断
、
御
帰
八
時
過
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一　

同
廾
八
日　

月
並
御
礼
、
五
半
時
相
済

　
　
　
　

十
一
ヶ
年
来
無
懈
怠
出
精　
　
　

松
村
彦
之
丞

　
　
　
　

之
上
同
役
へ
も
親
熟
談
、

　
　
　
　

御
用
筋
宜
弁
候
旨
相
聞
候
、
依
是
為
御
褒
美
御
小
袖

　
　
　
　

壱
ツ
被
下
置
之

　
　
　
　

百
疋
ツ
　ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　

中
村
辰
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
嶋
丈
助

　
　
　
　

御
用
多
前
々
四
人
ニ
而
手
張
候
御
用
近
年
三
人
ニ
而

　
　
　
　

御
間
合
、
当
秋
中

両
人
ニ
罷
成
、
甚
骨
折
御
用
筋

　
　
　
　

御
間
合
大
儀
ニ
付
被
下
置
之

　
　
　
　

百
疋
ツ
　ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
澤
嘉
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
藤
新
蔵

　
　
　
　

難
渋
之
村
方
取
扱
、其
上
品
々
上
納
物
懸
り
合
相
勤
、

　
　
　
　

致
大
儀
候
付
被
下
置
之

　
　
　
　

百
疋
ツ
　ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　

竹
花
圓
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
田
弥
吉

　
　
　
　

御
通
懸
家
督
之
御
礼
申
上　
　
　

斎
藤
善
蔵

　
　
　
　

ル

○　

二
月
廾
日

　
　
　
　

父
三
左
衛
門
行
跡
不
応
思　
　
　

佐
久
間
彦
兵
衛

　
　
　
　

召
候
付
、
逼
塞
被
仰
付
候
、

　
　
　
　

其
方
儀
格
段
之
以
思
召
御
咎
不
被
仰
付
候

一　

三
月
九
日

　
　
　
　

娘
儀
河
口
要
吉
へ
縁
組
、　　
　

 

馬
場
廣
人

　
　
　
　

願
之
通
被
仰
付
之

一　

四
月
十
一
日

　
　
　
　

本
多
豊
後
守
様
御
家
来
伊　
　
　

岩
崎
主
馬

　
　
　
　

奈
三
右
衛
門
方
へ
二
男
直

　
　
　
　

記
養
子
差
遣
度
旨
、
願
之
通
被
仰
付
之

一　

九
月
六
日

　
　
　
　

竹
中
斎
宮
様
御
姪
縁
組
、　　
　

 

矢
沢
将
監

　
　
　
　

願
之
通
被
仰
付
之

　
　
　
　
　

八
月
十
八
日
御
在
所
之
分

一　

十
一
月
十
八
日

　
　
　
　

男
子
無
之
付
弟
兵
大
夫
養　
　
　

森
木
八
左
衛
門

　
　
　
　

子
、
願
之
通
被
仰
付
之

一　

十
二
月
十
五
日　

御
姫
様
御
守
役
被
仰
付
候
付
、
窪
田
惣

　
　
　
　
　
　
　

右
衛
門
今
日
新
六
殿
御
宅
ニ
お
い
て
神
文
相

　
　
　
　
　
　
　

勤
申
候

　
　
　
　

○
明
和
六
年
己
丑

○　

正
月
朔
日　

年
頭
御
礼
、
五
半
時
揃
ニ
而
小
書
院
、
奥
御

　
　
　
　
　
　
　

側
御
役
人
御
祝
義
帳
之
通
独
礼
、
大
書
院
同

　
　
　
　
　
　
　

断
、
御
通
懸
之
者
一
同
御
礼
、
大
書
院

御

　
　
　
　
　
　
　

帰
懸

一　

同
二
日　

嫡
子
年
頭
之
御
礼
、
五
半
時
揃
四
時
相
始
り

　
　
　
　
　
　
　

大
書
院
独
礼
、
御
徒
士
・
小
僧
役
御
規
式
帳

　
　
　
　
　
　
　

之
通
大
書
院
南
御
縁
頬
相
詰
、
三
之
御
間
御

　
　
　
　
　
　
　

唐
紙
同
役
相
披
御
奏
者
披
露
、
大
書
院
御
帰

　
　
　
　
　
　
　

懸
ニ
御
通
懸
御
礼
之
者
相
済

一　

同
三
日　

御
流
、
七
半
時
揃
ニ
而
暮
時
過
相
始
ル

一　

同
四
日　

長
国
寺
・
開
善
寺
・
大
英
寺
於
小
書
院
独
礼
、

　
　
　
　
　
　
　

御
町
之
者
并
御
郡
中
刀
御
免
之
御
百
姓
九
畳

　
　
　
　
　
　
　

敷
一
同
御
礼
、
大
書
院
江
御
出
懸
大
書
院
御

　
　
　
　
　
　
　

礼
、
御
城
下
寺
院
白
鳥
神
主
一
同
御
礼
申
上

　
　
　
　
　
　
　

ル
、
相
済
青
山
大
学
・
久
保
喜
傳
治
・
片
野

　
　
　
　
　
　
　

周
益
大
書
院
三
之
間
下
之
方
二
畳
目
之
下
之

　
　
　
　
　
　
　

方
ニ
着
座
一
同
御
礼
申
上
ル

一　

同
九
日　

寺
院
御
礼
、
五
半
時
揃
善
光
寺
両
寺
使
僧
於

　
　
　
　
　
　
　

小
書
院
御
礼
、
御
領
内
寺
院
於
大
書
院
一
同

　
　
　
　
　
　
　

御
礼
、
右
畢
而
小
布
施
村
市
村
彦
九
郎
御
礼

　
　
　
　
　
　
　

申
上
ル
、
廣
田
筑
後
使
者
之
通

一　
　
　
　
　
　

諏
訪
宮
・
長
国
寺
・
大
英
寺
へ
御
出
四
時
過
、

　
　
　
　
　
　
　

御
帰
八
時
過

一　

同
十
一
日　

御
具
足
御
祝
義
、
五
半
時
揃
ニ
而
相
済

一　

同
十
二
日　

神
宮
寺
名
代
堂
目
代
松
田
大
内
蔵
於
小
書
院

　
　
　
　
　
　
　

独
礼
、
於
大
書
院
祢
宜
・
山
伏
一
同
御
礼

一　

同
十
五
日　

月
次
御
礼
、
四
半
時
ニ
而
即
斎
相
済

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
帳
付
新
蔵
悴

　
　
　
　

御
通
懸
跡
目
之
御
礼　
　
　
　
　

宮
沢
伴
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
勘
定
見
習

　
　
　
　

御
宛
行
頂
戴
之
御
礼　
　
　
　
　

菊
池
伊
惣
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

廣
田
筑
後
使
者

　
　
　
　

年
頭
御
礼　
　
　
　
　
　
　
　
　

岩
出
六
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
人
手
代

　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

人
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一　

明
十
六
日　

勢
州
御
代
参
出
立
ニ
付
、
服
穢
之
者
御
改
被

　
　
　
　
　
　
　

仰
出
候

一　

同
十
六
日　

四
時
之
御
供
触
ニ
而
白
鳥
・
開
善
寺
・
乾
徳

　
　
　
　
　
　
　

寺
・
恵
明
寺
江
御
出
被
遊
候
、
御
帰
八
時
半

　
　
　
　
　
　
　

過

一　

同
十
八
日

　
　
　
　

友
之
丞
妹
覚
之
進
方
へ
縁　
　
　

藤
岡
覚
之
進

　
　
　
　

組
、
双
方
願
之
通
被
仰
付　
　
　

綿
貫
友
之
丞

　
　
　
　

候

一　

同
廾
一
日　

昨
暮
半
時
外
田
町
御
手
子
文
左
衛
門
長
屋
出

　
　
　
　
　
　
　

火
焼
失
、
居
宅
別
儀
無
之

　
　
　
　

御
徒
士
へ
御
番
入
申
付
之　
　
　

宮
沢
伴
蔵

　
　
　
　
　

右
高
田
助
左
衛
門
申
渡
之

一　

同
廾
三
日　

四
時
之
御
供
触
ニ
而
長
国
寺
・
大
鋒
寺
へ
御

　
　
　
　
　
　
　

参
詣
、
御
帰
八
時
過

一　

同
廾
四
日　

大
般
若
御
執
行

一　

同
廾
七
日　

明
廾
八
日
御
中
日
待
付
、
服
穢
御
改

○　

二
月
朔
日　

月
次
御
礼
、
四
半
時
相
済

一　
　
　
　
　
　

仁
科
玄
蕃
年
頭
御
礼
、
名
代
仁
科
竹
次
郎
於

　
　
　
　
　
　
　

小
書
院
独
礼
、
信
綱
寺
右
同
断

　
　
　
　

出
府
之
上
御
姫
様
御
婚
礼　
　
　

小
川
多
次

　
　
　
　

御
用
懸
被
仰
付
之　
　
　
　
　
　

原　

又
左
衛
門

一　

同
九
日

　
　
　
　

亡
父
諸
領
願
置
候
通
御
知　
　
　

金
井
源
左
衛
門

　
　
　
　

行
五
十
石
被
下
置
、
家
督

　
　
　
　

無
相
違
被
仰
付
之

一　

同
十
四
日　

明
十
五
日
御
代
参
下
向
ニ
付
、
服
穢
御
改

一　

同
十
五
日　

月
次
御
礼
、
四
時
相
済

一　

同
十
八
日　

明
十
九
日
御
内
囃
子
被
仰
付
候
付
、
原
彦
左

　
　
　
　
　
　
　

衛
門
・
荒
川
隼
太
・
三
井
清
右
衛
門
方
へ
廻

　
　
　
　
　
　
　

状
三
通
御
渡
付
差
遣
申
候

一　

同
廾
三
日　

四
時
之
御
供
触
ニ
而
長
国
寺
へ
御
出
被
遊
候

一　
　
　
　
　
　

大
蓮
院
様
百
五
十
回
御
忌
於
大
英
寺
今
・
明

　
　
　
　
　
　
　

日
御
法
事
御
執
行
、
廾
四
日
四
時
之
御
供
触

　
　
　
　
　
　
　

ニ
而
御
参
詣
、
九
時
御
出
即
刻
御
帰

一　

同
廾
五
日

　
　
　
　

其
方
知
行
所
真
嶋
村
願
之　
　
　

祢
津
式
右
衛
門

　
　
　
　

儀
御
郡
奉
行
及
詮
議
候
処
、

　
　
　
　

地
頭
相
手
取
強
訴
ヶ
間
敷
御
大
法
相
背
候
付
、
理
非

　
　
　
　

之
不
及
沙
汰
願
人
惣
代
之
者
籠
舎
申
付
置
、
尚
又
吟

　
　
　
　

味
之
上
願
人
不
及
沙
汰
御
仕
置
可
申
付
処
、
銘
々
菩

　
　
　
　

提
寺
罷
出
訴
訟
致
し
候

　
　
　
　

此
度
大
蓮
院
様
御
年
忌
付
、
格
別
之
儀
を
以
此
上
御

　
　
　
　

咎
之
不
及
沙
汰
出
籠
、
尤
持
地
ハ
取
揚
ニ
申
付
、
依

　
　
　
　

是
倉
科
村
・
北
長
池
村
其
方
知
行
所
村
替
被
成
下
、

　
　
　
　

百
姓
不
届
之
願
筋
仕
候
由
、
取
計
方
も
可
有
之
処
無

　
　
　
　

其
儀
申
立
、
自
分
ニ
而
取
鎮
不
得
仕
、
未
熟
之
致
方

　
　
　
　

不
埒
ニ
付
、
急
度
可
被
仰
付
候
得
共
以
御
情
不
及
御

　
　
　
　

沙
汰
候

　
　
　
　

此
末
知
行
所
取
計
不
行
届
儀
有
之
、
百
姓
不
存
付
趣

　
　
　
　

於
相
聞
ハ
急
度
可
被
仰
付
候
、
以
来
相
慎
百
姓
へ
不

　
　
　
　

便
加
取
計
可
有
之
候

　
　
　

右
十
河
左
治
馬
宅
ニ
お
い
て
同
人
申
渡

一　

同
廾
八
日　

月
並
御
礼
、
例
之
通
相
済

　
　
　
　

家
督
之
御
目
見　
　
　
　
　
　
　

金
井
源
左
衛
門

　
　
　
　

刀
番
・
膳
番
兼
帯
申
付
之　
　
　

池
田
鵜
殿

　
　
　
　
　

右
於
御
前

　
　
　
　

格
段
之
思
召
有
之
付
、
今　
　
　

師
岡
十
郎
右
衛
門

　
　
　
　

度
御
役
替
御
近
習
被
仰
付

　
　
　
　

之

　
　
　
　

御
近
習
被
仰
付
之　
　
　
　
　
　

山
岸
岡
右
衛
門

　
　
　
　

御
役
替
御
払
方
御
金
奉
行　
　
　

原　

半
兵
衛

　
　
　
　

被
仰
付
之

　
　
　
　

御
納
戸
役
被
仰
付
之　
　
　
　
　

星
野
権
右
衛
門

　
　
　
　

御
蔵
奉
行
被
仰
付
之　
　
　
　
　

山
田
津
右
衛
門

　
　
　
　

妹
義
大
野
佐
左
衛
門
様
御　
　
　

畑　

弥
治
郎

　
　
　
　

手
代
服
部
栄
蔵
へ
縁
組
仕

　
　
　
　

度
旨
、
願
之
通
被
仰
付
之

　
　
　
　

今
度
御
刀
番
并
御
膳
番
兼　
　
　

池
田
鵜
殿

　
　
　
　

帯
就
被
仰
付
候
、
為
御
役

　
　
　
　

料
御
仕
着
代
金
六
両
ニ
御
直
被
下
置
之
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花
丸
御
普
請
御
用
付
昨
今　
　
　

師
岡
十
郎
右
衛
門

　
　
　
　

迄
日
々
罷
出
、
立
会
御
用

　
　
　
　

出
精
相
勤
候
付
、
御
目
録
二
百
疋
被
下
置
之

○　

三
月
朔
日　

月
次
御
礼
、
四
時
相
済

一　

同
三
日　

上
巳
之
御
礼
、
五
半
時
揃
四
時
相
始
り
四
半

　
　
　
　
　
　
　

時
相
済
、
例
之
通
小
書
院
一
同
、
大
書
院
独

　
　
　
　
　
　
　

礼
、
御
通
懸
之
も
の
大
書
院
へ
御
出
懸
相
済

一　

同
六
日

　
　
　
　

治
郎
兵
衛
儀
唯
今
迄
御
用
部　
　

堀
井
彦
右
衛
門

　
　
　
　

屋
小
僧
役
相
勤
罷
在
候
処
、　
　

同　

治
郎
兵
衛

　
　
　
　

御
料
理
所
見
習
為
仕
度
旨

　
　
　
　

彦
右
衛
門
願
ニ
付
、
治
郎
兵
衛
小
僧
役
差
免
候
、
小

　
　
　
　

僧
役
勤
候
付
被
下
候
御
宛
行
、
以
御
情
見
習
相
勤
候

　
　
　
　

内
只
今
之
通
被
下
置
候
之
間
、
見
習
方
格
段
出
精
可

　
　
　
　

仕
候

　
　
　

右
、
御
膳
番
御
野
懸
御
供
ニ
付
御
用
番
被
仰
渡
、
長
囲

　
　
　

炉
裏
ニ
お
い
て
源
五
右
衛
門
申
渡
之

一　
　
　
　
　
　

今
日
御
野
懸
有
之
候
処
、
此
方
へ
一
切
御
沙

　
　
　
　
　
　
　

汰
無
之

一　

同
十
五
日　

月
次
御
礼
、
四
時
相
始
り
即
斎
相
済

　
　
　
　

又
三
郎
妹
弥
四
郎
方
へ
縁　
　
　

白
川
又
三
郎

　
　
　
　

組
、
双
方
願
之
通
被
仰
付　
　
　

野
池
弥
四
郎

　
　
　
　

之

　
　
　
　

初
而
之
御
目
見　
　
　
　
　
　
　

金
井
藤
五
郎

　
　
　
　

悴
御
目
見
付
御
礼　
　
　
　
　
　

金
井
久
右
衛
門

一　

同
十
八
日　

殿
様
御
持
病
之
御
眩
暈
・
御
疝
□
当
春
度
々

　
　
　
　
　
　
　

御
差
発
候
処
大
□
罷
成
、
御
旅
行
御
坐
候
而

　
　
　
　
　
　
　

ハ
尚
以
被
遊
御
勝
間
敷
付
、
御
願
之
上
被
蒙

　
　
　
　
　
　
　

仰
次
第
来
月
中
可
被
遊
御
参
府
旨
、
被
仰
出

　
　
　
　
　
　
　

候

　
　
　
　

丈
右
衛
門
病
気
相
不
勝
往　
　
　

酒
井
丈
右
衛
門

　
　
　
　

々
御
役
難
相
勤
付
、
願
之　
　
　

同　

磯
八

　
　
　
　

通
御
役
御
免
隱
居
、
悴
磯

　
　
　
　

八
へ
御
切
米
金
五
両
・
米
三
人
半
御
扶
持
被
下
置
、

　
　
　
　

督
無
相
違
被
仰
付
之

　
　
　
　

其
方
儀
手
跡
未
熟
付
、
御　
　
　

酒
井
磯
八

　
　
　
　

用
部
屋
書
役
申
付
之
、
此

　
　
　
　

末
出
精
可
致
候

　
　
　
　

其
方
実
方
之
娘
致
養
女
、　
　
　

加
藤
武
右
衛
門

　
　
　
　

春
原
平
兵
衛
方
へ
縁
組
、　
　
　

春
原
平
兵
衛

　
　
　
　

願
之
通
双
方
被
仰
付
之

一　

同
廾
一
日

　
　
　
　

八
大
夫
妹
茂
手
木
悴
杢
之　
　
　

池
村
八
大
夫

　
　
　
　

進
方
へ
縁
組
、
願
之
通
被　
　
　

鹿
野
茂
手
木

　
　
　
　

仰
付
之

　
　
　
　

競
娘
一
角
方
へ
縁
組
、
双　
　
　

八
田　

競

　
　
　
　

方
願
之
通
被
仰
付
之　
　
　
　
　

樋
口
一
角

一　

同
廾
四
日　

明
廾
五
日
御
本
陣
触
差
出
候
様
被
仰
渡
候

一　

同
廾
五
日

　
　
　
　

志
津
摩
娘
大
八
郎
へ
縁
組
、　　

 

片
岡
志
津
摩

　
　
　
　

双
方
願
之
通
被
仰
付
之　
　
　
　

佐
久
間
大
八
郎

　
　
　
　

二
男
銕
治
郎
儀
嫡
子
仕
度　
　
　

岡
嶋
庄
之
助

　
　
　
　

旨
、
願
之
通
被
仰
付
之

　
　
　
　

悴
多
門
義
願
之
通
青
木
浪　
　
　

谷
口
六
弥

　
　
　
　

江
組
へ
御
番
入
被
仰
付
之　
　
　

同　

多
門

　
　
　
　

藤
田
外
記
組
へ
御
番
入　
　
　
　

金
井
源
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

奥
山
長
尾

　
　
　
　

矢
沢
修
理
組
へ
同
断　
　
　
　
　

横
田
弥
五
郎

　
　
　
　

塩
野
左
門
組
へ
同
断　
　
　
　
　

竹
内
平
七

一　

同
廾
六
日　

御
願
之
通
被
蒙
仰
候
付
、
来
月
十
六
日
御
発

　
　
　
　
　
　
　

駕
可
被
遊
旨
、
被
仰
出
候

一　

同
廾
八
日

　
　
　
　

次
男
藤
三
郎　

彦
兵
衛
方　
　
　

長
谷
川
千
助

　
　
　
　

へ
養
子
差
遣
度
旨
、
双
方　
　
　

佐
久
間
彦
兵
衛

　
　
　
　

願
之
通
被
仰
付
之

　
　
　
　

保
崎
平
内
養
女
縁
組
仕
度　
　
　

鹿
野
万
之
丞

　
　
　
　

旨
、
願
之
通
被
仰
付
之

○　

四
月
朔
日　

御
不
快
付
御
礼
御
延
引

倹検健倹検健倹検健



― 124 ―― 125 ―

一　

同
三
日

　
　
　
　

与
左
衛
門
男
子
無
之
付
、　
　
　

河
野
与
左
衛
門

　
　
　
　

兵
大
夫
弟
嘉
兵
衛
養
子
仕　
　
　

宮
沢
兵
大
夫

　
　
　
　

度
旨
、
双
方
願
之
通
被
仰　
　
　

同　

嘉
兵
衛

　
　
　
　

付
之

一　

同
六
日

　
　
　
　

左
金
太
悴
善
八
方
へ
玄
道　
　
　

岸　

左
金
太

　
　
　
　

娘
縁
組
、
双
方
願
之
通
被　
　
　

立
田
玄
道

　
　
　
　

仰
付
候

　
　
　
　

条
左
衛
門
娘
四
郎
右
衛
門　
　
　

前
嶋
四
郎
右
衛
門

　
　
　
　

方
へ
縁
組
、
双
方
願
之
通　
　
　

坂
口
条
左
衛
門

　
　
　
　

被
仰
付
候

　
　
　
　

男
子
無
之
付
、
牧
野
遠
江　
　
　

井
上
嘉
七

　
　
　
　

守
様
御
家
中
佐
々
木
十
左

　
　
　
　

衛
門
弟
一
角
婿
養
子
、
願
之
通
被
仰
付
候

一　

同
七
日

　
　
　
　

年
々
勤
番
出
精
相
番
へ
も　
　
　

祢
津
小
膳

　
　
　
　

馴
合
心
添
勤
候
付
、
従
前　
　
　

和
田
十
郎
左
衛
門

　
　
　
　

々
ハ
格
段
ニ
大
手
御
番
所

　
　
　
　

無
滞
相
済
候
、
此
上
何
も
事
馴
候
様
別
而
引
立
出
精

　
　
　
　

可
相
勤
旨
、
被
仰
付
之

一　

同
九
日
・
十
日　

於
長
国
寺
慈
眼
院
様
廾
七
回
御
忌
御
法

　
　
　
　
　
　
　

事
御
執
行

一　

同
十
一
日

　
　
　
　

主
馬
娘
主
計
方
へ
縁
組
、　
　
　

岩
崎
主
馬

　
　
　
　

双
方
願
之
通
被
仰
付
之　
　
　
　

鈴
木
主
計

　
　
　
　

名
字
清
野
与
相
改
度
旨
、　
　
　

桑
名
源
八

　
　
　
　

願
之
通
被
仰
付
之

　
　
　
　
　

於
長
囲
炉
裏
助
左
衛
門
申
渡
之

　
　
　
　

御
坊
主
組
頭
被
仰
付
候　
　
　
　

伊
藤
意
悦

一　

同
十
五
日　

御
不
快
付
、
月
次
御
礼
御
延
引

一　
　
　
　
　
　

大
御
役
人
御
用
部
屋
へ
御
呼
出
、
前
々
之
通

　
　
　
　
　
　
　

御
目
見
可
被
仰
付
之
処
、
御
病
気
付
不
被
仰

　
　
　
　
　
　
　

付
候
、
前
々
之
通
御
意
之
趣
、
主
膳
殿
被
仰

　
　
　
　
　
　
　

渡
候

一　
　
　
　
　
　

於
御
居
間
御
城
代
・
御
番
頭
・
御
郡
中
横
目
・

　
　
　
　
　
　
　

御
目
付
例
之
通
り
御
目
見
申
上
、
被
成
下
御

　
　
　
　
　
　
　

意

一　

同
十
六
日　

御
発
駕
、
六
半
時
過

一　

同
十
九
日　

明
廾
日
雨
宮
神
事
付
、
喰
違
御
用
屋
敷
御
物

　
　
　
　
　
　
　

見
江
奥

御
出
被
成
候
付
、
終
日
稽
古
相
止

　
　
　
　
　
　
　

候
様
、
治
部
左
衛
門
殿
被
仰
渡
候

一　

同
廾
日　

雨
宮
神
事
、
御
門
前
ニ
而
如
例
年

一　

同
廾
二
日　

か
ら
す
川
・
か
ん
な
川
満
水
ニ
付
、
倉
鹿
野

　
　
　
　
　
　
　

宿
御
逗
留
被
遊
候
由
、
申
来

一　

同
廾
六
日　

当
廾
二
日
八
時
御
参
府
被
遊
候
段
、
申
来
候

○　

同五
月

二
日　

端
午
之
御
礼
、
御
本
丸
御
取
畳
ニ
付
、
大
御

　
　
　
　
　
　
　

役
人
詰
所
御
使
者
間
、小
役
人
詰
所
御
広
間
、

　
　
　
　
　
　
　

尤
御
式
台
よ
り
上
り
候
様
被
仰
渡
、
致
演
説

　
　
　
　
　
　
　

候

一　

同
五
日　

端
午
之
御
礼
、
例
之
通
五
半
時
揃
即
刻
相
始

　
　
　
　
　
　
　

り
出
懸
り
相
済

一　
　
　
　
　
　

御
本
丸
御
取
畳
ニ
付
、
大
書
院
上
之
御
間
御

　
　
　
　
　
　
　

縁
頬
御
用
部
屋
ニ
相
成
候

一　

同
十
五
日　

大
般
若
御
執
行

一　

同
十
六
日　

祢
津
内
匠
死
去
ニ
付
、
来
ル
十
八
日
鳴
物
停

　
　
　
　
　
　
　

止
万
端
相
慎
候
之
様
御
触

一　

同
十
九
日

　
　
　
　

其
方
年
来
眼
病
不
相
勝
、　
　
　

近
藤
権
右
衛
門

　
　
　
　

去
秋
中

甚
悪
敷
罷
成
、　

 

名
代 

久
保
惣
次
郎

　
　
　
　

往
々
難
相
勤
ニ
付
隱
居　
　
　
　

紋
九
郎
召
連
罷
出
候

　
　
　
　

仕
、
清
野
村
ニ
罷
在
候

　
　
　
　

従
弟
山
伏
金
剛
院
弟
紋
九
郎
養
子
仕
、
只
今
迄
拝
領

　
　
　
　

之
五
人
扶
持
被
下
置
候
様
相
願
候
處
、
格
式
違
候
得

　
　
　
　

者
難
相
成
筋
候
得
共
、
以
御
情
願
之
通
被
仰
付
、
御

　
　
　
　

徒
士
格
被
仰
付
之

一　

同
廾
一
日

　
　
　
　

御
徒
士
へ
御
番
入
被
仰
付　
　
　

近
藤
紋
九
郎

　
　
　
　
　

於
御
用
番
宅
高
田
助
左
衛
門
申
渡
之

○　

六
月
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

源
太
郎
弟

　
　
　
　

亡
父
源
太
郎
願
置
候
通
御　
　
　

佐
川
新
次
郎

　
　
　
　

切
米
四
両
・
三
人
御
扶
持

　
　
　
　

被
下
置
、
跡
式
申
付
之

一　

同
八
日　

主
殿
様
御
名
蔵
人
様
与
被
遊
御
改
候

一　

同
十
五
日　

当
十
一
日
御
参
府
之
御
礼
被
仰
上
候
段
、
演

　
　
　
　
　
　
　

説
被
仰
渡
候

一　

同
十
六
日

　
　
　
　

弥
忠
太
妹
何
右
衛
門
方
へ　
　
　

奥
村
弥
忠
太

倹検検健倹検健倹検健
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縁
組
、
双
方
願
之
通
被
仰　
　
　

津
川
何
右
衛
門

　
　
　
　

付
候

一　

同
十
八
日　

殿
様
松
平
隠
岐
守
様
為
御
代
、
大
手
御
門
番

　
　
　
　
　
　
　

被
蒙
仰
候
、
此
段
演
説
被
仰
渡
候

一　
　
　
　
　
　

今
・
明
日
御
祭
礼
、
十
九
日
大
御
門
お
と
り
、

　
　
　
　
　
　
　

例
之
通
相
済
申
候

一　

同
廾
六
日　

御
姫
様
御
結
納
御
祝
儀
被
為
済
候
付
、
演
説

　
　
　
　
　
　
　

被
仰
渡
候

一　

同
廾
七
日　

真
田
仙
葉
様
御
死
去
付
、
来
ル
廾
九
日
迄
鳴

　
　
　
　
　
　
　

物
遠
慮
、
普
請
者
不
及
遠
慮
旨
、
被
仰
出
候

○　

七
月
朔
日

　
　
　
　

弟
五
十
馬
原
彦
左
衛
門
方　
　
　

大
熊
四
郎
左
衛
門

　
　
　
　

へ
聟
養
子
差
遣
度
旨
、
願　
　
　

同　

五
十
馬

　
　
　
　

之
通
被
仰
付
之

　
　
　
　

大
熊
四
郎
左
衛
門
弟
五
十

　
　
　
　

馬
致
養
子
、
十
河
左
治
馬　
　
　

原　

彦
左
衛
門

　
　
　
　

娘
致
養
女
、
往
々
嫁
申
度

　
　
　
　

旨
、
願
之
通
被
仰
付
之

　
　
　
　

彦
左
衛
門
方
へ
娘
養
女
差　
　
　

十
河
左
治
馬

　
　
　
　

遣
度
旨
、
願
之
通
双
方
被

　
　
　
　

仰
付
之

　
　
　
　

妾
腹
之
悴
直望
月
日
記
ニ
奥
三
郎
与
有
り

三
郎
嫡
子
ニ　
　
　

佐
野
谷
弥

　
　
　
　

仕
度
旨
、
願
之
通
被
仰
付　
　
　

井
名
代

上
与
一
兵
衛

　
　
　
　

之

一　

同
七
日　

七
夕
之
御
礼
、
五
半
時
揃
ニ
而
即
刻
相
済
、

　
　
　
　
　
　
　

其
外
端
午
之
通

　
　
　
　

病
気
聢
与
無
之
付
、
願
之　
　
　

鎮
目
軍
記

　
　
　
　

通
御
役
御
免
被
仰
付
之

　
　
　
　
　

右
江
戸
表

申
来
候

一　

同
十
一
日

　
　
　
　

丹
治
娘
直
次
郎
方
へ
縁
組
、　
　

白
川
丹
治

　
　
　
　

双
方
願
之
通
被
仰
付
之　
　
　
　

渡
辺
直
次
郎

　
　
　
　

斎
田
左
盛
妹
縁
組
、
願
之　
　
　

緑
川
藤
吾

　
　
　
　

通
被
仰
付
之

一　

同
十
五
日　

昨
晩
暮
時
出
火
相
詰
申
候
、
火
元
相
知
レ
不

　
　
　
　
　
　
　

申
、
田
中
村
瓜
小
屋
焼
失

一　

同
十
八
日

　
　
　
　

平
次
郎
妹
多
門
悴
甚
九
郎　
　
　

寺
内
多
門

　
　
　
　

方
江
縁
組
、
双
方
願
之
通　
　
　

赤
澤
平
次
郎

　
　
　
　

被
仰
付

　
　
　
　

平
五
郎
娘
与
一
郎
方
へ
縁　
　
　

小
林
平
五
郎

　
　
　
　

組
、
双
方
願
之
通
被
仰
付　
　
　

東
条
与
一
郎

　
　
　
　

之

○　

八
月
朔
日　

八
朔
御
礼
、
五
半
時
揃
即
刻
相
済
、
七
夕
之

　
　
　
　
　
　
　

通

一　

同
九
日　

今
日

御
金
方
表
御
納
戸
花
御
丸
御
役
所
引

　
　
　
　
　
　
　

申
候

一　

同
十
日　

去
年
中
被
遊
御
願
候
千
曲
川
・
犀
川
御
普
請
、

　
　
　
　
　
　
　

御
願
之
通
被
蒙
仰
候
付
、
演
説
被
仰
渡
候

一　

同
十
一
日

　
　
　
　

仙
葉
様
御
願
之
通
其
方
江
、　
　

真
田
常
之
助

　
　
　
　

御
知
行
貳
百
石
被
下
置
候

　
　
　
　

二
男
吉
之
助
嫡
子
仕
度
旨
、　
　

片
岡　

唱

　
　
　
　

願
之
通
被
仰
付
之

一　

同
十
二
日　

御
本
丸
御
普
請
御
取
懸
ニ
付
、
明
後
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　

よ
り
御
納
戸
へ
御
広
間
御
番
引
候
段
相
心
得

　
　
　
　
　
　
　

候
様
被
仰
渡
候
、
御
徒
士
番
之
儀
ハ
花
御
丸

　
　
　
　
　
　
　

御
馬
見
所
へ
相
引
、
尤
泊
御
免
被
仰
渡
候
、

　
　
　
　
　
　
　

其
旨
相
心
得
候
様
被
仰
渡
候

一　

同
十
四
日　

吉
光
御
腰
物
古
御
納
戸
御
金
方
へ
相
引
候
付

　
　
　
　
　
　
　

、
前
々
之
通
指
置
候
様
被
仰
渡
、
此
節
御
金

　
　
　
　
　
　
　

奉
行
原
隼
之
丞
小
納
戸
者
壹
人
・
番
之
者
両

　
　
　
　
　
　
　

人
持
人
ニ
召
連
罷
出
候
、
尤
源
五
右
衛
門
罷

　
　
　
　
　
　
　

出
候
、
此
段
御
用
番
へ
御
届
申
候

一　

同
廾
日　

当
十
五
日
御
姫
様
御
婚
礼
被
為
済
候
付
、
来

　
　
　
　
　
　
　

ル
廾
五
日
四
時

九
時
迄
之
内
麻
上
下
着
用

　
　
　
　
　
　
　

月
番
宅
江
罷
出
、
御
歓
申
上
候
様

一　

同
廾
三
日　

御
内
書
御
旧
記
入
候
御
長
持
壹
棹
御
番
所
ニ

　
　
　
　
　
　
　

被
差
置
候
、
出
火
之
節
持
人
石
場
御
門
番
・

　
　
　
　
　
　
　

北
引
橋
御
門
番
被
仰
付
候
、
右
之
通
御
番
方

　
　
　
　
　
　
　

へ
申
通
置
候
様
、
尤
御
番
頭
江
治
部
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　

殿

被
仰
渡
候

一　

同
廾
五
日　

藤
姫
様
御
婚
礼
被
為
済
候
付
、
御
用
番
宅
へ

　
　
　
　
　
　
　

諸
士
罷
出
、
御
歓
申
上
候

一　

同
廾
八
日　

於
御
用
屋
敷
射
芸
御
一
覧
有
之

一　

同
晦
日　

右
同
断
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○　

九
月
二
日　

剣
術
右
同
断

一　

同
四
日　

右
同
断

一　

同
五
日　

御
本
丸
・
花
丸
御
屋
形
向
御
普
請
ニ
付
、
当

　
　
　
　
　
　
　

九
日
重
陽
御
祝
義
五
時
過
月
番
宅
へ
罷
出
申

　
　
　
　
　
　
　

上
候
様
、
登
城
候
向
江
演
説
被
仰
渡
候

一　

同
七
日　

槍
術
一
覧
、
前
之
通

　
　
　
　

拝
領
之
御
蔵
米
貳
百
石
地　
　
　

真
田
常
之
助

　
　
　
　

方
ニ
被
下
成
御
直
候

　
　
　
　

其
方
病
身
相
成
往
々
御
奉　
　
　

中
嶋
藤
太

　
　
　
　

公
難
相
勤
付
、
実
方
弟
作

　
　
　
　

左
衛
門
養
子
仕
隱
居
仕
度
旨
、
願
之
通
御
切
米
金
四

　
　
　
　

両
・
三
人
御
扶
持
作
左
衛
門
方
へ
被
下
置
、
跡
式
無

　
　
　
　

相
違
申
付
之

一　

同
九
日　

重
陽
御
礼
、
五
時
過

御
用
番
於
宅
出
懸
り

　
　
　
　
　
　
　

ニ
相
済

　
　
　
　
　
　
　

同
前
同
門
張
番
御
足
軽
三
人
・
下
坐
見
代
杖

　
　
　
　
　
　
　

突
壱
人
罷
出

一　

同
十
日　

槍
術
一
覧
、
前
之
通

一　

同
十
一
日

　
　
　
　

其
方
義
病
気
罷
在
往
々
御　
　
　

矢
野
倉
助
大
夫

　
　
　
　

奉
公
難
相
勤
付
隱
居
仕
、

　
　
　
　

御
代
官
付
松
木
金
右
衛
門
三
男
友
之
助
致
聟
養
子
、

　
　
　
　

只
今
迄
之
御
切
米
籾
弐
拾
表
・
三
人
御
扶
持
、
右
之

　
　
　
　

者
被
下
置
候
様
相
願
候
、
格
式
違
養
子
付
難
成
筋
候

　
　
　
　

得
共
、
以
御
情
友
之
助
御
徒
士
格
被
成
下
、
願
之
通

　
　
　
　

被
仰
付
之

　
　
　
　

其
方
病
身
罷
成
御
役
難
相　
　
　

小
松
甚
右
衛
門

　
　
　
　

勤
付
、
御
訴
訟
申
上
候
処

　
　
　
　

今
暫
養
生
仕
、
相
勤
候
様
被
仰
付
之

　
　
　
　

其
方
弟
直
左
衛
門
久
保
極　
　
　

野
村
善
大
夫

　
　
　
　

人
方
へ
聟
養
子
、
願
之
通

　
　
　
　

被
仰
付
之

　
　
　
　

其
方
男
子
無
之
付
、
清
野　
　
　

山
下
宇
左
衛
門

　
　
　
　

村
罷
在
候
磯
右
衛
門
悴
亀

　
　
　
　

三
郎
養
子
仕
度
旨
、
願
之
通
被
仰
付
之

一　

同
十
二
日　

於
御
用
部
屋
軍
学
講
談
、
前
同
断

一　

同
十
四
日　

中
村
和
七
於
馬
場
乗
馬
、
御
一
覧
有
之

一　

同
十
五
日　

同
断

一　

同
十
六
日　

大
般
若
御
執
行

一　

同
廾
四
日　

今
日
八
時
鏡
屋
町
万
五
郎
裏
屋
焼
失
、
早
速

　
　
　
　
　
　
　

火
鎮
り
申
候

一　

同
廾
五
日

　
　
　
　

勇
右
衛
門
娘
平
五
郎
悴
彦　
　
　

原　

勇
右
衛
門

　
　
　
　

十
郎
方
へ
縁
組
、
双
方
願　
　
　

小
林
平
五
郎

　
　
　
　

之
通
被
仰
付

　
　
　
　

病
身
罷
成
御
役
難
相
勤
ニ　
　
　

斎
藤
四
郎
右
衛
門

　
　
　
　

付
御
役
御
訴
訟
、
願
之
通

　
　
　
　

被
成
下
御
免

○　

十
月
十
九
日

　
　
　
　

左
仲
妹
九
兵
衛
悴
幸
之
進　
　
　

金
井
左
仲

　
　
　
　

方
へ
縁
組
、
双
方
願
之
通　
　
　

菅
沼
九
兵
衛

　
　
　
　

被
仰
付

　
　
　
　

御
役
替
職
御
奉
行
被
仰
付　
　
　

池
村
八
大
夫

　
　
　
　

之

　
　
　
　

御
役
付
御
足
軽
十
人
被
成　
　
　

右　

同
人

　
　
　
　

下
御
預
候

　
　
　
　

亡
父
源
右
衛
門
願
置
候
通　
　
　

矢
嶋
源
二
左
衛
門

　
　
　
　

家
督
無
相
違
被
仰
付
候
、

　
　
　
　

只
今
迄
御
預
被
成
下
候
御
足
軽
十
人
、
御
預
被
成
下

　
　
　
　

候

　
　
　
　

只
今
迄
之
御
扶
持
可
差
上　
　
　

右　

同
人

　
　
　
　

候

　
　
　
　

妾
腹
男
子
嫡
子
仕
度
旨
、　
　
　

関
口
要
之
進

　
　
　
　

願
之
通
被
仰
付
候

　
　
　
　

御
徒
士
へ
番
入
被
仰
付
候　
　
　

中
嶋
作
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

片
山
弥
友

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
井
政
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
村
半
次
郎

　
　
　
　
　

御
用
番
宅
ニ
而
金
井
久
馬
申
渡
之

　
　
　
　

御
用
部
屋
小
僧
役
被
仰
付　
　
　

宮
本
勇
吉

　
　
　
　

候　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
川
新
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

矢
野
倉
友
之
助

　
　
　
　
　

同　

断

倹検検検検健倹検検検健
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三
輪
徳
左
衛
門
二
男
市
左　
　
　

竹
花
左
助

　
　
　
　

衛
門
聟
養
子
、
願
之
通
被

名
代

　
　
　

竹
花
和
仲
次

　
　
　
　

仰
付
候

　
　
　
　
　

同　

断

○　

十
一
月
十
三
日　

当
六
日
御
鷹
之
鳫
御
拝
領
被
遊
候
、
依

　
　
　
　
　
　
　

之
来
ル
十
五
日
四
半
時

昼
半
時
迄
之
内
麻

　
　
　
　
　
　
　

上
下
着
用
月
番
宅
へ
罷
出
、
御
歓
申
上
候
様

一　

同
十
五
日　

右
御
歓
御
用
番
宅
へ
諸
士
罷
出
申
候

　
　
　
　

秋
中
射
芸
御
一
覧
之
節
四　
　
　

山
口
清
之
進

　
　
　
　

ツ
矢

　
　
　
　

右
同
断
三
ツ
矢　
　
　
　
　
　
　

白
川
亀
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
日
方
弥
四
郎

　
　
　
　

右
前
々
之
通
今
日
御
褒
美
被
下
置
候

　
　
　
　

亡
父
勇
蔵
其
方
へ
家
督
雖　
　
　

加
藤
嘉
蔵

　
　
　
　

願
置
候
、
其
方
出
奔
後
四

　
　
　
　

年
ニ
成
候
処
五
十
以
上
相
成
、
其
間
養
子
無
心
懸
不

　
　
　
　

存
御
大
法
之
義
、
其
上
末
期
臨
其
方
心
底
直
候
由
ニ

　
　
　
　

而
召
返
度
旨
相
願
、
其
跡

直
家
督
相
続
願
差
上
置

　
　
　
　

致
落
命
候
、
段
々
不
重
上
次
第
不
埒
之
至
候
付
、
跡

　
　
　
　

式
被
下
置
候
儀
難
相
成
事
候
得
共
、
実
子
之
義
故
重

　
　
　
　

々
之
以
御
情
御
宛
行
減
、
御
切
米
金
五
両
・
中
白
米

　
　
　
　

三
人
御
扶
持
被
下
置
候
、
以
来
出
精
可
相
勤
候

　
　
　
　
　

右
当
十
一
日
於
江
戸
表
被
仰
渡
候
由
、
申
来
候

一　

同
十
八
日

　
　
　
　

御
役
替
数
寄
屋
橋
奥
様
御　
　
　

小
山
田
又
六
郎

　
　
　
　

附
被
仰
付
候
、
来
春
中
出

　
　
　
　

府
、
窪
田
惣
右
衛
門
与
交
代
可
相
勤
候

○　

十
二
月
十
九
日

　
　
　
　

父
弥
惣
右
衛
門
不
届
之
義　
　
　

河
原
大
七

　
　
　
　

有
之
、
重
御
咎
可
有
之
処

　
　
　
　

以
御
情
永
之
御
暇
被
下
置
候
、
祖
父
与
左
衛
門
老
年

　
　
　
　

迄
全
相
勤
候
付
、格
段
之
思
召
を
以
其
方
被
召
出
候
、

　
　
　
　

御
宛
行
ハ
七
両
弐
分
・
三
人
御
扶
持
被
下
置
、
屋
敷

　
　
　
　

地
拝
領
建
屋
被
下
置
候

　
　
　
　

悴
弥
惣
右
衛
門
先
達
而
度　
　
　

河
原
与
左
衛
門

　
　
　
　

々
御
咎
被
仰
付
、
尚
又
今

　
　
　
　

度
不
埒
之
義
共
有
之
ニ
付
、
其
方
取
計
方
も
可
有
之

　
　
　
　

候
處
無
其
儀
、
不
届
候
得
共
極
老
之
上
耳
聞
兼
、
万

　
　
　
　

事
不
存
趣
ニ
付
不
及
御
沙
汰
候
、
重
々
之
御
情
を
以

　
　
　
　

弥
惣
左
衛
門
永
之
御
暇
被
下
置
、
孫
大
七
御
宛
行
被

　
　
　
　

下
置
候
之
間
、
可
得
其
旨
候

　
　
　
　

源
六
実
方
弟
市
之
丞　

権　
　
　

青
木
権
左
衛
門

　
　
　
　

左
衛
門
方
へ
聟
養
子
仕
度　
　
　

村
田
源
六

　
　
　
　

旨
、
願
之
通
被
仰
付
之

　
　
　
　

飯
山
御
領
浪
人
堀
伴
左
衛　
　
　

近
藤
庄
右
衛
門

　
　
　
　

門
娘
縁
組
仕
度
旨
、
願
之

　
　
　
　

通
被
仰
付
之

　
　
　
　

永
之
御
暇
被
下
置
候
、
御　
　
　

河
原
弥
惣
左
衛
門

　
　
　
　

城
下
御
構
被
仰
付
候　
　
　

 

同
道 

前
島
平
内

　
　
　
　
　

右
御
書
付
原
彦
左
衛
門
相
渡

一　

同
廾
六
日　

来
正
月
元
日
花
ノ
御
丸
ニ
而
御
礼
被
仰
付
候

　
　
　
　
　
　
　

間
、
御
登
城
可
被
成
候
、
尤
中
之
口
通
り
ニ

　
　
　
　
　
　
　

御
坐
候

　
　
　
　
　
　
　

右
之
通
演
説
廻
状
差
出
申
候

一　

同
廾
八
日　

御
挙
鶴
并
御
料
理
被
遊
御
頂
戴
候
、
御
歓
諸

　
　
　
　
　
　
　

士
御
用
番
宅
へ
罷
出
申
候
、
尤
四
ツ
半
時
よ

　
　
　
　
　
　
　

り
相
始
り
八
時
相
済

○　

三
月
廾
八
日

　
　
　
　

従
弟
娘
養
女
仕
鹿
野
万
之　
　
　

保
崎
平
内

　
　
　
　

丞
方
へ
縁
組
、
願
之
通
被

　
　
　
　

仰
付
之

一　

六
月
廾
八
日

　
　
　
　

其
方
次
男
弥
平
治
水
野
和　
　
　

清
水
宇
兵
衛

　
　
　
　

泉
守
様
御
家
中
松
木
権
大

　
　
　
　

夫
方
へ
養
子
差
遣
度
旨
、
願
之
通
被
仰
付
之

一　

九
月
十
六
日

　
　
　
　

於
御
在
所
御
尋
之
義
御
坐　
　
　

河
原
弥
惣
右
衛
門

　
　
　
　

候
付
、
用
意
次
第
可
被
致

　
　
　
　

出
立
候

　
　
　

右
之
趣
今
日
御
番
頭
矢
沢
修
理
於
御
小
屋
同
人
申
渡
之

倹検健
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【
ひ
の
部
】

○
貞
享
三
年
丙
寅

　
　

十
一
月
廿
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
甚
五
兵
衛

　

矢
嶋
源
右
衛
門
妹
縁
く
み

○
同
五
年
戊
辰

　
　

正
月
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

東
条
杢
大
夫

　

御
追
放

○
同
六
年
癸
酉

　
　

六
月
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
角
兵
衛

　

次
男
儀
、
内
林
郷
右
衛
門
方
へ
聟
養
子
願
之
通
被
仰
付
候
旨

　

申
遣

　
　

同
日

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
武
左
衛
門

　

跡
式
倅
幸
之
助
ニ
奉
願
右
同
断
伹
、
武
左
衛
門
義
ハ
忌
明
候

　

而
可
申
渡
旨
申
遣

　
　

十
二
月
廿
日

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
孝
之
助

　

姉
儀
、
原
伊
右
衛
門
へ
縁
く
み

○
同
十
年
丁
丑

　
　

六
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
長
吉

　

御
番
入

　
　

十
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
伝
八

半
元
服
願
申
上
候
処
、
御
小
姓
ニ
可
被
召
出
し
旨
被
仰
出
其

段
申
渡
候
、
尤
御
帰
以
後
御
目
見
被
仰
付
候
、

被
召
出
候
付
上

　

一
人
・
下
弐
人
并
雑
用
上
下
弐
人
分
被
下
候
、
同
廿
四
日

　
　

十
二
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　

右　

同
人

　

御
切
米
金
一
枚
被
下
候

○
同
十
二
年
己
卯

　
　

九
月
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
幸
之
助

　

元
服
仕
名
武
左
衛
門
・
直
左
衛
門
、
此
内
ニ
相
改
度
由
願

　
　

十
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
勘
右
衛
門

　

村
田
茂
左
衛
門
娘
縁
組
、
願
之
通
被
仰
付
候
段
信
州
へ
申
遣

　
　

十
一
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

平
林
忠
大
夫

　

去
廿
五
日
相
果
候
由
遺
書
到
来

○
元
禄
十
三
年
庚
辰

　
　

二
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
弾
右
衛
門

　

役
目
御
訴
訟
願
之
通
可
申
付
旨
信
州
へ
申
越
候

　
　

同
日

　
　
　
　
　
　
　
　

平
林
政
右
衛
門

　

家
と
く
願
之
通
被
仰
付
候
、
右
同
断

○
宝
永
二
年
乙
酉

　
　

三
月
朔
日

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
三
之
允

　

養
子
之
御
礼
被
仰
付
候

　
　

四
月
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
武
左
衛
門

　

妹
義
、
長
谷
川
喜
内
へ
縁
く
み

　
　

閏
四
月
廿
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
源
六

　

病
気
不
相
勝
隠
居
仕
度
旨
願

　
　

同
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
三
五
郎

　

御
小
姓
被
仰
付
候

○
同
三
年
丙
戌

　
　

十
二
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
浅
右
衛
門

　

御
使
役
被
仰
付
候

　
　

同
十
八
日

　
　
　

樋
口
三
之
丞

　

元
服
仙
右
衛
門
与
改
名

　
　

同
廿
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
専
右
衛
門

　

御
番
入

○
同
六
年
己
丑

　
　

十
月
廿
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
三
五
郎

　

宮
嶋
友
之
進
養
女
縁
く
み
、
実
者
宮
下
伊
右
衛
門
娘
也

○
享
保
二
年
丁
酉

　
　

正
月
廿
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
角
兵
衛

　

死
去
之
由
相
届
候

　
　

四
月
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
彦
七

　

御
番
入

○
同
四
年
己
亥

　
　

二
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
甚
五
郎

　

家
と
く
之
御
礼
申
上

　
　

三
月
廿
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
惣
次
郎

史
料
紹
介
　
浦
野
家
文
書  

貞
享
三
年
よ
り
天
明
八
年
迄   

　
ひ
・
も
・
せ
・
す
　
の
部

古
日
記
写
（
そ
の
八
・
終
）
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同
断

　
　

五
月
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　

平
林
政
右
衛
門

　

御
番
入

　
　

七
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
弥
次
郎

　

御
小
姓
ニ
被
召
出

○
同
五
年
庚
子

　
　

十
一
月
廿
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　

東
条
熊
之
助

　

初
而
之
御
目
見
申
上

　
　

十
二
月
晦
日

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
弥
次
郎

　

御
近
習
被
仰
付

○
同
六
年
辛
丑

　
　

二
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
三
五
郎

　

御
近
習
被
仰
付
候

　
　

十
二
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
彦
七

　

養
母
儀
、
原
伊
兵
衛
倅
与
市
右
衛
門
へ
縁
組
願
之
通
被
仰　

付
、
彦
七
養
母
樋
口
伝
八
妻
女
ニ
て
再
縁
之
由

○
享
保
七
年
壬
寅

　
　

正
月
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
甚
五
郎

　

常
之
進
与
改
名
願
之
通
被
仰
付

　
　

二
月
廿
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
常
之
進

　

遠
藤
勘
右
衛
門
娘
縁
く
み

　

十
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　

平
林
次
郎
八

　

病
気
快
気
難
仕
躰
ニ
付
倅
民
次
郎
方
へ
三
百
石
之
御
知
行
被

　

下
置
候
様
願
書
差
出
同
日
死
去

　
　

十
二
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　

平
林
民
次
郎

　

次
郎
八
願
置
候
通
家
督
無
相
違
被
仰
付

○
同
九
年
甲
辰

　
　

二
月
廿
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
専
太
郎

　

父
武
左
衛
門
願
置
候
通
御
知
行
弐
百
石
被
下
家
と
く
無
相
違

　

被
仰
付

　
　

十
月
廿
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　

東
条
藤
八

　

願
之
通
儀
右
衛
門
与
改
名

○
同
十
一
年
丙
午

　
　

三
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
四
郎
右
衛
門

　

姉
儀
三
井
浅
右
衛
門
へ
縁
く
み

　
　

同
廿
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　

右　

同
人

　

御
番
入

　
　

四
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
常
之
進

　

旧
冬
よ
り
病
気
候
処
致
乱
心
候
、
御
譜
代
之
御
情
何
分
ニ
も

　

被
仰
付
被
下
置
候
様
奉
願
候
之
段
、
父
弾
右
衛
門
願
書
差
出

　
　

九
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
弾
右
衛
門

　

倅
常
之
進
乱
心
付
御
知
行
弐
百
石
被
召
上
、
御
情
を
以
十
五

　

人
ふ
ち
被
下
置
、
右
為
御
祝
儀
以
飛
脚
御
太
刀
・
馬
代
献
上

○
同
十
二
年
丁
未

　
　

九
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
三
五
郎

　

娘
儀
、
友
の
八
三
郎
へ
縁
く
み

　
　

十
一
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
惣
蔵

　

家
督
被
仰
付
候
付
、
便
を
以
百
疋
献
上

○
同
十
三
年
戊
申

　
　

六
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
惣
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
覚
兵
衛

　

御
番
い
り

○
同
十
七
年
壬
子

　
　

七
月
廿
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
弥
兵
衛

　

娘
儀
、
木
町
々
人
八
田
嘉
助
へ
縁
く
み
願
之
通
被
仰
付

○
同
十
八
年
癸
丑

　
　

二
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
惣
蔵

　

願
之
通
団
右
衛
門
与
改
名

○
同
十
九
年
甲
寅

　
　

正
月
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
角
兵
衛

　

妹
儀
前
田
喜
右
衛
門
へ
縁
く
み

○
元
文
二
年
丁
巳

　
　

四
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
団
右
衛
門

　

立
田
玄
道
娘
縁
く
み

○
同
五
年
庚
申

　
　

閏
七
月
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　

東
条
儀
右
衛
門

　

次
男
十
右
衛
門
先
年
奉
願
石
の
筑
前
守
様
へ
御
奉
公
差
出
置

　

候
、
今
度
堀
式
部
少
輔
様
御
家
来
竹
内
覚
左
衛
門
方
へ
養
子

　

差
遣
度
旨
願
之
通
被
仰
付

　
　

九
月
廿
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
熊
蔵

　

元
服
勇
八
与
改
名

　
　

十
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
弥
兵
衛

　

御
役
御
免

　
　

十
一
月
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
勇
八

　

御
番
い
り

○
寛
保
元
年
辛
酉

　
　
　

元
文
六
年
三
月
改
元

　
　

九
月
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
弥
兵
衛

　

御
番
い
り

○
延
享
三
年
丙
寅

　
　

八
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　

弥
門
倅

倹検健
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東
条
兵
蔵

　

始
而
之
御
目
見

○
寛
延
元
年
戊
辰

　
　
　

延
享
五
年
七
月
改
元

　
　

十
一
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　

東
条
兵
蔵

　

御
番
入

○
宝
暦
六
年
丙
子

　
　

十
月
廿
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
角
兵
衛

　

町
奉
行
被
仰
付

○
同
七
年
丁
丑

　
　
　
　
　
　
　

兵
蔵
養
父

　
　
　
　
　
　
　
　

東
条
孫
右
衛
門

　

惣
髪
罷
成
自
休
与
改
名

　
　

六
月
廿
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
角
兵
衛

　

願
書
差
出
七
月
六
日
被
仰
付
、
妹
儀
、
師
岡
徳
三
郎
へ
縁
く

　

み
○
同
八
年
戊
寅

　
　

十
一
月
廿
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
弥
兵
衛

　

病
気
差
重
候
付
倅
三
八
二
才
、
此
も
の
へ
是
迄
之
御
知
行　

　

百
八
十
石
被
下
置
候
様
遺
書
差
出
同
日
死
去

　
　

十
二
月
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
正
司
左
衛
門

　

永
之
御
暇
被
下
、
御
三
家
様
其
外
奉
公
御
構
御
領
内
御
城
下

　

御
支
配
所
徘
徊
仕
間
敷
候

○
同
十
年
庚
辰

　
　

十
二
月

　
　
　
　
　
　
　
　

東
条
甚
蔵

　

弟
伝
衛
不
所
存
者
付
父
并
親
類
共
久
離
仕
度
旨
願
之
通
被
仰

　

付
、
公
儀
御
帳
ニ
被
留
置
候
旨

○
同
十
二
年
壬
午

　
　

十
月
廿
一
日

　
　
　
　
　
　
　

角
兵
衛
倅

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
安
之
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
六
才

　

半
元
服
仕
一
角
与
改
名

○
同
十
三
年
癸
未

　
　

四
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　

東
条
甚
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
十
六
才

　

病
気
付
御
役
御
免
願
、

　
　

同
廿
五
日
願
之
通
被
仰
付

　
　

七
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
角
兵
衛

　

病
気
不
相
勝
候
付
、
倅
一
角
十
七
才
是
迄
之
御
知
行
弐
百
三

　

拾
石
此
も
の
へ
被
下
置
隠
居
仕
度
旨
願

○
明
和
二
年
乙
酉

　
　

四
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　

東
条
甚
蔵

　

病
気
不
相
勝
候
付
隠
居
、
倅
与
一
郎
廿
四
才
是
迄
之
御
知
行

　

五
拾
石
被
下
此
も
の
へ
家
督
被
仰
付
被
下
候
様
願

○
明
和
三
年
丙
戌

　
　

六
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　

平
林
政
右
衛
門

　

病
気
差
重
候
付
倅
忠
大
夫
三
十
四
才
右
之
者
へ
跡
目
願
遺
書

　

差
出
同
日
死
去

○
同
四
年
丁
亥

　
　

正
月
廿
六
日

　
　
　
　
　
　
　

兵
蔵
父

　
　
　
　
　
　
　
　

東
条
自
休

　

死
去

　
　

四
月
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

平
林
忠
大
夫

　

妹
儀
、
町
医
佐
々
木
友
三
倅
道
意
方
へ
縁
組
仕
度
旨
相
伺
候

　

付
、
勝
手
次
第
之
旨
申
渡

○
同
六
年
己
丑

　
　

三
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
一
角

　

八
田
競
娘
縁
く
み
願

○
同
九
年
壬
辰

　
　
　

十
一
月
安
永
与
改
元

　
　

十
一
月
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

平
林
忠
大
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
十
四
才

　

隠
居
家
と
く
願
、
養
子
亀
五
郎
十
五
才

　
　

十
二
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
三
八

　

元
服
、
民
衛
与
改
名

○
安
永
七
年
戊
戌

　

十
一
月
廿
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　

平
林
亀
五
郎

　

政
右
衛
門
与
改
名

○
天
明
四
年
甲
辰

　
　

閏
正
月
廿
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　

平
林
忠
大
夫

　

死
去

　
　

八
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　

一
角
父

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
角
兵
衛

　

死
去

　
　

十
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
一
角

　

角
兵
衛
与
改
元

○
同
六
年
丙
午

　
　

正
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　

東
条
与
一
郎

　

従
弟
養
女
ニ
仕
、
北
山
玄
又
へ
縁
組
願
、
実
ハ
御
か
ち
桜
井

　

清
兵
衛
妹
ニ
て
母
之
姪
之
よ
し

○
同
七
年
丁
未

　
　

三
月
廿
一
日

　
　
　
　
　
　
　

与
一
郎
父

　
　
　
　
　
　
　
　

東
条
甚
蔵

　

落
髪
、
政
本
与
改
名

　
　

五
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

平
林
吉
之
助

　

縫
殿
進
与
改
名

【
も
の
部
】

○
貞
享
四
年
丁
卯
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十
一
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　

師
田
六
右
衛
門

　

願
之
通
跡
式
被
仰
付
候
趣
信
州
へ
申
遣

○
元
禄
六
年
癸
酉

　
　

六
月
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

師
岡
伝
八

　

御
番
入
被
仰
付
候
間
可
申
渡
旨
申
遣

　
　

八
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　

師
田
龍
右
衛
門

　

身
上
藤
堂
和
泉
守
様
へ
才
覚
仕
候
付
、
何
も
方
へ
内
意
申
聞

　

候
段
申
上
候

○
同
十
一
年
戊
寅

　
　

正
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　

森　

彦
助

　

牧
の
伊
左
衛
門
娘
縁
組
願
之
通
被
仰
付
即
信
州
へ
申
遣
候

○
同
十
三
年
庚
辰

　
　

二
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　

森
山
与
五
兵
衛

　

聟
養
子
願
之
通
被
仰
出
候

○
同
十
四
年
辛
巳

　
　

五
月
廿
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　

師
岡
伝
八

　

御
参
府
御
道
中
御
供
熊
谷
よ
り
気
分
悪
敷
由
ニ
て
廿
四
日
乱

　

気
い
た
し
刀
を
抜
、
相
宿
小
林
五
郎
大
夫
へ
切
懸
候
付
も
き

　

取
ニ
階
下
へ
刀
を
落
し
候
内
か
み
そ
り
ニ
て
ふ
ゑ
を
か
き
候

　

由
、
同
夜
八
時
伝
八
死
去
候
由
相
届
候
、
跡
式
之
儀
鈴
木
弥

　

左
衛
門
・
一
場
権
左
衛
門
よ
り
口
上
書
差
出
達
御
披
見
候

　
　

十
月
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　

右　

同
人

　

不
慮
ニ
煩
、
病
気
ニ
お
か
さ
れ
自
滅
、
倅
有
之
段
達
御
耳
候
、

　

御
普
代
々
御
情
ニ
伝
八
拝
領
之
御
知
行
百
石
倅
留
蔵
ニ
被
下

　

置
候
由
、
師
岡
治
助
・
一
場
権
左
衛
門
・
鈴
木
弥
左
衛
門
方

　

へ
申
渡
候

　
　

十
一
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　

望
月
監
物

　

名
治
部
左
衛
門
与
改
候
様
被
仰
出
候

○
宝
永
三
年
丙
戌

　
　

十
二
月
廿
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　

森　

十
郎
右
衛
門

　

御
番
入

○
同
五
年
戊
子

　
　

十
二
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　

森　

彦
助

　

小
川
半
右
衛
門
代
、
今
井
御
留
守
居
役
被
仰
付
候

○
同
六
年
己
丑

　
　

三
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　

森　

大
七

　

茂
左
衛
門
与
改
名
願
、
百
石
同
心
廿
人
并
下
や
し
き
倅
主
米

　

十
七
才
、
此
も
の
へ
被
下
置
候
遺
書
差
出
同
日
死
去

○
正
徳
三
年
癸
巳

　
　

正
月
晦
日

　
　
　
　
　
　
　
　

森　

茂
左
衛
門

　

妹
儀
、
堀
長
門
守
様
御
家
来
二
宮
弥
右
衛
門
江
縁
組
願
之
通

　

被
仰
付

○
同
四
年
甲
午

　
　

九
月
廿
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　

望
月
治
部
左
衛
門

　

御
家
来
老
職
被
仰
付

○
享
保
二
年
丁
酉

　
　

三
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　

望
月
治
部
左
衛
門

　

御
城
御
普
請
惣
奉
行
被
仰
付

　
　

四
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　

武
大
夫
倅

　
　
　
　
　
　
　
　

師
田
庄
五
郎

　

始
而
之
御
目
見
申
上

○
同
四
年
己
亥

　
　

五
月
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　

師
岡
治
助

　

御
役
替
職
奉
行

　
　

九
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　

森　

茂
左
衛
門

　

当
四
日
よ
り
相
煩
種
々
養
生
少
々
得
快
気
候
処
昨
夜
俄
ニ
乱

　

心
妻
女
殺
害
、
そ
の
上
く
る
ひ
申
候
付
親
類
共
欠
付
か
ら
め

　

置
候
由
申
聞

　
　

同
廿
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　

右　

同
人

　

昨
夜
八
ツ
時
舌
喰
相
果
候
由
、
親
類
共
申
聞

○
同
五
年
庚
子

　
　

二
月
二
日

　
　
　
　
　
　
　

茂
左
衛
門
倅

　
　
　
　
　
　
　
　

森　

平
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
才

　

以
御
憐
愍
名
字
御
立
被
成
下
、
御
ふ
ち
方
弐
拾
人
ふ
ち
被
下

　

置

　
　

十
一
月
廿
九
日

　
　
　
　
　
　
　

新
四
郎
父

　
　
　
　
　
　
　
　

森
山
与
五
兵
衛

　

昨
ば
ん
死
去

　
　

十
二
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　

望
月
権
之
進

　

被
召
出
新
知
百
石
被
下
置

　
　

十
二
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　

望
月
権
之
進

　

御
番
入

○
享
保
六
年
辛
丑

　
　

二
月
廿
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　

師
田
武
大
夫

　

願
之
通
隠
居
、
倅
庄
五
郎
廿
二
才
此
者
へ
御
切
米
金
七
両
三

　

人
御
ふ
ち
被
下
置
、
家
督
無
相
違
被
仰
付

○
同
七
年
壬
寅

　
　

八
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　

森　

平
次
郎

　

姉
儀
、
御
勘
定
三
輪
長
右
衛
門
倅
勝
五
郎
江
縁
く
み
願
之
通

　

被
仰
付

○
同
九
年
甲
辰

　
　

十
一
月
朔
日

　
　
　
　
　
　
　
　

師
岡
治
助

　

娘
儀
松
平
九
郎
左
衛
門
様
御
支
配
所
高
井
郡
井
上
村
惣
七
へ

　

縁
組
願
之
通
被
仰
付

　
　

十
二
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

師
田
庄
五
郎
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御
番
入

○
同
十
一
年
丙
午

　
　

五
月
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

望
月
権
之
進

　

矢
沢
修
理
娘
縁
く
み
願
、
六
月
六
日
被
仰
付

○
同
十
三
年
戊
申

　
　

十
一
月
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

師
岡
治
助

　

病
気
不
相
勝
候
付
御
役
御
免
隠
居
、
倅
長
七
へ
御
知
行
弐　

　

百
五
拾
石
被
下
足
軽
十
人
御
預
家
督
無
相
違
被
仰
付

○
同
十
七
年
壬
子

　
　

十
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　

森　

彦
助

　

御
代
官
御
免

○
同
廿
年
乙
卯

　
　

十
一
月
廿
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　

望
月
治
部
左
衛
門

　

養
女
儀
、
金
井
宮
内
へ
縁
組
願
之
通
被
仰
付
、
実
ハ
中
俣
三

　

左
衛
門
娘
ナ
リ

○
元
文
二
年
丁
巳

　
　

閏
十
一
月
廿
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　

師
岡
源
兵
衛

　

弟
四
郎
左
衛
門
、
斎
田
五
右
衛
門
方
へ
養
し
願

○
同
三
年
戊
午

　
　

三
月
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　

師
田
庄
五
郎

　

松
山
通
調
娘
縁
く
み

　
　

同
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　

森　

平
三
郎

　

元
服
大
九
郎
与
改
名

○
寛
保
三
年
癸
亥

　
　

五
月
朔
日

　
　
　
　
　
　
　

治
部
左
衛
門
倅

　
　
　
　
　
　
　
　

望
月
主
米

　

初
而
之
御
目
見

○
延
享
元
年
甲
子

　
　
　

寛
保
四
年
二
月
改
元

　
　

九
月
廿
六
日

　
　
　
　
　
　
　

源
兵
衛
父

　
　
　
　
　
　
　
　

師
岡
治
助

　

死
去

○
寛
延
四
年
辛
未

　
　
　

十
月
宝
暦
与
改
元

　
　

三
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　

御
買
物
師

　
　
　
　
　
　
　
　

森
木
伴
助

　

願
之
通
隠
居
、
倅
惣
吾
へ
是
迄
之
御
切
米
金
四
両
籾
三
人
御

　

ふ
ち
被
下
置
候
之
様
願

○
宝
暦
六
年
丙
子

　
　

八
月
九
日

　
初
而
之
御
目
見

　
　
　
　
　
　
　

源
兵
衛
倅

　
　
　
　
　
　
　
　

師
岡
徳
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
十
才

　
　
　
　
　
　
　

権
之
進
倅

　
　
　
　
　
　
　
　

望
月
甚
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

廿
五
才

　
　
　
　
　
　
　

千
右
衛
門
倅

　
　
　
　
　
　
　
　

森
山
伴
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
六
才

　
　

十
月
廿
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　

師
岡
源
兵
衛

　

娘
儀
、
安
藤
友
弥
へ
縁
く
み

　
　

十
一
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　

新
助
倅

　
　
　
　
　
　
　
　

森　

十
郎
治

　

初
而
之
御
目
見

○
同
七
年
丁
丑

　
　

五
月
廿
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　

望
月
主
米

　

御
家
老
職
被
仰
付

　
　

同
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

右　

同
人

　

願
之
通
治
部
左
衛
門
与
改
名

　
　

六
月
廿
一
日
願
書
差
出
七
月
六
日
被
仰
付

　
　
　
　
　
　
　
　

師
岡
源
兵
衛

　

倅
徳
三
郎
へ
樋
口
角
兵
衛
妹
縁
く
み

○
同
十
一
年
辛
巳

　
　

七
月
廿
四
日
申
来

　
　
　
　
　
　
　
　

青
山
専
右
衛
門

　

倅
久
左
衛
門
近
在
へ
当
六
日
罷
出
候
由
ニ
て
不
罷
帰
、
出
奔

　

之
段
届

　
　

十
月
廿
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　

森　

初
之
助

　

姉
儀
戸
隠
栗
田
求
馬
へ
縁
組
願

○
同
十
二
年
壬
午

　
　
　
　
　
　
　
　

森　

初
之
助

　

成
瀬
与
改
名

　
　

九
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　

望
月
権
之
進

　

病
気
不
相
勝
候
付
隠
居
、
倅
甚
三
郎
三
十
一
才
此
も
の
へ
家

　

督
被
仰
付
候
様
願

○
同
十
三
年
癸
未

　
　

二
月
廿
四
日

　
　
　
　
　
　
　

庄
五
郎
倅

　
　
　
　
　
　
　
　

師
田
鍋
五
郎

　

元
服
仕
富
之
進
与
改
名

　
　

同
廿
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　

望
月
治
部
左
衛
門

　

去
春
御
勝
手
向
御
用
被
仰
付
候
処
、
御
難
渋
之
御
勝
手
向
御

　

取
続
存
寄
無
御
座
勤
之
儀
恐
入
御
詮
儀
之
上
手
筋
も
替
り
候

　

ハ
ハ
可
也
御
取
続
も
出
来
可
仕
哉
、
懸
合
之
儀
御
赦
免
被
成

　

下
候
様
願

　
　
　
　

三
月
十
一
日
御
勝
手
向
御
引
足
無
之
難
及
了
簡
御
訴

　
　
　
　

訟
、
段
々
御
内
々
格
別
之
思
召
を
以
被
仰
含
候
処
押

　
　
　
　

而
願
書
差
出
候
段
不
応
思
召
候
付
御
目
通
遠
慮
被
仰

　
　
　
　

付
、
同
廿
四
日
御
免

　
　

三
月
廿
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　

右　

同
人

　

御
勝
手
向
御
引
足
無
之
難
及
了
簡
旨
懸
合
御
訴
詔
申
上
候
、

　

此
度
格
外
之
御
倹
約
補
ニ
も
相
成
候
程
之
御
省
略
可
被

　

仰
付
候
間
其
心
得
を
以
取
計
、
尚
又
相
勤
候
様
被
仰
付

検検検検検検検検健

倹検検検
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十
一
月
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　

九
郎
右
衛
門
養
父

　
　
　
　
　
　
　
　

望
月
権
之
進

　

死
去

○
明
和
元
年
甲
申

　
　
　

宝
暦
十
四
年
六
月
改
元

　
　

六
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　

森
木
八
左
衛
門

　

弟
富
八
、
岩
本
内
膳
正
様
御
家
来
佐
藤
甚
左
衛
門
方
へ
替
為

　

相
勤
度
旨
願
之
通
申
渡

○
同
三
年
丙
戌

　
　

十
二
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

望
月
治
部
左
衛
門

　

弐
百
石
御
加
増

○
明
和
四
年
丁
亥

　
　

二
月
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

森
木
八
左
衛
門

　

先
頃
定
府
被
仰
付
、
今
朝
発
足

○
同
五
年
戊
子

　
　

八
月
朔
日

　
　
　
　
　
　
　
　

森
木
八
左
衛
門

　

弟
兵
大
夫
先
年
相
願
江
戸
へ
遣
松
平
主
殿
頭
様
へ
相
勤
候
処

　

御
暇
拝
領
、
三
沢
万
右
衛
門
方
ニ
此
表
ニ
差
置
度
旨
届

　
　

九
月
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

望
月
治
部
左
衛
門

　

去
々
年
中
御
加
恩
之
弐
百
石
並
方
者
村
附
渡
ニ
而
ハ
、
懸
合

　

御
役
勤
儀
付
彼
是
取
扱
も
仕
兼
勤
方
ニ
も
差
障
候
程
儀
ニ
而

　

迷
惑
候
段
、
右
付
不
足
籾
渡
無
之
永
荒
地
頂
戴
仕
度
由
願
之

　

趣
達
御
聴
、
難
相
成
筋
候
へ
共
無
余
儀
存
寄
ニ
付
願
之
通
被

　

成
下
候
、
追
而
御
引
替
可
被
成
下
旨
被
仰
付

　
　

十
月
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　

右　

同
人

　

於
御
前
御
部
屋
之
妹
致
養
女
、
鎌
原
大
和
へ
縁
組
被
仰
付

○
安
永
二
年
癸
巳

　
　

十
一
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

望
月
治
部
左
衛
門

　

百
石
御
加
増

○
同
五
年
丙
申

　
　

十
二
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　

森
木
兵
大
夫

　

妻
儀
不
縁
付
、
坂
巻
専
助
方
へ
差
戻

○
同
七
年
戊
戌

　
　

十
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

森　

吉
弥

　

病
気
不
相
勝
候
付
、
実
子
無
御
座
渡
辺
友
右
衛
門
弟
大
右
衛

　

門
廿
一
才
、
此
者
養
し
仕
度
旨
願
差
出
、
其
後
差
重
候
付
右

　

養
し
へ
廿
人
御
ふ
ち
被
下
置
候
様
遺
書
差
出
同
日
死
去

○
天
明
二
年
壬
寅

　
　

六
月
廿
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　

森
木
兵
大
夫

　

久
保
富
八
次
男
熊
十
郎
十
一
才
養
子
仕
度
旨
願
之
通
被
仰
付

　
　

十
一
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　

師
田
富
之
進

　

文
右
衛
門
与
改
名

○
同
三
年
癸
卯

　
　

二
月
廿
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　

森　

大
右
衛
門

　

養
女
、
岡
嶋
鉄
次
郎
妻
不
縁
付
引
取

　
　

十
一
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　

師
岡
十
郎
右
衛
門

　

娘
儀
、
立
田
宗
伯
へ
縁
く
み
願

○
同
四
年
甲
辰

　
　

二
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　

十
郎
右
衛
門
父

　
　
　
　
　
　
　
　

師
岡
源
兵
衛

　

死
去

　
　

八
月
七
日
江
戸

　
　
　
　
　
　
　

熊
十
郎
父

　
　
　
　
　
　
　
　

森
木
兵
大
夫

　

同
断

　
　

十
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

森
木
熊
十
郎

　

御
在
所
勝
手
被
仰
付

○
同
六
年
丙
午

　
　

五
月
廿
八
日

　
　
　
　
　
　
　

十
郎
右
衛
門
倅

　
　
　
　
　
　
　
　

師
岡
治
助

　

七
郎
右
衛
門
与
改
名

　
　

同
日

　
　
　
　
　
　
　

十
郎
治
倅

　
　
　
　
　
　
　
　

森　

右
助

　

右
内
与
改
名

　
　

閏
十
月
廿
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　

望
月
治
部
左
衛
門

　

当
九
月
よ
り
半
身
不
叶
快
気
手
間
取
可
申
病
症
付
御
勝
手
方

　

御
免
被
成
下
候
様
御
内
々
相
願
候
趣
無
余
岐
思
召
候
へ
共
、

　

年
来
出
精
御
都
合
も
宜
儀
付
得
与
養
生
相
勤
候
様
、
乍
去
年

　

数
多
候
儀
付
尚
又
御
勝
手
懸
之
者
被
仰
付
候
間
、
心
永
乍
致

　

加
養
可
相
勤
旨
被
仰
付

○
天
明
七
年
丁
未

　
　

三
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　

森　

十
郎
次

　

倅
右
内
不
縁
付
、
長
谷
川
奥
馬
同
廿
日
願
之
通
被
仰
付

　
　

五
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

師
田
仁
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　

同　

仁
左
衛
門

　

仁
兵
衛
去
暮
足
軽
宇
右
衛
門
よ
り
籾
借
用
返
し
不
申
、
其
上

　

宇
右
衛
門
致
方
悪
敷
由
打
切
立
退
候
儀
不
届
至
極
、
所
々
雖

　

尋
行
方
不
知
、
依
之
弟
仁
左
衛
門
兄
之
義
ニ
付
御
領
内
御
支

　

配
所
御
構
御
追
放

　
　

八
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　

師
岡
治
助

　

娘
儀
、
柘
植
庄
之
助
へ
縁
組
願
之
通
被
仰
付

　
　

九
月
廿
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　

望
月
治
部
左
衛
門

　

老
衰
病
気
御
役
御
訴
訟
之
処
、
御
用
不
構
緩
々
養
生
候
様
被

　

仰
出

○
同
七
年
庚
寅

　
　

十
一
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　

望
月
治
部
左
衛
門

　

昼
頃
よ
り
中
風
難
儀
付
御
知
行
六
方
へ
差
戻

○
同
八
年
戊
申

倹検健
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八
月
二
日

　
　
　
　
　
　
　

望
月
治
部
左
衛
門

病
気
手
間
取
候
付
御
役
御
訴
訟
御
内
意
伺
候
趣
達
御
聴
候

処
、
未
年
来
ニ
も
無
之
義
、
全
快
迄
難
相
勤
儀
ハ
同
役
へ
助

合
候
様
被
仰
付
候
間
、
尚
又
得
与
致
加
養
押
而
出
勤
相
勤
候

様
被
仰
付

　
　

九
月
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

森　

十
郎
治

　

倅
金
吾
、
当
二
日
罷
出
行
衛
不
知
出
奔
届

　
　

十
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　

森　

大
右
衛
門

　

養
父
吉
弥
病
気
及
大
切
、
大
右
衛
門
養
子
奉
願
家
督
之
処
、

　

其
後
弟
慶
治
出
生
虚
弱
付
届
兼
候
、
当
年
十
一
才
此
程
丈
夫

　

ニ
付
相
届
候
、
届
後
之
儀
恐
入
候
旨
聞
置

　
　

同
廿
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　

右　

同
人

　

弟
慶
治
十
一
才
此
も
の
養
し
願

【
せ
の
部
】

○
元
禄
七
年
甲
戌

　
　

三
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　

仙
道
一
郎
兵
衛

　

小
林
太
郎
八
弟
彦
八
十
五
才
養
子
願
、

　
　

五
月
十
八
日
願
之
通　

被
仰
付

○
同
八
年
乙
亥

　
　

七
月
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
忠
兵
衛

　

御
腰
物
役
兼
相
勤
候
様

　
　

同
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
山
伝
左
衛
門

　

致
病
死
候
段
達
御
耳
候
、

　
　

右
跡
式
願
之
通
可
申
付
旨
御
意
、
八
月
四
日

　
　

十
二
月
廿
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
源
太
郎

　

元
服
、名
覚
左
衛
門
与
改
申
度
由
願
之
通
可
申
付
由
被
仰
出
、

　

則
申
遣
候

○
同
九
年
丙
子

　
　

二
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
山
八
十
郎

　

宇
敷
太
郎
兵
衛
娘
縁
組
、
願
之
通
被
仰
付
候
間
可
申
渡
旨
信

　

州
へ
申
遣

　
　

同
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
覚
左
衛
門

　

御
番
入
被
仰
付
、
右
同
断

　
　

四
月
廿
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
助
之
丞

　

原
伊
兵
衛
姪
縁
く
み
願
、

　
　

右
願
被
仰
付
可
申
渡
旨
申
遣

○
宝
永
二
年
乙
酉

　
　

三
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
渡
右
衛
門

　

娘
儀
、
依
田
政
之
進
へ
縁
く
み

　
　

三
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
山
藤
兵
衛

　

先
月
末
よ
り
病
気
種
々
養
生
候
へ
共
快
気
難
成
躰
御
座
候
、

　

近
年
乱
気
仕
御
奉
公
相
勤
不
申
只
今
迄
御
厚
恩
之
程
難
有
仕

　

合
奉
存
候
、
彼
も
の
倅
沢
之
丞
今
年
廿
才
此
者
儀
何
分
ニ　

も
宜
御
取
成
奉
願
候
旨
親
類
共
よ
り
願
書
差
出

　
　

同
廿
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　

右　

同
人

　

昨
ば
ん
死
去

　
　

閏
四
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
山
沢
之
丞

　

親
類
共
願
之
通
跡
式
相
違
な
く
被
仰
付
候

　
　

八
月
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
覚
左
衛
門

　

弟
清
大
夫
儀
、出
羽
守
様
御
家
来
橋
本
仁
兵
衛
方
へ
養
子
願
、

　
　

九
月
十
六
日
願
之
通
被
仰
付

○
宝
永
三
年
丙
戌

　
　

四
月
朔
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
山
沢
之
丞

　

佐
久
間
貞
右
衛
門
娘
縁
組
願

　
　

十
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　

右　

同
人

　

姉
儀
富
永
治
左
衛
門
右
同
断
、

　
　

同
廿
三
日
願
之
通
被
仰
付

　
　

十
二
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
甚
五
右
衛
門

　

河
原
御
蔵
役
被
仰
付

○
同
五
年
戊
子

　
　

十
二
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
甚
五
右
衛
門

　

倅
六
郎
右
衛
門
へ
綿
内
彦
五
郎
養
女
縁
く
み
願
、

　
　

同
十
五
日　

願
之
通
被
仰
付

○
同
六
年
己
丑

　
　

五
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　

文
右
衛
門
倅

　
　
　
　
　
　
　
　

関
山
虎
之
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
二
才

　

初
而
之
御
目
見

○
正
徳
五
年
乙
未

　
　

正
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
甚
五
右
衛
門

　

老
衰
付
願
之
通
御
役
御
免

○
同
六
年
丙
申

　
　
　

七
月
享
保
与
改
元

　
　

九
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
甚
五
右
衛
門

　

今
年
七
十
四
才
罷
成
隠
居
仕
度
旨
願

○
享
保
二
年
丁
酉

　
　

正
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
山
浅
右
衛
門

　

御
番
入

○
同
四
年
己
亥

　
　

正
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
源
之
進

　

御
番
入

○
同
五
年
庚
子

　
　

十
一
月
廿
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
初
三
郎

　

初
而
之
御
目
見
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十
二
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
山
文
右
衛
門

　

昨
ば
ん
死
去

○
同
六
年
辛
丑

　
　

二
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
山
源
右
衛
門

　

御
目
付
役
被
仰
付

　
　

九
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
山
浅
右
衛
門

　

願
之
通
保
科
貞
右
衛
門
と
や
し
き
替

　
　

十
一
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　

右　

同
人

　

宇
敷
与
右
衛
門
娘
縁
く
み
願
、

　
　

十
六
日
願
之
通
被
仰
付

○
同
九
年
甲
辰

　
　

六
月
廿
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
根
小
一
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
十
二
才

　

実
子
無
之
付
山
中
小
平
次
次
男
数
之
進
十
才
養
子
願
之
通
被

　

仰
付

○
同
十
一
年
丙
午

　
　

三
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
源
之
進

　

願
之
通
忠
右
衛
門
与
改
名

　
　

四
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
山
源
右
衛
門

　

弐
拾
石
御
加
増

○
享
保
十
三
年
戊
申

　
　

六
月
廿
八
日

　
　
　
　
　
　
　

源
右
衛
門
倅

　
　
　
　
　
　
　
　

関
山
万
次
郎

　

初
而
之
御
目
見

　
　

十
一
月
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　

忠
右
衛
門
父

　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
宗
閑

　

死
去

○
元
文
元
年
丙
辰

　
　
　

享
保
廿
一
年
五
月
改
元

　
　

六
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
軍
蔵

　

妾
儀
男
子
も
有
之
候
付
妻
ニ
准
し
申
度
旨
申
聞

　
　

十
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
山
浅
右
衛
門

　

大
瀬
又
右
衛
門
三
男
左
源
太
十
九
才
、
此
者
養
子
仕
度
旨
願

　
　

同
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
角
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
十
八
才

　

病
気
付
御
役
御
赦
免
願

○
同
二
年
丁
巳

　
　

閏
十
一
月
廿
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
弥
次
右
衛
門

　

長
国
寺
願
之
通
、
御
城
下
徘
徊
御
免

○
同
四
年
己
未

　
　

八
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
軍
蔵

　

妹
儀
、
蟻
川
久
次
郎
へ
縁
組

○
同
五
年
庚
申

　
　

六
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
山
浅
右
衛
門

　

養
子
左
源
太
不
縁
付
、
大
瀬
又
右
衛
門
方
へ
差
戻

　
　

十
二
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
根
数
之
進

　

父
小
一
右
衛
門
願
置
候
通
御
知
行
六
拾
石
被
下
置
、
家
督
無

　

相
違
被
仰
付

○
寛
保
元
年
辛
酉

　
　
　

元
文
六
年
三
月
改
元

　
　

四
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
軍
蔵

　

御
吟
味
役
被
仰
付

　

同
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
根
数
之
進

　

御
番
い
り

　
　

同
廿
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
山
源
右
衛
門

　

倅
治
兵
衛
へ
河
原
与
一
左
衛
門
妹
縁
く
み

○
同
三
年
癸
亥

　
　

五
月
朔
日

　
　
　
　
　
　
　

軍
蔵
倅

　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
要
之
進

　

初
而
之
御
目
見

　
　

同
日

　
　
　
　
　
　
　

浅
右
衛
門
倅

　
　
　
　
　
　
　
　

関
山
弥
三
郎

　

同
断

　
　

同
日

　
　
　
　
　
　
　

彦
八
倅

　
　
　
　
　
　
　
　

仙
道
八
五
郎

　

同
断

○
延
享
元
年
甲
子

　
　
　

寛
保
四
年
二
月
改
元

　
　

九
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
山
治
兵
衛

　

家
督
之
御
礼

　
　

同
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

右　

同
人

　

御
番
入

○
寛
延
元
年
戊
辰

　
　
　

延
享
五
年
七
月
改
元

　
　

十
一
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
軍
蔵

　

御
番
い
り

○
同
三
年
庚
午

　
　

十
二
月
廿
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
軍
蔵

　

宗
門
奉
行
被
仰
付

　
　

同
廿
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　

仙
道　

貢

　

御
番
入

○
宝
暦
七
年
丁
丑

　
　

正
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
根
数
之
進

　

御
代
官
被
仰
付
、
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千
喜
良
清
大
夫
跡
役

○
同
八
年
戊
寅

　
　

十
二
月
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
伝
兵
衛

　

倅
久
左
衛
門
へ
小
幡
源
五
左
衛
門
妹
縁
組

　
　

同
廿
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
六
郎
右
衛
門

　

病
気
付
願
之
通
御
役
御
免

○
同
十
二
年
壬
午

　
　

五
月
廿

　
　
　
　
　
　
　

彦
作
父

　
　
　
　
　
　
　
　

関
山
浅
右
衛
門

　

死
去

○
同
十
四
年
甲
申

　
　
　

六
月
明
和
与
改
元

　
　

三
月
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
伝
兵
衛

　

病
気
付
午
九
月
御
役
御
訴
訟
緩
々
養
生
候
へ
共
聢
与
無
之
候

　

付
隠
居
、
倅
久
左
衛
門
四
十
才
此
も
の
へ
是
迄
之
御
知
行
九

　

拾
石
被
下
置
、
家
督
被
仰
付
候
様
願

○
明
和
二
年
乙
酉

　
　

十
月
廿
四
日

　
　
　
　
　
　
　

弥
七
父

　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
円
理

　

死
去

○
同
六
年
己
丑

　
　

九
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
要
之
進

　

妾
腹
之
男
子
直
之
助
十
才
嫡
子
ニ
仕
度
旨
願

　
　

十
二
月
朔
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
久
左
衛
門

　

妻
不
縁
ニ
付
三
井
清
右
衛
門
方
へ
差
戻

○
安
永
二
年
癸
巳

　
　

十
一
月
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
治
兵
衛

　

山
本
吉
五
郎
妻
不
縁
ニ
付
引
取

○
同
五
年
丙
申

　
　

三
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
直
之
助

　

元
服
忠
右
衛
門
与
改
名

　
　

七
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
根
数
之
進

　

倅
へ
堀
田
新
助
娘
嫁
候
処
、
倅
死
去
付
新
助
方
へ
差
戻
再
縁

　

仕
度
旨
伺
之
通
申
渡

○
同
七
年
戊
戌

　
　

五
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
久
左
衛
門

　

娘
儀
、
松
平
与
五
郎
様
御
知
行
所
志
野
井
村
忠
蔵
与
申
も
の

　

へ
縁
く
み
聞
置

　
　

十
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　

彦
八
郎
倅

　
　
　
　
　
　
　
　

仙
道
吉
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
七
才

　

元
服
仕
一
郎
兵
衛
与
改
名
願

　
　

十
一
月
三
日

　
　
　
　
　
　
　

弥
七
倅

　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
長
之
助

　

甚
五
右
衛
門
与
改
名

○
天
明
二
年
壬
寅

　
　

二
月
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
山
彦
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
十
七
才

　

病
気
不
相
勝
候
付
隠
居
、
倅
吉
太
郎
十
九
才
是
迄
之
御
知
行

　

百
石
被
下
置
家
督
被
仰
付
候
様
願

○
天
明
三
年
癸
卯

　
　

五
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　

数
之
進
倅

　
　
　
　
　
　
　
　

関
根
梅
五
郎

　

嘉
膳
与
改
名

○
同
四
年
甲
辰

　
　

十
二
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
根
数
之
進

　

倅
嘉
膳
へ
、
長
谷
川
奥
馬
妹
縁
組
願

○
同
六
年
丙
午

　
　

八
月
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
忠
右
衛
門

　

妻
儀
不
縁
付
高
久
数
之
進
方
へ
差
戻

　
　

十
一
月
廿
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
弥
七
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
十
才

　

隠
居
家
と
く
願
、
倅
甚
五
郎
三
十
才

○
同
七
年
丁
未

　
　

二
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　

藤
三
郎
倅

　
　
　
　
　
　
　
　

関
山
万
治
郎

　

源
左
衛
門
与
改
名

　
　

六
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　

藤
三
郎
父

　
　
　
　
　
　
　
　

関
山
治
兵
衛

　

死
去

○
同
八
年
戊
申

　
　

六
月
廿
日

　
　
　
　
　
　
　

佐
大
夫
祖
父

　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
源
右
衛
門

　

死
去

　
　

十
一
月
廿
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　

関
根
和
之
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
十
四
才

　

病
気
差
重
遺
書
差
出
、
倅
嘉
膳
三
十
才

【
す
の
部
】

○
元
禄
三
年
庚
午

　
　

正
月
廿
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木
蔵
人

　

弥
左
衛
門
与
改
名

○
同
五
年
壬
申

　
　

正
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　

菅
沼
文
太
郎

　

元
服
源
兵
衛
与
改
名

二
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

菅
沼
源
兵
衛

　

御
番
入
可
申
付
旨
得
御
意
、
信
州
へ
申
遣
候
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○
同
六
年
癸
酉

　
　

十
一
月
廿
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木
弥
左
衛
門

　

御
聞
番
役
被
仰
付
候
申
渡
、
来
月
廿
四
・
五
日
時
分
参
着
候

　

様
可
申
渡
旨
申
遣
候

○
同
十
一
年
戊
寅

　
　

十
二
月
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　

菅
沼
定
四
郎

　

頃
日
気
分
悪
敷
候
処
今
日
致
乱
心
、
御
長
や
二
階
よ
り
陽
泉

　

寺
寺
中
へ
飛
入
候
ニ
付
興
津
藤
左
衛
門
罷
越
其
断
申
、
御
長

　

屋
へ
引
取
申
候

　
　

同
七
日
貞
四
郎
御
在
所
へ
差
越
候
付
、
奥
村
新
左
衛
門
・

　
　

矢
野
小
平
太
道
中
召
連
候
様
被
仰
付
候

○
同
十
二
年
己
卯

　
　

四
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　

杉
田
七
之
助

　

弟
助
八
儀
水
の
隼
人
正
様
御
家
来
宮
沢
彦
助
方
へ
養
子
、
勝

　

手
次
第
可
申
付
之
旨
被
仰
出
候
、
其
段
申
遣
候

　
　

十
一
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木
源
介

　

可
被
召
出
由
申
渡
候
、

　
　

御
切
米
金
一
枚
三
人
御
ふ
ち
被
下
置　

候
、
同
廿
三
日

　
　

同
廿
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　

右　

同
人

　

御
番
入

○
元
禄
十
三
年
庚
辰

　
　

二
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木
市
兵
衛

　

金
三
両
御
加
増

　
　

三
月
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

杉
田
九
左
衛
門

　

恩
田
伝
五
郎
妹
縁
組

　
　

四
月
廿
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　

菅
沼
政
之
進

　

岡
本
七
郎
右
衛
門
娘
縁
く
み
願
之
通
被
仰
出
、
其
段
信
州
へ

　

申
遣
候

○
同
十
五
年
壬
午

　
　

二
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　

菅
沼
弥
惣
右
衛
門

　

今
月
七
日
相
果
候
由
以
書
状
達
御
披
見
候

　
　

六
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　

菅
沼
政
之
進

　

願
之
通
跡
式
無
相
違
被
仰
付
、
御
知
行
百
石
被
下
候

　
　

同
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　

右　

同
人

　

名
治
郎
右
衛
門
与
改
度
旨
御
在
所
ニ
て
相
願
候
へ
共
、
小
の

　

二
郎
右
衛
門
殿
御
前
懇
之
事
故
外
之
名
相
願
候
様
申
遣

　
　

七
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　

菅
沼
弥
惣
右
衛
門

　

御
番
入
被
仰
付
候
段
、
信
州
へ
申
遣

○
宝
永
二
年
乙
酉

　
　

十
一
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　

菅
沼
貞
四
郎

　

乱
心
付
御
切
米
被
召
上
、
只
今
迄
被
下
候
御
ふ
ち
米
三
人
ふ

　

ち
被
下
菅
沼
源
兵
衛
江
御
預

○
同
三
年
丙
戌

　
　

十
二
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木
九
十
郎

　

御
目
見
申
上
候

○
同
四
年
丁
亥

　
　

正
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

春
原
長
之
進

　

嫡
子
之
御
目
見
被
仰
付
候

○
同
六
年
己
丑

　
　

五
月
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木
織
部

　

妹
儀
大
熊
靱
負
へ
縁
く
み

　
　

同
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　

源
兵
衛
倅

　
　
　
　
　
　
　
　

菅
沼
平
弥

　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
四
才

　

初
而
之
御
目
見

　
　

同
日

　
　
　
　
　
　
　

市
兵
衛
倅

　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木
九
十
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
三
才

　

同
断

　
　

七
月
廿
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　

菅　

牛
松

　

同
断

○
正
徳
六
年
丙
申

　
　
　

七
月
享
保
与
改
元

　
　

九
月
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

菅
沼
源
兵
衛

　

御
使
役
被
仰
付

○
享
保
二
年
丁
酉

　
　

四
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木
織
部

　

弟
八
十
郎
、
甲
州
松
平
甲
斐
守
様
御
家
中
伯
父
鈴
木
主
水
方

　

へ
差
遣
、
往
々
相
応
之
儀
も
候
ハ
ハ
身
上
有
付
候
様
仕
度
旨

　

願

　
　

六
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

杉
田
久
左
衛
門

　

御
留
守
居
役
被
仰
付
、
親
義
も
相
勤
候
御
役
故
被
仰
付
候
、

　

御
役
料
被
下
置
候

　
　

八
月
廿
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　

右　

同
人

　

病
気
聢
与
無
之
、
願
之
通
御
役
御
免

○
同
三
年
戊
戌

　
　

十
一
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木
久
郎
右
衛
門

　

東
条
罷
在
候
浪
人
安
中
庄
右
衛
門
娘
縁
く
み

○
享
保
四
年
己
亥

　
　

三
月
廿
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　

春
原
六
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　

同　

覚
八

　

願
之
通
隠
居
、
倅
覚
八
へ
是
迄
之
御
知
行
百
石
被
下
家
督
無

　

相
違
被
仰
付

　
　

四
月
朔
日

　
　
　
　
　
　
　
　

右　

同
人

　

御
番
入

倹検健
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○
同
五
年
庚
子

　
　

十
月
朔
日

　
　
　
　
　
　
　

久
左
衛
門
倅

　
　
　
　
　
　
　
　

杉
田
弥
五
郎

　

始
而
之
御
目
見

　
　

同
日

　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木
弥
左
衛
門

　

御
番
入

　
　

同
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

右　

同
人

　

御
使
役
被
仰
付

○
同
六
年
辛
丑

　
　

四
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　

弥
惣
右
衛
門
倅

　
　
　
　
　
　
　
　

菅
沼
政
之
進

　

始
而
之
御
目
見

　
　

七
月
廿
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　

菅　

杢
右
衛
門

　

病
気
付
願
之
通
御
役
御
免

　
　

八
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　

右　

同
人

　
　
　
　
　
　
　
　

同　

杢
之
進

　

願
之
通
隠
居
、
倅
杢
之
進
へ
是
迄
之
御
知
行
百
廿
石
被
下
足

　

軽
廿
人
御
預
、
家
督
無
相
違
被
仰
付

　
　

十
一
月
朔
日

　
　
　
　
　
　
　
　

右　

同
人

　

大
嶋
太
右
衛
門
娘
縁
く
み

　
　

十
二
月
廿
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　

菅
沼
源
兵
衛

　

弟
貞
四
郎
病
死
之
由
相
届
候
、
尤
御
小
姓
候
へ
共
廿
四
年
以

　

前
乱
心
ニ
て
江
戸
表
よ
り
罷
帰
候
、
源
兵
衛
方
へ
御
預
只
今

　

迄
三
人
御
ふ
ち
被
下
置
候

○
同
七
年
壬
寅

　
　

二
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　

菅　

杢
之
進

　

御
番
入

○
同
九
年
甲
辰

　
　

五
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　

九
左
衛
門
倅

　
　
　
　
　
　
　
　

杉
田
弥
五
郎

　

死
去

　
　

九
月
朔
日
申
来

　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木
源
介

　

先
頃
御
屋
形
御
焼
失
之
節
仕
方
不
宜
候
付
、
奉
公
御
構
御
暇

　

被
下

　
　

十
二
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

杉
田
九
左
衛
門

　

御
普
し
ん
奉
行
被
仰
付

　
　

同
廿
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　

菅
沼
弥
惣
右
衛
門

　

願
之
通
御
役
御
免

○
同
十
一
年
丙
午

　
　

正
月
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木
弥
左
衛
門

　

宮
嶋
清
左
衛
門
娘
縁
組
、
願
之
通
被
仰
付

　
　

三
月
廿
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　

菅
沼
政
之
進

　

御
番
入

　
　

九
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　

菅
沼
源
兵
衛

　

金
井
渡
大
夫
妹
養
女
ニ
致
し
倅
平
弥
へ
嫁
申
度
旨
、
願
之
通

　

被
仰
付

○
同
十
三
年
戊
申

　
　

五
月
朔
日

　
　
　
　
　
　
　
　

春
原
平
兵
衛

　

御
奥
元
〆
被
仰
付

　
　

六
月
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　

菅　

杢
之
進

　

御
近
習
被
仰
付

　
　

同
日

　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木
九
郎
右
衛
門

　

同
断

○
同
十
四
日
己
酉

　
　

十
一
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　

春
原
十
兵
衛

　

娘
儀
笠
原
九
右
衛
門
へ
縁
く
み

　
　

同
廿
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木
右
近

　

実
子
無
之
付
、
松
平
九
郎
左
衛
門
様
御
支
配
所
長
久
保
村
浪

　

人
武
重
覚
左
衛
門
倅
一
学
廿
六
才
、
此
者
養
子
仕
度
旨
願
之

　

通
被
仰
付

○
享
保
十
七
年
壬
子

　
　

七
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　

九
左
衛
門
倅

　
　
　
　
　
　
　
　

杉
田
与
四
郎

　

豊
之
助
様
御
近
習
被
仰
付
、

　
　

五
両
三
人
ふ
ち
被
下
置

　
　

十
月
廿
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木
一
学

　

右
近
願
置
候
通
御
知
行
五
百
石
被
下
足
軽
廿
人
御
預
、
家
督

　

無
相
違
被
仰
付

○
同
十
八
年
癸
丑

　
　

正
月
廿
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　

春
原
浅
野
右
衛
門

　

死
去

○
同
廿
一
年
丙
辰

　
　
　

五
月
元
文
与
改
元

　
　

四
月
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　

菅
沼
政
之
進

　

御
武
具
役
被
仰
付
、
今
日
誓
詞
相
勤

○
元
文
二
年
丁
巳

　
　

四
月
二
日
申
来

　
　
　
　
　
　
　
　

杉
田
与
五
郎

　

籾
弐
拾
俵
御
加
増

　
　

同
断

　
　
　
　
　
　
　
　

春
原
織
衛

　

同
拾
五
俵
同
断

　
　

同
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

杉
田
九
左
衛
門

倹検健
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娘
儀
、
成
沢
新
弥
へ
縁
く
み
、
閏
十
一
月
十
六
日
不
縁
ニ
付

　

離
別
引
取

○
同
四
年
己
未

　
　

八
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　

春
原
十
兵
衛

　

倅
勝
之
助
へ
近
藤
七
左
衛
門
娘
縁
組
願

○
元
文
五
年
庚
申

　
　

十
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　

杉
田
九
左
衛
門

　

願
之
通
御
役
御
め
ん

　
　

十
一
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　

菅
沼
政
之
進

　

丹
波
嶋
一
郎
左
衛
門
娘
養
女
ニ
仕
、
石
倉
治
左
衛
門
へ
縁
組

　

願
○
寛
保
元
年
辛
酉

　
　
　

元
分
六
年
三
月
改
元

　
　

四
月
廿
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　

杉
田
九
左
衛
門

　

娘
儀
桜
井
六
郎
左
衛
門
へ
縁
組

○
同
三
年
癸
亥

　
　

五
月
廿
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　

春
原
弥
五
右
衛
門

　

豊
松
様
御
附
被
仰
付

　
　

十
月
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　

弥
五
右
衛
門
養
父

　
　
　
　
　
　
　
　

春
原
六
左
衛
門

　

死
去

○
延
享
三
年
丙
寅

　
　

八
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

菅　

杢
之
進

　

太
田
嘉
右
衛
門
跡
や
し
き
へ
屋
敷
替
、
建
家
共
被
下
置

　
　

十
二
月
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　

杉
田
兵
馬

　

弟
与
四
郎
近
藤
喜
左
衛
門
方
へ
聟
養
し
、
願
之
通
被
仰
付

○
寛
延
元
年
戊
辰

　
　
　

延
享
五
年
七
月
改
元

　
　

十
一
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　

菅
沼
政
之
進

　

御
番
入

○
寛
延
二
年
己
巳

　
　

二
月
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

菅　

杢
之
進

　

娘
儀
、
池
田
鵜
殿
へ
縁
組
願

○
同
四
年
辛
未

　
　
　

十
月
宝
暦
与
改
元

　
　

五
月
廿
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木
治
部
右
衛
門

　

娘
儀
、
松
平
因
幡
守
様
御
領
地
佐
久
郡
春
日
村
百
姓
清
水
善

　

右
衛
門
与
申
も
の
方
へ
養
女
ニ
差
遣
度
旨
願

○
宝
暦
六
年
丙
子

　
　

九
月
廿
八
日

　
　
　
　
　
　
　

政
之
進
倅

　
　
　
　
　
　
　
　

菅
沼
弥
忠
太

　

初
而
之
御
目
見

　
　

十
月
廿
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　

菅　

杢
之
進

　

願
之
通
御
役
御
め
ん

○
同
七
年
丁
丑

　
　

三
月
廿
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　

菅　

杢
之
進

　
　
　
　
　
　
　
　

同　

杢
右
衛
門

　

願
之
通
隠
居
、
倅
杢
右
衛
門
へ
是
迄
之
御
知
行
百
廿
石
被
下

　

置
足
軽
弐
拾
人
御
預
、
家
督
無
相
違
被
仰
付

　
　

六
月
廿
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　

右　

同
人

　

御
番
入

　
　

八
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　

春
原
長
之
助

　

元
服
仕
、
平
兵
衛
与
改
名

○
同
八
年
戊
寅

　
　

十
月
廿
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木
九
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　

同　

弥
惣
左
衛
門

　

願
之
通
隠
居
、
倅
弥
惣
左
衛
門
三
十
七
才
此
も
の
へ
是
迄
之

　

御
知
行
六
拾
石
被
下
、
家
督
無
相
違
被
仰
付

　
　

十
二
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

春
原
勝
次
郎

　

元
服
、
十
兵
衛
与
改
元

　
　

十
二
月
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

春
原
十
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木
弥
惣
左
衛
門

　

御
番
い
り

○
同
十
三
年
癸
未

　
　

三
月
廿
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　

春
原
惣
左
衛
門

　

湯
本
十
学
与
不
和
ニ
付
義
絶
届

　
　

六
月
朔
日

　
　
　
　
　
　
　
　

右　

同
人

　

弟
兵
之
丞
江
戸
表
へ
遣
置
候
処
有
馬
采
女
様
へ
御
奉
公
ニ
差

　

出
度
旨
、
願
之
通
被
仰
付

○
同
十
四
年
甲
申

　
　
　

六
月
明
和
与
改
元

　
　

正
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　

須
藤
九
左
衛
門

　

去
月
廿
六
日
罷
出
候
後
行
衛
不
知
、
出
奔
之
旨
届

○
明
和
二
年
乙
酉

　
　

三
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　

春
原
織
衛

　

倅
万
之
助
、
当
月
初
与
風
罷
出
不
罷
帰
出
奔
候
旨
届

○
同
三
年
丙
戌

　
　

二
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　

春
原
平
兵
衛

　

従
弟
十
左
衛
門
、
飯
嶋
五
右
衛
門
方
へ
養
し
、

　
　

右
十
左
衛
門
ハ
平
兵
衛
父
平
兵
衛
弟
三
郎
左
衛
門
倅
之
由

　
　

右
三
郎
左
衛
門
平
兵
衛
方
役
介
ニ
致
置
候
段
、
添
口
上
書

　
　

出
ス

　
　

十
一
月
六
日

　
　
　
　
　
　
　

織
衛
倅

　
　
　
　
　
　
　
　

春
原
惣
太
郎

　

浅
右
衛
門
与
改
名

○
同
五
年
戊
子

　
　

二
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

春
原
惣
左
衛
門

倹検健倹検健倹検健
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妻
不
縁
ニ
付
離
縁
、
兄
畑
弥
次
郎
方
へ
差
戻

　
　

五
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　

菅
沼
弥
忠
太

　

助
右
衛
門
与
改
名

○
明
和
六
年
己
丑

　
　

三
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

春
原
平
兵
衛

　

加
藤
武
右
衛
門
養
女
縁
組
願

　
　

九
月
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

菅
沼
久
兵
衛

　

倅
幸
之
進
へ
、
金
井
左
仲
妹
縁
組
願

○
安
永
五
年
丙
申

　
　

二
月
三
日

　
　
　
　
　
　
　

杢
右
衛
門
父

　
　
　
　
　
　
　
　

菅　

杢
之
進

　

死
去

　
　

八
月
廿
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　

春
原
織
衛

　

当
十
九
日
死
去

　
　

九
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　

菅
沼
九
兵
衛

　

病
気
付
御
役
御
訴
訟
願

○
天
明
二
年
壬
寅

　
　

十
一
月
朔
日

　
　
　
　
　
　
　

主
計
父

　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木
治
部
右
衛
門

　

死
去

　
　

同
三
日

　
　
　
　
　
　
　

幸
之
進
父

　
　
　
　
　
　
　
　

菅
沼
九
兵
衛

　

同
断

○
同
四
年
甲
辰

　
　

二
月
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木
弥
惣
左
衛
門

　

倅
万
助
へ
山
田
正
徹
娘
縁
く
み

○
同
六
年
丙
午

　
　

九
月
朔
日

　
　
　
　
　
　
　

弥
惣
左
衛
門
倅

　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木
万
助

　

渓
右
衛
門
与
改
名

　
　

十
一
月
廿
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木
主
計

　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
十
五
才

　

病
気
差
重
遺
書
差
出
、
倅
勝
五
郎
十
五
才

　
　

十
二
月
朔
日

　
　
　
　
　
　
　
　

菅
沼
幸
之
進

　

九
左
衛
門
与
改
名

○
同
七
年
丁
未

　
　

九
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木
勝
五
郎

　

半
元
服
、
右
門
与
改
名

○
同
八
年
戊
申

　
　

六
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　

浅
右
衛
門
倅

　
　
　
　
　
　
　
　

春
原
小
八
郎

　

元
服
、
直
記
与
改
名

　
　

八
月
廿
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　

春
原
平
兵
衛

　

去
月
廿
日
ふ
と
罷
出
罷
帰
、
出
奔
之
旨
届

　
　

十
月
朔
日

　
　
　
　
　
　
　
　

右　

同
人

　

出
奔
行
衛
不
知
候
処
昨
夜
西
条
村
西
楽
寺
江
罷
越
、
江
戸
へ

　

出
候
処
病
気
ニ
て
罷
帰
候
、
中
風
ニ
而
今
程
よ
り
言
舌
不
叶

　

旨
見
届
候
段
親
類
よ
り
相
届
候

　
　

十
一
月
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　

右　

同
人

　

親
類
共
先
達
而
申
渡
候
通
種
々
養
生
仕
快
方
付
相
尋
候
処
何

　

之
存
寄
無
御
座
、
久
々
病
気
風
与
罷
出
気
分
不
相
勝
立
戻
申

　

わ
け
無
之
旨
申
候
段
親
類
よ
り
書
付
差
出

　
　

同
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　

右　

同
人

　

快
方
ニ
付
西
楽
寺
よ
り
引
取
飯
嶋
十
左
衛
門
方
ニ
差
置
養
生

仕　

度
旨
、
如
伺
申
渡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

終

古
日
記
写　

貞
享
三
年
ヨ
リ
天
明
八
年
迄
増
減
モ
有
之
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活
動

実
績

－ⅺ－

年月

町内
ガイ
ド活
動

真田
宝物
館・
真田
邸ガ
イド
活動

案内
人数

総合
計

調査
活動

宝物
館学
習支
援室

協力
活動

土蔵
体験
工房
活動

ボラ
ン

ティ
ア

活動 総人
数

活動 日数
案内

湯茶
接待

ボラ
ン

ティ
ア

活動
人数

活動 日数
当日
受付

団体
予約
受付

ボラ
ン

ティ
ア

活動
人数

活動 日数
ボラ
ン

ティ
ア

活動
人数

活動 日数
ボラ

ン
ティ

ア
活動
人数

活動 日数
来場 者数

うち 体験
者数

体　
験　
内　
訳

ボラ
ン

ティ
ア

活動
人数

件数
人数

件数
人数

件数
人数

件数
人数

切り
紙

さき
織り

こと
布ぞ
うり

その
他

H2
3.1

31
84

274
238

503
248

26
55

189
2

60
114

1,0
26

4
13

6
32

-
-

-
-

-
-

-
-

-
407

H2
3.2

28
120

369
250

532
246

28
97

275
10

195
130

1,3
71

3
8

5
31

-
-

-
-

-
-

-
-

-
415

H2
3.3

31
126

719
79

293
254

26
77

325
5

117
140

1,4
54

2
3

6
34

6
42

23
9

0
14

0
0

14
445

H2
3.4

30
128

457
532

1,3
75

241
27

152
527

15
424

207
2,7
83

4
10

4
20

6
84

51
23

3
25

0
0

15
493

H2
3.5

31
157

553
622

1,4
08

256
28

173
614

12
481

201
3,0
56

3
5

8
71

6
154

92
26

7
59

0
0

16
549

H2
3.6

30
113

519
454

1,1
55

213
23

99
365

43
1,4
87

213
3,5
26

3
4

6
36

5
114

35
5

2
28

0
0

9
475

H2
3.7

31
117

480
510

1,3
34

230
29

156
631

16
471

196
2,9
16

0
0

1
9

6
65

36
14

3
17

2
0

13
448

H2
3.8

31
150

568
720

1,8
17

240
27

177
591

22
619

196
3,5
95

5
8

11
40

2
32

8
0

0
8

0
0

4
488

H2
3.9

30
144

480
576

1,4
09

233
26

182
619

29
810

206
3,3
18

1
2

8
62

6
80

45
20

0
22

3
0

27
530

H2
3.1
0

31
140

826
798

2,1
92

244
30

164
865

68
2,0
71

293
5,9
54

0
0

5
20

7
159

107
41

4
61

1
0

33
590

H2
3.1
1

30
110

520
560

564
226

29
182

1,0
63

41
1,0
13

219
3,1
60

0
0

8
44

5
71

44
25

0
19

0
0

18
507

H2
3.1
2

31
37

197
214

679
229

24
79

142
6

131
124

1,1
49

2
4

6
47

1
1

0
0

0
0

0
0

5
409

計
365

1,4
26

5,9
62

5,5
53

13,
261

2,8
60

323
1,5
93

6,2
06

269
7,8
79

2,2
39

33,
308

27
57

74
446

50
802

441
163

19
253

6
0

154
5,7
56



４．松代文化財ボランティアの会
活動内容

（１）町内ガイド
　　 ①　松代城・真田邸・文武学校・旧横田家住宅などとその周辺ガイド
　　 ②　旧白井家表門における湯茶の接待および町内文化財の案内
　　 ③　旧白井家表門の美化およびにぎわいの演出

（２）真田宝物館展示ガイド
　　 来館者に対する展示ガイド

（３）文化財調査
　　 ①　松代に所在する文化財の調査活動
　　 ②　定例の松代町内見学会の主催、補助

（４）体験学習等の支援
　　 ①　真田邸二番土蔵における体験工房（裂き織り、切り紙、布ぞうり作り、琴の体験など）の運営
　　 ②　真田宝物館主催ワークショップの補助

（５）その他
　　 真田宝物館所蔵の古襖の下張はがし作業と、その裏打ちおよび整理

－ⅹ－



－ⅸ－

貸出先 貸出資料名 展覧会名

3 長野市立博物館 矢沢誠敏氏寄贈資料
　短刀　銘「吉光」
　短刀　銘「信国」拵付
　刀　無銘「信国」拵付
　古文書　真田信之書状（寅 11 月 5 日付）
　古文書　真田信之書状（年欠 9 月 9 日付）
　盆（六文銭付）
　扇面（伝小松姫筆）

企画展
「歴史の中のメオト」

4 長浜城歴史博物館 昇梯子文二枚胴具足（武具 141）
唐冠形兜（矢沢昌子寄贈資料・武具）
蓮華王の茶壷（茶 38-1）
卯の花の茶壷（茶 39-1）
豊臣氏三奉行連署状（吉 44）
石田三成書状（吉 45）
石田三成書状（吉 47）
石田三成書状（吉 149-6 ～ 149-18）
吉光御腰物箪笥
関ヶ原合戦絵巻　下巻（書画 30-3-2）
刀　無銘（三原）（刀剣 3）

テーマ展
「関ヶ原合戦と石田三成」

5 板橋区立郷土資料館 萌黄絲毛引威二枚胴具足（武 142）
魚鱗胴畳具足（武 150）
緋糸威大鎧（武 148）
鎧直垂（獅子文様）（武 161）
鎧直垂（綾絹幸菱文様）（武 163）
陣羽織（赤地錦雲竜牡丹文様）（武 174）
陣羽織（綴錦牡丹文様）（武 173）
真田幸貫画像（肖像 9）
揉烏帽子（服 26）
信之画像（肖像 3）

特別展
「当世具足 - 大名とその家臣団の
備え -」

6 長野県立歴史館 輿印（調度 46）
香炉入り香炉箱（香道具 2-1）
香盆（香道具 2-2）
沈箱（香道具 2-3）
炭団箱（香道具 2-4）
薫物壷（香道具 2-5）
伽羅割道具（香道具 2-6）
香道具箱（香道具 1-1）
競馬香具（香道具 1-2）

常設展
「北国街道の宿と旅人」

7 茨城県立歴史館 感応公并黒羽平戸二侯像（書画 176-1） 肖像画の魅力～歴史を見つめた眼差
し～

8 坂城町鉄の展示館 享保雛　３件 第７回坂城古雛まつり

9 府中市美術館 人物花鳥図巻（書画 81-1） 三都画家くらべ―京、大坂をみて江
戸を知る

1 古文書 一括
2 ぞうり 1 点
3 幸教公御容体相證記 1 点
4 佐久間象山詩文 1 点
5 雛人形 一式
6 貼り交ぜ屏風 1 点
7 宿札 1 点

●資料の受入● 



－ⅷ－

  
「江戸時代の旅を体験してみよう！」  
期日　 8 月 1 日（月）～ 12 月 5 日（月）　　　　　　   
会場　真田宝物館　第四展示室  
内容　江戸時代の旅支度や道中双六の体験ができる。  
参加人数　随時  

  
「折紙でお駕籠をつくってみよう！」  
期日　 8 月 3 日（水）～ 4 日（木）  
会場　真田宝物館　学習支援室  
内容　折紙で江戸時代に使われたお駕籠のミニチュアを作る。  
参加人数　10 名  
  
  

「檜笠をつくってみよう！」   
期日　 8 月 8 日（月）   
会場　文武学校　剣術所   
内容　本物の檜を使ってミニチュアの檜笠を作り、
　　　江戸時代の人の知恵と工夫を学ぶ。   
参加人数　 4 名   

  
「ひもで結び飾りをつくってみよう」  
期日　11 月 12 日（土）～ 13 日（日）  
会場　真田宝物館　学習支援室  
内容　伝統的なひもの結び方で、ストラップをつくる。　　　  
参加人数　21 名  
  

●資料特別利用●

   
調査・研究のための閲覧　　　　　　24 件　　　　   
資料写真・画像の提供   
　刊行物掲載　　　　　　　　　　　82 件   
　テレビ放映　　　　　　　　　　　23 件   
　講座など参考資料として　　　　　 6 件   
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計 135 件

貸出先 貸出資料名 展覧会名

1 長野市立博物館 天体中星儀（機械７）
和時計（前島孝寄贈資料・調度 148）
測量器（象眼儀）（機械 17）
反射望遠鏡（機械４）
彗星之図（文書 6-21-11）

企画展
「宇宙のかけら～隕石からわかる
　宇宙のふしぎ～」

2 長野市立博物館 真田昌幸画像（寄贈資料 10A003-1）
豊臣秀吉画像（寄贈資料 10A003-3）
佐渡湊図（書画 121-1）　　
朝陽館漫筆　33 巻（大平資料・あ 2）
信濃国景図（書画 34-1）　
戸隠祭礼図巻（書画 41-5）　
八千代の松図巻（書画 30-1-1）
川中島平絵図（矢沢昌子寄贈資料・文書
7-6）
輿

特別展
「道が人をつなぐ　北国街道の
４００年」

●資料の貸出し●
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●特別展示●   

●教室講座事業●   

「重要文化財　青江の大太刀」  
会期　 4 月 20 日（水）～ 5 月 16 日（月）  
会場　真田宝物館展示室  
内容　重要文化財　青江の大太刀を展示  

「かぶとを折ってかぶってみよう」  
期日　 5 月 3 日（火）～ 4 日（水）　　　　　　  
会場　真田宝物館　学習支援室  
内容　新聞紙大の画用紙を使ってかぶとを折り、  
　　　六文銭などの前立をつけかぶってみる。 
参加人数　28 名  

  

「街道を歩こう！」  
期日　 6 月 4 日（土）  
会場　松代町内及び一部千曲市  
内容　江戸時代の地図をもとに、松代から雨宮までの旧街道を歩く。  
参加人数　 9 名  

「宝物館であそぼ！ 2011」  
期日　 7 月 29 日（金）～ 30 日（土）  
会場　真田宝物館・文武学校・真田邸・旧横田家住宅・象山記念館　  
内容　水鉄砲をつくろう、紙ひこうき・竹馬・竹ぽっくり・ぶんぶん  
　　　ごまで遊ぼう、藍の生葉染めをしてみよう、石臼でそばクレー  
　　　プをつくってみよう、かざぐるまをつくろう、わら馬をつくっ  
　　　てみよう、絵巻物をつくろう、鳥の声が聞こえるよ、昔のお金  
　　　にさわってみよう、武士になってみよう、お化けさがしなど  
参加人数　のべ 865 名  

「移動宝物館」  
会期　 6 月 27 日（月）～ 7 月 11 日（月）  
会場　長野市役所第一庁舎ロビー  
内容　真田宝物館所蔵資料やワークショップなどの写真パネルを展示  

「松代でひなまつり」  
会期　 2 月 23 日（木）～ 4 月 8 日（日）  
会場　文武学校、旧横田家住宅、旧白井家表門　　　　  
内容　寄贈された雛人形を展示  
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３．平成23年度事業概要 （平成23年4月1日～平成24年3月31日まで）

●平成 23 年度特別企画展示●

●企画展示●

「大名の旅－松代藩の参勤交代－」
会期　９月７日（水）～ 12 月５日（月）
　第一期　９月７日（水）～ 10 月 17 日（月）   
　第二期　10 月 19 日（水）～ 12 月５日（月）   
展示内容　平成23年は北国街道が正式に認められて４００年を迎える   
　　　　　節目の年にあたる。江戸時代、松代藩主は参勤交代制度で   
　　　　　江戸と松代を行き来していたが、その経路や宿場、大名行   
　　　　　列の実態などを探る。   
関連行事   
　記念講演会　「真田家の大名行列－『高遠藩参勤交代行列図巻』と   
　　　　　　　 比較して－」　講師　根岸茂夫さん　（國學院大學）　   
　　開催日時　10 月 29 日（土）　14 時～　松代支所大会議室   
　　　参加人数　74 人   
　ギャラリートーク（前期）　９月７日（水）、９月 10 日（土）　10 時～　
　　　参加人数　61 人
　　　　　　　　　 （後期）　10 月 19 日（水）、10 月 22 日（土）　10 時～　
　　　参加人数　31 人

   
「松代と街道」   
会期　 6 月 8 日（水）～ 9 月 5 日（月）   
展示内容　絵図から城下町松代の成り立ちを追うとともに、宿場としての松代の発展を探る。　  
関連行事   
　記念講演会 「中山道と宿場－江戸四宿と街道の様子」　講師　吉田政博さん（板橋区教育委員会）  
　　開催日時　 6 月 25 日（土）　14 時～　松代支所大会議室   
　　　参加人数　49 人   
　ギャラリートーク　 6 月 8 日（水）、 6 月 11 日（土）　10 時～　   
　　　参加人数　57 人   
  
   

「藩主夫人の旅」  
会期　12 月 7 日（水）～ 平成 24 年 2 月 27 日（月）  
展示内容　江戸時代の藩主夫人の旅がどのようなものであったのか、  
    道中の様子を紹介する。 
関連行事  
　記念講演会 「大名夫人の旅さまざま」　  
            講師　柴桂子さん　（近世女性史研究・桂文庫主宰） 
　　開催日時　12 月 10 日（土）　14 時～　松代支所大会議室  
　　　参加人数　30 人  
　ギャラリートーク　12 月 7 日（水）、12 月 10 日（土）　10 時～　  
　　　参加人数　35 人  

   
「お殿様の旅日記」   
会期　 2 月 29 日（水）～ 6 月 4 日（月）   
展示内容　旅日記や絵巻物から、藩主が旅を楽しむ姿を追う。   
関連行事   
　記念講演会 「大名の旅日記－『旅つづら』と『青葉蔭』－」　講師　伊藤善隆さん（湘北短期大学）  
　　開催日時　 3 月 10 日（土）　14 時～　松代支所大会議室   
　　　参加人数　58 人   
　ギャラリートーク　 2 月 29 日（水）、 3 月 3 日（土）　10 時～　   
　　　参加人数　44 人   
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10 ～ 12 日
12 日
13 日
15 日

19 日
20 日

22 日
26 日
27 日
28 日

29 ～ 30 日

8 月 1 日

1 日
3 ～ 4 日

8 日

18 ～ 19 日
21 ～ 23 日

25 日
30 日

9 月 1 日
2 日
6 日
7 日

7 日
10 日
11 日
13 日
16 日
19 日
27 日

28 ～ 29 日
10 月 4 日

6 日
7 日

11 日

11 日
13 日
13 日
18 日
19 日
19 日
19 日
19 日
21 日
22 日
24 日
26 日
27 日
29 日

30 ～ 31 日
11 月 8 日

11 日
12 ～ 13 日

14 日
15 日
15 日
16 日

16 ～ 17 日
21 ～ 22 日

23 日

24 ～ 25 日
27 日
28 日
29 日
30 日

12 月 6 日
7 日
7 日

8 日
10 日
10 日
13 日
16 日
21 日
21 日
24 日
28 日

国文学研究資料館より資料調査
移動宝物館撤収
ＦＭ善光寺出演（溝辺）
ワークショップ「宝物館であそぼ！ 2011」
準備
資料撮影
ワークショップ「宝物館であそぼ！ 2011」
最終打合せ
長野県立歴史館より資料調査
資料撮影
象山記念館ビデオ撮影
ワークショップ「宝物館であそぼ！ 2011」
前日準備
ワークショップ「宝物館であそぼ！ 2011」
開催
ワークショップ「江戸時代の旅を体験
してみよう！」開催
講師派遣（降幡）
ワークショップ「折り紙でお駕籠をつ
くってみよう！」開催
ワークショップ「檜笠をつくってみよう！」
開催
真田フォーラム「真田幸弘点取俳諧の世界」開催
国文学研究資料館より資料調査
子ども向けブックレット出版打合せ
長野県立歴史館へ資料借用（溝辺・塚原）
追分宿郷土館へ資料借用（溝辺・塚原）
国文学研究資料館へ資料借用（溝辺）
展示替
特別企画展「大名の旅 - 松代藩の参勤交
代 -」開催
ギャラリートーク
子ども向けブックレット出版打合せ
ギャラリートーク
長野市立博物館資料貸出
展示替
講師派遣（山中）
長浜城歴史博物館資料貸出
資料撮影
横浜市歴史博物館より資料調査
大名道具収蔵館研究会（徳川美術館）参加

（降幡）
子ども向けブックレット出版打合せ
国文学研究資料館へ資料返却、東京都
個人寄贈資料受取（降幡）
ＦＭ善光寺出演（溝辺）

刀剣手入れ
高遠町歴史博物館へ資料借用（山中）
子ども向けブックレット出版打合せ
展示替
長野県立歴史館資料貸出
追分宿郷土館へ資料返却（溝辺・塚原）
ギャラリートーク
講師派遣（降幡）
長野県立歴史館へ資料返却 ( 溝辺・塚原）
ギャラリートーク
講師派遣（降幡）
府中市美術館より資料調査
講師派遣（降幡）
特別企画展記念講演会（根岸茂夫さん）
ボランティア研修旅行講師派遣（山中）
坂城町鉄の展示館より資料調査
文献資料講習会参加（塚原・堀内）
ワークショップ「ひもで結び飾りをつ
くってみよう！」開催
長浜城歴史博物館資料返却
ホームページ用資料撮影
長野県立歴史館より資料返却
講師派遣（降幡）
国文学研究資料館より資料調査
ホームページ用資料撮影

「よろい・かぶとを身につけて年賀状撮
影しよう！」開催（～ 12 月 19 日まで）
金沢へボランティア研修旅行（山中・小山）
講師派遣（降幡）
ホームページ用資料撮影
板橋区郷土資料館より資料調査
長野市立博物館資料返却
展示替
深川資料館よりボランティア活動視察
企画展「藩主夫人の旅」開催
ギャラリートーク
高遠町歴史博物館へ資料返却（山中）
企画展記念講演会（柴桂子さん）
ギャラリートーク
展示替
講師派遣（山中）
神奈川県立歴史博物館より資料調査
長野市立博物館資料貸出
講師派遣（降幡）
長野市立博物館より資料調査
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２．管理事務所日誌 （平成23年1月1日～12月31日）

1 月 14 日
22 ～ 25 日

26 日
28 日

2 月 1 ～ 2 日
3 日

8 ～ 9 日
10 日

14 日
15 ～ 16 日
16 ～ 28 日

21 日
24 日
25 日

3 月 1 日
2 日

2 日

5 日

8 日
10 ～ 11 日

14 ～ 16 日
15 ～ 16 日

18 日

27 ～ 29 日
4 月 4 日

7 日
13 日

14 日

19 日
20 日
20 日

21 日
22 日

5 月 1 日
1 日

3 ～ 4 日

6 日
9 日

11 日
12 ～ 13 日

17 日
17 日
19 日
24 日
31 日

6 月 1 日
2 日

4 日
7 日
8 日

8 日
9 ～ 10 日

11 日
14 日
14 日
15 日

17 日
20 ～ 23 日

21 日
23 日
25 日
27 日
28 日
29 日

7 月 5 日
6 日

7 日
8 日

長野県立歴史館へ資料調査（溝辺・米澤）
国文学研究資料館より資料調査
坂城町鉄の展示館資料貸出
講師派遣（降幡）
資料撮影
高遠町歴史博物館へ資料調査（降幡・溝辺）
長野県博物館協議会研修参加
ワークショップ「宝物館であそぼ！ 2011」
打合せ
追分宿郷土館へ資料調査（溝辺・山中）
資料撮影

「よろい・かぶとを身につけて武士に
なってみよう！」開催
松代藩文化施設管理委員会
長野県立歴史館へ資料借用（溝辺）
ひな人形展示
展示替
テーマ展「お殿様の健康志向」開催
ギャラリートーク
ワークショップ「宝物館であそぼ！ 2011」
打合せ
テーマ展記念講演会（山本英二さん）
ギャラリートーク
展示替
国文学研究資料館へ資料調査旅行

（山中・溝辺・小山）　
九州国立博物館へ研修旅行（降幡）
資料撮影
長野市公文書館へ資料撮影
( 米澤・山中・溝辺・小山）
国文学研究資料館より資料調査
ひな人形撤収
ワークショップ「街道を歩こう！」打合せ
長野市公文書館へ資料撮影
( 米澤・山中・溝辺・小山）
ワークショップ「檜笠をつくってみよう！」
準備
刀剣手入れ
青江の大太刀特別展示（～ 5 月 16 日まで）
ワークショップ「宝物館であそぼ！ 2011」
打合せ
上田市へ資料調査（米澤・溝辺）
坂城町鉄の展示館より資料返却

講師派遣（降幡）
東京国立博物館より資料調査
ワークショップ「かぶとを折ってかぶっ
てみよう」開催
埼玉県へ個人所蔵資料借用（降幡）
ワークショップ「街道を歩こう！」下見
ワークショップ「街道を歩こう！」打合せ
真田邸下張り文書整理打合せ
青江の大太刀撤収
資料撮影
真田邸下張り文書整理打合せ
資料撮影
資料撮影
須坂市へ個人所蔵資料借用（米澤・山中）
ワークショップ「宝物館であそぼ！ 2011」
準備（水鉄砲）
ワークショップ「街道を歩こう！」開催
展示替
企画展「松代と街道」開催　
ギャラリートーク
上田市へ個人所蔵資料借用（米澤・溝辺）
国文学研究資料館へ資料調査旅行

（山中・溝辺）
ギャラリートーク
展示替
資料撮影
長野市公文書館へ資料撮影
( 米澤・山中・溝辺・小山）
須坂市へ個人所蔵資料返却
宝物館、真田邸土蔵、象山記念館くん蒸
追分宿郷土館へ資料借用（溝辺・小山）
上田市へ個人所蔵資料返却
企画展記念講演会（吉田政博さん）
移動宝物館開催（～ 7 月 11 日まで）
資料撮影
ワークショップ「宝物館であそぼ！ 2011」
準備
塚原専門員着任
ワークショップ「宝物館であそぼ！ 2011」
準備
長野市立博物館資料貸出
ワークショップ「檜笠をつくってみよう！」
準備
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（９）煙雨亭（佐久間象山茶室）
　煙雨亭は、もとは佐久間象山が京都で最後に暮らした居宅内にあった茶室である。元治元年（１８６４）、幕命
で上洛した佐久間象山は「煙雨楼］と名付けた居宅に暮らしたが、同年に暗殺された。その後、煙雨楼は料亭の
所有となって昭和３７年（１９６２）に解体されたが、保存されていた茶室の部材を昭和５７年（１９８２）に
長野市が譲り受けて、象山神社の脇に移築・復元した。茶室には、もともとなかった屋根を加えたが、室内は昔
の面影をとどめている。
　現在は、茶会の会場などとして活用されている。

（１０）佐久間象山宅跡（県史跡）
　佐久間象山宅跡は、象山神社の西隣にある面積８７９m の敷地跡である。現在は、わずかに古井戸が残るのみ
であるが、象山在世の頃は、住宅のほかに藩主の休憩所、槍・剣術道場、学問所などがあった。象山は文化８年

（１８１１）にこの家で生まれ、天保１０年（１８３９）の２度目の江戸留学までの２９年間ここに暮らし、藩の
青年たちに学問を教えて後進の指導に努めた。
　昭和３５年（１９６０）２月１１日に県史跡に指定された。

（１１）旧樋口家住宅（市指定文化財）
　樋口家は、松代藩の目付役などを務めた家であり、江戸時
代末期の禄高は２３０石であった。真田邸（新御殿跡）に隣
接する現在地には、明和２年（１７６５）に移ったとされ、
江戸時代末期に建てられた土蔵や茅葺の主屋と長屋が現存し
ている。主屋前面には池を中心とする庭園があり、東側の隣
家から西側の隣家へと流れる松代特有の泉水路がみられる。
　平成１８年度から保存修理工事を行い、平成２２年６月か
ら一般公開している。

（１２）旧前島家住宅（県宝）
　前島家は、江戸時代中期に３００石、末期には２００石の
禄高の中級武士の家である。現在の松代町・松山町の敷地は、
真田家の松代入封以来、前島家の屋敷地であったと伝えられ
ており、江戸時代の主屋、土蔵、三社（神祠）、庭園等が現存
する。特に主屋は宝暦９年（１７５９）の建築であり、松代
町に現存する武家屋敷の中で最も古い時代に属する。
　平成１７年度から保存修理工事を行い、平成２２年９月か
ら一般公開している。
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（４）旧横田家住宅
　主屋、表門、土蔵は１９世紀前半、隠居屋は１９世紀中頃
の建築と考えられる。明治になって横田家が東京に移住し、
昭和５９年（１９８４）に、敷地北側半分と建物が長野市に
譲渡された。中級武家住宅の一典型で、付属屋も整い、旧態
をよくとどめていることから、昭和６１年（１９８６）１月
に国の重要文化財に指定された。昭和６４年（１９８９）１
月から保存修理工事が行われ、平成４年（１９９２）６月か
ら一般公開している。

（５）象山記念館
　昭和３９年（１９６４）、地元有志によって佐久間象山先生１００年祭奉賛会が設立され、翌年９月に展示施設
としての象山記念館が完成した。しばらくは奉賛会が本館の管理運営を行っていたが、昭和４２年（１９６７）３月、
同奉賛会から長野市に記念館が譲渡され、同年４月に開館し、昭和６３年（１９８８）１０月には展示室を増築した。
　なお、平成９年（１９９７）には、同館２階に松代通信資料館が併設された。これは象山が通信実験を行った
とされることをうけて平成３年（１９９１）に旧松代藩鐘楼近くの NTT の展示施設を賃借し開館したものである。
しかし、平成７年（１９９５）には、この施設の閉館を決定したため、象山記念館に併設されることとなった。

（６）旧白井家表門
　旧白井家表門は、もと松代町柴町にあったもので、平成
１２年（２０００）に文武学校正面（南側）に移築復元された。
三間一戸形式の長屋門で、間口が２０メートルあり、弘化３
年（１８４６）に建てられたものである。
　平成１３年（２００１）４月１日、長野市教育委員会文化
課から当所へ移管された。現在は、松代文化財ボランティア
の会の拠点施設として、来訪者に対する松代のガイドや、湯
茶の接待を行っている。

（７）松代城
　松代城は、武田信玄が築かせた海津城がはじまりといわれ、
城ができた時期ははっきりとはしないが、永禄３年（１５６０）
頃には完成していたとされる。武田家滅亡後は、織田信長の
家臣・森長可や上杉景勝の支配するところとなった。
　江戸時代になると、森忠政・松平忠輝・松平忠昌・酒井忠
勝らが居城としたが、元和８年（１６２２）に酒井忠勝が鶴
岡に移ると、上田城主であった真田信之が松代に移封される。
その後、明治維新を迎えるまで、真田家が松代城を居城とした。
なお、藩主の御殿は、江戸時代のなかばまでは本丸にあったが、
その後「花の丸」という三の丸にあたる場所に移された。
　改修・復元工事が終了し、平成１６年（２００４）から一般公開している。

（８）山寺常山邸
　山寺常山邸には、江戸時代末期に建てられたと推定される表門と、この表門の南側に大正時代終わりから昭和
初期にかけて建てられたと推定される書院（萬竹庵）が残されている。
　山寺家は、松代藩で知行１６０石の中級武士の家格であり、江戸時代の終わりには山寺常山を輩出し、鎌原桐山、
佐久間象山とともに松代の三山と称えられた。常山は号で、幼名を久道、のちに信龍と名乗り、通称を源大夫といっ
た。常山は若い頃、江戸に出て儒学者佐藤一斉や中村敬宇らと親交を深めた。８代藩主・真田幸貫の信頼も厚く、
藩政にも尽力し、寺社奉行や郡奉行を務めた。明治になってからは中央政府の招きを固辞して松代に留まり、晩
年は長野に塾を開いて門人の教育に努めた。
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１．松代文化施設等管理事務所の沿革
　松代文化施設等管理事務所は、市の機構改革により平成１６年４月１日から新たに発足した組織であり、今ま
での旧松代藩及び真田家に関する文化的遺産の保存及び活用を図ることによって、郷土の歴史と文化に親しみ、
その知識と理解を深め、豊かな市民文化の発展に寄与することを目的として設置されている。現在、同管理事務
所は真田宝物館・真田邸・文武学校・旧横田家住宅・象山記念館・旧白井家表門・松代城・山寺常山邸・煙雨亭・
佐久間象山宅跡に加え、平成２２年度に保存整備が完了し一般公開が開始された旧樋口家住宅・旧前島家住宅の
12 の施設を管理・運営し、以下の業務を行っている。
１．松代周辺における旧松代藩及び真田家に関する資料の適正な管理・活用を行う。
２．収集・保管・展示・調査研究、及び教育普及活動の多角的機能を有機的に関連させた活動を行う。
３．市民の郷土研究、文化活動のための情報センター的機能を果たす役割を担う。
４．市民が親しみをもち、同時に学校教育とも深い関係をもつものとする。
　また、松代文化施設等管理事務所には、文化的遺産の保存等について必要な事項を審議するための、松代藩文
化施設管理委員会が設置されている。

各施設の概要
（１）真田宝物館
　昭和４１年（１９６６）５月２７日、真田家１２代当主・幸治氏によって、同家に伝承されてきた資料が当時
の松代町に一括譲渡された（同年１０月に松代町は長野市と合併。そのため長野市の所有となった）ことから、
県立松代高等学枚移転後の校舎を改造して昭和４４年（１９６９）７月１日に真田宝物館がオープンした。真田
家の大名道具の展示を目的とし、昭和５２年１１月に鉄筋コンクリートの新館を増築、昭和６３年（１９８８）
３月には収蔵庫が完成し、真田邸内の７つの土蔵に収納されていた資料の大部分を移転収蔵している。当初は観
光課の所管で、その後、教育委員会の所管となる。年間４回の展示替えがあり、また特定のテーマを決めて年１
回の「特別企画展示」と年３回の「企画展示」を実施している。
　宝物館の利用者からは、松代に入る以前の戦国時代における真田家に関する情報ニーズが多いものの、収蔵し
ている資料からそのような展示を行うことは困難である。

（２）真田邸
　文久３年（１８６３）から翌年にかけて建てられた藩主の
母親の住居で、いわば「隠居所」のような建物である。「新御殿」
と名づけられ、明治維新後は真田家の私邸となり、昭和４１
年（１９６６）５月、松代町に譲渡された。昭和５６年４月
１１日に松代城と一体のものとして、国の史跡に指定された。
敷地は７, ９７３平方メートル（約２, ４１６坪）、御殿は一部
２階建てである。平成２２年に主屋の全面改修工事が終了し、
同年９月から一般公開している。

（３）文武学校
　藩士子弟の学問・武芸を奨励するため、８代藩主・真田幸貫が計画し、９代藩主・真田幸教が嘉永６年（１８５３）
に完成させ、翌々年に開校した。建設当初の遺構を残し、ほぼ完全なかたちで伝えている。明治元年（１８６８）
には兵制士官学校を併設し、明治４年（１８７１）９月、廃藩のため閉校となる。明治５年（１８７２）、長国寺
の火災に伴い、槍術所がその庫裏として移築・転用された。その後は松代小学校の校舎にも使用され、昭和２８
年（１９５３）３月に国の史跡に指定、昭和４８年（１９７３）から保存修理工事に着手し、同５４年（１９７９）
から一般公開している。この建物は、儒学中心の藩校から近代的学校建築への過渡期の史跡で、文学所、教室２棟（東
序・西序）、剣術所、柔術所、弓術所、文庫蔵、番所、門などからなる。平成８年（１９９６）、長国寺の庫裏と
して利用されていた旧槍術所が戻され、創建当初の状態に復元された。
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